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付議議案および議決結果一覧表 

《 議案審議 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 
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の制定について 
9 月 2日 9 月 2日 可 決 76 

議案第 ２号 
令和３年度松川町一般会計歳入歳出決算

認定について 
9 月 2日 9 月 2日 認 定 

77 

議案第 ３号 
令和３年度松川町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について 
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議案第１０号 
令和４年度松川町一般会計補正予算（第

３回）について 
9 月 2日 9 月 20 日 可 決 
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議案第１１号 
令和４年度松川町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２回）について 
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令和４年度松川町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１回）について 
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議案第１３号 
令和４年度松川町介護保険事業特別会計

補正予算（第１回）について 
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議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第１５号 
令和４年度松川町水道事業会計補正予算

（第１回）について 
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議案第１７号 
令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流
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議案第１８号 

令和４年度道路メンテナンス事業町道古

町境の沢線橋梁補修工事請負契約の締結

について 

9 月 20 日 9 月 20 日 可 決 282 

議案第１９号 
物損事故に関する損害賠償の額の決定に

ついて 
9 月 20 日 9 月 20 日 可 決 283 

議案第２０号 松川町教育委員会委員の任命について 9 月 20 日 9 月 20 日 同 意 283 

議案第２１号 松川町教育委員会教育長の任命について 9 月 20 日 9 月 20 日 同 意 285 

 

《 報  告 》 

議案番号 議   案   名 報告月日 報告頁 

報告第１号 令和３年度財政健全化判断比率等の報告について 9 月 2日 176 

報告第２号 
一般社団法人 南信州まつかわ観光まちづくりセンターの経

営状況を説明する書類の提出について 
9 月 2日 176 

報告第３号 
草刈り作業に起因する車両損傷事故の損害賠償の額について

（専決処分事項の報告） 
９月 20 日 293 

 

《 請願・陳情 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

請 願 ２ 小渋川部奈橋の永久化に関する請願 9 月 2日 9 月 20 日 採 択 

294 

陳 情 ３ 

「不登校児童生徒に対して多様な学習機

会の確保のための経済的支援制度の確立

を求める意見書」の採択を求める陳情 

9 月 2日 9 月 20 日 採 択 
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《 議員提出議案 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

発議第１号 

不登校児童生徒に対して多様な学習機会

の確保のための経済的支援制度の確立を

求める意見書の提出について 

9 月 20 日 9 月 20 日 可 決 296 
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一 般 質 問 の 質 問 事 項 

令和４年９月１５日 
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１ 日本梨再生プロジェクトの松川町の取り組みは 

２ 農業生産資材の高騰対策は考えられるか 
198 

３ 塩 沢 貴 浩 
１ 交通安全協会の現状と課題について 

２ 子供用品のリサイクル、リユースのための取組について 
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４ 間 瀬 重 男 
１ リニア対策関連事業について 

２ 森林資源の活用について 
216 
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令和４年第３回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １ 日 目 ） 

 

 

令和４年９月２日（金曜日）    午後９時３０分 開議 

 

 

開会宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 町長あいさつ 

第 ４ 議案第 １号 松川町下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

第 ５ 議案第 ２号 令和３年度松川町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 議案第 ３号 令和３年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

第 ７ 議案第 ４号 令和３年度松川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

第 ８ 議案第 ５号 令和３年度松川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ９ 議案第 ６号 令和３年度松川町保養宿泊施設事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて  

第１０ 議案第 ７号 令和３年度松川町発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第１１ 議案第 ８号 令和３年度松川町水道事業会計決算認定について 

第１２ 議案第 ９号 令和３年度松川町下水道事業会計決算認定について 

第１３ 議案第１０号 令和４年度松川町一般会計補正予算（第２回）について 

第１４ 議案第１１号 令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）に

ついて 

第１５ 議案第１２号 令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につ

いて  
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第１６ 議案第１３号 令和４年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）につい

て 

第１７ 議案第１４号 令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について 

第１８ 議案第１５号 令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）について 

第１９ 議案第１６号 令和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について  

第２０ 議案第１７号 令和４年度松川町下信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第

１回）について 

第２１ 町長の報告 

報告第 １号 令和３年度財政健全化判断比率等の報告について 

報告第 ２号 一般社団法人 南信州まつかわ観光まちづくりセンターの経営状況

を説明する書類の提出について 

第２２ 議長の報告 

請 願  ２ 小渋川部奈橋の永久化に関する請願 

請 願  ３ 「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支

援制度の確立を求める意見書」の採択を求める陳情 

散  会 

 

出席議員    １３名 

（別表のとおり） 

欠席議員    ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午前９時３０分 開 議 

開会宣告 

○議長（黒澤哲郎） 皆さんおはようございます。出席議員が定足数に達しております。森谷議

員より遅刻の申し出がありましたのでご報告いたします。 

それでは、ただいまから令和４年第３回松川町議会定例会を開会いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（黒澤哲郎） 議事日程の報告でありますが、日程につきましてはお手元に配布のとお

りであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンターの北沢理事長、片桐専務理事の

出席を求めてあります。 

大島英嗣代表監査委員に出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーの有線テレビ生中継の許可をしてあります。 

地球温暖化防止及び節電の取組として、クールビズにて行います。ご理解をお願いい

たします。 

 

＝＝＝ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） 日程第１、会議録署名議員の指名についてであります。会議規則第 126 条

の規定により６番、大蔵 洋議員、７番、中平文夫議員を指名いたします。 

 

＝＝＝ 日程第２ 会期の決定 ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りをいたします。 

本定例会の会期につきましては、本日から９月 21 日までの 20 日間としたいと思いま

すが、ご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から９月 21 日までの 20日間と決定いたしました。 
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＝＝＝ 日程第３ 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） 続いて日程第３、町長挨拶であります。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） おはようございます。 

令和４年第３回松川町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶をさせていただ

きます。 

９月に入り少し秋らしい季節となってまいりました。現在、昨年までと違い、松川町、

当町では７月・８月と、大雨の少ない夏となりました。今のところ、今年度は災害が少な

い状態ですが、今もきております、台風 19 号の進路が心配されているように、これから

台風シーズンとなります。引き続き、災害に対する備えを怠ることなく対応してまいり

ます。 

また、８月 24 日に長野県より発出をされました新型コロナウイルスＢＡ.５対策強化

宣言に伴い、この週末、９月４日に計画をしておりました防災訓練は延期の判断をいた

しました。ただ、ちょうど防災の日に絡めての話でございます。冒頭、少し防災について

のお話をさせていただきます。 

今回、９月４日の防災訓練については延期となりましたが、今年度は各世帯に事前に

防災チェックシートを配布し、非常持出袋を持った上で集まっていただき、自治会ごと

ハザードマップの確認などの訓練をしていただくようお願いをしてまいりました。こう

いった今回の防災訓練の計画では、地方自治体として防災の取組で急務とされておりま

す自助、また共助の取組を促す目的がございます。2011 年の東日本大震災や、近年では

長野県内で大きな被害を生んだ令和元年の台風 19 号災害。町内でも災害となりました令

和２年の７月豪雨など、日本中どの地域においても災害のリスクというのは高まってお

ります。 

今までの防災訓練では、地域ごとの安否確認を中心に行ってまいりましたが、これか

らは一歩進んで、全町一律の避難行動ではなく、住民の皆さんが普段からお住まいの地

域や職場、また通学先の学校などで災害が発生した場合を想定し、平時から行動を確認

しておくということが、命を守る行動として大切ということを、一人ひとりに伝えてい

くための防災訓練を目指してまいります。延期後、日程が決まり次第お知らせをいたし

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

さて、今定例会では、令和３年度の決算認定も議案として上程をしております。 

私のほうから、お手元に配付の令和３年度決算の総括をもとに総括を申し上げますの
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で、よろしくお願いいたします。 

令和３年度松川町一般会計、また各特別会計及び公営企業会計の歳入歳出決算認定の

審議に当たり、町長として令和３年度の町政運営について申し上げます。 

まず全体としまして、地方財政を巡る動きと松川町の令和３年度事業の取組について

でございます。令和３年度は、長期化する新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、

まん延防止等重点措置が令和４年１月 27日から３月６日まで適用されるなど、町では対

策本部の設置を継続し、感染状況を注視しながら、公共施設の利用制限、県外などへの

自粛要請や３密を避けるなどの基本的感染対策の呼びかけを行うなど、県の示す方針に

沿い、新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動の両立を推進してまいりました。

長期化する新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、経済に大きく打撃を与え、子育て

世帯等臨時交付金等の支給、松川のお店応援券による経済対策、給付金事業による事業

者支援など国・県と連携による支援や町独自の各種経済対策として様々な側面から支援

を実施してまいりました。現在、県内全域には医療非常事態宣言、感染警戒レベル６が

発令され、第７波による感染拡大傾向にある中で、自分が感染しない、他者を感染しな

い、させないことを一人ひとりが意識し、状況や場面に応じて適切に行動をとっていた

だき、町としては引き続き、信州版「新たな日常のすすめ」に沿った基本的な感染防止対

策の徹底や、経済状況に応じた各種支援対策を実施してまいりたいと考えております。 

では、令和３年度決算の主な取組等についての説明を、総合計画の基本方針を順次申

し上げます。 

まず大項目の１、多様性を生かした自治づくりについての、まずは持続可能な自治組

織づくりについてでございます。 

地域資源である人、森林を生かした中山間地域の自立分散型生産社会構築の推進のた

め、地域活性化起業人交流プログラムを活用し、企業から人材を受入れ、地域材を活用

したものづくりを通じ、自主活動の推進や教育プログラムの開発に着手をいたしました。

また、区会・自治会を対象とした持続可能な自治組織を考える検討会、自治会対策会議

と申し上げておりますが、を開催し、実情等を把握し、自治会の負担軽減の観点から、役

や業務等の見直しを進めてまいります。 

次に、時代に合った行財政運営と行政サービスの推進についてでございます。 

ふるさと納税に関する「くだもの里まつかわ」応援寄附金事業については、果物を中

心に魅力ある特産品などを提供することで、令和３年度は過去最高の２億円を超える寄

附を集めることができました。今後も国の指針に沿った制度運用を心がけると共に、魅
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力ある特産品などを通じて交流人口の増加にもつながるよう、南信州まつかわ観光まち

づくりセンターと連携して町の魅力を発信してまいります。 

また、老朽化する公共施設の基本的な方針として、松川町公共施設等総合管理計画を

改定し、施設の長寿命化を図ると共に、老朽化した施設の除却や遊休地となっている町

有地の民間への払い下げを進めてまいります。 

次に、移住定住の促進についてでございます。 

急激な人口減少は、社会的、経済的な課題が急速に深刻化することから、若者世代の

定住対策として、町内へ住宅を建築・取得した方への祝い金支給に、新たに子育て世帯

やＵＩターン者などの場合は、さらに 20万円を加算して祝い金を支給し、移住定住支援

に関する事業の充実化を図り、人口の急激な減少の緩和を進めました。 

次に、大項目の２、安心して子育てできる環境づくりと地域で学び、地域で育つ人づ

くりについてでございます。 

まずは子どもの育ちの切れ目ない支援についてでございます。 

子育て中の親子が遊びながら交流が持てる場として、保育園入園前の乳幼児とその保

護者が主に利用する子育て支援センター「おひさま」において、コロナ禍で、育児不安の

共有や解消を目的に、年齢別のサークルや各種イベントの開催、屋外遊具の設置や、技

工台の更新により、施設の機能充実を図り、子育ての輪を広げる取組を行いました。 

また、コロナ禍においても、地域の方との交流をしながら、子どもたちを育む保育園

の運営や保育園の幼少期の教育から小学校教育への円滑な接続を目的とした保・小意見

交換会を行いました。 

次に、探究的主体的な学びについてでございます。 

ＧＩＧＡスクール構想実現のため、また、学校におけるタブレット端末を活用した授

業を効果的に進めるため、新たにＩＣＴ支援員を小・中学校へ配置と、電子黒板を増設

しタブレット端末を活用した学習環境の整備を進めると共に、学校施設等長寿命化計画

に基づき、全ての学校内のトイレ洋式化を実施し、さらには学校施設の照明ＬＥＤ化改

修工事の実施設計を行い、学校施設の環境改善を実施いたしました。 

また、熱中症リスクの極めて高い気象条件が続き、屋外での活動ができないことに対

応するため、まつかわの里室内温水プールを活用し、体育の水泳の授業を実施をいたし

ました。 

次に、大項目の３、共に支え合い、健康に暮らすまちづくりについてでございます。 

まず、食育の促進についてでございます。 
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サステナアワード 2021 で松川町ゆうきの里を育てよう連絡協議会で応募した動画が

優秀賞の受賞に始まり、有機農業研究者会議や長野県有機農業推進プラットフォーム勉

強会で取組が紹介されるなど、今まで進めてきた有機農業で栽培された地元産の食材を

学校給食に使用する取組が評価され、多くの方に知っていただく年となりました。引き

続き、生産者や各種団体と協力し、環境保全型農業の輪を広げ、遊休農地の解消に向け、

また、有機農業で栽培された地元食材を活用した健康的体づくりをテーマとした食育学

習を推進してまいります。 

次に、支え合い、認め合うまちづくりと共生社会の実現についてでございます。 

地域共生社会の拠点、元気センター（仮称）の整備を進めるため、基本設計、既存施設

の解体に着手をいたしました。元気センター（仮称）は、福祉に関係する方のみが利用す

る施設ではなく、どなたにとっても居場所の一つとなる施設を目指しているため、様々

な共有スペースが存在します。そのような複合施設という性格上、様々な要素が入り組

み、基本設計の段階で、当初の計画よりも大幅にお時間をいただいております。実施予

定事業の関係者が利用しやすくすることは当然のことですが、地域の方々にとっても利

用しやすく、心地よい環境にする必要があります。 

基本設計はこの８月で完了いたしましたが、引き続き、実施設計の段階でも、どなた

にとっても居場所の一つとなる施設になるよう検討を重ねてまいります。また、事業全

体を通じて、なるべく多くの皆様にご理解いただけるよう、事業に関する情報発信を随

時行うなど、丁寧な説明を心がけてまいります。 

続いて、大項目の４、安心で安全な住みよい暮らしづくりについてでございます。 

まずは災害に強い地域づくりについてでございます。 

消防団による火災消火活動などで必要となる小型ポンプと積載車両を２台更新。また、

道路交通法の改正により新たに準中型免許を設けられたことを受け、消防団員が新たに

準中型免許を取得することに対して補助金を交付するなど、消防団の機能強化を図りま

した。その他、火災消火活動の水利確保の観点から、耐震性貯水槽を２か所整備をいた

しました。 

続きまして、暮らしを支える交通環境づくりについてでございます。 

幹線道路、生活道路の整備では、令和３年度計画していた 128 の整備箇所のほか、追

加で 14 か所の工事を発注し、令和３年度５月及び８月の緊急対応や、地元要望を反映し

た町道整備を行いました。 

昨年度は、降雪量が多かったことから、降雪が予想される際及び降雪時に町内循環を
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行いつつ、除雪や融雪剤の散布を業者と連携しながら適切に実施し交通支障を未然に防

ぎました。 

また、リニア中央新幹線建設工事の発生土運搬による大型車両の通行の増加に対応す

るため、カラー舗装等の安全対策や、幅員が狭い町道洞新線や、町道護岸線の道路拡幅

工事等を今年度までに整備を進めています。引き続き、リニア中央新幹線建設工事対策

委員会で情報の共有を図り、課題や対策等を検討し、地域の皆様の不安をできる限り解

消できるよう、事業主体であるＪＲ東海との協議を進めてまいります。 

次に、大項目の５、活力ある産業が息づくまちづくりについてでございます。 

まず持続可能な農業の推進についてでございます。 

令和元年度から開始をいたしました果樹農業研修制度については、第３期生２名を追

加し、計５名が新規就農に向けた研修に取り組んでいただいております。町の喫緊の課

題である農業の担い手不足や遊休農地の解消を図り、定住者の増加に繋げてまいります。 

続いて、魅力的な商工業の振興についてでございます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少する小規模事業者に対して、新

型コロナ危機突破推進支援金や、小規模事業者事業継続支援、家賃支援事業など、事業

継続を支援する目的で、給付金の交付、また、町民の皆様の生活支援、及び消費喚起によ

る地域経済の活性化を目的に、お店応援券の配布を行いました。 

続いて、関係人口の構築でございます。 

一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンターが中心となり、ウィズコロナに

おける滞在交流観光の推進、感染症対策ガイドラインの更新、さくらんぼ通信販売プロ

モーション、マイクロツーリズム、これは地元観光です、の推進、テイクアウトキャンペ

ーンなど観光を手段とした地域づくりを推進しました。 

また、指定管理者制度により運営している生田の梅松苑については、キャンプサイト

の整備やドームテントの設置により、キャンプ需要も相まって、コロナ禍にあっても多

くのご利用をいただきました。 

保養宿泊施設事業である清流苑の運営については、新型コロナウイルス感染症により、

大変厳しい状況が続いております。令和３年度は打ち切り決算を行い、地方公営企業法

を適用した企業会計へ移行し、持続的で安定的な事業運営に努めてまいります。 

以上、令和３年度決算の主要な事業を説明させていただきましたが、令和２年４月７

日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令から２年半弱が経過いたします。現

在新型コロナウイルス感染症第７波が急拡大しており、依然として予断を許さない状況
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が続くものと考えられます。町民の皆様におかれましては、地域活動が制限されること

を余儀なくされる中、感染拡大防止と地域社会を維持することのバランスを踏まえて、

地域コミュニティ活動をお願いした１年でございました。また、国の指針において、感

染症と経済活動の両立の方針が示される中、基本的感染対策を徹底し、急激な感染拡大

を抑制しながら社会経済活動を継続させるための事業を実施してまいりました。 

第５次松川町総合計画改訂版の２年目でありましたが、総合計画に掲げるまちづくり

の将来像である「いっしょに育てよう、一人一人が輝く笑顔あふれるまち、まつかわ」の

実現に向け、着実に進み始めたものと考えております。引き続き目標の早期実現のため、

全力で町政運営に取り組んでまいります。ここに重ねて議会の皆様方をはじめ、住民の

皆様方の温かいご理解と一層のご支援ご協力をお願いを申し上げます。 

今、ご説明をいたしました本日上程いたします令和３年度決算につきましては、十分

なご審議をいただきまして、ご賛同賜りますようお願いを申し上げまして、決算の概要

についての説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

また、今回上程をしております、令和４年度一般会計補正予算案（第３回）について、

主要な部分を申し上げます。 

今回の一般会計補正予算額は、総額１億 9,012 万円を増額し、歳入歳出それぞれ 70億

3,531 万４千円という案でございます。 

内容としましては、例年の人事異動による人件費の増減がございます。また、以前よ

り生東区とお話をしてまいりました旧生東保育園の解体工事 600 万円と、その横にござ

いますリズム室解体に向けての設計費 360 万９千円。また、福祉避難所として指定され

ております特養松川荘を大規模災害時も、電気の供給は 72 時間できるようにするため、

特養松川荘非常用発電設備設置工事費として、1,898 万円。また、子宮頸がんワクチン接

種を差し控えられていた期間に接種を逃した方に向けてのキャッチアップ接種の費用と

して 260 万６千円。また、まつかわの里室内温水プールの緊急修繕として 200 万円など

となっております。 

いずれも緊急性や適正などを精査をいたしまして上程をしておりますので、慎重なご

審議をいただき、議決をいただきますようお願いいたしまして、開会の挨拶と代えさせ

ていただきます。それではどうかよろしくお願いいたします。 
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＝＝＝ 日程第４ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第１号 松川町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（黒澤哲郎） 次に、日程第４、議案第１号、松川町下水道条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） それではよろしくお願いします。 

＝ 議案第１号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 説明いただきました、雨水貯留浸透施設整備計画というこの計画につき

まして今の経過ですとか、具体的なそういったこういった施設、設備についてご説明い

ただければありがたいですが、お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） この雨水貯留浸透施設整備計画というものは、その設置者が計

画して町が認めるものとなっておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） もう１点、具体的なこの施設の計画等、新井のところに工事、この間、総

産建で視察に行きましたけど、県営住宅の横のあそこの新井のところの施設等が該当す

るんですかね。具体的なちょっと施設の設置箇所みたいなのをお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） お願いします。 

今、新井の雨水幹線の整備等準備を進めておるところでありますけれども、それにつ

いては雨水幹線工事ということで全く別物となります。 

ここで言う雨水浸透排水施設については、例えば公共施設とか民間事業者が雨水を貯

める流域のほうに一気にいかないような施設を 30 ㎥以上の大規模なもの。ちょっと松川

町は、早急にそういう計画が今のところ聞いてはないんですが、主に大都市が浸水被害

等、今、異常気象により起きておりますので、そういうものを対象とした条例改正にな

りますので、そのようなものありますが。 
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○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 近年の温暖化に関わってゲリラ豪雨ですとか、非常な短期間に短時間に

大きな豪雨が続くということが予想されます。確かに道路が冠水したり、やっぱり田ん

ぼが満水したりというそういった農村地域ではありますけれど、そういうゲリラ豪雨等

が、雨を貯めるような、大都市ではそういったものが計画的に作られていますけど、松

川町でもそういったことが想定されるようなことに対する条例改正というふうに捉えて

よろしいわけですかね。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） 基本的には、この流域治水に関連する下水道法改正に伴う、それ

が今の松川町下水道条例と整合がとれなくなってしまうので、一番の目的は改正下水道

法と松川町の下水道条例の整合を図るためが一番の目的であります。 

それで議員さん言われましたように、今後、松川町においても都市部を中心にそうい

う雨水貯留浸透施設の整備がちょっと先ほども言いましたが、今のところちょっとそう

いう計画は私ちょっと聞いてないんですが、出てくる可能性は大だと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

ここで採決を行います。 

議案第１号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 11名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員起立であります。 

よって、議案第１号、松川町下水道条例の一部を改正する条例の制定については、原

案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第２号 令和３年度松川町一般会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第３号 令和３年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について  
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◇ 議案第４号 令和３年度松川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第５号 令和３年度松川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について  

◇ 議案第６号 令和３年度松川町保養宿泊施設事業特別会計歳入歳出決算認定について  

◇ 議案第７号 令和３年度松川町発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第８号 令和３年度松川町水道事業会計決算認定について 

◇ 議案第９号 令和３年度松川町下水道事業会計決算認定について 

○議長（黒澤哲郎） 日程第５、議案第２号、令和３年度松川町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、日程第６、議案第３号、令和３年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第７、議案第４号、令和３年度松川町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第８、議案第５号、令和３年度松川町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第９、議案第６号、令和３年度松川町保養宿泊施

設事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第 10、議案第７号、令和３年度松川町

発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第 11、議案第８号、令和３年度松川

町水道事業会計決算認定について、日程第 12、議案第９号、令和３年度松川町下水道事

業会計決算認定についてを一括議題といたします。 

それでは、説明を求めます。議案第２号から議案第７号までを池上会計管理者、議案

第８号及び議案第９号を岡田副町長にお願いをしたいと思います。 

それでは、池上会計管理者。 

○会計管理者（池上 徹） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 議案第２号・第３号・第４号・第５号・第６号・第７号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 続いて、岡田副町長。 

○副町長（岡田憲輔） 引き続きまして、議案第８号をお願いいたします。 

＝ 議案第８号・第９号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） それでは次に、大島代表監査委員より、決算審査の報告をお願いをいたし

ます。 

○代表監査委員（大島英嗣） どうも初めまして、古町の大島英嗣と申します。 

個人ごとなんですが、定年退職後、家の家業である農業をやっておりまして、こうい

う機会は初めてです。皆さんを前にして緊張で足が震えておりますが、どうかご勘弁く

ださい。 
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それでは、監査のほうの報告をいたします。 

今回の決算監査につきまして、監査対象は松川町一般会計、国民健康保険事業特別会

計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計、保養宿泊施設事業特別会計、発電

事業特別会計、水道事業会計、下水道会計を見させていただきました。 

審査の期間は、令和４年８月３日から令和４年８月 22 日まで、米山議員とともに書類

を見させていただきました。 

審査に付された歳入歳出決算書、実質収支に関する調書について、関係諸帳簿、証拠

書類等を照合し、あわせて関係職員から説明を聞きまして、計数の正確性、予算の執行

状況、財政運営について審査を実施しました。また、例月現金出納検査や定期監査の状

況も参考に審査を実施いたしました。 

審査の結果といたしまして、いずれも法令に準拠しており、計数は正確であると認め

られました。また、予算の執行状況は概ね正確に執行されていることが認められました。 

それではちょっとすみませんが、次のページになりますが、審査の総括意見を述べさ

せていただきます。 

財務財政運営については、令和３年度一般会計の実質収支は４億 3,474 万円の黒字で

したが、前年度の比較では 1,508 万２千円の減となりました。実質収支比率は 9.5％と前

年度より 0.8％下回りました。しかし、県下の町村の平均 8.6％を 0.9 ポイント上回って

おり、標準財政規模から見ると、概ね適切であると言えます。 

また、令和３年度の町債残高は、一般会計と特別会計を合わせて総額 82億 3,512 万円

で、前年度に比べ２億 8,579 万８千円減少し、実質公債費比率は 4.8％となり、前年度よ

り 0.7 ポイント下回って、総じて健全な財政状況が維持されています。 

しかしながら、現在進められている元気センターの建設、図書館・資料館改修工事等、

今後、大型工事等が見込まれる中、町の財政運営環境は厳しい状況にあると思われます。 

経常収支比率は80.2％となり、前年度の81.2％と比較して１ポイント下降しています。 

県町村の平均 81.8％と比較して 0.6％低くなっていることから、令和３年度において

は、財政構造の弾力性は確保されている状態と考えられます。 

これらのことから、歳入規模に見合った歳出構造を考慮する中で、必要な公共サービ

スを提供するために常に財政状況を把握し、適切な財政財源配分による政策等を実施す

るなど、将来、将来的に持続的、持続可能な財政運営の維持が必要です。また、将来の人

口減少も念頭に置きながら、事業内容の見直しや効果的な新たな事業の構築が必要と考

えられますので、引き続き改善に努めてください。 
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続きまして、収入確保、未収金解消及び適正課税について述べたいと思います。 

一般会計及び特別会計の収入未済額は 7,689 万４千円と、前年度に比べて 635 万７千

円増加しました。町税は 106 万３千円減少しましたが、国民健康保険税は 274 万１千円

増加しました。 

このことは、コロナ禍のため、個別訪問による納付奨励が十分にできなかったことが

影響しておりますが、徴収の所管課をはじめ、各担当部署の担当者間の一層の情報共有

と連携が重要と考えます。また、不納欠損処分では、固定資産税の死亡者課税や相続放

棄等の案件において時効が完成しているとして対象の回収の見込みがない債権が見受け

られました。時効完成前に通知発送を行うなど、計画的に相続人に対して、納税義務の

継承を促して執行していく必要があります。 

また、個人資産税の評価替えに伴い、新たに路線価を取り入れた評価基準の見直しが

実施されました。税制の変動が伴うため、法律との整合性や公正で偏りのない課税を行

うためには、高度な知識が求められます。近隣市町村との均衡、情報把握を的確に行い、

特に税額が上がる住民の皆さんについては、税制に対する分かりやすい説明を丁寧に行

い、不信感を抱かせることのないような課税業務の執行に努めていただきたいと思いま

す。 

最後に、公平性の観点からも未収金の解消は重要です。適切な債権管理のもと、毅然

とした対応で徴収に努めていただきたいと思います。 

続きまして、雇用宿泊施設事業特別会計について説明させていただきます。 

長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受ける状況下ではありますが、清流苑の売

上げは前年度と比較して 109%と若干の回復を見せました。しかし、コロナ禍前との比較

では 49%と大変厳しい状況が続いています。節約等により歳出を前年度と比べ 4,400 万

ほど抑えるなど経営努力をしていただく中ではありますが、一般会計から 5,200 万の繰

入れと基金 1,300 万の取崩しが必要となりました。令和４年度から公営企業会計に移行

されましたが、新型コロナウイルス感染症の影響と燃料費の上昇、物価の上昇等が今後

も懸念され厳しい状況が続くことが予想されます。一層の経営の効率化と健全化に努め

ながら、事業の必要性とリスクを明確に洗い出し、将来を見据えた事業計画を検討して

いただきたいと思います。 

また、県外の同様な公用施設において、会計の不正案件発生している状況もあり、会

計の取扱いは現金不突合の発生がすることがないよう、マニュアル等の整備を進めてい

っていただきたいと思います。 
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最後に、予算執行について。予算執行につきましては概ね適正ですが、以下の課題に

検討があると思われます。 

１番、入札制度の改正、整備が進みましたが、入札と契約の適正化を図るため入札制

度の関係法令に対する研修を定期的に開催し、職員の知識の向上と意識の共有に努めて

ください。また、大規模な公共工事や工事の建築や修繕改修事業が多数進められていま

すが、建設工事に関わる専門部署がなく、担当者においても、専門知識が薄い中、外部組

織からの委託による補助が必要となってきます。今後も施設の建築や修繕、解体工事が

見込まれますので、組織体制の見直しを含め、職員の知識の向上に努めていただきたい

と思います。 

２番目、新型コロナウイルスの感染症の長期化と燃料費や物価の高騰により、住民の

生活をはじめ各種事業にいろいろな影響が出ています。新型コロナウイルス感染症対策

における対応の中で、アフターコロナを見据えた事業の再構築を進め、コロナ禍で停滞

した各種事業を積極的かつ計画的に実施していってください。 

３番目に、職員の人事管理は、年齢構成の偏りや専門分野の人材確保が難しい状況が

顕著に見られます。住民サービスや要望は日々増加していますが、業務ミス防止や内部

統制の観点から、業務における職員配置の適正化を進めてください。 

また、夜間休日の水道管理と介護福祉サービス計画の外部委託の検討、それと長期的

な展望に立った職員定員管理の計画策定を進めていっていただきたいと思います。 

以上です。ありがとうございました。 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより総括質疑を行います。質疑に当たりましては、資料名及びページ数を明確に

して発言をするようお願いをいたします。また、質疑、答弁においては、要点を整理し簡

潔にお願いをいたします。 

それでは、質疑はありませんか。 

塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） お願いいたします。 

松川町の家計簿、紫の表紙の資料から２点お願いをいたします。 

まずＰ８になりますけれども、木材等破砕機の導入についてお尋ねをいたします。木

材と破砕機、チッパーと言われるものですけれども、導入されてから１年ほど経過する

と思いますけれども、今までの貸出し件数をお願いいたします。 

また、季節ごとの多い少ないがもし分かればお願いしたいと思います。 
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個人的には、枝の軽い農閑期でもある冬場の貸出しが多いかと考えておりますが、い

かがでしょうか。 

２点目になります。同じく町の家計簿の 12 ページになります。きめ細やかな学習への

支援の中でＩＣＴ教育支援員の２名が新規で入っております。 

このＩＣＴ教育支援員の業務内容を教えていただきたいと思います。 

以上２点、お願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） それでは、お答えさせていただきます。 

まず、昨年度のチッパーの使用件数であります。昨年度の使用は５件でありました。

こちらにつきましては、竹林整備ということで、任意団体の方々が５回使っていただき

ました。それのみという形になります。それから、今年度に入りましては、今のところ２

件ということであります。 

それで季節は、あの使用頻度の季節的にはどうかということでありますけれど、これ

は特に定まってなくて、使用規定の中では果樹園等の枝の処理については、一応対象外

ということになっております。ただ、森林ですとか竹林の整備をしていただくときに、

３人以上の任意団体の方、そのような方が申し込んでいただければ、１日 5,000 円とい

うことで貸出しております。 

決算書のほうの歳入のところの 25・26 ページのところにも金額では、昨年５回という

ことで 5,000 円掛ける５回の２万 5,000 円が決算の数字で載っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 今、ＩＣＴ支援員のご質問いただきました。 

昨年から小学校２校に１名、また中学校に１名支援員を配置しまして、児童生徒１人

１台配布しましたタブレットの関係するものに支援をいただいてるような状況です。 

主に子どもたちが使うタブレットの操作の監視ですとか、トラブルの対応、また、先

生たちがタブレットを使った授業への展開の支援も一部してきていただいてるのは現状

かなと思っております。 

もうほとんど、生徒の急に動作が不安定になったりっていう部分のトラブル処理が多

いということを聞いておりますが、そんな中でも、また学習にいち早く有効活用できる

ような体制で進めておりますので、よろしくお願いします。 
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以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

チッパーに関しましては、年間を通して使用していただければいいかなっていうのが

ありましたので、お聞きをいたしました。 

また、現在は、団体というか３人以上ということでありますので、これをまた個人へ

の貸出しとか、町の主導になると思いますけれども、また土地の所有者との合意が前提

になってくると思いますが、荒れた私有林への整備に取り組んでいく考えがあるか、お

聞きをしたいと思います。 

また、ＩＣＴの支援員につきましては、主にタブレット授業またトラブルの支援とい

うことでお聞きをいたしました。イメージとしてオンラインの授業の支援もしていただ

けるのかと思ったらちょっと違いましたので、そこはその辺りをまたお聞きしたいと思

います。 

２年ほど前でしたら、ゼロコロナという意識の中、本当に１人でも、このコロナの感

染者を出さないということでありましたけれど、この２年間でゼロコロナからウィズコ

ロナへと意識が今、変化をする中で、現在、学校の生活においても学級閉鎖とか学年閉

鎖等は起こりにくい状況になっておると思いますけれども、この状況の中でありますけ

ど、このオンライン授業に関して、現在、環境が整いつつある、またいつでもできるとい

う状況でありますけれど、このオンライン授業を推進していく考えがあるかお聞きした

いと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） まず、年間の貸出しでありますけれど、これは年間を通じてぜひ

使っていただきたいと思っております。今度 10 月 15 日の土曜日になりますけれど、安

全講習会ということで、およりての森、物見の丘で、講習会を行います。こちらのほうを

しっかり広報いたしまして、また多くの方に参加していただきたいと思っております。

安全講習を一応受けていただくことが貸出しの条件となっておりますので、お願いした

いと思います。 

それから私有林、そういうところの、あの荒れたところを使用したいというようなそ

のように使っていただくことは本当にありがたいと思っておりますが、やはり大きな機

械で危険を伴うものでありますので、１人の使用ではなくて、やっぱり数人でですね、

使っていただきたいという思いがありますので、任意の方３人以上ちょっと集まってい
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ただいて、しっかり安全講習を受けていただいて、安全なご使用をぜひいただきたいと

思いますので、当面はそのような形で運用させていただきたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 塩沢議員からご質問がありました、オンラインの授業のことでありま

すが、実際にＩＣＴ支援員の先生方にオンラインの授業のサポートもしていただいてお

ります。 

例えばコロナで欠席になったりとか、濃厚接触になって学校に登校できないような児

童生徒、特に中学校が中心でありますけれども、その子どもたちのために、先生方はオ

ンラインの授業をするサポートをしていただいております。また、学級閉鎖になったこ

とが何回かありましたけれども、そういう場合のサポートもオンライン授業を進める上

でのサポートもしてもらっています。 

それから今後ですけれども、不登校の子どもたち、なかなか学校に来れない子どもた

ちに対しても、学校、普段やってる授業をそのまま不登校の子どもたちに配信をして見

ていただく、そんなこともＩＣＴ支援員の先生方にサポートいただいたり、ご指導いた

だいたりしようというふうに考えております。 

以上です。  

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

チッパーに関しましては、その雑木林もそうですけれども、手入れのされていない庭

木ですとか、空き家庭木等も目に付くようになってきましたので、ぜひこういったとこ

ろにもチッパーが使えるようになるとより有意義かなと。その場合は、新たな枠組みと

いうか事業になってくるかと思いますけれど、ぜひ景観上の問題もありますので、ぜひ

雑木林を里山としての復活をさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

また、ＩＣＴの支援員につきましては、不登校の子、また、コロナで来られない子にも

オンライン授業で進めていただけるということであります。大変ありがたいところでご

ざいます。 

また、一人ひとりに合わせてＩＣＴの利用をぜひ進めていっていただければと思いま

す。 

よろしくお願いします。以上になります。 
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○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） そうですね。家の周りの雑木林ですとか、あるいは竹林みたいな

もの、大きく景観を壊すようなものになってますので、そういうものについては、また

使えるような形にしていきたいと思っています。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） ＩＣＴの支援員の活用について今、国のほうでは、個別最適な学びとい

うことを打ち出しています。一人ひとりに応じた学びのためには、このＩＣＴの活用は

欠かせないものだというふうに考えております。 

今後、ＩＣＴの支援員さんの支援をサポートしていただきながら、先生方一人ひとり

がその子どもたちに合わせた個別最適な学びの実現のために活躍していただきたい、指

導していただきたいというふうに考えております。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑はございますか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） お願いいたします。 

今の大島英嗣代表監査委員からの審査の総括意見をいただきました。 

この１、２、３、４項目と併せて、監査意見書の２ページ・３ページに総括意見が掲載

されてありますし、それとの関連で一般会計の歳入歳出の状況 11 ページ、歳入状況 11

ページ、それから 12 ページに歳出状況、町債の状況が出ています。町債ですね。 

それをちょっと見させてもらいまして、この監査委員の受け止めについて、町側、町

長側の受け止めについて、また今後の町政運営していく上で、第５次総合計画の改訂版

の時期が後２年ということですが、それとの関連でこの監査委員の総括意見について、

どのように受け止められたかをお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） もう少し具体的にお願いします。 

例えば財政運営については、一般会計、特別会計、実質収支２ページの２行目、「実質

収支比率が 9.5％と前年度より 2.5 ポイント下降した。それから県下の町村の平均が平

均 8.6％ですが、松川町は 0.9 ポイントも上回って、標準財政規模から見ると概ね適切」

ということで、若干、県の町村平均より高いですが、健全財政だというふうな評価いた

だいています。 

ただ、その後、「しかしながら」ということで、元気センターがこれから建設が進めら

れつつありますし、図書館・資料館の改修、そのほか公共施設の老朽化対策など、今後、
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大型の事業等が見込まれる中で、この財政運営が大変厳しくなるのではないかというそ

ういったご指摘がされてます。 

そういうとあわせて、税収、この今の 11 ページのところを見ますと、歳入の状況だと

一般会計の歳入決算額が 85 億で自主財源については 33％となって 4.2 ポイント上昇し

たという、そういった財源の確保の状況も指摘されています。あわせて、町の 12 ページ、

町債発行額についても、66 億 4,000 万円ということで発行額がありますが、昨年度に比

べ２億 6,283 万５千円の増加となっておるし、令和３年度の元利償還金額が４億 4,961

万４千円ということで、前年と比べて増えてきていると、増加している、こういった指

摘、今年度のデータが来年度以降どのようになるかということで、この監査報告につい

ての受け止めについてコメントなり、答弁をお願いしたいという、そういうことでお願

いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） ただいま実質収支の関係、それから起債の関係につきましてもご質

問いただいたわけでございます。 

監査委員の意見書の４ページのところを御覧いただきますと、決算の概要ということ

で、総括をされております。この中で歳入総額、歳出総額出ているわけですけれども、第

２段落目になりますけれども、歳入の関係、地方交付税、それから繰越金、諸収入、町債

等が増加をした一方で国庫支出金、繰越金等が減少になったというようなことが記載し

てございます。特に地方交付税におきましては、新たな項目ということで臨財債の償還

基金費が創設されたといったような理由によりまして増額となっております。 

また、一方で新型コロナウイルスの関係で国庫支出金が大きく伸びているということ

がございまして、形式収支、ひいては実質収支のほうも若干マイナスというふうに、こ

の４ページの表の中ではなっているというところでございます。 

今後につきましては、こういったコロナの関係で予算が規模も大きくなりましたし、

金額としても大きな変動をしている時期かというふうに思っております。 

今後は、また平時に戻れば、こういった部分につきましては、歳出、削るところは削

り、歳入確保するところは自主財源をしっかり確保していくというような形で運営をし

ていく必要があるかというふうに考えております。 

また、一方で、起債の関係につきましては、12 ページのところでお話をいただきまし

たけれども、町債につきましては、世代間の負担の公平という観点からも積極的にそこ

を減らしていくべきではないというふうには考えております。普通交付税の減といった
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ような要因にもなってまいりますので、一定程度の起債の発行は必要というふうには考

えているところでございます。 

ただ、むやみにその起債を増やすということではなくてきちんと交付税措置のされた

ものを有効に活用していくというような形の中で起債につきましては、適正規模で今後

も借入れをしまして、必要な事業は時間を置くことなくできるような形を進めてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 答弁いただきました。 

ちょっと２・３ページの総括審査の総括意見の中の、ちょっと３番目の保養宿泊施設

特別会計についての項目についてもう１点、先ほど一番最初に指摘すれば良かったんで

すが、ちょっとうまく発言、質問もできなかった関係でそこを。 

今年度から地方公営企業会計に移行して、特別会計としては最後の決算であったとい

うことで今年度、地方公営企業会計に移行したということで、これからどうなっていく

のかということをちょっと注意したいという思いから、町の一般会計からの繰入れ、今

年度 5,200 万円の繰入れと雇用施設の基金から 1,300 万という取崩しがあるというふう

に指摘がありますが、コロナの影響も非常にあって、若干コロナとはいえ、前年と比べ

ると 109％の回復を見せたといいですが、コロナ前と比べるとまだ半分ぐらいという状

況が続いているという清流苑の状況です。これが確かにコロナの様子ってのは、なかな

か予断を見えない状況ですが、一般会計との関連で、今後どのようになっていくのか最

後にお聞きしたいと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは、保養宿泊施設事業特別会計について私のほうからお答えをさ

せていただきます。 

今、代表監査委員の意見についてはこのとおりでございますが、主に一般会計との扱

いについてのお話と公営企業会計化に伴ってのご質問いただきました。 

一般会計との考え方につきましては、令和４年度当初予算審議の中での説明が多かっ

たかなと思いますが、その中で、やはり住民へのサービスというような観点の部分と保

養宿泊施設としての運営ということで、今まで一緒くたにやっていたものを切り分けて

考えていくというところで、令和３年の中では、まず住民に対して配っておりました無

料入湯チケットについてでございますが、あれは今まで清流苑にサービス還元というよ
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うな形で行っておりましたが、これについては住民の福利厚生という考え方を改めまし

て、確か 600 万円、清流苑のほうに、一般会計から入れることで清流苑から地域への貢

献という形、また住民への福利厚生という形に切り分けて考えました。 

また、特別会計から公営企業会計になったことで一番大きかったのは、固定資産台帳

について、今まで町なのか清流苑なのかというのは全く整理できてなかったところを大

変多くのものでございますが整理について少し見える化ができて、今後の経営について

のたたき台が出来上がったところでございます。 

令和３年度の命題は、令和４年度４月１日から何があってもこういう企業会計に移行

していくということで取り組んでまいりましたが、今回移行ができましたので、今後に

ついては、この代表監査委員からのお話の中にもありましたが、きちんと今後の事業計

画について、また、特に施設の老朽化等も出ておりますので、一般会計で持っているス

ポーツ施設や温水プールの部分と清流苑の本体に関しての今後の整備計画を立て始める

段階と、このご指摘を受けて考えております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員よろしいですか。 

○２番（米山義盛） はい。 

○議長（黒澤哲郎） それではここでお諮りをいたします。 

休憩を取りたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは 11 時まで休憩といたします。 

 

休  憩  午前１０時４５分 

再  開  午前１１時００分 

 

○議長（黒澤哲郎） 時間となりましたので会議を再開いたします。 

引き続き、質疑を行います。 

質問の要点を整理して簡潔に改めてお願いをいたします。 

それでは質疑はございませんか。 

加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） それでは、３点お聞きします。 
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まず１点目であります家計簿の 25 ページが中心に各ページにバラバラとありますが、

いわゆるシステム関連のものですね。情報制作費、チャンネル・ユーのことは別にして

情報制作費ですね。その他、総務費のほうやいろんなところにシステムが入っています。

ざっと見ても、合計３億、４億いってるなという感じはします。 

町長が熱心に進められていましたＤＸ化、どのような進展が去年１年間であったのか

具体的にお答えいただきたいと思います。 

それが１点でございます。 

２点目。２点目でございます。人件費率でございます。 

監査報告の 10 ページです。監査員報告の 10 ページの主要財政指標の状況の中の一番

下、（５）番、人件費率のところあります。0.7 ポイント上昇ということありますけども、

上の表を見てもですね、令和元年までは 10 から 12 で推移してきたものが、令和２年、

令和３年と 15.1、15.8 と急上昇しております。今年の正月に、マスコミで一面で書かれ

たラスパイレス指数の異常な上昇というのが、松川町が長野県トップという状況もあり

ましてこれも関係してるかなと思います。 

人件費の上昇について、どのような効果があったのか、それについて具体的にお答え

いただきたい。それが２点目でございます。 

３点目です。商工費の関係でございます。 

不用額調書の４ページでございます。不用額調書４ページに商工費ということで、商

工費の不用額です。下から３番目です。商工費の商工業振興費のところ 1,800 万の予算

に対して 600 万の決算ということで 1,200 万の余り、つまり 30％しか圧縮をできなかっ

たということになります。右側に不用額の理由がいろいろ書いてありますけれども、ち

ょっと乖離も甚だしいと思っています。30％の執行しかできなかったということは、も

う読みとかいうレベルの問題じゃない。少し方針転換が必要だと思いますけれども、こ

れについて去年の反省と今後の展望についてお聞かせいただきたい。 

以上３点お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 佐々木まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（佐々木 保） それでは１点目のご質問に対しましてお答えをさせて

いだきます。 

いわゆるシステム化につきまして、昨年度どういうような取組をしてきたかというこ

とでございました。 

議員ご承知のとおりにですね、昨年度より当課におきまして、システム担当職員を１
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名採用をしていただきまして、現在も勤務いただいておる状況でございます。これまで

の行政ではなかった民間からの登用ということで、そういったノウハウも蓄積された方

でございますので、そういった意味で昨年は、まずは役場内部のシステムにつきまして、

これまで連携が図れてこられてなかったということがございましたので、まずは洗い出

しをさせていただきまして、どこの課でどういうようなシステムを使われているかとい

ったところの精査をさせていただいてまいりました。 

やはり時には本年度の当初予算におきましては、相談業務、見積もり等の中でこの職

員のノウハウを生かしまして、精査をさせていただいて、こういったことであれば、も

う少し安くできるんじゃないかというようなことでご助言等もさせていただいて経過も

あったというふうに思ってございます。 

また、本年度は、これら昨年度の実績を踏まえまして、このＩＣＴ、ＤＸに向けて取組

を始めておりますが、各課のほうから担当２名を選出をいただきまして、いわゆるプロ

ジェクトチームというようなものを立ち上げまして、現在、この各課の連携できるもの

等について洗い出しを進めておるというところでございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 人件費比率についてご質問をいただきました。 

ラスパイレス指数につきましては、昨年度 97.8％だったかというふうに記憶しており

ますけれども、その具体的な効果というようなことでご質問頂戴しております。昨年度

は、特に社会人枠の採用を５名をしております。特にその社会人枠につきましては、専

門職ということで、社会福祉士、それから介護福祉士、それから心理士、保育士等の職種

でございます。一般職よりも格付けも高くなっておりますし、そういった中で複雑化す

る、それから多様化する、こういった町政の中で相談等にお答えできるような体制が整

ってきたかというふうに思っております。 

それからもう一つの要因として考えられますのは、コロナ禍におきまして超過勤務も

増加しているのではないかというふうに考えております。実際の例を申し上げますと、

令和２年度のこの超過勤務の関係、1,798 万２千円ということでございまして、１人当た

りでいきますと 77 時間程度ということで平均なっておりますけれども、令和３年度にな

りますと、2,454 万円ということで、１人当たりで換算しますと、102 時間というような

大きな時間になっております。 

ちなみに令和４年度は、1,800 万予算ベースですけれども、1,800 万程度でございます
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ので、また 75 時間程度ということで、今、落ち着いてきてるわけですけども、こういっ

たコロナ禍による超過勤務といったようなところが、この人件費比率を押し上げた理由

ではないかというふうに考えているところでございます。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） コロナの経済対策の中の小規模事業者の応援給付金の関係でご

質問いただきました。 

今回、不用額ということで、大きな金額が不要になったというような形にご指摘のと

おりなっております。 

この事業につきましては、売上げが 30％以上減少した方につきまして 30 万円を上限

としまして、給付金のほうを支給するという事業でありまして、昨年度は２回実施して

おります。１回目は、県の事業とタイアップしながらの県のほうで 50％以上の方に給付

金を出す。そこに当たらない 30％から 50％のところを町のほうで支援するというような

形で第１弾としてやりました。その後、今度は飲食店向けに、再度、第６波の対応という

ようなこと形でやらせていただきました。 

それぞれ実績につきましては、家計簿のほうの 15 ページ・16ページのところにもござ

います。御覧いただきますと、まず第１弾のほうの小規模事業者の応援給付金につきま

しては、商工関係の給付件数が 50 件、約 1,000 万円の交付金という形であります。950

万円の交付金ということであります。 

それから第２弾のほうが 16 ページにありますけれど、第６波対応というような形で、

こちらの実績としましては 60 件で 600 万円の給付金というような実績となっておりま

す。 

当初、予算盛るときには、その前回の申請件数等を考慮しまして、予算化したもので

あります。前回のときには、368 件というような申請件数があったというようなことか

ら、予算のほうはそれに倣ったような形で予算計上したわけなんですけれど、やはりそ

の後、国や県のいろんな支援があったという関係、それからやはり少し最初のときより

は、いろんなお店ですとか事業者さんがいろんな対策をとりながらやってきた中で、申

請件数が減ってきたというようなことから、思ったよりは申請が非常に少なかったとい

う状況でございます。 

確かに言われますとおり、これだけの乖離があるわけでありますので、予算の立て方、

あるいは見込みの部分で、もう少しきちんと精査をしていくべきだったかなと反省はし

ております。 
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また、その点、商工会とも当時しっかり話をしながらやったわけなんでありますけれ

ども、またさらに分析をしてやるべきだったかなあと思っております。 

今後、そのような情勢等をしっかり見極めながら対応を考えていきたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 申し訳ありません。１点答弁を忘れましたが、人件費比率の関係で令

和元年度と令和２年度の率が大きく伸びている理由でございますけれども、こちらにつ

きましては、会計年度任用職員が制度によりまして、それまで物件費で計上していたも

のが人件費に計上するようにという制度改正がありましたので、金額では３億程度だっ

たかというふうに記憶しておりますけれども、そちらの分が人件費に移ったことで比率

を押し上げているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 答弁いただきました。 

最初の点から。まずＤＸ関係の件ですね。 

今は答弁でおっしゃられたのは、要は１年間調査したってことですか。具体的な答弁

はそれだけだったような気がしますけども、１年間調査長すぎませんか。ベンダー交え

てやれば１カ月で済む話ですよ。残りの 11カ月はどんどんどんどん実行に移せるべき話

だと思いますけどね。町長、その辺どういう指示をしてやってきたんすか。１年間ダラ

ダラダラダラ調査しろってことだったんですかね。 

そういう言い方ちょっと失礼かもしれませんけども、１年間での実績があまりなさす

ぎる。きっと町長は、もっとはっきりとした実績をおっしゃっていただけると思います

んで町長答弁お願いします。 

２点目、それから次、人件費率の話。今のお話、コロナだなんだと、パートさんが非正

常になったってのは、それはうちの町だけの問題じゃないっすよね。どこもそうですよ

ね。っていうことはラスパイレスはどこも上がって、うちの上がり幅がこんなに目立つ

ことはないわけなんですよ。別に原因があるわけですよね。 

で、社会福祉士さんとか専門職を入れたっていうことであればその具体的な成果を教

えてくださいよ。どのぐらいの費用をかけて、どのぐらいの人件費のコストかけて、そ

の結果相談件数はこのぐらい増えた。それとか業務の体制が保健福祉課の体制がうんと

少なく済んだとか、そういうふうな具体的なこの経過の何か結果が出ないとなんとも言

えませんね、その辺は。それの辺、詳しくちょっと教えてください。 
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３点目になります。商工費の関係ですね。コロナ費の関係。 

このコロナの家計簿の中でのコロナ対策費などをつぶさに見させていただきました。

で、拝見したところ、これは私の意見というよりは住民の方から寄せられてる話なんで

すが、「ちょっと農業関係が多いかな」っていうのは言われてます。それから「いわゆる

商工でも、個人事業レベルの飲食店とかいうところに手厚過ぎて、そうじゃないＢｔｏ

Ｂの業務されてるとことか、そういうところに手当てがほとんど行ってない感じがする」

と。 

それから３点目は、個人の嗜好を読み切れてないんじゃないかと。松川のお店応援商

品券はそれでいいと思うんですけども、そういう食生活をしない人とかそういう人たち

もいますんで、それにどんどんどんどんお金を第２弾・第３弾って突っ込むっていうの

もどうかなっていう感じもしないこともないです。外で食事よりは、日々のスーパーの

買い物であったりとか、そういうことにやっぱりお金を使う方々が多いと思いますんで

ね。 

ですので、このコロナ対策の商工って含めて、その辺はどういうふうな反省をされて

いますか。で、今後どういうふうに展開すべきだというふうに考えていますか、その辺

を教えてください。 

以上３点お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 私のほうからお答えさせていただきます。 

１年間検討していたという話でやはり遅すぎるのではないかというご指摘をいただき

ました。遅すぎませんし、まだ時間がかかるものだと思っております。 

これは、本当に各課全て様々なシステムが入ってるってのは加賀田議員が普段からご

指摘のとおりでございますが、これがやはり連動して令和７年まで国で一律化していく

という中で、実はほかの町村担当者もいない中でやっております。うちは担当者を置い

て、ほかの課にも全部声かけてキックオフ会議等を通じて、担当者、各課に決めてやっ

ていくということが、一歩でも二歩でも動けているというところで認識をしております。 

で、ベンダーを入れてっていう話は、確かに民間ではそうかもしれませんが、やはり

最終的に入札の話等もありますので、提案の前のご助言等はいただいてはおりますが、

実際に会議の中にベンダーを入れてというのは、今後の検討課題かなと思いますので、

現在の状況ではしっかり検討しているというのが大きな実績としてお話をしております

ので、何か急に変わったとかいうのは、今の段階では、今、足並みをそろえているという
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ように時間かかっているというのは、当町でも同じ状況だということで、成果としてお

答えをさせていただきます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） すみません。先ほど申し上げた中にＩＣＴの専門員も１人含まれて

おりましたので、ちょっと私、すみません。言い落としておりましたけれども、例えば、

全ての職種でどう成果が上がったかっていうのは、私、個々には申し上げることはでき

ませんけれども、具体的にもし申し上げられるとすれば、例えば心理士を雇用したこと

によりまして、これまで実施しておりました、職場内のストレスチェックにつきまして

も、言ってみればちょっと漠然としていた部分につきまして、そこら辺の指導をいただ

きながら今後どのような対策をしていくかということも説明会を通じて受けさせていた

だくこともできましたし、そこら辺は新しい視点だったんではないかというふうに思っ

ております。 

また、ＩＣＴの専門員につきましても、情報機器につきましては、やはり我々変動し

ていくＩＣＴのその技術の中で我々の付いていけない部分については、指導もしていた

だきまして、それこそ議場改修のときの情報機器等のアドバイス等もしていただきまし

たので、そういった意味では我々がやるというよりも、そういった専門的な知識を持っ

た方にアドバイスしていただけたことは大きな成果というふうには考えているところで

ございます。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） コロナの経済対策の施策に対する反省、今後というようなこと

であります。 

ご指摘いただきましたとおりですね、いろんなご意見があります。「農業者、あるいは

小規模な特に飲食店等への支援が手厚いじゃないか」という声も聞かれます。ただ、で

きるだけですね、町としましては広く町の全ての業種に当てはめられるものはできるだ

け当てはめてやってきたものであります。また、飲食店については、あの当時の第６波

というのは、やはりそこのところが非常にダメージを受けたということで全国的な流れ

もありまして、そのような形をとったわけであります。 

それからお店応援券につきましては、こちらのほうもいろいろなご意見はあります。

ただ、お店応援券を出すことで経済全体がやっぱり活性化したり、消費の喚起、また実

際にお店も使っていただいくということで、住民の皆さんの声の中には「非常に良かっ

た」とか「使い勝手が良かった」というような、逆に好意的な声も非常にいただいており
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ます。 

それで今後につきましては、これから経済とコロナの感染防止対策の両立を図ってい

かなければいけないということでありますので、また県や国の政策等も上手に使いなが

ら、経済のほうもしっかりして回していけるようにやっていきたいと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） これが３回目になりますので、最後の質問になります。 

ＤＸ化の件ですね。町長１年かけてやってることは決して遅くないっていうふうにお

っしゃいましたけども、もうそれは町長の主観の問題であって、もしそういうふうに思

われるんであれば、毎月とか２カ月に１回の全協で、今システム課でこういうところの

要件定義をばらしている。これとこれはここをくっつけたら、300 万の浮上効果が出そう

だとか、そういうふうな報告、一切この１年間何にもなしで１年間調べてました。で、

「それは正当だと思います」っていうのは、一応、私もこの世界のプロなんでね、いくら

何でもそれはちょっとおかしいなと思います。 

まして専門家を雇ったんであれば、なおさらスピードアップするはずです。それがで

きないっていうのはどういうことかなというふうに思っています。その辺についてお答

えいただければと思います。 

もうちょっと具体的なデータだとか、そういったものを示しながらお答えいただける

とありがたいですね。どこそこのデータが、こういうふうな統合ができるんで、その統

合の要件定義に半月かかったその効果が 500 万だ、それを積み重ねて、ＤＸのこれだけ

の効果を上げてきたっていうんであれば、まだ話聞きますけども、フワッとした主観ば

っかり言われてもなかなか難しいです。 

はい、人件費の問題です。 

今も話しましたけども、なおさらＩＣＴ、ＤＸの専門家を入れたんであれば、その効

果が出てなきゃおかしいですよね。ですんで、そういった部分もきちっと示していただ

きたいと思います。 

で、私から見た感じだと、例えば今の心理士の方とか、要はＩＴのヘルプデスク的な

人は、簡単に言えば外部委託でもできるわけですよね。それを組織の中に取り込むって

ことは、まちづくりや町の行政の一端を担ってもらうわけですよ。その権限とか役割と

か責任を与えていますか、ちゃんと。ただの便利屋さんとして使ってるんであれば、一

向に人件費というものは効果を出さないと思いますけどね。 

そういうふうな例えばＤＸの専門家入れたんだったら、町のＤＸの基幹システムの立
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案にある程度の権限を与えるとか、そういうふうなことを前提に調べさせるのか、それ

ともただ調べろっていうのであれば、やってること全然違いますね。そうなるとね。そ

の辺のことはどうなんですかね、そこを教えていただきたい。 

３番目です。商工費の関係であります。 

お互いそれぞれの住民の意見があると、それはもちろんそうです。１万 2,000 人も人

がいれば分かるんですけども、町の態度としては、そういう不公平感がなるべくないよ

うな方法でコロナ対策、もちろんその局所的にやんなきゃいけないのは別ですよ。でも

一般のコロナ対策は、やはり不公平感のないものっていうのにある程度、全国の事例な

んかを見て学ぶべきじゃないかなあという感じがいたします。 

例えばついこないだ大阪市でしたっけ、大阪市、コロナ対策で水道料の基本料金全員

ただにしましたよね。あれ全市民が恩恵を受けますし、申請もいらない。そういう方法

だってあるわけですよね。 

だから、町民に対して、いわゆる徴税クーポンというかね、町に対する使用料クーポ

ンみたいな配って、これは水道料金の支払いに払えます。例えばバイクの自動車税にも

払いますとかっていうふうな形のものを、ちょっと法的に問題がなければありかなと思

います。そうじゃなくても、例えば町民一律 1万円とかでもいいのかもしれません。 

どちらにしろ、この産業にかなり偏ってるっていうふうに思われているっていうこと

が、やはり問題かなという感じはしないことないです。その裏でこのような、商工業に

関しては 30%しか読みきれないということに関して、もう終わっちゃったことは仕方な

いんですけども、この反省を生かして今後の展開っていうのをもう少しお答えいただけ

ますか。 

以上３点お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） １点目と３点目について、それでは私のほうからお話をさせていただき

ます。 

加賀田議員のおっしゃるところは当然のところもあるんですが、やはりシステム、各

システムが今まで入り始めた中で、これ松川町だけではなくて、全国的に行政が抱えて

る問題ではありますが、個人情報保護法と各町村との対応するいわゆるベンダーロック、

その細かい改正を重ねてきたがために、やはりここへ来て、それを統一化ということに

大変足かせになっている。それを実は役場の中でもやはりその課、その担当ごとシステ

ムが違うという今問題がありますので、やはりそれは軽々にはできないというところが
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ございます。 

具体的にお話はしたいですが、本日、決算の金額的な話の中でのお答えしか用意して

おりませんので、もし具体的な数字等あったら、例えば一般質問の場とかですともう少

し具体的な数字とか示しながらお話ができますので、ぜひそちらもご利用いただければ

と思いますので、お願いをいたします。 

また、３点目の商工費に関しては、ある程度、職種が偏っているのではないかという

ご指摘もいただきました。 

最初の課長の答弁でもさせていただきましたが、その辺は町がやるのはどうしても地

元の小規模の農家とか個人経営の主に向けてやっております。県は、もう少し大きいと

ころに向けてやっております。国は、さらに大きな大企業に向けての補助金というのを

今回、コロナに関しての補助の棲み分けでございましたので、町がやってるものはどう

しても個人にフォーカスした施策が多かったかと思います。 

そこはある程度棲み分けをした上でやっているという認識がありますが、それでもそ

ういうふうに見えないようにということで、お店応援券のほうを政策としてやらせてい

ただきました。 

課長からもありましたが、大変これは執行率も良く、地域の皆さんが飲食だけではな

くていろんな日常のもの、それを町内のお店に使っていただく、またコンビニも少し絡

ましたということで大変評判も良かったところもございますので、その辺の棲み分けを

考えながらやる必要があるというのはご指摘のとおりで、それを踏まえて令和４年度の

当初予算を立てさせていただいているのが現状でございますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 専門員、専門職として雇用した職員が、一般の職員と同じように埋も

れてしまっては非常にもったいないと、おっしゃるとおりかというふうに思っておりま

す。 

例えばＩＣＴの専門員につきましても、やはりそこら辺、ある程度の権限を与える中

で、引っ張っていっていただくということは必要かと思いますので、そういったところ

も意識しながらお願いしたいと思っておりますし、心理士の関係につきましても、スク

ールカウンセラー等でもう日々学校のほうへ出かけていただいては活動をしていただい

ております。もし、こども課のほうから、そこら辺のカウンセラーとしての活動につい

て補足いただければというふうに思っております。 
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お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 今、人件費のことで話がありました。それで学校に関係した専門職、心

理士さん、スクールカウンセラーとＩＣＴ支援員のことについて少し具体的にどんな仕

事をしているか、実際にお話をしたいと思います。 

スクールカウンセラーについては、実は県費で県のほうから外部委託という形で、月

に２回ほど配置されているスクールカウンセラーもいます。ですが、松川の場合にはそ

れに加えて町としてスクールカウンセラーを雇用してくださっています。このことは、

教育委員会としては、非常に画期的だなというふうに私は思っています。というのは、

まず全員面談ができる。６年生と今年中学１年生の全員面談を去年も今年も実施してい

ます。これは県費でのスクールカウンセラー、月２回だけの訪問ではとてもできないこ

とです。 

その全員面談の中でどんな成果がっていうと、具体的にあまりお伝えできないんです

が、ただ悩みを抱えていたり親にも言えなかったり、そういう子どもたちの悩みを引き

出していただいたり、実際にそれについて対応していたることができております。また、

発達障害のお子さんとか、そういう障害を持ってるお子さんたちの相談とか、あるいは

そういうお母さんたちの会とかにも夜、参加をしていただいて、そこで専門的なアドバ

イスをいただいています。 

こういうことは、ちょっと外部委託ではできないことかなというふうに私は思ってい

ます。 

また、先ほど米山課長からもありましたが、職員のほうにもその心理士さんが対応で

きるということ。学校だけではなくて職員のほうも両方できるってことは、外部委託で

はできない、あるいは最初から契約をそういうふうに結べばいいかもしれませんが、難

しいことだなというふうに思っています。 

それからもう１つ、ＩＣＴの支援員ですけれども、今、実際に外部委託してるところ

もないわけではありません。ですが、なかなかその教育とＩＣＴの活用と両方に長けて

る職員っていうのはなかなかいない。ＩＣＴだけできるとか、教育はできるけどってい

う人はいるんですが、両方に長けてる人はなかなかいないというのが現状です。 

そういう点では両方に長けた会計年度職員を雇用できたということも、本当に松川と

してはありがたい、先生方としてはありがたいというふうに声を聞いております。 

また、実際に常駐しておりますので、トラブル、実際に指導しながらいろんなトラブ
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ルがあります。つながらないとか、１人の子どものタブレットが開かないとか、そんな

いろんな対応に丁寧に対応できるのは、ＩＣＴの支援員を会計年度として雇用している

ことからだというふうに私は思っています。 

今後もしばらくはこの外部委託ではなくて、この人たちを雇用して専門的な立場から

指導いただきたいというふうに考えています。 

○議長（黒澤哲郎） それでは、ほかに質疑ございますか。 

中平議員。 

○７番（中平文夫） お願いします。 

監査報告をありがとうございました。 

監査報告の中からまず１点、10 ページ。主要財政指標の状況というのが、ここに出て

おります。監査報告の中にも出ておりましたけれど、「標準財政規模から概ね適切と言え

ます」というような監査報告いただいております。これ見るとそういう感じになると同

時に、私はあまりにも綺麗な数字過ぎて住民サービスはどうなのかなというような気が

しております。 

この件に関しては、日程 21 のところで町長の報告でまたあろうかと思うんですけど、

その中に入っていないのは、将来負担の比率ってのがあるんですけど、それが後のほう

見てもちょっと出てませんでしたので、将来負担の比率をぜひ教えていただきたいと１

つ、１点、それを１つお願いします。 

２点目として、先ほど町長が決算の総括という形で説明をいただきました。今、言い

ましたように数字が綺麗でも、住民サービスがどうなっとるかっていうのが一番問題じ

ゃないかなという気がします。多少こっちのほうの数字が暴れていても、住民サービス

がきちっとできていれば、住民の人も予算をしっかり使ってやっているというような受

け止め方をしてもらえるんじゃないかなあと気がしております。 

そこで町長の総括の中２ページのところで、多様性を生かした自治づくりというとこ

ろで、そこの下のとこに「区会自治会を対象とした持続可能な自治組織を考える検討会、

自治会対策会議を開催し、実情等を把握し、自治会の負担軽減の観点から、役業務の見

直しを進めてまいります」というように書いてあります。本来ならまだ継続だから「ま

いります」なのかもわからないけど、決算ならば「まいりました」っていうのがいいのか

なというような気がしておりますけど、実際にこれが、決算書、あるいは町の家計簿等々

見ても、ここが分かる資料がないので、どのように今、なっているのかを１つ教えてい

ただきたいと思います。 
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３ページ目、自治会づくりにも関連するんですけど、３ページのところに町内へ住宅

を建築・取得した方へ云々ということで、「人口の急激な減少の緩和を進めました」とい

うようなことは「進めました」というふうに書いてあります。これも普通あれだと思う

んですけど、これに関連して、じゃあこれをどうしたかということで、町の家計簿の２

ページ目、移住定住対策というところで、ここにその結果が出てろうかと思うんですけ

ど、これの決算書の中では 55 ページ前後になるかと思うんですけど、ここがねちょっと

よう分かりません。どういうふうになってるか分からない。 

１つは、予算に対して不用額が発生しているかと思うんですけど、予算に対してどう

いうふうになってたかを、これ決算が出ておりますので、予算に対してどういうふうに

なっていたかを、それを教えていただきたい。 

この３点、以上よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） １つ目のご質問で、将来負担比率のことについてご質問いただきま

した。 

こちらにつきましては、本日、この後に行われます町長の報告の中で、令和３年度の

財政健全化判断比率の報告の中で触れさせていただく予定でございますけれども、将来

負担比率というのは、一般会計が将来負担しなければならない負債が、財政標準財政規

模に対してどれくらいあるかということでございます。将来負担額に対しまして、充当

ができる基金を、保有していればそこはマイナスというか、数字としては現れてこない

ということでございまして、松川町の場合は、令和３年度マイナスの 17.4％ということ

でございます。 

参考までに、令和２年度が 17.5％ということでございましたので、大きくはそこら辺

変わってないというところでございます。 

この大きなといいますか、マイナスの要因でございますけれども、例えば公営企業の

上下水道になりますけれども、起債、地方債の現在高の減少によりまして、一般会計か

らの繰出しの額が減っている部分もございます。そういったことから、一般会計が負担

しなければならない負債というのは減少をしているということで、当町としては、監査

委員の意見書にもございますけれども、適正に運営されているということで判断をいた

だいているところでございます。 

お願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 佐々木まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（佐々木 保） それではまず、自治会対策会議のことについてご説明

申し上げます。 

町長の決算のほう、総括の２ページ目でございました。 

議員おっしゃるように、この部分進めて「まいりました」という表現も正しいのかな

と思ってございます。昨年度８月より立ち上げました自治会対策会議でございますが、

コロナ禍ということでございまして、全体会議というのは１回ございましたが、参加自

治会における各自治会の困ってることですとか、悩んでいるっていうことは共有できた

のかなと思ってございます。また、個別会議も９つの自治会でお邪魔させていただきま

して、改めて町と共有をさせていただいたところでございます。で、２月にコロナ禍を

縫って会議を開催する予定でございましたが、昨年度はできておりませんでした。 

で、昨年度の実績といたしましては、役場におきましてそれらいわゆる役員のなり手

不足から自治会の存続が危ぶまれているということから、役場から依頼しておりました

役をですね、改めて洗い出しをさせていただきまして、お願いする役について精査をさ

せていただいてきました。 

本年度の取組でございますけども、昨年度、本来であれば取組たかったことでござい

ますが、その役員のなり手不足、これは役場等の依頼の部分ではなくて、区会ですとか

神社等々の団体組織からの依頼というか役員の選出について、非常に苦慮されていると

いうところ。また、各区会における事業の見直し等を行う中で、そういった負担軽減を

図っていきたいということで、そういったことを本年度やっていくことでスタートして

いきたいということで思っておりました。 

で、去る８月 25日ございますが、本年度第１回目ということで開催を計画したわけで

ございますが、ＢＡ.５のことで今回は延期をさせていただいてございます。 

で、その中で会議の中では、また自治組織のあり方そのものについても検討したいと

いうことで、先進自治体の例を出させていただいて意見交換をするというようなことも

計画をさせていただいてきておるのが現状でございます。 

ただいまの件は、昨年度は予算は一切使ってございませんので、決算書等には全く載

ってこないというのが現状でございます。 

続きまして、移住定住の部分でございます。 

分かりづらいということでございますが、ちょっと今、当初予算に対して、どのぐら

い使ってというところが今、即答できないので申し訳ないんですけれども、家計簿の２

ページ目にある移住定住対策の部分が、主な事業になってございますが、例えば若者定
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住取得祝金でございますが、補正予算もいただく中で昨年度、10 万円の方が 380 万、20

万の方が 880 万ということで、合わせまして 38件の方に交付させていただいておるよう

な状況でございます。 

ちょっとこちらにつきましては申し訳ありません、ちょっとお時間をいただいて改め

てちょっとお答えさせていただければかなあと思います。 

すみません、お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 中平議員。 

○７番（中平文夫） 何と申しましょうか。 

将来負担比率の件は、よくマイナスであるということは、松川町は私の調べておる囲

では、平成 26 年の頃はマイナス 24、一番高いときはマイナス 20、このぐらいかな。そ

れで去年がマイナス 17.5、今年 17.4、令和元年度がマイナス 14 というような形で、健

全化ではあるということはよく分かりました。 

引き続いて、そこら辺の健全化にはぜひ関心を持ってやっていっていただきたいと思

っております。 

こちらの件はそれで結構であります。 

それで、一般質問のようになっちゃうのでなるべくそれを避けたいと思うんですけど、

先ほどの自治会対策会議の件についても、コロナでできないどうのこうのってのは分か

りますけれど、その中でも工夫すればできると思うんですよね。やり方を工夫すれば。

町長も言ってたのは、「やり方を工夫して、会合とかそういうのはやめないでやってくだ

さい」というようなことは、町長のほうも言われておったようなと私は記憶しておりま

す。 

私も、高校の同窓会の会議なんかも、こないだもやりましたけど、どういうふうにし

たらみんながコロナにうつらないでできるかってことを工夫しながら、私も私なりに考

えてやったつもりでこの間はできました。 

ということで８月 25 日ってことで、一番最盛期であれかなと思うんですけど、もっと

工夫して、そういうことをやるようにしていかないと、「いや、これできませんでした」、

「あれでできませんでした」ったら、いつまでたってもできないと思うんですよね。 

それで、「洗い出しをやりました」っていう話をしておりますけど、洗い出しなんかも

ういずかに終わってるんですよ。どこの自治会も困ってることはこういうこと、ああい

うことの小さい自治会ではこう、大きい自治会ではこうっていうのは、あらかた決まっ

てんですよ。それをどういうふうに解決するかっていうのを早く立案しないと、いつま
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でたってもいや「コロナでていきませんでした」「あれでできませんでした」ったらさ、

仕事にならないと思います。ぜひ、進めるにはどうしたらいいかってことをちょっと答

弁していただきたいと思います。 

３つ目の移住定住のやつ。 

ちょっと課長の答弁はひどいと思う。予算出して、どのぐらい使ってなかったか分か

らないっていうのはね、今日決算ですからね。それはそこら辺のことはきちっと調べて、

それは後で連絡ください。それは後から連絡くださいね。 

さっきの自治会のほうに関しては、答弁をいただきたい。将来比率の件に関しては結

構です。 

○議長（黒澤哲郎） 佐々木まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（佐々木 保） 自治会対策会議につきまして答弁させていただきます。 

議員おっしゃるように、現場は待ったなしの状況であるということは認識をさせてい

ただいております。 

今回も、レベル５の段階であればオンラインも含めて開催する方向で、本当にあの直

前まで開催することで理事者とも詰めておりました。しかしながら県からああいう形で

直前に 24日、発令されたもんですから、コロナの対策本部会議の中で、直近感染リスク

の高い方を集めるような会議は極力避けるべきだということの中で、今回の判断をさせ

ていただきました。 

速やかに延期しました会議につきましては、開催する段取りをとってまいりたいとい

うふうに思ってございます。よっぽどのことがない限りですね、次回につきましてはオ

ンラインを含めて開催する方向で考えてまいりたいと思ってございますので、お願いい

たします。 

○議長（黒澤哲郎） 中平議員。 

○７番（中平文夫） 要はこの件が自治会の、なんか私も回覧板よく見てますけど、報告がどう

いうふうになってるっていう、今、どういうふうに進んでるかっていう方向性も、多分

自治会の方々も知らないんじゃないかなと思うんですよね。そういう通知というか連絡

が出てない。見える化が進んでないという気がします。 

これは常任委員会のほうにも、ぜひ今どういうふうになってるかっていうのを、ぜひ

総産建のほうの常任委員会で報告をいただきたいと思います。 

これは要望で私の質問を終わりにします。 

以上です。 
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○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑はございますか。 

米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） それでは最初に、決算書の 146 ページをお願いします。債権でございま

して町制度資金の預託金でございます。 

前年度末現在高と決算年度末現在高がゼロゼロになってるんでございますが、昨年の

決算年度末残高が 1 億 800 万円残っているわけですが、それがいきなりゼロになってお

りまして、またゼロということで、ちょっと数字的に、どういうふうになっているのか

をご説明していただきたいなと思います。 

それから２番目に、家計簿の18ページ、賑わい支援事業補助金でございますけれども、

これの新井商店街のポータルサイト、ホームページを作成された事業で 500 万をお使い

になっております。この状況はどのようになっているのかご説明していただきたいのが

ございます。 

それから同じく家計簿の６ページ、母子保健事業でございますけれども、これＲ３年

度新事業といたしまして、助産師さんによる妊婦の訪問と、それから子育て応援アプリ

の導入をされております。この状況について詳しく説明していただければと思います。 

以上３点お願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） まず、債権の部分でございますけれども、町制度資金の預託金の関係

でございます。 

こちらにつきましては、確かに昨年度の末の現在高が残っていたわけなんですけれど

も、このような表示にさせていただいておりますのは、実際の運用といいますか事務が、

令和３年度の予算の中で、預託金を計上しまして、それを貸出したものが最終的に３月

31 日までに戻ってくるというような形になりますので、これまでの表記の仕方ですと、

年度内にそれが終着といいますか終わっていないというようなこと形になってしまいま

す。ちょっとそれでは決算上表示としては適当ではないということで今回申し訳ありま

せんけども、表示方法を変えさせていただきましたので、年度内に発生したもの、それ

から年度内に預託金として還付されたもの、償還されたものをここで分かりやすく表記

させていただいたということでございますので、ご理解いただければと思います。 

お願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ご質問いただきました。18 ページのところの賑わい支援事業の
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補助金でございます。 

こちらにつきましては、昨年度地方創成の臨時交付金の事業ということで補正をさせ

ていただきまして行わさせていただきました。 

こちらにつきましては、ポータルサイトのほうを現在、構築しておりまして、運用の

ほうを開始しております。商店街の売上げアップを目指しまして、サイトのほうを構築

したという目的でありますけれど、商店街のですね、お店のそれぞれの情報のほうを今、

掲載をしております。 

目標は一応、70 店舗のお店の紹介等をしていくところでありますけれど、現在 50 店舗

くらいを今、紹介をさせていただいておるところであります。 

まだ、いろいろサイトを使って、最初は福祉のほうの支援みたいなことまでいろいろ

考えておりましたけれど、まだちょっとそこまでは至ってないんですけれど、今後、そ

こら辺を充実させていきたいということで、今も手を加えながらやっておる状況であり

ます。 

お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 助産師の妊婦訪問なんですけれども、実際、何件伺ったかとかち

ょっとこちら把握しておりませんが、昨年度、令和３年度は１年間で新生児 73 名という

ことで伺っておりますので、そこの妊婦さんにフォローを回っていただいたということ

になるかと思います。 

また、子育て応援アプリにつきましては、昨年度、新規に導入いたしまして、７月 31

日現在、末の最新の登録者数なんですけども、239 名の方に登録していただいています。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） まず債権のほうでございますけれども、Ｒ３年度から変更して、それを戻

ってくるのでゼロということで掲載するという方向だということで今をお伺いしました。 

今のやり方が間違っていたのかどうかなんですが、では、Ｒ４年度、これからもゼロ

ゼロになると考えてよろしいのかどうかをお聞きいたします。 

それから、ポータルサイトの件でございますが商店街ですね。私、探しました。どこに

ホームページがあるのか。探さなければ見つからないホームページはいかがかなと思う

んですね。この中で、ホームページがあったことを知っている方はどのぐらいいるかと

いうことを私は疑問に思います。 
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それと、やはり作られたのなら、町のホームページ、もしくは商工会と一緒にお作り

になりましたので商工会のホームページから見られるようにするべきだというふうに思

いますし、今、作りながら変えていくということでございますけれども、ホームページ

というのはもう作っただけでは終わらないわけで、もう世の中にはもうすごいたくさん

のホームページございます。それをいかに検索キーワードを高めたり、見れるようにし

ていくことが大事でございます。観光まちづくりセンターのホームページなんかは、本

当によく邪魔なくらい出てまいりまして、すごいなあと思っております。やはりそのぐ

らいのことをしないと、作っただけでは意味がない。 

ぜひせっかく予算を使ってらっしゃるので、そこまでやっぱりきちっと検証されてた

のかどうか、その検証についてちょっとお伺いしたいと思います。 

それから、母子保護事業の助産師さんの妊婦訪問なんですけど、Ｍｙ助産師さんのよ

うなあの制度を盛り込んでいきたいというようなお話もあったかと思います。 

その辺のところ、やはり子育て非常に皆さんご苦労されて悩みも多いかと思いますの

で、また状況をお知らせしていただければと思います。 

それからアプリの件でございますが、239 名ということで、徐々に増えている中だと思

いますけれども、まだまだ広報が足りないというか、結構知らない方がいらっしゃいま

すので、その辺のところをもう少しどのようにされていたのかをちょっとお聞きいたし

ます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 町制度資金預託金の今後の表示についてでございます。 

年度中に貸し付けたものが、年度中に償還をされれば、この表示に今後もなっていく

ということでお願いしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ポータルサイトにつきましてご指摘等いただきました。実際、作

った後の検証はどうだったかという質問であります。 

これにつきましては、議員言われますように、担当者のところではある程度見ながら

やってきておるんですけれど、やはり全体でもっと町、あるいは商工会と一緒になって

作るときも相談したようにですね、また検証のほうもしっかりやっぱりしていくべきだ

ということで、これからちゃんと検証のほうはまた重ねていきたいと思っております。 

実際にこのホームページにつきましては、商工会のほうでやっていただきまして、ま

た新井の方の動く会、あるいは「まつかわ・すたいる」の皆さんがしっかり一緒になって
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やっていただいたんですけれど、やっぱり見てもらえなくては意味がありませんので、

検索のときに上位に来るような工夫も必要ですし、やっぱり見栄えがするような内容、

サイトをつくっていかなければと思いますので、その点も含めましてやはりあの検証の

ほうは今後やっていきたいと思ってます。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 母子もなんですけれども、やはり母子の皆さんに一番使ってい

ただくという機会はどういう効果ということになりますので、まずは両親学級、それか

ら妊娠届の際から始まりまして、両親学級、また出産のときの予防接種等のご案内とか

そういうところで個別にご案内するのが一番登録していただく部分かと思います。 

また、出産後の育児相談とか子育て支援センターとの連携で子育て支援センターに訪

れていただく方々にも登録していただくとか、そういうような施策があると思っており

ますので、そういうところを活用しながら、まだまだ議員おっしゃっていただきました

が、足りてないところがあるということでございますので、活用してまいりたいという

ふうに思っております。 

ありがとうございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） １点だけ、商店街のホームページでございますけれども、計画というもの

をきちんとお立てになってらっしゃると思いますので、それがあの計画どおりに進めて、

どこまできちんとできるのか。まだお買い物なんかお買い物サイトもあったような気が

いたします。中身何も入っておりませんでしたけど、やはり計画をお立てになって、き

ちんとですね、最終段階まで進んでいただくのが一番かと思いますし、また 500 万円使

われてホームページ作られております。大変高額でございますので、今後進めていくと

おっしゃってましたが、今後の予算は発生するのかどうか、ちょっとお聞きいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいまサイトの運営、今後新たな費用が発生するかというこ

とでありますけど、これも新たな費用というものは、今、発生せずに現在の中でやって

いく予定であります。 

言われましたように、当初計画では店舗の情報ですとか、またお買い物コーナーの関

係、またイベントの情報ですとか、空き家店舗ですとか、創業支援のコーナーそれぞれ

いろいろ計画しておりましたので、この辺まだ整ってないところもございますので、そ

の点、これからまたやっていきたいと思っています。 
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○議長（黒澤哲郎） お諮りいたします。12 時を経過いたしました。昼の昼食としたいと思い

ます。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） それでは、13 時まで、午後１時まで昼の昼食といたします。 

 

休  憩  午後 ０時０１分 

再  開  午後 １時００分 

 

○議長（黒澤哲郎） それでは時間となりましたので、会議を再開し質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

坂本議員。 

○９番（坂本勇治） それでは２点お願いしたいと思います。 

まず、監査委員の意見書の 10 ページであります。 

午前中にも質問があったかと思いますが、質問をお願いしたいと思います。 

財政力指数についてでありますが、３年度は 0.395％ということでありました。経常収

支比率だとか実質公債比率、実質収支費比率というものは国の指針もありますし、概ね

クリアしてるということであります。ですが町として、この財政力指数っていう目標が

あるのかどうかちょっとお聞きしたいなと思っておりますが、コロナ禍において、国の

からの支援が多かったことによって、この財政力指数が若干下がったっていうこともあ

るのかなあとは思うんですけれども、松川町、毎年人口がどんどん減っている中で、こ

の自主財源っていうのが非常に将来心配されています。やはりそこら辺をきちんと把握

しながら、どういう影響があってこういった指数になっているのか。そこら辺の分析も

含めて、町としては、やっぱりは目標があって、それに対してどういった政策をしてい

くかっていうことがあるかと思いますので、そこら辺の考え方を３年度の実績を含めて

お答えいただきたいなと思います。 

それともう１点、同じページですけれども、人件費率について。 

今年度３年度、15.8％ということで、２年度に比べてまた上がっていると。今、町では

ＩＣＴだとか、ＲＰＡ化ということで動いているわけですけれども、そこら辺の設定と

いいますか、人件費率をどのぐらいまで下げていくか、目標というか、そういったとこ

ろの分析ができているかどうか、まずはお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 
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○総務課長（米山政則） 財政力指数についてのご質問でございます。 

財政力指数と申しますのは、この標準的な財政需要に自前の財源でどれだけ対応でき

るかというような指標でございまして、１以上になれば普通交付税の不交付団体という

ような形になりますので、県内だと軽井沢町とかがそういったような該当になってくる

かというふうに思っております。で、県内の平均的な町村の平均でございますけれども、

0.33 でございます。市も入れまして、市町村で見ますと 0.39 というふうになっておりま

す。 

今回、ここの（１）ところに一番下に書いてありますけども、前年度と比較しますと

0.012 ポイント減となっているという状況でございまして、これにつきましては、依存財

源の比率がやはり高くなっている、ご指摘のとおりかというふうに思っております。こ

れはコロナの交付金によりまして、やはりこれちょっと全県的な傾向というふうに思っ

ておりますけれども、やはりそういった依存財源の部分が高くなったことによって下が

ってきているということでございます。 

では、じゃあ町としてどれくらいが適正なのかというところですけれども、特にそれ

じゃあこの高くすれば高くしただけ、財政力が上がっていくということになりますので、

その基準いくつということはありませんけれども、例えばこれまでの年度の経過を御覧

いただきますと平成 30年で 0.4 ということで、だんだん年度を追うごとに上がってきて

いる状況がございます。コロナ前ということになりますと 0.4 だとか 0.405 というとこ

ろが指標として出ておりますので、体力をつけていくとすればそこら辺に近づけていく

のが町として今後の取組としては必要かなというふうには考えているところでございま

す。 

それから、人件費比率につきましてですけれども、やはりある一定のその行政サービ

スを行うには、人件費というのが低ければ良いということではないかなというふうには

思っております。例えば今後ＤＸの普及によってそういった人件費のこともあろうかと

いうふうに思いますけれども、ただそれは人が減るということではなくて、無駄なこと

を減らして町民のほうへのサービスを増やしていくというような形にもなりますので、

一概にこの人件費率が低ければいいっていうことではないかなというふうには思ってお

りますので、また、たまたま 15.8％という令和３年度の結果でしたけれども、やはりそ

のコロナ禍によって超過勤務というようなところが増えた部分については、そういった

押し上げる原因にはなったかと思いますけれども、一概にこれが低いもののがいいとい

うことにはならないかなというふうには考えているところでございます。 
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○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） まず財政力指数に関してですが、自主財源を増やすための政策っていう

のが必要だと私は考えておりまして、やはり町のレベルとか県内の平均だとか、それを

クリアしてるかどうかっていう以前に、やはり町として今後どのように継続していける

かというところを、単年度でやっぱりこの数字が出たっていうことの分析っていうのが

必要かなと私は思っております。 

当然自主財源が多ければ多いほど、この財政力指数が高ければ、町でやりたいことが

できる。当然、国からや県から補助金をもらいながらやってくっていうことにはなるか

と思いますけれども、40がいいのか、45 がいいのか、50いがいのか、全国的に見ても１

以上の団体はまるっきり少ないわけで、当然、国から補助金をもらって、いろいろなも

のをやるっていうのは当たり前のことだと思いますけれども。 

自主財源でやっぱ所得税がほとんどなんで、個人の収入を増やすとか、あるいはこれ

が一番問題かなと思うんですけども、収入減となっている労働人口を増やす。松川町も

毎年 100 人前後で減っているような状況っていうのは非常に危機感を持ってるかと思い

ますけれども、既存企業に頑張ってもらえるか、あとは新たな企業誘致、で法人税を増

やすそういった政策っていうのがなかなかちょっと見えてないんで、そこら辺も含めた

中で、こういった財政力指数をじゃあ３年間、５年間で 0.1、0.2 ずつ上げていく。単年

度でいくと、0.012 前後したっていう理由っていうのは多分あるかと思うんで、先ほども

コロナのことによって、補助金が補助金というか国の支出が増えたことによる影響があ

るっていう分析もあるだろうと思いますし、逆にコロナが終わったら町としてどうなの

か、実際にはそのコロナを省くと、0.4 以上、去年より良かったよとか、そんな分析とい

うのも必要かと思いますんで、そこら辺、３年度の実績を分析した中で、どう考えてお

られるか、もう一度お願いしたいと思います。 

人件費比率についてですけれども、やはりこのＩＣＴ化によって、後で質問しようと

思ってたコンビニでの納付状況だとか、住民票等の証明書の発行だとかっていうのも今、

委託されておりますけれども、そういった面で外でやってもらう。住民サービスとして

非常に使いやすい、で、実績も増えてるっていうのを行政評価のほうでも見ております

けれども、その中で町としての職員の業務が多少なりとも来る人が少なくなったわけで

すから、負担が減って、減った中で違うサービスができてますっていうことだったらい

いかと思うんですけども、そこら辺も含めて将来、この人件費比率を、サービスを増や

すためにはもっと増やしたいんだっていうのも答弁だと思いますけれども、その辺どの
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辺を目標にしているのか、この３年度の実績を見た中でお答えいただければと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） まず財政力指数の関係でございますけれども、やはりおっしゃると

おり自主財源を増やしていくということに尽きるかというふうに思います。 

ちょっとお隣のページの 11 ページを御覧いただきますと、自主財源と依存財源で２つ

に表示をされておりますけれども、特に自主財源で御覧いただきたいのが 17 款の寄附金

でございます。こちらはふるさと納税が初めて２億を超えたということでありまして、

昨年度に比べると 8,000 万ほどが増えてきているということであります。ここの部分に

ついては、まだ伸びる余地が十分あるのかなというふうには考えますし、あと今、議員

おっしゃいましたように、税を増やすというところかなというふうに思います。確かに

言われるように企業誘致をして労働人口を増やしていくということもですし、まずは根

本はやっぱり人口減少をいかに食い止めていくかというところも１つの方策かというふ

うに思いますので、そこら辺はそういった形のその施策を打っていく必要があるかなと

いうふうには思っております。それによって、財政力指数は確保できるかなと思ってお

ります。 

それから人件費比率につきましても、やはり今おっしゃっていただいたように、ＩＣ

Ｔ化を進めて事務が簡略化できるところもうどんどんしていく必要はあるかなというふ

うに思っております。で、やはりその職員が、それ以外の部分に、ソフトの部分にどれだ

け力を注げるかっていうところがあるかと思います。 

いくつが望ましいかっていうのはちょっと私も一概には言えませんけれども、ただ人

が多ければいいっていうもんでもありませんので、そうですね。ある程度今ぐらいの数

字は維持していく必要があるか、財政とすると職員が少なくなれば、いざ経常収支比率

も下がってまいりますので、そういったところはありますけれども、行政運営としてそ

こはどうかなというところもありますので、そこはちょっと難しい。いくつがいいのか

ってのはちょっと私からは一概には申せないところでございます。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） なんていうのかな、財政力指数を上げていくための政策として寄附金を、

ここんとこずっと鰻のぼりというか、観光センターのほうで頑張っていただいてるんだ

なあと私は思っておりますし、上がっていくことはいいと思うんですけど、やはりこの

町税っていうのは 18％、２割近い占めてるわけで、収入として、ここを上げるためにど

うするか。そのために、町としてできること。民間企業をの支援をするっていうのはど
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ういうことかっていうのが一番大事かなと思うんですけど、やはり何とか商工会だとか

地元企業との対話っていうか、町が例えば道路整備だとか、ここんとここういうふうに

してもらうと、運送会社も今まで以上の大きい車が契約に入れて、運送料が安くなるっ

て助かるよとか、そういった細かいところまで町として当然企業ができることじゃ道路

整備でありませんので、町でできることで企業を応援する、また新たに企業に来てもら

う、そういった政策を持っていくためにも、こういった財政力指数を上げるためにどう

するんだっていう議論が必要かなと気もするんで、ぜひそこら辺も含めて、今後、なか

なか商工会と地元企業との対話っていうの、職員としてとか、町長自ら聞いてくるって

いう機会っていうのはなかなか少ないかと思うんで、もっと増やして、やはり町の企業

の発展のために、また農業者の皆様のご要望を聞く中でいろいろ繋げていっていただき

たいなあと思います。 

この３年度の決算ですので、これを本当１年間のやつをしっかりと精査し、内容を確

認した中で、やはりどこがどこをどういうふうに改善していくかっていう結論を出して

ってもらいたいなと思います。 

あと人件費比率ついてもそうですが、町民の他のサービスを減らすわけにいかないし、

もっと増やしてってもいいと思う。松川町が魅力だと思って、外から来てもらうってい

うのも、人口を増やす１つだと思いますし、そこら辺もこういったものを見据えながら、

目標っていうのをぜひ作っていただいて。 

この人件費率の先ほどもＩＣＴだとかＲＰＡ化だとかっていうのも、１人当たりの作

業量を、効率を上げるっていうことも当然ありますけれども、毎年、いくつかあるヒュ

ーマンエラーといった防止っていうのにもつながるかと思いますので、そこら辺の移行

っていうのも、先ほど加賀田議員の質問にもありましたけれども、「１年間調査してまし

た」っていうような答弁じゃあとても我々も町民も理解できないかと思いますので、で

きるだけ早く、早急に進める中で、そういったものの改善。 

職員の作業効率を上げることによって負担が減って、負担が減った分、その分をほか

のサービスに繋げれるはずだと思いますんで、ぜひそこら辺も反省する中で、きちんと

進めていただきたいなあと思います。 

そんな意味でも３年度の決算、町長の報告がありましたけど、「あまり反省点がなく順

調にいった」というような答弁しかなかったような気がしますんでそこら辺も含めて答

弁があればお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 
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○町長（宮下智博） ありがとうございます。 

では１点目、２点目共に私のほうから答弁をさせていただきます。 

１点目、坂本議員のおっしゃる、財政力指数に絡めてのお話でございました。 

議員がおっしゃるとおり、やっぱり生産年齢人口を増やすっていうことがやはり要、

町単の町独自の税金を、町税を上げるということは確かに要でございます。 

その話の中で、やはり課長答弁しました、ふるさと納税というのは確かに政策的にも

数字的にも上がりやすい見えやすいもの、確かにこの３年でＤＭＯにも頑張っていただ

いて、10 倍に上がっているというところはありますが、それ以前の問題としてご提案を

いただいております。 

今、月に１回前後ですが、企業訪問を行きながら企業さんの話を聞いて何とかやらな

ければいけないというようなところと、またこの松川町の家計簿の一番後ろのほうでご

ざいます、74 ページ辺りを見ると、補助金に関する一覧の調書をつくっております。 

こちらは令和３年度の中で、総額いくらで実績がいくらぐらい補助をして、それにか

かったコストと、また町民１人当たりにそれをどのぐらい負担をいただいているかとい

うのをちょっと分かりやすく示しております。 

こうやって見る限り、確かに補助金等の制度は多くございます。ただ、坂本議員おっ

しゃるとおり移住定住につながっているかというと、なかなかそこが難しいかなってい

うところが今、見えてきている課題でございます。 

折しも昨日、実は、北海道の東川町という25年間社会増が続いている町の話を聞いて、

オンラインではございますが話を聞きました。その中でやはり「ただ移住定住セミナー

とか政策で来るという人よりも、地域の皆さんが地域のことを好きになって、地域の人

が『引っ越しておいでよ』って言って移住してくる人のほうが圧倒的に多い」という話

もありましたので、当然政策として誘導するんですが、それ以上に地域の皆さんに松川

町のことを知ってもらうということと、移住された方に松川町の魅力を語ってもらうと

いうところが、遠回りのようで近道なのかなと昨日はちょっと感じたところでございま

すので、政策として補助金等のことはしっかりやっていくということと同時に、地域の

皆さんの誇り、シビックプライドって言いますけど、誇りをどういうふうに上げていく

かっていうことにも、もう着手しなきゃいけない段階になったかなと思っております。 

また２点目の人件費比率の話も実は絡んでくるんですが、職員の働き方を見ておりま

すと確かに事務作業というのが多くございます。その事務作業に関しては坂本議員おっ

しゃるとおり、ＩＣＴ化どんどん進めて効率的になったもの。確かにコンビニ交付とか
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によってずいぶん効率化になった部分も出てきておりますので、そこをひたすら進めて

いくというところだけではなく、やはり窓口というか、住民の相談に乗るという業務に

関しては、あまり効率を求めてしまうとかえって冷たい対応になりますので、そこのバ

ランスはちょっと必要かなと思っております。 

そうした本当に温かい心で接する職員の多い松川町役場というのは目指さなければい

けませんので、そこはちょっと考えながら、例えば、工場の作業員とかの場合は効率だ

けでどんどん進められるんですが、どうしても対人間対人間の話ですので、そこはちょ

っと過剰になりすぎないように気をつけていきたいなと思っております。 

なので、その中では今回のこの人件費比率というのは、今、決して多くないと感じて

おります。 

一般論でございますが、人件費比率、地方公共団体の一般的なものは現在３割弱で推

移しているというところですので、この辺はそんなに多くないので松川も近隣に比べて

少ないわけではありませんが今 15.8 ということでございますので、きちんと見極めた上

で人を当てるところに当てる、ＩＣＴ化によって減らせるところに減らすという作業は

これから必要になってくるというふうに、今回の数字を見て感じておりますのでありが

とうございます。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑はございませんか。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） それで１点だけお願いをいたします。 

その家計簿の３ページでありますけれども、政策の設計ってのは本当非常に大事だと

思うんだけども、今日その１ついい例があるんでちょっとそれでご質問したいんだけれ

ども、このひまわり乗車券の事業であります。 

毎回毎回うるさいほどいろいろ言ってきた事業でありますが、これもう既にもう続け

て久しい事業だというふうに思いますけれども、私はずっと１万 9,200 円が少ないって

いうことを幾度も申し上げた経過もあるけれども、今日これ見てみると、もう見ればも

う一目瞭然でありますが、平均で 53.4％しか使っておらんということでありますから、

人数は 724 人の方で、そういう結果でありますから、タクシー券もらって病院行ったり

するってことで非常にいい事業だというふうにずっと思っております。今でも思ってお

りますが、近隣から比べて、１万 9,200 円が安いと私聞いて方々を調べたこともありま

すが、聞いておるんでもう少し上げるような話もしてきましたが、この 53.4％しか使っ

ておらんというこれについてその反省をして、例えば今年、令和４年度に、どういうふ
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うに対応しておるかとそんなことを今日はお聞きをしたい。 

いくらいいって言っておっても、半分しか使っておらんというのは、これは制度設計

を良くないとそういうように私は思うんで、特別に広報をしてくれるということなんで

必要な方は、100％もらえばいいと思うんだけど、それがこういう結果だってことはどっ

かに欠陥がある、制度として欠陥があるとそれをずっと長く続けておるとそういうこと

でありますから、今日はこのひまわり乗車券のことを申し上げてるんだけども、そうい

う事業ってのは結構いくつもあって、毎年毎年そんなに新しい事業があるわけじゃない

んで、ずっとやってる事業もいろいろ見直しながら、あるいは住民の声を聞きながら、

１つ１つできるだけいいようにはしていくっていうのは、それが筋だと思うけども、こ

ういう数字を見て、また同じように、令和４年度も同じことで出しているってこういう

こと、その辺りはどういうことになってるかちょっとお聞きをしたい。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 森谷議員からひまわり乗車券のことについてのご質問いただき

ました。 

まず、この使用率 53.4 っていうのなんですけれども、申請をしてこの乗車券を欲しい

ってお願いされた方に登録６万 5,840 枚を発行して、その６万 5,840 枚の中で使用され

たのが 53％ですので、発行をそもそも希望されなかった方についてはこの利用率ってい

うのは入ってこないっていうのが原則でございます。 

ですから、欲しくてもらいに来た方で、結局余っちゃいましたよっていうのが 47％ほ

どあるというふうに分析しております。 

昨年度も同じような質問をいただいておりますので、今年度、このタクシー券を発行

する際に、あの皆さんの利用の状況についてのアンケートをとりました。このアンケー

トの結果については、今度開催されます社会文教常任委員会で報告させていただこうと

して準備をしていたわけなんですけれども、この中にタクシー券の金額については、全

体で「足りない」というふうにおっしゃっていただいたことが 138 人、全体 500 人ぐら

いのアンケートの中で 138 人の方がいらっしゃいましたので、約 25％ぐらいの方が「足

りない」というお答えをいただいております。 

また「適正である」とお答えになったのが約半数です。それから「余ってますよ」って

いう方も約 100 人ほどいらっしゃいましたので、やはり足りないもっとたくさん使いた

い層の人はいらっしゃるっていうことと、それからこれだけ１万 9,200 円を全部使いき

れなくて一生懸命節約して結局余っちゃったっていう人もいるかもしれませんし、その
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辺りが今のところ把握している部分でございます。 

昨年度から公共交通の対策協議会に私どもも参加させていただいておりまして、この

ひまわり乗車券の改革は、公共交通と抱き合わせで行っていくべきというふうに考えて

おります。で、まずはデマンド交通が先行されて、その漏れる層をひまわり乗車券でフ

ォローしていくっていうのが筋ではないかというふうに考えております。 

ですから今後、フルデマンド化を導入されていくということで、考えられております

ので、お互いに歩みの歩調をそろえながら、フルデマンドの全面改定のときに二重投資

にならないようにすること、それから今、本当本来なら欲しいんだけど行き届いていな

い層に目を向けまして、この制度改革というのを行っていく予定でございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 例えば、デマンドも大事なんでそっちも本当関心があるんだけども、デ

マンドをやるということは、国からの補助金がまるで違うんで、それはそれでいいと思

う。 

これは言ってみるとふるさと応援基金を使って、町独自でもやるってことなんで、町

の原資でな。そういうことなんだけども、ただ見てもらうように療育手帳への判定の方

は 74.6％使っとるわな、これが一番大きい。だけれども、例えばこの 65歳以上の 29.2％

っていうのは、これはそれこそデマンドを使ってもらえるようになるかもしれん。だけ

ど、デマンドが全てってわけには、多分いかんと思うんだに。 

状況が悪くなって施設の入所できる方は良いけれども、ご家庭で家族が看護したり、

そういう方もおられるんで、そういう方をデマンドっていってもなかなか難しいかなと

思うんで、そういうもののやっぱし補助としてひまわり乗車券というのは欠かせんとい

うふうに思っているけれども。 

前々から言っておったように、新井の町に飲みに行ったりするにタクシー、これを使

ったりっていうことを始終あった。そんなようなことで、この 65 歳以上という方も、も

らった方も、うんと気兼ねをして、29.2％しか使っておらんので、「何、おめえさんひま

わり乗車券を使うのか」って人に言われても嫌なんでっていう方もおるかもしれんな。

だけども、この問題は、２番目からの要介護３以下の体に障害を持たれてる皆様のこの

利用率が意外と低いなと思うんで、どうしてこんなことになっちゃうのかなと思うんだ

けれども。 

そういうものを今、課長が答弁いただいたけども、これからはそういうことでいい。
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で、デマンドがきちっとしてくればまた様子も違ってくるんだけども、こういう手厚い

っていうか結構、町としては、行政としては一生懸命利便性良く使っていただけばいい

なっていうのはこれしか使ってくれとなんてことは、残る以上にどういうことかな。使

い勝手が悪いんじゃないかなと思うんだけども、そういうところの研究っていうのはし

ておるかどうか。お話があったように、500 人で調査したら 25％ぐらいがちょっと１万

9,200 円で足りんと。そういう方もおられると思うけど、一生懸命使って、「これじゃ足

りん」っていう方と、「俺はこんないらんわ」っていう方といろいろおるんで、そこが難

しいだけども、どうもその政策としても打ち出すんだから、年々のその利用状況もいろ

いろ判定をしながらやっぱし、もう少し使ってくれるように申請した、あるいは行政が

発行したものは、全ての券として戻ってくるように残っておらんように、そういうのが

一番いい施策だと思うんで、ちょっとその辺りをもう少し深くお願いをしたい。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） ３ページございます発行状況を御覧いただきますと、65 歳以上

の方は、対象 65歳以上なので対象になりましたよってご通知を差し上げて、取りに見え

た方が 429 人ということで、この 429 人の方には発行されてるんですけど、残りの約

1,000 人の方は、自分は運転ができるからこのタクシー券は必要がないということでそ

もそも取りにみえてない方になります。 

ですから 30%ぐらいの人は使われておりますけれども、残りの 70%は、そもそもこの制

度に必要がないと考えてらっしゃる方だと思います。 

で、今、私どもであの検討しているその制度については、やはり免許の返納で普段に

車の運転に困る人と自分の移動に困る人を中心に考えていくべきではないかということ

は改革の中で検討の１つとして考えています。 

まだフルデマンドのとき一緒にか、フルオンデマンドの形を見て、そこで漏れる皆さ

んというふうに考えていきたいと思いますので、これが一例ではございますが、今の要

介護３以上の方々は自分で行く、もう行けるというよりも迎えに来てもらってデイサー

ビスに通うとか、自分自身では動けない方々にはもう必要ないものだけど、一緒に乗っ

てタクシーで移動するのも介護タクシーだとか、施設のタクシーっていうのを使うほう

がより安全で動けますので、そういうような需要と実態等鑑みながらこの制度改革って

いうのを計画してまいりたいというふうに考えています。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 
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○１０番（森谷岩夫） 分かりました。 

ちょっと申し上げておくけれど、その 65 歳以上が 429 人の方しか使っておらんという

のは、その 65歳なんていうのは今、年寄りじゃないもんで、私ももうとっくの昔に過ぎ

て、まだ現役だと思っておるんだけど、現実的にはやっぱし、75 歳以上の後期になって、

あるいは体にはそんなに悪いとこもないけども、歳で免許を返したほうがいいとか、家

族に言われるとかそういうようなことで、する方は一応念のために申し込んだけども使

わなんだってこうだと思うんで。 

返すっていう免許返納者のことはやっぱこれとは別に考えんと、私はそのひまわり乗

車券っていうのは基本的にはやっぱし、３ページの２番目以後にある要介護３以上それ

以降ずっと認知症だとか、身体障がい者手帳だとか、そういうような衆を中心に考えら

れていることが筋だと思うんで、そのデマンドはデマンドで、健常者ももちろん乗るや

つなんで、そういうとこの組合わせをやっぱりきちっとしてもらって、デマンドがきち

っとしてくれば、この制度ももう少し変わってくるっていうなお話なんで、それは期待

してるけども、ずっともうこれでやっとるだに、幾年も。私が知っとる限りずっとこれ

できとるんで、いい加減にもうちょっと使ってもらえるいい制度ができんのかなと思っ

てるんだけれども。デマンドができれば全てだという考えじゃ駄目だと思うんで、その

辺りだけは確認していただかんと困ると思う。 

以上であります。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） ご意見ありがとうございます。 

より良い制度に変更できるように考えてまいりますので、またご意見頂戴したいと思

います。 

ありがとうございます。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） それではちょっと３点ほどお願いをいたします。 

意見書の８ページの未収金についてですね、お伺いしたいと思いますが、大変大きな

数字の未収金があるわけで、これは町財政への影響は多大だというふうに思います。 

これについてですね、これは令和３年度のものですから、令和３年度について全ての

人、それから世帯について滞納額は、全て把握ができているのか。それからこの未収金

は、一体いつから累積しておるものなのか。まずその辺り１点お願いをしたいと思いま
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す。 

それから２つ目ですが、やはり同じ意見書の 21ページになります。21 ページ保養宿泊

施設の事業特別会計ですね。ここの歳入歳出は、３億 6,300 万ということでプラスにな

っておりますよね。この繰入金が非常に大きい繰入金は基金を取崩してここ入れたとい

うふうな説明がありました。それで次ページを見ますと、22 ページを見ますと、損益計

算上のところを見ますと、令和３年度はマイナスで赤字ですよね、３億 2,900 万円余と

いうことになります。 

そうしますと、この清流苑会計ということで見ますと、プラス分、このもう既に累積

赤字があるわけですから 3,000 万円ほどの持分というかプラス分しかないという、そう

いうことでいいのかどうなのかというふうに２点目はそんなことをお伺いいたします。 

それから３点目は、決算カードのほうをお願いいたします。 

決算カード一番、78ページになりますね。78ページ、実質、６番目の財政指標等の６

番目になりますが、実質収支比率が 9.8％という去年は 10.3％でしたよね。で、先ほど

監査委員さんからも説明がありましたけれども、近隣、長野県の平均が大体８点いくつ

ぐらいだから、これは問題ないんだと。別に問題があると言っておるわけではありませ

ん。ただしですね、一般的に言われてるのは、これは３％から５％が望ましいというふ

うに言われているわけです。どうしてかというと、標準財政規模でしたか、当初予算に

対してですから、要はこの数字が大きければ大きいほど使い残りがあったということで

すよね。要は町民サービスが少なかったという。少なかったというか、当初の予定を立

てたよりも少なかったか、それとも最初から予備費が何かに回して執行がしなかったと、

そういうことだと思います。 

残金は不用額から出るものもありますし、それから最初から予備費の計上がたくさん

であったということであって、予備費を使わなかったということになれば、残金が残っ

てきますので、この言えば町民のための事業を本来もう少し執行できるはずであったの

が、その余地があったという、こういうことだと思います。この数字はですね、9.8 とい

う数字は。 

その辺り、そうそううまく１年間いろいろな事業をするわけですから、入札差金も出

てきましょうし、そうそううまくはできないかもしれませんが、どうもここのところ見

ていると松川町は 10％前後で推移しておるということがあります。その辺り、どのよう

に考えておられるか。 

３点お願いします。 
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○議長（黒澤哲郎） 池上住民税務課長。 

○住民税務課長（池上 徹） では１点目の未収金の関係でございます。 

８ページのほうに総括的に意見書にありますけれども、個々の内容につきまして意見

書のほうのまず、町税の関係でございますけど、13 ページのほうにそれぞれの町税に関

しまして、それぞれの税目の現年滞納繰越等の収納状況がございます。また、国民健康

保険税の収納状況につきましては、17 ページのほうに、こちらのほうに、収入金額、ま

たそれぞれの未収入額等が記載してございます。 

また、それぞれの人数とかの把握ということでございますけれども、まず、町税の関

係でございますが、現年分に関しましてですけども、未納者につきましては一応 291 名

ということでございます。 

また、国保税のほうの現年分になりますけども、こちらのほうの滞納繰越をした未納

者の方が一応 93名ということでございます。 

また、滞納繰越の過年度分でございますけども、３年度に滞納した方々の人数という

ことでは、一応 255 名ということでございます。 

一応、当然でありますけど、世帯でありますとか、人数、人につきましては一応担当課

としては把握をしております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 清流苑の特別会計につきましてご質問をいただきました。 

繰入金の部分でありますけれど、資料のほうの 21 ページを御覧いただきますと、表、

収支の状況ということで、そこのところに歳入のところに、繰入金３億 8,258 万６千円

とございます。この内訳としますと、基金の基金からの繰入れが３億 3,058 万６千円に

なります。これは公営企業会計への引継ぎの部分と、それから当初予算からのコロナの

損失補塡の部分の当初からの分が含まっております。それから、あと一般会計よりの繰

入れということで、5,200 万円ということでそれの合計がこの金額になります。 

それを、あの文章で表現したのが、隣の 22ページのちょうど中段くらい、上から 11行

目ぐらいになるんですけど、しかし、大幅な減収の中では限界があり、また公的機関と

いう位置づけのため、雇用調整助成金等の公的資金は受けられず、相応分 3,000 万円、

そして公益性の強い一般職員人件費分 1,100 万円と、無料入湯チケットを利用実績相当

分 600 万円、それにワーケーション環境整備工事費、これの 500 万円、これが合計で 5,200

万円ということであります。これを一般会計から繰入れさせていただいたということで
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す。 

それから予算不足が見込まれます 1,300 万円、これを基金から当初の予算のときから

取崩して対応をしてまいったという内容であります。 

それでその下のところに、令和４年度から公営企業会計への移行に伴いまして、保養

宿泊施設基金の３億 1,758 万５千円を引継ぎ現金として取崩させていただいたという内

容でございます。 

それから、その下のところに、収支の状況は、企業会計に置き換えたときの損益の計

算書で見てみますと、純売上高が前年比が 1,355 万３千円増額しまして、１億 8,640 万

円、それから、これに減価償却費を参入しました営業損益につきましては、8,812 万５千

円の減、当期の損益に関しましては 3,547 万５千円となり、次期の繰越損益につきまし

ては、全体で３億 2,901 万３千円の減の赤字ということになっておりますと、そのよう

な内容でございますのでご承知をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 決算カードの中の実質収支比率 9.5％について、ご質問を頂戴しまし

た。 

ちょっと監査委員の意見書のほうをちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、

ページで４ページのところをすみません、御覧いただければと思います。 

４ページのところの下に表が出ておりますけれども、令和３年度、歳入から歳出を差

し引いた形式収支というのが、単純にこれを歳入から歳出を引いたものになってまいり

ます。７億 9,900 万ということでございます。これに対しまして、翌年度に繰越すべき

財源、要は繰越事業ですけれども、そちらが３億 6,500 万ということになっております。

これを差引いたものが実質収支になりまして、４億 3,400 万ということで表示をされて

おります。この実質収支というのが町の標準財政規模に対して、どれくらいであるかと

いうことを示すのがこの実質収支比率というものになってまいります。 

今回 0.8％下降した原因ということでございますけれども、歳入から歳出を差引いた

形式収支は上昇したわけなんですけれども、特に令和３年度については大型事業、例え

ば、町道洞新線の関係ですとか、小中学校のＬＥＤ化の事業によりまして、翌年度へ繰

越す財源というのが非常に増えたということがございまして、この実質収支比率が下降

したということでございます。ですので、これを令和２年度と比較していただきますと、

実質収支、若干下降しているという部分と、それから標準財政規模につきましても、逆



 －122－ 

にこちらのほうは上昇いたしましたので、そういった関係で率が若干下がったという、

そういったような状況でございますので、特段これにつきましては大きな問題はないか

なというふうには、考えているところでございます。 

○議長（黒澤哲郎） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 未収金の問題ですけれども、大変、平等性の面から、また町財政及ぼす

影響からも問題だというふうに思います。 

県の整理機構の活用というのはどの程度になっておるのか、その辺りをお伺いしたい

と思います。当然、県の整理機構だけではなくて、担当課も動いておっていただけると

は思いますけれども、なかなか担当課だけでは手に負えないという例がたくさん出てき

ましたんで、県の滞納整理機構が設置されたわけですので、そことの活用について、積

極的に活用して回収していかなければならないというふうに、私は考えますが、どんな

状況なんだかお知らせをしていただきたいと思います。 

それからも保養宿泊施設についてですね、累積損益について、それから現在の持って

いる保養宿泊施設の資金についての説明がありませんでしたけれども、いずれにしても、

もう基金を取崩したんですから、基金はなくて、いわゆる一般会計に入れてやっている

ということで、それが手法なんだと思いますけれども、この監査報告の中にもありまし

たけど、「地域に愛される持続可能な施設運営を目指してまいります」というふうにあり

ますので、これは堅持していかなくてはならないだろうというふうに思います。 

大変厳しい経営状況の中で、何かどんなふうにしていくんだという対策をお持ちなの

かどうなのか、その辺りをお伺いしたいと思います。 

それから３番目の問題ですが、積立金も今年計算カードから見ますと３億 5,000 万円

というふうに多いですよね。これらの金額と実質収支の４億を合わせると８億近い残金

が残ったということになると思います。そのことを言ってるわけです、私がその数字が

どうのということでは、大きく問題だというふうには思っておりません。別にその３か

ら５％がいいから松川町もそこまで落とさなくてはならないとかね、そういうことでは

なくて、本来、住民サービスとして使えるべきお金をどのくらい残すという、残してし

まってしまったか、残ったかっていうことですけれども、その辺りが残し過ぎてもいけ

ないし、かといって、赤字になってもまた困る。それは当然のことなんですが、その辺り

の兼ね合いについて、早々計算したようにはいかないと思いますけれども、やはりその

辺り、心しておられるのか、念頭にあるのかどうなのかということをお聞きしたかった

わけです。 
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それから、これでちょっと３つ終わりました。お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 池上住民税務課長。 

○住民税務課長（池上 徹） 県の滞納整理機構の活用はということでございますが、こちら

につきましては家計簿のほうの 26 ページの賦課徴収費の項目の一番最後の滞納処分の

ところ御覧いただければと思います。 

ここに負担金のことでありますけど、そこに下に移管件数と徴収額ということで書い

てございます。令和３年度につきましては、町のほうから一応６件の移管をお願いして

おります。徴収実績につきましては、昨年、移管分の振込み等もありまして 108 万３千

円でございまして、この６件のうちの１件は一応完納ということでなっております。ま

た、残りの５件のうち１件につきましては、また今年度も継続して徴収の方依頼をして

おります。 

また、参考までにですけど、昨年度につきましては、令和２年につきましては、３件の

お願い、移管をして 77万３千円の徴収額ということでございました。 

あわせまして建設事務所につきましても、併任案件ということで移管をお願いしてお

りまして、こちらにも記載ありますとおり１件で徴収額が 29 万円ということで、これに

つきましては完納ということでございます。 

一応、そういった感じで高額なものとかにつきましては、移管お願いしておりまして、

今年度につきましてまた相談をして案件をお願いしているところでございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 公営企業会計のほうに今年度から移行しまして、厳しい経営状

況の中、今後どんなふうにしていくのか、その対策はというようなご質問をいただきま

した。 

ご承知のとおりコロナ禍におきまして宿泊者数の減少、それから特に宴会等の減少

諸々ありまして、非常に厳しい状況はおっしゃられるとおりであります。 

ここにきて少し入湯ですとか、宿泊のほうも少しずつ戻ってきておりますけれど、相

変わらず宴会のほうは本当にガクンと減ったまま厳しい状況が続いております。 

今後どうするかということでありますけれど、今まで清流苑は非常にリピーターが多

くてそうですねファミリー層、それから高齢者の方々に愛されて、多く利用されてきて

おります。ただ、そういう方々も本当に高齢に今、なってきておりますし、新しい客層の

ほうを取り入れていかなければいけないということで、今、森林セラピーのほうでセラ
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ピー食等もやり始めておりますし、またセンターとも連携しながらですね、いろんなこ

の松川町にいろんな体験をしに来たお客様を取り込もうというようなことで考えており

ます。 

どうしても松川町に来ていただいて、泊まっていただくことが大事かと思っておりま

す。それには単なる通過されてしまうのではなくて、きちんと周遊ができるようなプロ

グラムみたいなものを考えながら、この地に泊まっていただいて、しっかりと周りの施

設なども活用していただきながら楽しんでもらえる、そんなことをこれから考えていき

たいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 実質収支の関係でございますけれども、予算の状況を見ながら私ど

もも単年度単年度の事業ではありますけれども、やはりその将来を見据えて、事業を運

営していく必要が財政としてはあるかなというふうには考えておりまして、そうした中

で今回、令和３年度の中におきましては、国で地方交付税の中で令和３年度分の臨時財

政対策債の繰上償還を行うようにというようなことで、新たな科目も創設された関係も

ありまして、減債基金のほうには 5,800 万ほど積立てをさせていただいておりますし、

それは国の指示ということもあります。 

それから今後、大型事業が控える中で、公共施設等の整備基金のほうにも１億 8,000 万

円を積立てをさせていただきました。これはやっぱりある程度将来を見据えた中での財

政運営というのは必要かというところで、そうした対応させていただいたわけなんです

けども、議員おっしゃいますように、例えば予算化したけれども、なかなかその事業の

執行が芳しくなくて不用額が出そうだというような場合には、やはり 12月で例えば、不

用額をきちっと出して、それを例えば新しい事業のほうに振り向けていくということは

１つの手かなというふうには思っております。 

ただ、やはり事業の執行が１月以降になりますので、繰越しも視野に入れてというよ

うな形にはなってしまうかと思いますけれども、そういったところも有効な使い方とし

ては考えられるかなというふうには思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 未収金の問題ですが、一生懸命、県の滞納整理機構のほうも利用してい

ただいて、やっていただいておりますが、回収をしても新たな未収金が発生するという

ことで、なかなか今年また新たな未収金が発生してくるということで、令和４年度もで
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すね、そういうことでなかなか一掃できないということだと思います。ぜひ、強い方法

で、法的措置ということも必要でしょうし、その辺り、中には悪質な滞納者っていうか、

そんなこと方もおるのではないかというふうに想像いたしますし、そういった方を公平

性の問題の面から他の町民との兼ね合いもありますので、ぜひ御苦労だと思いますけれ

ども、ありとあらゆる方法で策を講じていただいて、来年度辺りはこの部分がぐんと減

るようにお願いをしたいとそんなふうに思います。 

それから保養宿泊施設は、「いろいろ喜んでいただけるような」っていうふうに漠然と

した言葉を今、お聞きしたような気がします。当たり前のことだなというふうに思いま

す。 

できることから当然やらなければならないんですが、例えば無料入浴券ですね。１年

に6,000円くらい分ですかね。この一般会計から出して補填をしたということですので、

保養宿泊施設の会計には影響はないかもしれませんけれども、こういった厳しい状況の

中では、１つの方法としてですね、町民の皆様にも危機感とそれからご理解をいただく

という意味でも、一旦この無料入湯券のようなものは廃止をして、また景気が良くなっ

たら使っていただくと、そういったような決断をする。今まで通りしてて、宴会が、宿泊

がなくなったから「マイナスだ」「赤字だ」って言っててもこれは始まらない話なんで、

それと人員整理ですね。どうもちょっと見ておると一般のもちろん客室やそういったと

この皆さんは必要でしょうけれども、上のほうの方でどうもそんなにいらないんじゃな

いかなというようなところもあるような気がします。そういったところの人員整理とい

ったそういうことも必要ではないかなというふうに思います。 

それともう１つサービスですね。やっぱり受付けそれから出迎えをお見送り。こうい

った帰りのお見送り、そういったものが非常に施設としての印象に大きく影響すること

ですので、その辺りどのように考えておられるか、お願いします。 

それから実質収支のことを申し上げましたけれども、実質単年度収支というのがござ

いますよね、この計算カードにもあります。３年度はマイナスになっておりました。そ

の前はプラスでした。これは基金の取崩しとか、それから起債の繰上償還とか、そうい

ったものが関係してきますんで、プラスにばっかりなっても良くない。先ほどの実質収

支とも関係するわけですよ。それでマイナスばかりでは困る。これはどんどんどんどん

基金を取崩してってマイナスになっていくということですのでこれは困る。 

それでちょっと見ますと、近年２、３年見ただけですけれども、松川町の場合も１、２

年おきにプラスになったりマイナスになったりしておる。こういう状況がいいわけです
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よ。で、松川町もたまたまですかどうか分からないけど、そういうふうになっておりま

すのでこれは意識してこういうふうに考えておられるのかどうなのか、ちょっとその辺

りをお聞きして、もし、来年度がどうなのかってこと分かりませんけれども、その辺は

１年か２年おきにプラスマイナスになるのがいいということは、基金を積み過ぎても、

取崩し過ぎても駄目、かといって取崩し過ぎても駄目、使わなさ過ぎても、なんだかち

ょっとよく分からなくなってきましたけど。 

そんなようなことで、上手に要は町民サービスとの兼ね合いですので、その辺り意識

しておられるのかどうなのか、３度目ですので、今後についてはどんなふうに考えてお

られるかお聞きして終わりにします。 

○議長（黒澤哲郎） 池上住民税務課長。 

○住民税務課長（池上 徹） 滞納制度につきましてご意見等を頂戴しております。 

一般的に滞納されている方につきましては、どうしても滞納金額一度に払えないとい

う方につきましては、分納誓約という方法で計画的な納付を進めていただいております。

本人が支払いそうな金額を毎月継続して納めていただく方法になりますが、毎月一定の

金額を収納していただくというような方法であります。 

また、一方、悪質なものにつきましては差し押さえ等の対応ということで、先ほどの

家計簿のところの上にありますけれども、滞納処分件数ということで差し押さえによる

延べ取り立て件数としては、昨年の実績としては 13 件で一応、換価充当額 392 万４千円

ということでございますけれども、内容的には給与の差し押さえ、また年金の差し押さ

え、また不動産の差し押さえ等の対応のほうを行っております。 

また、今後についてでございますけれども、滞納案件を大款ごとに分類しまして、小

額かつ多数の事業につきましては、戸別訪問ですとか電話通知によります催告等を行い

ます。また、高額な案件につきましては、財産調査とか、差し押さえ公売、また先ほど申

し上げました滞納整理機構の移管などを決定して、計画的な滞納整理のほうを進めてま

いりたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 議員のほうからいろいろ言っていただきました。 

まず、厳しい経営状況をやっぱり町民にも共有して分かってもらった上で、無料の入

湯券等も場合によれば、一時止めたらどうかというようなことであります。 

それでおっしゃられるように、今までどおりにしていれば、確かに駄目だということ
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は思っております。ただ、無料入湯券につきましてはですね、我々の一番の地域で愛さ

れて地域の皆さんへの還元したいという思いがありますので、これは何とか続けていけ

るように、別の面で頑張っていきたいとは思っております。 

それから、サービスのことも言っていただきました。やっぱり何よりいろんな施設改

修がいろいろありますけれど、まずはやっぱりサービスを充実させることが一番だと思

っております。 

サービスにおきましては、現在バスがつきましたら、出迎えに出ております。また、お

客様お帰りのときには、全員じゃないんですけれど、大体１名か２名なんですけれど、

お帰りになる際にも、お見送りをしております。また、電話対応なんかも、できるだけ丁

寧にはしておるんですけれど、時によりましては、やはり「ちょっと物足りない」という

ようなご意見もいただきましたんで、その辺はしっかり研修等も行いながら改善してい

きたいとは思っております。 

それから、人件費の関係の人員のことも言っていただきました。人員につきましては、

あのコロナ前は正規の職員 37 名程度だったのですけれど、あのコロナで人のほうが自然

に削減されていきまして、一番少ないときには 27 人にというくらいちょっと減ったわけ

であります。現在ですね、少し戻ってきましたので、30 人程度でやっております。 

正直、いろんな係に分かれておりまして、レストランですとか、厨房ですとか、リネン

ですとかいろいろあるわけですけれど、それぞれ人が足りないときには係に関係なく、

みんなができるような形にしてありまして、手伝いに行っております。また、施設のほ

うのフォレストですとか、プールですとか、そちらの職員も場合によればレストランの

ほうに入ったり、リネンのほうに入ったりと、そのような形でみんなで助け合ってやっ

ているというのが状況でありますので、人員的には決して今までより多いとかそういう

ことはなくて、精いっぱい削減してる中でやっておる状況でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） ３つ目のご質問でございます。 

実質単年度収支４ページのところを御覧いただいてるかどうかと思いますけれども、

監査委員の意見書ですね、４ページのところにございますけれども、一番下にその実質

単年度収支ということで、監査委員の意見書になります。すみません。４ページのとこ

ろを御覧いただきますと、一番下の実質単年度収支でございます。令和３年度について

はマイナスの 2,200 万ということでございまして、令和２年度プラスでございます。 

で、そのもう少し右側のほう、見ていただくと、一般会計の変遷の中で、令和元年度か
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ら 29 年度まで載っておりまして、ここはそれぞれマイナスが続いてきたということでご

ざいます。 

実は、監査委員さんにもここら辺はちょっとご指摘いただいたところがありまして、

議員おっしゃるとおりだと思います。ずっとマイナスが続くんではなくて、やはりプラ

スになったりマイナスになったりというところは、やはりどうしてもそういう形で持っ

ていったほうがいいというふうには思っております。 

そんな中で、やはり使うときは使う、残すときは残すといったようなめり張りを持っ

た財政運営していくっていうのは、それは財政の腕の見せどころだというふうに思って

おりますので、そんなものを心がけて進めていきたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） それでは、ほかに質疑ございますか。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） まず決算書でありますが、101 ページから 104 ページにかけて、それか

ら 121 ページもそうでありますが、不用額についてお聞きしたいと思います。 

それから、家計簿のほうの７ページ、それから 38 ページの関連ありますけれども、農

業振興費の鳥獣害被害防止対策事業について、ちょっとこの２点についてお伺いしたい

と思います。 

まず、先ほども米山郁子議員が質問をされたかもしれませんが、不用額が商工振興費

でございます。それと教育費についても、まず商工費については 3,500 万、教育費につ

いては 5,000 万以上ということでございます。 

まず、商工振興費において、先ほどコロナの関係で利用者が少なかったということで

ありますけれども、このコロナ関係の補助金については、私も商工会員でありますが、

ファックスでその度に「利用しないか」というファックスがまいりました。しかしなが

ら零細企業の皆さん、それからそのファックス内容を見てみますと、やはりちょっと利

用しにくい条件がございました。 

そういうことで、この不用額が発生したということも考えられますけれども、先ほど

も飲食関係については利用しやすい要件があったわけでありますけれども、そのほかの

利用者にとってなかなかちょっと利用しにくい条件があろうかと思いましたけれども、

町としてここら辺を利用条件等についてそういう利用が少なかったということについて、

どんなふうなお考えをお持ちかその１点。 

それから、教育費についてもトータルで 5,000 万以上になっておりますが、これらに

ついては各学校、それから教育施設もあるわけでありますけれども、特に主にどんなよ



 －129－ 

うな不用額が目立ったのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

それから家計簿の７ページであります。 

農業振興費の鳥獣被害防止対策事業でありますけれども、毎年のように有害鳥獣駆除

についてのトータルと出ておるわけでありますけれども、やはり高齢化等によって、有

害鳥獣の駆除の資格の認定、資格を取るということが大事でありまして、その補助事業

があるわけであります。３年度においては、こういう方々がどのぐらい資格を取られた

方がおいでになるのか。それから最近、熊の出没が報じられておりますけれども、各地

で、日本中でそんなような被害のニュース等があるわけでありますけれども、熊は被害

防止の施設を破ってくるのか、それとも熊も木に登れるんで、そんなようなのは利用し

て柵のない内側に入ってくるのか。今までの検証ではどんなような検証されたのか、そ

の点お聞きをしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ２点いただきました。 

１点目につきましては、不用額、商工費の関係でですね、3,550 万円ほど不用額が発生

したということで、どのような内容やどのように検証するかということであります。 

こちらにつきましては、先ほど大きなものにつきましては加賀田議員さんのほうから

も質問があったところであります。 

コロナの経済対策ということで、各種交付金を使った事業を展開してきましたけれど、

一番多かったのは先ほどの応援給付金というのが、なかなか売上げの減少に伴う給付金

であったんですけど、そこのところがなかなか申請者が少なかったというところがあり

ます。 

それから危機突破ってといって、コロナに対していろんなソフト事業でいろんなアル

コールですとかマスクですとか、またいろんなものを買ったときに支援していくと。こ

ちらのほうは、非常に使い勝手が良くてですね、多くの方に利用していただいたかなと

思います。 

また、家賃の補助につきましては、こちらのほうも思ったよりは申請者が少なくて決

まった方に限られてたかなということです。 

あとお店の応援券につきましては、90％以上の利用率があったというところはありま

す。 

それからキット等の関係の配布事業のほうも、頑張ってやっていたわけでありますけ

れど、あの総体的に事業費も大きかったわけでありまして、なかなか大きな事業費を持
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っておる中で残のほうが生じてきてしまったという内容かと思っております。 

それから２点目になりますけれど、有害鳥獣の関係で７ページの関係があります。御

覧のとおりの７ページのところに、それぞれの施策を書かせていただきました。 

また、この中の 38 ページのほうを御覧いただきますと、38 ページのところには、実際

に捕獲した有害鳥獣の頭数が書かさせていただいております。猟友会の皆様に、有害鳥

獣駆除のほうをしていただいた結果であります。 

電気柵のほうを張り巡らしてありますので、大型のイノシシですとかあの鹿につきま

しては、非常に減ってはきておるんですけれど、ここにきまして、やっぱりあのサルが

非常に多くなっておりますし、小さなハクビシンですとかキツネですとかタヌキ、諸々

そういうようなものが、あと鳥の関係も増えてきておる状況でございます。 

それでやはり駆除していただける方々が非常に大事な人たちになってくるわけなんで

すけれど、そういうわけで、資格の認定の補助のほうも行っております。 

３年度にちょっと新たに資格を取った方ということが、ちょっとはっきりこの場で何

人って言えないんですけど、３年度に限ってはそんなには、多分１人とか２人、新たに

はだった思います。少し若い方も入ってはいただいてきておりますので、松川町につき

ましては、他町村に比べましては、有害の資格を持ってる方が多いのかなと、そんなふ

うには感じております。 

それから熊の話もありました。熊の侵入はどのような形かということですけれど、こ

ちらのほうはちょっときちんとした調査がやってないので分からないですけれど、電気

牧柵につきましては、やはりあの道路ですとかそういうところに空いている部分があり

ますし、当初から中に既にいたということも考えられますので、ちょっとどんなふうに

それを侵入したかっていうところまでは分からないんですけど、既におった熊もいるも

のと考えております。 

お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 決算書の 121 ページ、教育費の総額では 5,000 万円余の不用額が

出たというご質問をいただきました。 

この決算書で申しますと、121 ページから 135 ページの部分が教育費の部分でありま

して、この総計が不用額 5,000 万ということでございます。 

主な理由としましては、お手元に配布させていただいています不用額調書の中の３ペ

ージ・４ページの部分に子ども課と生涯学習課の部分が載させていただいております。



 －131－ 

この子ども課の関係で申しますと、小学校、中学校の事業行事等のコロナによりまして、

中止また延期、修正になった部分が主な不用額の理由となっております。 

いろいろ学校現場のほうで、最終いろいろ調整をしながらのやりくりで、大変苦労し

た年かなあと思っております。その中でも子ども、児童生徒の思い出づくりのために何

とかして取り組んでいって、結果、このものが残額として残ったということで、ご理解

をいただければと思っております。 

よろしくお願いします。以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） それぞれ答弁をいただきました。 

まず商工費の関係の不用額等でございますけれども、やはりコロナの関係により、そ

の影響が大きいわけであります。今後もまだ収まったわけではありませんので、これが

続くかとは思いますけれども、特に零細企業の皆さんは、なかなかこういう事務申請等

の事務手続きは非常に得てていないような気がいたします。 

今後、もう少しこういう補助金を利用しやすいような、しやすいようにするにはどん

なふうにしたらいいか、お考えをいただきたいと思います。 

また、教育費については、いろいろな学校やら支出が多い中で 5,000 万とはいえ、そ

れを分けると 1,000 万ぐらいになるわけでありますけれども、そういう中でこれが不用

額が全て悪ではありませんので、来年度へ向けて、有効に活用できればと思うわけであ

ります。 

それから鳥獣被害防止対策事業についてでありますが、この事業を始めて 10 年ぐらい

になるわけでありますけれども、効果は増大しておると思います。日頃の管理が非常に

大事なわけでありますけれども、これらについても、これから持続をさせていっていた

だきたいと思うわけでありますけれども、この町の中で新規に必要と思われるような対

策箇所は、発生しておるのかどうか。それから、老朽化等も発生してくると思いますけ

れども、日頃のというか、そういう鳥獣害の対策協会というか、そこらに対して今後ど

のようなお願いをしていくのか、その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） コロナの様々な事業につきましての申請の手続きにつきまして、

やはり丁寧な説明が必要だというようなご意見いただきました。 

これまでも、その商工会とともにできるだけしっかりやり方なども、あの広報してい

くという方針でやってはきております。ただ、言われますように、まだまだその辺、小規
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模事業者にとっては難しいというところがあろうかと思いますので、改めてあの商工会

としっかり連携をしながら、そのような対象になる方々にご案内していきますと共に、

町の窓口、あるいはチャンネル・ユー等も通じて、申請手続きが分かりやすくお伝えで

きるようにはしていきたいなと思っております。 

それから鳥獣害の関係であります。 

初めに先ほどちょっと言い落としてしまったんですけれど、この家計簿のほうのです

ね、73ページのほうを御覧いただきますと、こちらに 73 ページの表の下から３行目にな

ります。農業振興費の補助事業の関係が書いてあります。その中の下から３行目のとこ

ろに、「有害鳥獣駆除資格認定補助」ということであります。こちらのほうが認定者数と

いうことで、51人ということでなっております。現在、認定者の数につきましては 51 人

でございまして、令和３年度に新たに取得された方は２、３人いたかと思うんですけれ

ど、ちょっとそのところはまた後日確認させていただきたいと思います。 

あと新たに対策が必要な場所があるかというようなことなんですけれど、こちら、昨

年もですね、実は猿追いということでやらせていただきましたけれど、城山から下垣外

にかけての段丘、斜面の森林、あるいは城山から原田のほうにかけてのやっぱりあの段

丘斜面の森林の中、ここら辺に非常にあの猿のほうが生息しておりまして、果樹への被

害が頻発しておりました。 

なかなか猿追いをしましても、やっぱり一過性のものでありまして、現在もたまに見

かけるというような被害はいただいております。そんなことから今年、あそこの山の一

部ではありますけれど、除間伐を少しずつ森林所有者の理解を得てやっていきまして、

見通しのいい山林を作ることで猿のほうを追い出していきたいと、そんなふうに考えて

おります。 

この後、その事業のほうも進めていく予定でありますので、またご協力をお願いでき

ればと思っております。 

あと電牧柵もやはり倒木があったり、また斜面のところでちょっと崩れたりとか、い

ろんな事故でですね、故障があります。それにつきましては、対策協議会のほうの費用

で、随時修理のほうをやっております。また、維持管理のほうは、地元の協議会のほうに

任せてあるわけなんですけれど、なかなか地元協議会も高齢化しておったり、長い距離

の草刈り、あるいは急斜面の管理、非常に難しいということがあります。ここら辺は課

題ではありますけれど、また本当にあのできないようなところにつきましては、あの町

のほうもそこのところは一緒になって今、やっておるところでありますのでお願いいた
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します。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 教育費の関係の来年度に向けた有効活用をということで、今年度

進めてきております。 

比較的学級閉鎖とか学校閉鎖休校等、比較的少ない中での授業、今、順調に進めてき

ております。引き続きまた子どもの学習環境を第一に考えまして、安全・安心のために

優先的にまた事業の予算のほうを見ながら進めてまいりたいと思っておりますので、引

き続きまたご意見等いただければと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 現状に対する質問は、決算認定に関する質疑ですので、お控えいただけれ

ばと思いますけれども。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） はい、分かりました。 

商工費についてでありますけれども、やはり商工会の総会とか、いろんな会議がコロ

ナでできない中で、こういう補助金等の申請等についても説明不足というか、そういう

会が少ないことで、そんなようなことがあると思います。今後については、極力説明と

か申請しやすい方法をご検討いただきたいと思います。 

それから決算でありますんで、要望的なことを言えば、鳥獣害対策においても、新兵

器としてドローン等との活用等も考えられるわけでありますんで、そこら辺は今後の課

題というか、活用をぜひお願いして、人間では限界がいろいろありますんで、そんなよ

うなこともお考えをいただきたいと思います。 

今、質問されたことについては、答弁をいただきましたので、これで終わります。 

○議長（黒澤哲郎） ここで先ほどの中平議員の質問の中にありました、答弁の準備ができた

ようですので、答弁をお願いをしたいかと思います。 

佐々木まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（佐々木 保） 先ほどは、大変申し訳ございませんでした。 

移住定住に関わります予算と決算の状況ということでご質問いただきました。 

決算書には、ページ数でいきますと、61・62 ページに企画費というところでございま

すけども、企画費の中に全て定住対策に入ってございますので、こちらの家計簿のほう

の先ほど中平議員がおっしゃっていただいた家計簿の２ページのほうでご説明をさせて

いただきたいと思います。 
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まず、移住定住対策ということで１点目が若者定住住宅の取得祝金でございます。令

和３年度から加算金の分を合わせまして合計 30 万円を交付できるようにさせていただ

きました。これにつきましては、当初、こちらの実績で 380 になっているのが 10 万円の

分でございますが、当初は 250 万円で予算計上させていただきました。 

それから加算金につきましては、当初 400 万円だったものが、実績で決算では 880 万

ということなってございます。９月補正で 780 万円を頂戴いたしまして、追加決定をさ

せていただきまして、最終的には 47 件の皆様に交付をさせていただいたという実績でご

ざいました。 

それから移住体験住宅、促進住宅の運営につきましては御覧のとおりでございます。 

あと県立大学のインターンシップ事業でございますが、若者の皆さんが自分たちの居

場所づくりというところで、これ「ＭＭＭプロジェクト」にも関わる部分でございます

が、インターンシップを行っていただきまして、業務委託ということでコンサルに委託

した部分でございますが、30 万の予算に対しまして 30 万の決算を出していただいてお

ります。 

あと空き家情報バンクの関係でございますが、令和３年度から空き家を登録いただく

場合にこれまでは、役場の職員で内部調査をさせていただいて、それを空き家バンクに

登録をさせてまいりましたけども、やはりプロの目から見ていただいた評価も必要だと

いうことで、お認めいただきまして、飯伊の不動産組合に業務委託契約を結ばさせてい

ただいておりますが、１件２万円ということで、業務委託をさせていただいております。

で、当初 20 万の予算でございましたが、実績９件で 18 万円でございました。 

あと住民意識調査につきましては、12 月補正で 60 万円を認めいただきましたが、460

万いただきましたが 49万円で計算を出していただいております。 

あと空き家そのほかに空き家家財道具処分補助ということで、５件の実績等を含めま

して、決算額 1,453 万４千円で打たせていただいたところでございます。 

説明は以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 答弁をいただきましたので。 

それではほかに質疑ございますか。 

大蔵議員。 

○６番（大蔵 洋） 意見書の 23ページのまつかわの里施設の室内温水プールの件で、昨年度

も 2,850 万円、毎年 2,500 万ぐらいの赤字が計上されているわけですけれども、昨年度

の利用状況、町民それから近隣、それからあそこに泊まられる観光客の利用状況の内訳



 －135－ 

が、把握されてたら回答願いたい。 

それからもう１点は、家計簿の２ページの移住定住対策の移住体験住宅が２棟、それ

から移住促進住宅が３棟あるわけですけれども、これを運営しているということで、今

まで一度も実績の報告がないんですよね。求めても結構利用状況があるというようなこ

とで、昨年度、コロナ禍ということで利用を控えていたかと思うんですけれど、昨年度

の実績。それから利用された方が移住につながったか、そういうような過去の体験住宅

からそういう実績が得られているのか、その２点、お願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいま、まつかわの里施設室内温水プールとフォレストアド

ベンチャーの、温水プールですね。すみません、温泉プールの利用者の内訳、特に町民か

近隣自治体か宿泊者かということであります。ちょっとこの数字を今、ちょっと持って

おりませんし、そこまで把握ができていないと思いますけれど、ちょっと１回ですね、

調べさせていただいて、できる限り、また分かった数字をお伝えしたいと思います。 

ちょっと今、数字を持ち合わせていません。すみません。 

○議長（黒澤哲郎） 佐々木まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（佐々木 保） 移住体験住宅の２棟、それから移住促進住宅の３棟の

運営状況ということでございます。 

まず、移住体験住宅でございますが、令和３年度、昨年度は通算５回、５回というのは

１回当たりお１人とかお２人とかいうことで使っていただきますので、通算では５回の

使用がございました。また、一昨年令和２年度は２回ということでございました。 

それから移住促進住宅につきましては、令和３年度は実質２棟を運用させていただい

てございます。コロナ禍の関係もございまして、そういったことで運用させてきていた

だいておりますが、その皆さんは今、移住促進住宅というのは、原則３年間を、マックス

ということで使用いただいておりますけども、事情によって５年までかという但し書き

で要綱をうたってございます。 

そんなことでこの皆さんは先ほど申しました２棟は、もう３年、４年、使ってきてい

ただいてる皆さんでございまして、いろんなご事情がございまして、町内にどこか住宅

を確保したいんだけど、なかなか見つからないといったようなことでお仕事をしながら

この体験住宅を使って、終の棲家を探されているというような皆さんでございました。 

そういったことで、この皆さんが、町内に実際に住まれたかどうかっていうところは、

今、現状ちょっと把握はできておりませんけども、やっぱり松川町、もしくはこの近辺
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にですね、移住していきたいということのお考えがあって使用いただいてるというのが

現状でございます。 

それからの移住体験住宅のほうでございますが、こちらのほうは割と農業実習生が使

っておる実績がございまして、農業実習生ですので町内の農家のほうへ体験ということ

で来られておる方々でございます。 

そこら辺も現状、町内に、最終的に今、就いておられるかっていうのは現状ちょっと

把握ができておりません。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 大蔵議員。 

○６番（大蔵 洋） なぜその温水プール、利用者の内訳を知りたいかっていうのは、令和元年

度は町民が 31％、それで近隣が 64％、観光客が５％。この施設の性格・目的っていうの

は、町民の健康を増進及び社会体育ということで設けられておるわけですけれども、こ

の施設が設置されての累積赤字が約６億円ぐらい出てるわけですね。で、町民 31％とい

っても幅広い年代層が利用しているわけじゃなくて、限られた年齢層が利用しているわ

けですよ。 

で、毎年約 2,500 万ぐらいの赤字が出てるわけですけども、それに対するなんら対応

っていうのがとられてきてなかったのは、実情じゃないかと思うんですよ。 

で、この燃料費高騰とか物価高とか、このちょうどいい機会なんですよ。で、清流苑で

も利用状況の願いを今、考えておりますよね。 

できるだけこれを黒字化させろとは言わないんですけど、少しでも赤字をうまく減ら

していく努力は行政としてもするべきだと思うんですよ。 

それが今、行政に民間格差を取り入れていきなさいということをいろいろな自治体の

長が実践してるんですけども、そういう点で税を負担するのは、幅広い層の方が納めて

いるわけですよね。利用者が限られてるというところでは、値上げも当然考えていくべ

きではないかと思うんですけれども、その点についていかがですか。 

それから、移住体験住宅で体験住宅のほうは年に５回っていうか５人程度ということ

で、促進住宅のほうは２棟で３年から５年、そこに住まわれて町内の移住をお願いして

いきたいというような目的かなと思うんですけども、その体験住宅の農業、研修実習生

っていうのは上片桐のほうにもうそういう住宅、何でしたっけかなできましたよね。 

で、その体験住宅で農業じゃなくてこの地域を知ってもらいたいと、そういうような

方にやっぱりもっと門戸を広げて活用していくべきじゃないかと思うんですよ。で、そ
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の後の利用された方のそのあれが全然把握してないというのもあまりにもお粗末ではな

いかと思うんですけども。 

で、もう少し事業をやる以上、やりっぱなしじゃ困るんですよね。その総括をして、そ

れをいかに注意して進めていくかというようなこともしっかりと取り組んでいただかな

いと、結構大きな金をかけてリフォームしている住宅ですからね。そこら辺も踏まえて

回答をお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいま議員のほうから温水プールの利用につきまして、ご意

見等いただきました。 

令和元年度のあの数字をお持ちでお持ちであっていただきまして、はい、すみません、

また昨年度の数字も出せるようにしたいと思いますのでお願いします。 

それで、やはり赤字を減らしていく努力をするべきだっていうことは当然のことと思

います。そのような努力をしていかなければ確かにあのいけないなと思っております。 

それであの施設自体はやはり町民の健康増進ですとか、また社会体育の活動の場とい

うようなことでありまして、一般会計でやらせていただいておるところであります。 

それで値上げ、やはりこれだけ燃料の高騰等もある中で、値上げというようなことも

ですね、当然検討していくことかと思ってはおります。そのようなことにつきましては、

またしっかりですね、現状を把握しまして、また理事者ともしっかり詰めながら今後検

討していきたいと思っております。 

おかげさまに、今年度は小学生の利用も非常に盛んにしていただいておりまして、夏

場の利用者の数は今までになく多いような状況もあります。 

利用者の増を図ると共に、また経営という面でもしっかりと検討をさせていただきた

いと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 佐々木まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（佐々木 保） 移住体験住宅でございますが、ちょっと説明不足で申

し訳ありませんでした。 

この２年間はですね、コロナで基本的には閉鎖をさせていただいてまいりました。た

だし、先ほどの大蔵議員さんおっしゃっていただきましたように、農業体験実習生が短

期で１泊２日とか２泊３日で大阪とか関東方面から、短期で研修に行きたいという方が

おられます。産業観光課のほうとも協議をする中で、ＰＣＲ検査等を受けていただくこ

とを条件にですね、その皆さんに入っていただいたという現状でございます。そういっ
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た状況がございます。 

また、委員さんおっしゃるとおりでございまして、体験住宅、平成 29 年度に要綱を設

置させていただきまして運営をさせてきていただいております。 

その間の２年ぐらいは、通常動いてきておるわけでございますので、そういった皆さ

んの動向だとかをですね、キャッチしながらやはり移住定住に向けて、対策を打ってい

くということは、やってまいりたいと思います。 

また、今、レベル６ではございますが、移動制限がかかってございませんので、ホーム

ページ上ではレベル６では、今、使用制限、使用閉鎖をかけてございますが、これが下が

ればまた移住体験住宅をＰＲしてまいりますので、そういった皆さんに積極的にＰＲし

まして、また活用をいただく中で移住体験に向けて、取り組んでまいりたいというふう

に思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 大蔵議員。 

○６番（大蔵 洋） 町民の健康増進及び体育施設、その目的は、それは分かっておりますよ。 

ただ、この令和元年度の町民の 31%というこの延べ人数から割り出したパーセンテー

ジなんで、実際に１人の方が何回も利用されてて、町民のその人口比率から見ると非常

に少ないと思うんですよね。 

それと近隣のこういうような施設でもそういう値上げというのは新聞等を見ていると

実施を考えてるとこもあるんで、現状をよく分析して検討していってもらいたいと思い

ます。 

それから、その移住体験それから促進住宅、その関係人口を増やす面からもぜひ積極

的にＰＲして有効活用していってもらいたいと思います。 

回答は結構です。 

○議長（黒澤哲郎） ここでお諮りをいたします。 

休憩をとりたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） それでは異議なしと認め、休憩を 15分間、３時５分までとりたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 
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休  憩  午後 ２時５０分 

再  開  午後 ３時０５分 

 

○議長（黒澤哲郎） 時間となりましたので、会議を再開いたします。 

質疑を続けます。 

決算認定についての質疑であります。質問は的確に簡潔にお願いをいたします。 

ほかに質疑ございませんか。 

塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） すみません、１点お願いいたします。 

町の家計簿の 68ページをお願いいたします。性質別歳出の状況とあります。 

グラフが出ておりますけれども、令和３年の棒グラフ左から２番目の扶助費について

であります。 

下の表を見ますと、前年よりも 36.4％の増額ということになっております。この増額

の内訳をお聞きしたいと思います。 

お願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 扶助費の増額の理由ということでご質問いただきました 

すみません、監査委員の意見書の 15 ページをすみません、お開きいただければと思い

ます。15 ページのところの（２）番の性質別歳出内訳の状況のところの上から２段目に

なります扶助費 10 億 3,357 万４千円ということでございまして、昨年と比べますと増減

額２億 7,509 万９千円ということで、大きく増加をしております。 

この要因といいますのは、新型コロナウイルスの対策といたしまして、非課税世帯等

の臨時特別給付金、こちらが 7,621 万２千円でございます。 

それからもう１つ、子育て世帯臨時特別給付金、こちらが２億 284 万９千円というこ

とで、合計いたしますと約２億 8,000 万円が増加をしております。 

この分が令和２年度よりも増額となった部分になりますので、これにつきましては、

国からのそういった方針に従いまして実施した事業ということでございますので、令和

３年度、膨らみましたけれども要因としてはそういう形になります。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

国の政策の関係で増えたということであります。 
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そうしますと、令和４年度に関しては、令和２年度に元に戻るというような考えでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） これにつきましては、この新型コロナウイルスの状況次第かなとい

うふうには思っております。 

今後、そういった対策が国で打つということになりますと、またこの扶助費というと

ころが、元には戻りませんで、また何らかの対策が必要になるかなというふうには考え

ております。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） この扶助費でありますけど、人件費と公債費と合わせて義務的経費とい

うことで位置づけられております。 

この経費、固定費と捉えられまして、ここの支出が多いと新しい事業になかなか取り

組みづらいですとか、増えることがあっても、なかなか減らすことが難しい項目である

とか、生活に直結する費用であるためにむやみに減らすことができないという取扱いの

難しい費用ということをお聞きしております。 

今後の人口減少という中でありますけれども、それに伴って、減っていくのか、それ

とも反比例して逆に増えていくのか、この扶助費に関しましての今後の推移の見通しで

すとか、町の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 令和２年度につきましては７億 5,700 万円ということで、こちらに

つきましては、令和元年度のものが、ここにはありますね、令和元年度が下の段になり

ますね、７億 4,600 万ということでありまして、やはり年を追うごとに少しずつ増えて

いるというのが現状でございます。 

で、ちょっと今、思いつくのは、この扶助費で大きなものっていうのは、例えば障害を

お持ちの方の給付費等がこの部分に入ってくるわけなんですけども、どうしてもやはり

そういった給付が増えますとこれはもうなかなか減らすことは難しいのかなというふう

には考えておりますけど、もし今後の様子につきましては保健福祉課長の方から答弁を

いたしますのでお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 今、総務課長が言っていただいたように、やはり障害、それから

子どもさんへの扶助というところでございますので、一度手厚くなっていったものをだ
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んだん切っていくということもないあまりできないというところもありますし、国の政

策で全国統一でこういうものを出すこともありますので、また町が独自に行うものもプ

ラスしていくということになっていくかと思いますので、人口が減ってくっていう悲し

い事実のときには減ってきてしまうかもしれませんけれども、今後もそういう弱者の方

を扶助していくという制度については引き続き行っていくべきだというふうに考えてお

ります。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 先ほどの清流苑のことについての質問がありました。 

意見書のほうの 31 ページに基金増減一覧表というのがありまして、保養宿泊施設基金

というので、令和４年度３月 31 日で０円ということで、これを数字を見て４年度の予算

は承認していますので、清流苑の基金というのはもう０になってるということで、よろ

しいわけですね。ちょっと確認ということで。 

それからもう１点は、決算書、この厚い決算書の 82 ページ、81・82、保育所費、児童

福祉費の保育所費のところですが、先ほど間瀬議員も教育関係で不用額が質疑がありま

したけれど、この保育所費においても、総額で 463 万円の不用額が出ています。その下

の項目にその金額が出てますけど、需用費とか委託料のところに予備費より充当という

ので、150 万とか 40 万というふうな説明もあります。 

ちょっとこの保育所費の関係で、説明をお願いします。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 清流苑の基金の関係でご質問いただきました。 

清流苑につきましては、３月 31 日をもちまして一般会計から特別会計の方から公営企

業会計に移ったということで、それに伴いまして、財政調整基金のほうに積立てていた

基金を全て取崩しまして、それを公営企業会計のほうで引き継いだという形になってお

ります。 

ですので、現在、こちらのほうの基金のほうには、清流苑の部分はないという形にな

ります。清流苑のほうの公営企業会計のほうが引き継いで持っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 保育所費、決算書の 81 ページ、不用額が 460 万出ている理由をご



 －142－ 

質問いただきました。 

主な理由としましては、この職員の報酬給与、職員手当、共済、それぞれやりくりする

中で不用額が出てきたということでお願いをしたいと思います。職員いろいろやりくり

する中で、途中で勤務が続けられなくなったり、また主な理由としましては、コロナの

関係で、クラスが閉鎖になったり、濃厚接触になったりってことで、それぞれ勤務の時

間が短くなったりというものも一部は考えられております。 

また、予算の流用の関係でご質問をいただいております。このお配りをさせていただ

いております予算流用の予算流用等調書の中の６ページを御覧いただきまして、この予

算流用に関わる分の理由が書いてございます。主な理由としましては、灯油ですとか、

電気が上がってきたために急遽予算のやりくりが難しくなったということで、この保育

所費の中の流用、また大きなものについては、予備費から流用をさせていただいたとい

うことでやりくりをさせていただいたのが大きな現状かなと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） すみません。ちょっと訂正をお願いいたします。 

先ほど、財政調整基金って言ってしまったんですけれど、間違えまして 31 ページのと

ころにありますように、特別会計の保養宿泊施設基金でございます。 

こちらのほうが、出納閉鎖時の現在高ということで０になっておりますけれど、先ほ

どのとおり、ここで引き継いだということで０になっておるわけであります。 

○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） ありがとうございました。 

清流苑のこと一般地方公営企業会計に移ったということで、しかし清流苑の建物自体

の改修ですとか、建て直しとかそういったことを考えると、このまま基金０のままいく

というふうなことは、なかなかちょっと心配される部分もあります。今後の予算の検討

ということで考えていただければと思います。 

あと保育所のほうについては了解しましたので。 

ただ、先般、保育士が非常にやっぱり求人をかけてもなかなか集まらないというふう

なことを、先般のいろんな機会で聞いたりしていて、それに対する対策、保育士の松川

町への雇用についてＰＲとかイメージアップするというふうなこと等も今後とも必要な

ふうになるかと思いますので、その点もよろしくお願いします。 

以上です。 
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○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 今後のやはり施設改修等を見据えながら、やっぱりきちんと貯

めていくということは大切なことありますので、あの公営企業会計の中で定期預金をつ

くるなり、あるいは基金という形でつくるなり、ちょっとそこのところを今、検討して

おりますので、またそこのところできちんと確保しながら将来を見据えていきたいと思

います。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 保育所の職員の補充についてご質問いただきました。 

ご承知、おっしゃるとおり、募集をかけてもなかなか集まらない現状は今も続いてき

ております。そういった中でも、ずっと募集をかけっぱなしということではなく、飯田

にあります短大へ照会をかけたり、職員の中で該当する方に声をかけていただいたりと

いうことで、比較的早めに補充ができているのが今、やっとやっとの状況かなと思って

おります。 

また、いろいろ対策を立てながら、また保育士の確保に一層取り組んでまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） それじゃあ、３点お聞きします。 

１点目、家計簿 11 ページです。消防団営業運営事業であります。 

現在の消防団のお手当、年俸って言うんですかね、こちらについて現在の金額、年額

と振込み状況というんですかね、どういうふうな支払いをなさっているか、個人の口座

に入っているのか、それともまた別のあれなのか、その辺ちょっと詳しくお聞かせくだ

さい。それが１点。 

２点目であります、決算書の水道事業会計の 10ページになります。 

水道事業会計ですね、ＰＬ見ますと、収支はちょっと若干赤字というふうな形になっ

ています。ＢＳのほうを見ますとですね、利益剰余がですね２億、３億近く出てます。２

億 7,000 か、当期未処分利益が 2 億 7,600 出てますけども、これどうされるつもりです

かね。ただ寝かしておくのかな。その辺ちょっとお聞かせください。 

３点目です。監査意見の３ページです。３ページの大きい項目の４番、予算執行につ

いての欄の（１）番のところです。 

監査委員さんからも指摘されているようにですね、「入札制度について組織の体制の見
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直しも必要だ」というふうなことを指摘されております。 

この令和３年度の中でやはり私が個人的一番気になるのは、住宅供給公社の存在です。

令和３年度において住宅供給公社に何件ぐらいの案件をいくらぐらいお支払いしたのか、

明細は後で結構ですけども、今、分かる範囲で大まかな金額教えてください。 

以上、３件お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） １つ目のご質問でございます、消防団の報酬でございますけれども、

当町の場合は年額２万 6,000 円が現金でございまして、こちらについては今、分団の方

にお支払いをしているという状況で、あと１万円につきましては、商品券で各団員のほ

うへ支給をしているということでございます。 

それから３つ目のご質問の入札制度の関係の部分でございますけれども、住宅供給公

社への令和３年度の実績でございますけれども、すみません、金額のほうをちょっと把

握しておりませんけれども、件数では建築関係ということで、小中学校のトイレの改修

で３件、小中３校ございますので３件、それから元気センターの関係で１件ということ

で計４件を令和３年度ではお願いをしたところでございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） 水道事業会計についての利益の部分についてお答えさせていた

だきます。 

２億いくらかにつきましては今後、老朽管の布設、あるいは老朽施設の更新のために

積立てのほうをしたいと考えております。 

以上であります。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） お答えいただきました。 

では、順番に。まず消防団の件であります。 

その金額、２万何がしの金額が、町としてはどうなんでしょう、妥当というお考えな

んでしょうか。それが１点。 

全国的に消防団の年俸安すぎるっていうふうな風潮があります。令和３年度において、

この金額が妥当なのか、もし令和４年度の見通しもあれば教えてください。 

それから支払方法です。これもう問題視されています。個人の口座にきっちりと振り

込むべきだというふうなことなんですけども、いわゆる団体の口座に振り込むというこ
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とで、それに何かきちっとしたルールを逸脱していないとか、いや正当性ですね、町と

しての。そういったものはあるんでしょうか、その辺をちょっとお答えいただければと

思います。前々から問題になってまして、「直す」「直す」「直さない」「直さない」という

議論があったと思いますけども、令和３年においてはどのような判断をされたんでしょ

うか。 

２点目であります。水道の関係であります。 

水道の関係おっしゃるとおり、今後、老朽化が進んでどんどんどんどん水道管の張替

えとかで大きな金がかかってくると思います。そのとき、全国一斉に出るかどうかも分

かんないので、正直、国の補助金を当てにできないのかなあなんて私は個人的に思って

います。「最後は自力で」っていうふうに言いかねませんし、それを心配してもう民間に

任せたりとかそういうとこもありますね。ですので、私は基金は絶対必要だと思ってい

ます。 

今現在、ＢＳ見ると流動預金で４億ありますね。これきちっと資本金の部の資本の純

資産の部で、別途積立金にして、いわゆる拘束をかけて簡単に使えないようにするとい

うことはできないでしょうかね。水道会計というのは、あんまりぶれがないと思うんで

すよね。ですので、大体読めると思うんで、毎年、毎年 5,000 万積むとか、そういうふ

うなちょっと計画的な予定っていうのはこの令和３年ときはどうだったんすかね。やっ

ぱり４億の現金が手元にあると、そういうこともきっとお考えだったと思うんでそのこ

とを教えてください。 

３点目であります。住宅供給公社について。 

大変な問題だと私は思っています。監査委員さんの指摘のとおり、こういったものを

どんどんどんどん外注することによって町にもノウハウがたまらない。で、専門職員を

育てるのも、どういう計画なのかさっぱり見えてこないというふうな状況であります。

監査委員さんからはこのように、いわゆる組織体制の見直し、職員の知識向上・育成と

いうことが求められておりますが、令和３年の元気センター、もしくは小中学校のこと

で住宅供給公社を使ったことによって町はそれをどう評価しているのか。良かったと思

ってるのか、それとも今後も使いたいと思ってるのか、それとも監査委員さんのご指摘

のとおり、いやこういうとこに頼るばっかりはいかんなと。人を育てないかんなという

お考えなのか、令和３年度の反省を教えてください。 

以上３点お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 



 －146－ 

○総務課長（米山政則） まず１点目の消防団の報酬の関係でございます。 

総務省のほうから通知が出ておりまして、団員の年報酬につきましては、年額３万

6,500 円とすることというふうになっております。 

で、実は今年度、消防団の団員等にもアンケートをとったりをしまして、この部分に

ついてはこの国の基準に合わせていこうというふうに考えております。で、準備をして

11 月に報酬審議会がございますので、そちらのほうへかけて、それで「よろしい」とい

うことであれば、令和５年度の報酬につきましては、個人の口座の方へ３万 6,500 円を

振り込めるような形でいきたいというふうに考えておりますので、今、その手続きを取

っている最中でございます。 

それからもう１点、住宅供給公社の３番目の関係ですけれども、こちらについても、

私個人的にというか、やはり何が何でもその住宅公社に出せばいいっていうものではや

っぱりないというふうに思っております。先日の全員協議会の中でも、「ある一定の基準

をつくってすべきではないか」というようなご意見を頂戴しておりますので、やはりそ

こが大事なところで、どの部分でそれは職員がやるのか、あるいは住宅供給公社にお願

いするのかというところの基準の中で、今後は動いていければというふうに考えており

ます。具体的な供給公社を使ってのメリットっていうのは、もし担当課のほうであれば

お願いできればと思います。 

それじゃ下井課長、いいですか。すみません。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 住宅供給公社さんお願いしまして、昨年トイレ改修を始めてまい

りました。 

何分経験がないというところの中でいろいろ担当係長、担当また私といろいろ中に間

に挟んでいただいて、いろいろご指導いただいておるに大変感謝をしてきているところ

でございます。 

業者の専門要望ですとか、専門知識、またそれに附随するいろいろな波及するところ

までが全然想像つかない部分での業者とのやりとりの中でご支援をいただいているとい

った部分では、大変感謝をしてきております。 

今後も学校の補助金、国の補助を使っていく事業につきましては、できればお願いを

してまいりたいと思っておりますが、できるだけ自分たちでできるものは自分たちでや

りながら、地元の業者さん、設計会社さんの知識もお借りをしながらだんだん独立して

いければと思いながらやってきておるところでございます。 
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よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） お願いします。 

水道事業会計の利益分につきましてです。 

先ほどと繰返しになります加賀田議員もおっしゃいましたが、確かに水道施設の老朽

化は著しく進んでおる状態です。それですね、先ほど、国庫補助の関係等をお話してい

ただきましたけども、実際問題として水道事業に関しまして、国交補助事業というのは

なかなかつかないというか、国の方針としては自分たちでやる、やりなさいというのが

基本です。補助の対象となったとしても、ほかの道路とか 50％いただけるものが３分の

１とか、非常に補助率が低い事業が多くあります。 

そんな中で、毎月 200 万円定期預金として積立てているような今、状況でございます。

それからこれから今後もどういう積立てがいいか、ちょっとまた検討の余地は大いにあ

るかと思いますけども、将来を見越した積立てというのは、当然考えていかなくては、

また有利なものを考えていかなければならないというのは、考えておりますので、また

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員、特に指名がなかったので。 

加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） ３回目になります。 

答弁いただきました。じゃあ、順に。 

今、消防団がそういう方向に進んでいるということであれば、大変いいかと思います

が、今まで団に振り込まれてきたということには団内の理由もあったのかと思います。

それにちょっと違和感を覚える方々もいらっしゃると思うんですけども、その辺の方々

に関してはきちんと説明を尽くして了承を得ているのか、その部分をお聞かせください。 

今、課長がおっしゃったようなことになれば、令和５年からスタートすればよろしい

かなというふうに思っています、 

２番目です。水道に関して。 

水道のことなんですけども、私が言いたいのは積立てもそうなんですけど、拘束をか

ける。要は、今このままだと使おうと思えば使えるわけですよね。町のほうでね。だから

特別会計の基金だとか、そういうふうな形で、いわゆるインフラ整備にしか使えないと

いうふうな形で、自分たちで拘束をかける預金をつくる準備があるかというふうな意味

での質問であります。ですので、これはちょっと町長に聞いたほうがいいのかな。 
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いわゆる水道のことっていうのは、本当に長期的な話だと思うんですね。10 年 20 年か

けて話す。ですけど、だから明日やろうっていっても多分無理なんで、20 年かけて毎年

1,000 万とかっていうふうな感じで積んでいかないと、昔、水道引いたときとか下水引い

たときに、ものすごい借金したっていうんですね、うちの町は。そういうこともありま

すんで、その辺、今、どういうふうなお考えなのかをお聞かせください。 

３点目です。この監査委員さんがご指摘のようにですね、要は町でもある程度プロを

つくらなきゃいけないよっていうことを言ってるわけです。 

で、住宅供給公社を使うのは別に悪いわけではないと思いますけれども、要は費用対

コストの関係なんですよね。住宅供給公社さんに頼んだら費用もかかって、出てきた見

積もりもかかっちゃって、結果的に事業費が膨らんじゃった。それが本当にそれでいい

のかなっていう検証する場もない。ですので、人材、外に頼むっていうのもありなんで

すけど、例えばですよ、例えば２か所に頼んで相見積するとかですね、競争させるとか

ですね、そういうことでもありだと思いますし、先ほどは１回目の質問のときに人材の

ことを話したときには、「人材を抱えたほうがいいっていうことで、事件費比率も上げて

きた。学校の心理士の方だの常勤のおかげでうんと良くなった」と言ってましたよね。

だったらこれだってそうすればいいじゃないですか。矛盾してますよ、言ってることが。 

ですので、そこの部分はどうするのか。何だったら住宅供給公社さんのＯＢでもなん

でもいい、そういう人材を引き抜いてうちの職員にしちゃうとか、今から人材育成が難

しいんであれば。というふうな展望をお聞きしたい。これも町長、副町長良かったらお

答えください。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 団員の報酬につきまして、団を経由せずに直接本人に振り込むとい

うことは、今、まさに調整をしているところでございますので、何とかその 11 月の報酬

審議会までには間に合わせて、そんな形に持っていきたいというふうに考えております。 

そこの調整を今、させていただきます。 

○議長（黒澤哲郎） 岡田副町長。 

○副町長（岡田憲輔） 私の方から２点、お答えをさせていただきます 

まず１点目の公営企業会計において基金化できないのかというご質問です。ここはし

っかり研究してまいりたいと考えております。 

先ほどの清流苑もこういう企業会計なんて同じなんですよね。基金のお金を現金化し

て持ってってますから、ちょっとそこはしっかり研究をさせていただきたい。今回のと
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ころはそういった答弁で、ご理解をいただきたいと思います。 

それから３点目の住公の関係ですね。確かに意見書により指摘をいただいてます。前

回も全協で答弁したとおり何でもかんでも住公ではなくて、やっぱりその辺の使い方っ

ていうのは、しっかり何か一定のルール化が考えられないのかなっていうのは検討する

予定でいます。 

で、職員をもうどこまで一般の要は事務として採用されている職員を、どこまで育成

できるか。そこもですね、しっかり、今のままでは駄目かなと思ってます。いろんなこう

いった発注工事を通じて、少なくとも専門用語とかですね、その辺っていうのは理解で

きる一定のレベルにはやっぱり人材育成していく必要があると思います。 

ただ、やはり今のいる職員を専門職並みにってのは限界があると考えてます。そうし

たときに、じゃあ専門職を採用して確保するのか、それから今のように外部委託でいく

のか、そこは議員おっしゃるとおりもうコスト比較なってくるのかなと思ってます。で

すから、そういった検討の中では、そういったコスト比較による検討もしていきたいと

思います。 

例えば建築の場合だけではなくていう、土木工事においても土木技術センターに支援

をいただいたりとかですね、あと土地改良や農地整備事業でも長野県の長土連、土地改

良連合会です。そういったところの支援もいただきながらやってます。ちょっとその辺

は住公に限らず、そういった技術支援の部分、どうしても町村のその専門職がいないっ

ていうところは宿命だと思いますので、その辺をひっくるめてですね、研究をしていき

たい、検討をしてまいりたい、そういうふうに考えております。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） それでは予算書の流用調書の５ページになるんですけれども、実はです

ね、予備費からの充当ですね、流用がここ３年で増えております。Ｒ元年は 12 件、Ｒ２

年が８件、本年度は 17件でございます。で、27年からデータを取ってるんですか、27 年

では０です。28 年では２件、29年では５例、30年は８件ということで、予備からの流用

はこれは災害、今回もコロナでございますけれども、致し方ないというふうには判断し

ておりますけれども、５ページのこの積立金っていうのは、そうなんら災害とか緊急的

に困る費用ではないというふうに判断しているんですが、その辺、なぜここで予備費か

ら積立金へ 850 万円も金額がされたのかどうかのご説明と、それからですね、これは家
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計簿の 14ページでございます。一番上のですね、議場近代化改修工事でございます。こ

れについて、入札がですね、実は３回も行われております。その入札金額が、１回目は全

然町の金額と合わなくて、不落になっておりまして、２回目はまた金額が下がっており

ます。またそれも駄目で、３回目もまた金額が下がっております。で、99.9%で１社落札

になっておりますが、このようなやり方が正当なのかどうかちょっと私分かりませんの

で、ご説明していただければと思います。 

以上２点です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 流用の関係でございますけれども、まず５ページの基金への充当で

ございます。 

こちらにつきましてはここに記載がされておりますけれども、ふるさと納税の納税額

が確定をいたしまして、それに対しまして必要な経費を差し引いた部分を年度末に積立

てを行うわけなんですけれども、当初見込んでおりましたよりも額が非常に伸びたとい

うことでございまして、３月 31 日付で流用をさせていただいたところでございます。 

同じ目の中で、科目間で流用ができればいいんですけれども、ここには目でのそうい

ったほかに流用できるものを持っておりませんので、予備費から流用をさせていただい

たところでございます。 

それから、議場の近代化改修の工事の入札の経過でございますけれども、議員おっし

ゃるとおり、３回の入札があったというふうに記憶をしております。で、やはり２社が

応札をいただきまして、２社とも予定価格に入らなかったというようなこともございま

して、２度目のその入札を行ったところ、札を入れることができないということだった

ので１回目は流れてしまったというような経過もありまして、その第１回目の入札自体

はそこで不落という形になってまいりました。２回目につきましても、結局ちょっとす

みません記憶では、予定価格に達しなかったということから不落になったというふうに

記憶しておりますけれども、やはりそこの町の見積もりが甘かったというか、いう部分

もあろうかというふうに思いますけれども、適正な手続きを踏んで実行をしたつもりで

ございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） 科目がないということで流用されたと思うんですけれども、このふるさ

と納税についてもですね、いつも詳細な説明を全協でしていただいてるんですけど、今

回、１年間を通してのきちんとしたものは、ちょっとご説明していただけなかったもの
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ですから、あとこういった積立金はその定例会、それから臨時会もありましたので、科

目で流用できなくても何か違う方法はなかったのかということをお聞きします。 

それから議場の改修の件ですが、普通ですと、大体、改修設計見積もり、設計をされま

すよね。図書館にしろ、改修の場合は、今度の青年の家もそうですけど、設計されて、そ

れで金額がある程度出てきて、それで入札をかけるわけでございます。 

その過程で引き受けてくださることが業者がいないということで、どんどんどんどん

安くなって、安くなる分には構わないんですけれども、結局、望んでいたものはどんど

ん減らされているという状況かと思います。その点、きちんとした改修設計はされたの

かどうかちょっとお聞きいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） １つ目につきましては、３月 31 日付での流用でございます。金額が

確定しての積立てという形になりますので、どうしても３月 31 日で臨時会というわけに

はいきませんので流用をさせていただいたというのが現状でございます。 

２つ目は町長のほうから、すみません、お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 私のほうからもお答えをさせていただきます。 

この件につきましては、新型コロナウイルスの国からの臨時交付金を使いながら、住

民の皆様にも、今回も今年度も何回も使用実績がございますが、この議場の場で、オン

ラインの会議等に使っていただきたいというのをメインとした改修がきっかけでござい

ました。 

こちらに当たりましては、議会側のほうからもご提案をいただいて、共通で進んでい

く中でございましたが、やはり町側の説明も多分おそらく足りなかったところもあるか

と思いますが、やはり設計費はなくてもいけるっていうようなご判断をいただいたとこ

ろもありましたので、そこで押し切った結果、不落に２回なったというのが、そのまま

端的に申し上げればそういう経過の中で、最終的には適正な価格で行えたというのが現

状かなと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

それでは質疑を終結し、討論を行います。討論はございませんか。 
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討論ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それでは議案第２号から議案第９号まで、一括して採決を行いたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは採決を行います。 

議案第２号から議案第９号までの令和３年度各会計決算認定について、認定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員起立であります。 

よって、議案第２号、令和３年度松川町一般会計歳入歳出決算認定について、議案第

３号、令和３年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第

４号、令和３年度松川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５

号、令和３年度松川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第６号、

令和３年度松川町保養宿泊施設事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７号、

令和３年度松川町発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第８号、令和３年

度松川町水道事業会計決算認定について、議案第９号、令和３年度松川町下水道事業会

計決算認定については、原案のとおり認定することに決定をいたしました。 

 

◇ 議案第 10 号 令和４年度松川町一般会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 11 号 令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）について  

◇ 議案第 12 号 令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 13 号 令和４年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 14 号 令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 15 号 令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 16 号 令和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 17 号 令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第１回）につ

いて 

○議長（黒澤哲郎） それでは、続いて日程第 13、議案第 10 号、令和４年度松川町一般会計補
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正予算（第３回）について、日程第 14、議案第 11 号、令和４年度松川町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２回）について、日程第 15、議案第 12 号、令和４年度松川町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について、日程第 16、議案第 13 号、令和４年

度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）について、日程第 17、議案第 14 号、

令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について、日程第 18、議案第 15

号、令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）について、日程第 19、議案第 16

号、令和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について、日程第 20、議案第

17 号、令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第１回）について、

以上を一括議題といたします。 

それでは説明を求めます。 

岡田副町長。 

○副町長（岡田憲輔） それでは議案第 10 号からお願いいたします。 

＝ 議案第 10 号・第 11 号・第 12 号・第 13 号・第 14 号・第 15 号・第 16 号・第 17

号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより議案第 10 号から第 17 号までについて、一括して質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。 

塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） すみません、１点お願いいたします。 

一般会計補正予算の 20ページをお願いいたします。 

農業振興費であります。全協のときに森谷議員も質問をされておりましたけれども、

肥料・農薬代の高騰対策ということで、300 万円の補正があります。この費用に関しまし

て、何人かの方とお話はしたんですけど、やっぱり個人での対応が一番使いやすいかな

あというお話をいただきました。国の政策でありますので、町独自のというのは厳しい

かもですけれど、もしこの項目に対して、今のお考えがあればお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいま、肥料の高騰に対する補助についてご質問をいただき

ました。 

全協の折にも話させていただいたんですけれど、国の肥料高騰対策事業ということで

現在説明会が開かれております。まだですね、明確に決まってはきてないんですけど、
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そのガイドラインということでいろいろ示されております。 

まずはその国の支援をですね、しっかりと農業者の皆様にお伝えしまして、受けられ

るものをしっかりいただいてもらうと。それをまず大前提に考えております。その後、

それでもですね、やはり差額分についてまだまだ厳しいというようなお話等いただく中

でですね、また再度検討させていただき、また町の支援等は検討していきたいと思って

おります。 

お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） すみません、ご答弁をいただきました。 

ぜひ、また個人でも使えるようにできればいいなという希望であります。 

また、前回お聞きしました地方創生臨時交付金でありますけれど、割と使い道が自由

にできるということでありました。使い道がもう全部決まっているというのであればい

いんですけれども、肥料だけではなく農薬とまた今後、秋から冬に向かっていきます。

去年は補助は出ませんでしたけれど、灯油への補助ですとか、そういったところへの補

助に考えがありましたらお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） すみません、ちょっと補正予算の話は離れてしまいますが、臨時交付金の

中ではやはりちょっと今、厳しいかなという中で、まずは、国のものをしっかり皆さん

にお伝えするというのは課長の答弁のとおりでございました。 

その中であの灯油代の話もございました。今現在考えておりますのは、やはり先ほど

の話の中にもありますが、一部の事業者ではなく住民皆さんが恩恵を受けるような形を

とりたいと思っておりますので、去年やりましたお店応援券みたいな仕組みでできない

かなというのを今現在、検討しているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 補正予算、第３回一般会計についてです。 

福祉関係のほうでいきますと、何件か人件費に関わるところで、児童館、どこでした

かね。 

○議長（黒澤哲郎） ページ数をお願いします。 

○２番（米山義盛） ちょっと待ってください。すみません。 
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すみません。17 ページであります。17 ページ児童館費ですね、それからその上の子育

て支援センター、これは子育て支援センター費もこれは減額、それから児童館費は増額、

人件費について、保育所費のほうも減額のというふうな形で、職員人件費は増額。２校

の児童福祉費に関わって、人件費に関わる補正予算が減額、増額、それぞれ出ています。

概略な状況の説明をお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） はい、人件費につきましては、例えば今の子育て支援センター費につ

きましては、３月まで勤務しておりました保健師の人件費が異動によりまして保健衛生

のほうへ移ったりだとかということで、全体的にあの４月の異動とそれから７月の昇給

分を今回反映させていただいたものになりますので、そういった形でご理解いただけれ

ばというふうに思います。全員協議会の中でご説明をしたとおりでございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） そういうふうなことでの補正予算の提出ということですね。 

そうすると業務の推進というか展開には、特にそれぞれ子育て支援センターですとか、

児童館、あの増えるところはいいんですが、減っているところと人事異動で人出が足り

ないというふうなことで、業務に支障が出るようなことはないですか、いかがでしょう

か。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） ４月１日付の人事異動で、人員が不足している部分については、補充

をしたりですとか、そこを適正な配置をする中での移動という形になりますので、必ず

しもそこは減ったから不足しているという話にはならないかなというふうには思ってお

ります。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） お聞きします。 

まず、一般会計の 20ページです。一番上、人・農地プラン、集落会議コーディネート

委託ほかとあります。これについてちょっと詳しくご説明いただければと思います。特

にこのコーディネート委託というのが気になります。 

それから２つ目であります。めくって 22ページの一番上の項目ですか、住宅リフォー

ム増のところであります。ちょっとこちらについて少し詳しく教えていただきたいのと、
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もう１つは、できれば併せて、この住宅リフォームってなんか始まった頃は、何か不況

と建築業の皆さんとそういういろいろその支援的なものもあったような気がしたんでし

たけど、もうずっと何年も続いてて、町にしてみればほぼもう固定費みたいになってる

んですけれども、これ今後どうされるのかな。未来永劫続けるつもりなのか。どのタイ

ミングでどういうふうにしていくのか。住民の皆さんからは、「なぜいわゆる施工業者だ

けが補助がつくの」ってか、「その施工業者の以外の部分でも、何かこういうのがあって

もいいんじゃないの」っていうのがそういう話を聞いたものですから。 

それから３点目であります。これちょっと今、米山義盛議員の質問にも関連します。 

これもちょっと単純な疑問なんですけど、４月１日の移動のやつが、９月でやってま

したっけ、今まで。６月じゃなくて、そうでしたっけね。すみません、それは答弁は結構

ですいません。 

２点お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） お願いいたします。２点ご質問いただきました。 

初めに農業委員会の関係の人・農地プランの関係でございます。 

この人・農地プランにつきましては、各地区ごとに、将来ビジョンの方をつくってい

ただくことが、今後の農業を持続していくために必要だということで、担当課としても

一生懸命取り組んでおるところであります。 

ただ、なかなかですね、この計画づくりには地域の皆さんに参加していただいて、計

画を立てるというもので、なかなか時間もかかったり進みが正直遅いような形になって

おります。 

そんな中で、これから進めていくには、やはりコーディネーター、しっかりそこの会

議を進めていただいて、住民の皆さんの意見を、地域の皆さんの意見を盛り込んだ計画

づくりをしていきたいということで、コーディネーターのあの制度がございます。それ

でそれを活用して進めようというものであります。コーディネーターにつきましては、

信州大学の先生と学生さんによるものであります。 

それで今、町の方で重点地区としてこの人・農地プランを作成したい地区が３地区ほ

ど考えております。そこの３地区につきまして、コーディネーターを入れることで、計

画づくりを進めたいというものであります。これにつきましては、補助事業となってお

りまして、補助を歳入のほうでも盛ってありますけど、その補助を活用しながらやって

いきたいというものであります。 
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それから２つ目のご質問であります。住宅のリフォーム補助でございます。 

全協の折にも説明をさせていただきましたけれど、今年度、住宅リフォーム補助のほ

うがですね、申請のほうが例年よりちょっと多いというような形でですね、その部分を

補正させていただきたいという内容であります。 

ご質問いただきました、これいつまでやるのかということであります。当時、この制

度できたときにはですね、議員言われますように、業界の皆様のですね、いろんな要望

もございまして、経済を活性化を回すためにもこういうものが必要だということで始め

たものであります。住宅をリフォームしたときにですね、最大で 10 万円を上限としまし

て補助をしますよということで、マーくんなどを使って、それをかかった 10 万円を支援

するというものでございます。現在も非常にこれありがたいということでですね、申請

のほうが上がってきておりますのと、商工会等いろいろな総会に行ったときにもですね、

「この事業につきましては、ぜひ来年度も継続してほしい」というような要望、陳情な

どもいただきながら現在まできておるところであります。 

基本的にはこれ、一度限り使えるという事業でありますけれど、このものがですね、

ある程度浸透しまして、かなりの人が利用してきましたので、またいつまでやるのかと

いうことにつきましては、やはり今後考えていかなければいけないのかなと思っており

ます。そのタイミングを今後しっかりまた検討していきたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） まず１個目の人・農地プラン、集落会議。これちょっと確認なんですけ

ど、農業委員会がやりたいって言ったんですが、農業委員会が主体的にこれをやりたい

からってこういう先生を呼んで話を聞きたいから、町のほうで補助してくれっていう、

そこら辺が聞きたかった。そのどういう経緯でやろうとして、で、農業とかそういう部

分の地方と農業の問題っていうのは全国どこでもありますんで、いろんなところでいろ

んな先生がいたりとかいろんな集会を開かれたのはよく知っております。 

で、その中で今回、いくら補助金があるといえ、どっち側からのアプローチで、どうい

う経緯でこういうのがあったのか、それを聞きたかった。ちょっとそれを重点的にお答

えいただければと思います。 

リフォームの件なんですけども、リフォームの別に構わないというわけでもないです

けども、うん。もうちょっと何ていうのかな、その業界の要望等はよく分かりますが、も

うちょっとこうなんというのかな、行政がやる仕事としての公平感とか、肉付けみたい

のがあったほうがいいのかなというふうに思います。ともすれば、個人に対する財産付
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与になりますよね、これってね、税金のね。ですので、それがね、例えばあらゆる業界に

渡っていると、こういう補助がね。松川町は何か大きな買い物、車を買ったら 10 万円だ

とかいろんなことがあるじゃないですか。そういうふうなことがあればいいんですけど

も、その建築業界だけがそれでっていうことはよっぽど強い説得力がないと、ほかの業

界の皆さんからもちょっと、とか住民の皆さんからどうなのかなという感じもしないこ

ともないです。ですので、ちょっとその辺ついてもしお考えがあれば・ 

以上、２点お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 初めに人・農地プランのことであります。 

これは農業委員会が推進しようということで、農業委員会でやっていこうというもの

であります。 

将来の農業を考えたときに、やっぱり高齢化、担い手不足、荒廃地の増加等がありま

して、10 年先どうなってしまうんだという不安がありますので、その 10年先を見据えた

農業を地域の皆さんで計画しようということで、それは今後必要なことでありますし、

その計画があって初めていろんな補助事業や施策が進められますので、これを農業委員

会としてですね、それぞれの地区でつくっていこうということでやっております。 

ただ、なかなかその進みが遅いものですから、この制度のありますコーディネーター

の制度を入れてさらに進めようということであります。 

それから２点目でありますが、リフォーム補助の関係でございます。 

これは建築業界ですとか、一部土建の関係ですとか、もろもろの経済の循環、そして

住民のためにもなるということでですね、始めたものであります。 

また、店舗のほうでですもね、店舗リフォーム補助というような形で、店舗のほうも

少し遅れて始めてきておるものであります。 

このことにつきましては、町内のですね、景気を循環させる景況の方面からですね、

施策ということで始めてきておるというものでありまして、ここのところは当時、有効

であろうということで、初めたものと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） １点目であります。 

農業委員会が、そういうことを言ってきたということあれば、それは結構でございま

す。ただ、課長今、「10年先」とおっしゃいましたけど、私に言わせれば 10 年前 20 年前

から私が前いた生田なんかは、もう当然今、言った、高齢化、後継者不足、荒廃農地の問
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題だってずっとあったわけですよ。ずっと皆さんいろんな話をしてきた。ですので、今

回のやつが一過性のものならないようにですね、ぜひ実のあるものにしていただかない

と、ずっとこんなこと繰り返して、なかなか解決策っていうのは難しいと思うんですけ

どね、ぜひ実のあることをやっていただければと思いますが、それについてコメントあ

りましたら。 

２点目です。 

住宅リフォームが悪いと言ってるわけじゃないんですけども、なんていうのかな、先

ほど言ったように、行政が手がける公平感と、あともうこれ、多分今の話だとずっと続

くんですよね、きっとね、ある程度ね、よっぽどバブル景気並みのことがない限り。そ

れ、それがもう完全に固定費になっちゃっているなっていう感じもします。 

で、何ていうのかな、例えばですよ、例えばですけど今、福祉関係が確かあれですよ

ね。手すりとか、スロープつけたらお金出ますよね。あれとこれがうまくドッキングさ

せてもっとお金どんと張るとか、そうした福祉目的になるし、あのそういうふうなもう

ちょっと何て言うのかな、ありとあらゆる住民の層の方々、業種の方々たちにも賛同を

得られやすいもの。町の固定費としてある意味、価値のあるものに仕上げていかないと、

今後厳しくなるかなとちょっと思っています。 

それについてコメントありましたら。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ありがとうございます。 

人・農地プランにつきましては、言われてますようにせっかくコーディネーターを入

れてあのやる限りは、しっかりしたもの、あるいは地域の住民の皆様がきちんと意見を

いただきながら、それが反映できるような計画にしていきたいと思っておりますので、

お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） ２点目のほうは、ほかの課の話も入りましたので、私のほうからお答えを

させていただきます。 

もう少しこの目的について、やはり一部の方たちの恩恵に見えてしまうというような

お話もいただきました。少し視野を広げて私のほうからもお話させていただきますが、

今、本当に今日の台風も心配ですが、本当に壊滅的な災害が起きた場合というのは、や

はり国にも災害の支援、自衛隊等をお願いしながらやっておりますが、現在分かってい

ることというのは、まず初動は地元の業者が動かなければやはり緊急の復旧はできない
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というところがございます。 

この中で特にリフォームの話ですと、日常的に大手の会社等もリフォームの営業等は

入っておりますが、業界の皆様ともお話をする中で、初動対応はやはり地元でやらなけ

ればいけない中、地元で仕事を担う人がいなくなっていってしまうというのを本当に今、

危惧をされております。特に業界の中に人が減っておりますので、そのためにも、行政

の公共事業もそうですが、地元の企業をある程度支えるという視点からこの話は行って

いる側面もございます。 

ただ、あの加賀田議員おっしゃるとおり、じゃあ住宅リフォームっていう１本の見せ

方ではなく、ほかとくっつけてっていうのは確かに研究する余地があるかなと思います

が、大きな目的としては、やはり地元の業者が何かあったときにまずは松川町の対応が

できるようにとどめていくというのが大きな目的の１つ、こうした対称的な目的として

はそういうことが言えると思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

大蔵議員。 

○６番（大蔵 洋） 一般会計の各款項の 10 節の需用費で、光熱水費の増額が計上されており

ますけれども、今回計上された 23施設で、3,847 万８千円増額、それで当初予算が 6,612

万８千円ということで、約 58.2％ぐらい増額されてるんですけれども、この 23 施設の増

額の内訳を見ると、ばらつきが大分あって、例えば生東グランドを当初 86 万で 54 万で

すけど、ほとんどあそこを使われてないんですよね。消防団の操法訓練に使うぐらいで。 

それで、今後３月末までに 54 万計上というのもいかがかと思いますし、一番多いもの

が、旧東小学校で 136.4％、少ないのは北小学校で 39.1％と、これしっかり精査してこ

れ計上されてるんですかね。当初予算というのは、今までの実績から多分その数値を用

いて計上されてると思うんですよ。 

それと今回、この当初予算に計上されていた農村観光交流センターみらい 80 万４千、

当初で計上してるけど、今回計上されてない。それから３目の商工費、３目の観光費の

観光施設でちょっとどこだか分からんので 43 万円計上されているのも今回計上されて

ないとか、これ計上漏れなんですかね。 

それから、公民館と図書館っていうのは当初予算でも載ってないんですけど、これの

光熱水費っていうのはどういうふうな形で見ているんですかね。その点についてお願い

したいと思います。 



 －161－ 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 電気料の補正につきましては、先日の全員協議会の中でも少し触れ

させていただきました。 

やはり、その原油価格の高騰によりまして、補正をせざるを得ないというような状況

にございます。で、その中で松川町が今、稲葉クリーンセンターで発電される電力を広

域連合が中心となって行っております、「荏原環境プラント」を通じましてお願いしてい

る部分、町内には 18 の施設がございます。これにつきましては、それ「荏原環境プラン

ト」のほうから昨年の使用量をもとに、今年度これぐらいの見込みがあるだろうという

ことで、予測を出していただいておりますので、それについてはその金額で今回、増額

をさせていただいております。 

で、それ以外の施設については、やはりどれくらいになるか分からないというところ

が、正直なところでありまして、先日のその全員協議会の中では、1.8 倍というようなこ

とで、約 8,000 万ぐらいの全体では増額というようなことでご報告をさせていただいた

ところなんですけれども、ただこれが需用費が単純にこの 8,000 万円を上げてしまうと

いうことになると、それが余ったとき、ほかの事業のほうへ需用費としての流用という

ようなことは、やはり財政としてもそれは避けたいというようなことがありまして、「荏

原環境プラント」以外の部分につきましては、各課において十分精査して計上してほし

いということで今回お願いをしております。 

そうしたことから、その燃料費の増と一緒にですね、そういった無駄を省くといいま

すか、あの節電をできる部分には節電をして計上してほしいということでお願いをして

おりますので、そういった関係で各課が精査を十分にしていただいた上で、あの計上を

今回していただいたものと考えております。 

○議長（黒澤哲郎） 大蔵議員。 

○６番（大蔵 洋） よく理解しました。 

それでですね、「みらい」とかそういうのが今回計上されてないんですけど、そこら辺

はどうなっているのか。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 「みらい」のほうでも、この４月から現在までの電気の使用量、

そこら辺を目安にしまして積算したところ、今回は大丈夫だろうということで載せてご

ざいません。 

この後さらに高騰するようなことがあればですね、12 月補正でお願いをしていくかも



 －162－ 

しれませんけれど、あの現在のところ、あの補正なしという形で考えております。 

また、青年の家のほうもですね、同様でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） 公民館と図書館の光熱水費電気料の関係ですけれど、こちらも

同じようにですね、今回、補正予算で出させていただいております各体育の社会教育施

設については、現状の執行率を見ながらそれぞれ積算してお願いしているところであり

ます。公民館・図書館については、とりあえず現状で頑張っていこうということで、今後

必要があればまた補正をお願いするということで考えております。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

川瀬議員。 

○５番（川瀬八十治） 関連でお願いします。 

今、大蔵議員のほうからですね、質問の中でやはり 3,800 万円、約これ当初予算と足

していくと１億円というようなことであります。 

で、それぞれのところにあるわけですけれども、単純に計算しまして、当初予算４月

から進めていって、これ９月のもう１日にこれが出たっていうことはもう８月の早いう

ちに分かっている内容かなというふうに思っております。 

単純に計算しますと、１カ月に 760 万から 800 万ぐらいっていうような金額の増額に

なってるわけですよね。ここら辺について、これからの見通しは全く立たないかとは思

います。町として、またこれ上がったんで、また補正予算、補正予算というのか、先ほど

節約という部分もお聞きしましたんで、具体的にそういうことがあるかどうかっていう

のもありましたら、町の考えと今後の具体的な節約等、考えがありましたら聞いたいと

いうところであります。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 節約という部分につきましては、これだけ高騰していく中で節電を

していくということに尽きるかなというふうには考えているところでございます。住民

の皆さんにご迷惑かけない範囲で、節電のほうは努めてまいりたいというふうに思って

おります。 

○議長（黒澤哲郎） 川瀬議員。 

○５番（川瀬八十治） 節電が、一応、電気がですね、一番上がっているということなんで、電

気、スイッチを切りながら節電というのが一番のことかなというふうに思っております
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けれども、おそらくそれだけで対応は非常に難しいんじゃないかというふうに私は思っ

ております。 

今後についてですね、町の考えは節電のみの今、答弁しかいただいておりませんけれ

ども、まず余分なお金を使わないということであります。それは何かっていうふうでな

くて、町自体で考えることもあるんじゃないかというふうに思っておりますので、ここ

ら辺についてはですね、大きく考えていただいてですね、無駄遣いをしないというよう

な方向性が一番じゃないかというふうに思っておりますので、ここら辺について答弁難

しいかと思いますけれども、考えがありましたら、答弁、町長、副町長でも結構でありま

す。何かありましたらお願いしたいなというに思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 岡田副町長。 

○副町長（岡田憲輔） ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりだと思います。 

やはり家計と一緒でですね、やりくりだと思うんですね、私も。で、その中で電気代が

上がったから「電気代、また次、12 月補正でね」って言われても私も査定する側からす

ると、そんな簡単なことなのかなっていうふうには感じるところです。 

しっかり執行見込みを立てていく中で、例えば、電気料ということでありますと需用

費でありますので、それの需用費となるとほかのお金もあるわけですから、しっかりそ

こをですね、やりくりをまずは考えてもらいたい。それがやはり一番大事。そうすると

当然、やはりすなわち節約ということになってくるのかなと認識しております。 

しっかりその辺は職員のほうにも伝達、支援、指導をしてまいりたいと考えておりま

すのでご理解をお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） 一般会計８ページの地方交付税の普通交付税減の 9,826 万４千円につい

てお聞きしたいと思います。 

これマイナスですので減らされちゃったわけですけれども、それでちょっと過去ので

すね、総務省の決定からこうやって補正が出されるわけですけれども、過去の補正金額

調べましたら、平成 29 年度は 131 万４千円マイナス、平成 30 年は 279 万８千円、で、

元年は 154 万です。で、Ｒ２年・Ｒ３年は１億 4,000 と１億 5,000 超で、これはコロナ

の対策だと思われるんですね。 

で、今回のマイナス 9,800 万円ということで、非常に悲しい結果でございます。これ

だけ減らされたっていうことはね。だけれども、そのこういった結果に対してですね、
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その町としての交付税の申請手続きっていうものがあると思うんですよね、要望。これ

がですね、担当者の裁量なのか、それとも町としてそういったやり方の統一性はきちん

とされているのかどうか、ちょっと原因が分かっているんでしたらお聞かせいただきた

いと思います。 

それとすみません、まだ先ほど加賀田議員のほうからありました、Ｐ20 ページの農業

委員会会費の人・農地プランのコーディネーターの件なんですけれども、なかなか進ま

ないということで、コーディネートをお願いするということでございます。 

それで、３地区というふうに先ほど答弁さしていただいたわけなんですけれども、実

はちょっとホームページから入手した、ちょっと開いてみたらですね、2021 年度に人・

農地プランの実質化に向けた工程表っていうのが出てまいりまして、それはアンケート

の実施、地図化による現状把握、それから話合いをしてプランの決定手順を 2021 年の４

月から 2022 年の１月までにする予定になっておりまして、それが８地区でなっておりま

した。３地区の手を挙げられて進められていくんだというふうに思いますけれども、こ

ういった 2021 年度にされてきた上での今回進まなかった理由でコーディネートを利用

されるのかどうかもちょっと併せてお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 普通交付税の算定でございますけれども、単位費用等基準に従いま

して算定をされますので、単独の市町村の申請によって変動するという要素は全くない

ということで、全国一律のものでございます。 

そうした中で、今回基準財政需要額の中では、既に起債の償還が終わってしまった部

分の減ですとか、あるいは基準財政収入額という中では、市町村民税法人税割の増等が

ありまして結局それが差引きの中で、算定され減額になったということであります。 

町が当初予算の中で交付税を予算化するときにあたって、地方財政計画の率を参考に

計上をするわけなんですけれども、やはりそこの部分で、もう少しそこら辺の詰めをき

ちっとすれば、ここまで大きく減額になることはなかったかというふうに考えておりま

すけれども、次年度以降、ここまで大きな変動がないような形で予算計上の方は行って

いきたいというふうに思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学）  

人・農地プランにつきましては、言われましたとおり、以前からこれ取り組んできて

おりいうものでありまして、現在、既に計画の方ができているという地区がですね、部
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奈地区と大沢南部地区、あと増野地区と３地区あるわけであります。 

ほかにもですね、今回実施したいというのが前河原地区、それから福与地区、堤原・東

浦合わせた合同の地区と、このようなこのような計画でおります。 

アンケート等もですね、一部やったところもあるんですけれど、なかなか現在、コロ

ナというようなこともあって、思うように皆さんに集まってもらってですね、意見交換

ができなかったりしているような状況で、あの計画より遅れてきておるわけです。 

そのところをしっかり取り戻したいということで、今回このような形で計上させてい

ただきましたので、よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） 普通交付税でございますけれども、地方財政計画は、やはり細かくされて

いなかったっていうようなこともございます。 

担当者が替わりましたりしますと、やはり裁量等ございますので、その手加減ってい

うんですかね、そういうのも変わってくると私の考えですけど、そういうふうに思いま

すので、きちんとですね、マニュアルも立てられたほうがいいかというふうに思います。 

なぜ、こういうことを言いますかといいますのは、加賀田議員がですね、ラスパイレ

ス指数ですかね、その件が非常に上がったということで危惧されておりました。私は逆

に下がりすぎている、あのＲ２年ですかね、すごい下がったんですね、94 点いくつ。こ

のほうが逆におかしかったんじゃないかと思います。これは本当に正しい計算だったの

かどうかが疑問でございます、逆に。ですので、きちんとですね、統計的に見て、この数

字下がったときにおかしいぞと思えるだけの感覚を身につけていないと、上がったとき

も気が付かない。ですから、ぜひそういった感覚を身につけていただきたいというふう

に思いましてご意見申し上げましたので、その辺よろしくお願いします。 

それと、人・農地プランについてですけれども、これ信大の先生と学生とでしていた

だくということでございます。 

遊休農地等ございまして、大きい問題でございますけれども、これだけ進まないって

いうことは、住民の皆さんに本当に問題だと思っているのかどうかも少しちょっと分か

らないようなところがあるので、私たちは問題だと思っていますけれども、その地域に

住んでいる方は、もしかしたら問題じゃないのかもしれませんので、その辺のところも

きちんとですね、把握されて、問題意識を共有していかれるように、すみません、ちょっ

と一般質問みたいになってしまいましたんで、申し訳ないね。ぜひともきちんと進めて

いただくようお願いしたいと思います。 
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○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） はい、普通交付税やラスパイレス指数を例に挙げていただきました

けれども、おっしゃいますように様々な事務において共通して言えることかというふう

に思っております。 

担当者のほうでもまたあの数字があんまりおかしいようだったら、またそこら辺の精

査ができる、そういった感覚っていうのは大事かと思いますので、きちんと引継ぎがで

きるような形をとっていきたいというふうに考えております。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質問ございますか。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） １点だけお願いいたします。特養松川荘のことでありますけれども、今

回 1,800 万。失礼しました。 

15 ページであります。非常用の発電整備事業 1,800 万でありますが、当初は 3,600 万

だったものをここにきて 1,800 万増やして、5,400 万にするとこういうことであります。 

で、その災害時の避難先としての福祉避難所に指定をされておるということは非常に

必要な施設だというふうに思いますし、電力がないってことは非常に困りますんで、今

回の改修によって３日間、72 時間電源が確保できるとこういうことで非常に結構だと思

うんだけども、当初 3,600 万で計上しておって、今回３割の余、増やして、ここには電

気配線設備の改修が主だということが書いてあるんだけど、あんまり大きい額だとこれ

将来的といってもおかしいんだけども、松川荘はどうにかせなならんという１つの施設

ってことにもなっておるんで、発電事業ガサッと取ってこっちにまた引っつけるってこ

とならいいけど、今、72 時間のものを今つけないかん。ここには「充実させたい」って

書いてある。充実させるのはいいんだけども、お金をさっきも言っておったけど、投入

する場合に、やっぱ先のことも若干考えんと、という私はもう思って今、質問しておる

が、3,600 万円の当初のときはそれほど感じなんだけど、ここへきて 5,400 万になって投

資をするっていうことなんで、それが今、現状、入所されている利用者の皆様方にうん

と不便でやるっていうことももちろんあるんだけども、その避難緊急避難所ってことだ

から、あそこにおられる方ばっかじゃなくて、よそからも入ってくるっていうこともあ

るのかな。えらいそんな施設の空きがないと思うけども、一応そういう避難所になって

おると。そこの辺りをちょっともうちょっと説得力のある説明はちょっと欲しいなと思

うんだけど。 

5,400 万っての結構なお金なんでお願いいたします。 



 －167－ 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 特養松川荘の非常用発電設備工事についてご質問いただきまし

た。 

議員がおっしゃっていただいたように、当初では 3,600 万円でございまして、今回

1,800 万円を増額させていただきます。 

先日 26 日の全員協議会では、私のほうでまだ手元に資料もございませんでしたが、発

電の発電機の定格出力ですねは、162ｋＷのものでございます。 

当初予定していたものなんですけれども、先行して喬木村にあります特養の喬木荘が

昨年度につけられておりまして、それをモデルに考えておりましたけれども、喬木荘さ

んは 72 時間ではなくもう少し短い期間であったということで、松川荘では軽油を使うん

ですけども軽油の油基っていう塔を３基付ける予定でございます。特養喬木荘さんは２

基をつけるということで、１基分だけやっぱり金額は伸すという形でございます。 

ご質問いただいたように、この特養松川荘は、指定福祉避難所として指定しておりま

して、電源をきちんと確保することによって、町内の寝たきりだとか、そういう体の不

自由な方を重点的にこちらに避難していただくというのを想定しておりますので、心臓

だとか、人工呼吸だとか、そういうものを必要な皆さんを優先的に避難していただくと

いうことを考えております。 

それともう１点、特養を建て替えのときにどうなるかということをご質問いただきま

したけれども、松川町の公共施設の長寿命化の計画の下部の計画であります、社会福祉

施設保全計画というのを、保健福祉課で算定しております。今年度今、改定の年という

ことで、手をつけているんですけれども、この松川町の施設っていうのは 60 年間を使う

ということが基本で考えられているということになりますので、今、松川荘は 41 年を過

ぎたところで、あと 19年は町の計画では使っていかなければならないという施設に位置

づけられております。 

ですので、今回これだけの投資をするということは、また近い将来、もう一度長寿命

化を考えるという機会もあります。考えていかなければならないというふうに考えてお

りまして、60 年間を使っていくかというところの考えのもと、今回投資ができると考え

ております。 

また、新しく建て替えする場合はですね、別の土地を設定しなければ、今のところを

運営しながらになりますので、その際の計画の際に、今回のものが流用できるかという

のは、また設計業者と確認しながら進めてまいりたいというふうに思っております。 
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よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 私も反対しておるわけではないだけれども、言ってることは要するに

あと 19 年先、それが町の長寿命化も最大みて 60 年と、それは分かっておるけれども、

現状今回 1,800 万も増やして、３割ぐらい増やして上げたわけだ。当初 3,600 万で、そ

ういう予定だったじゃん。それがこれだけ上げたってことはそれなりの理由があるんで、

その理由はこういうことで、今回 72時間じゃなければ駄目だという説明をもうちょっと

してくれんと。上がった理由は何も言ってくれておらんみたいに思うけど。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 災害時の電力の供給という考え方でいきますと、平均して３日

間は何とか続けていかなければならないということで、地震等の災害について電力が戻

ってくるまでの間を考えますと、やっぱり 72 時間は自家発電というか発電装置というの

を備えておきたいという思いがございます。 

で、軽油でございますので、燃料さえ入れればまださらに延びていくということもあ

りますので、本当に大災害が来て、電気が止まってしまったときなんか１週間ぐらい復

旧ができないこともあるかと思いますので、皆さんの命を継続して命を守っていくとい

う観点でまいりますと、この長い時間のものを基本的な 72時間をキープしていきたいと

いうふうに思っておりますよろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 当初予算から増えた理由というふうに、そういう質問でしたので、 

○保健福祉課長（塩倉智文） すみません、当初予算は 72時間ではなくて３分の２ですので 48

時間のものでございましたので、やはりそこを２日間から３日間というのは１日延びる

ことができるということを大きな利点だというふうに考えております。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） はい、分かったけれども、今、課長が言われたように軽油でやってるん

だから、48 時間のやつでも軽油入れりゃどうにかなるんだら。入れてきゃ。 

お金のことを言っとるんで、1,800 円ね、1,800 円は 18 万何もうるさいこと言うんじ

ゃないけど、今回 1,800 万をまた投資をして 5,400 にするってことだ。それやっぱそれ

なりの目的がないと、48時間を 72時間にしたいと。大きければ大きいでいいに決まって

るそんなことは、だけれども、お金をどういうところに使うかっていう話だもんで、軽

油を入れてきゃあいいなら、２日間もちゃあとは軽油を入れときゃいいじゃないかって

いう話だということはないもんで、ここんとこ来て 1,800 万補正で組んで、5,400 にせに
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ゃあならんという理由にはならんって思うけど、もうちょっときちっと説得のあること

を言ってほしいが。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 一般的な災害の命の持続をさせるっていう期間が 72時間必要と

いうことで伺っておりますので、これを目標にしたということが今回増額した理由でご

ざいます。 

災害時にこの地方に給油の供給とかそういうのに届くまでの、一般的に言われる時間

が 72 時間ということで伺っておりますので、ちょっと説明になるかどうか分かりません

けれども、そういうことで 72 時間をキープしたいということで、今回大きなスペックの

ものにさせていただいたということになります。 

○議長（黒澤哲郎） 正確な答弁になっていない気がしますが、24時間増やすのに 1,800 万円

かかるということでありますので、またきちんとした答弁等を委員会等でお願いしたい

と思います。 

５時を経過しております。お諮りしたいと思いますけれども、休憩をとった後、延長

して会議を進めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

まずは、５時となりましたが、本日会議を延長したいと思いますけども、ご異議はご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） それでは、今日、上程されております議題については、本日のうちに会議

を終了するまで進めたいと思います。 

それから長時間にわたり議論をしていただいておりますが、休憩をとって再開をした

いと思いますけれども、ご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） ご異議はなしということで、よろしいですか。 

それでは、５時 15 分より再開をしたいと思いますので、休憩をおとりください。 

 

休  憩  午後 ５時０７分 

再  開  午後 ５時１６分 

 

○議長（黒澤哲郎） 時間となりましたので、再開をしたいと思います。 

続いて、先ほどの答弁の続きがあるということですので、答弁をお願いをいたします。 
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塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 失礼しました。 

先ほどの私の答弁の一部誤りがございましたので、訂正させていただいてお答えさせ

ていただきたいと思います。 

48 時間というふうに申しましたけれども、そこが間違いでございまして、72 時間なん

ですけれども、当初のものは選択式で、一部の部屋しか使えなかったものを全館に増や

すということで、今回費用が増えたということでございます。 

私がその 48 時間単純にそういうふうに割ってしまったのが間違いでございました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 答弁の訂正がございました。 

それではほかに質疑はございますか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 時間がないところすみません。 

コロナワクチンの件が補正予算に出てます。18ページです。 

４回目を昨日私も打ってきましたけど、今度５回目のワクチンの接種事業というふう

に思いますが、１回目から始めて、１回目は電話かけて予約してとか、なかなかコール

センターにつながらなかったというふうな不具合があったりして、２回目、３回目、４

回目、それから今度５回目です。コロナワクチンの接種希望の申し込みとかそういった

ものを大分その業務も改善されてきていると思いますが、今回の補正予算に盛られたこ

とについて、今までの４回の受診率ですとか、コロナの感染状況は松川沈んだりちょっ

と増えたり、増えるとうんと思うと下がったり、ちょっといろいろ浮き沈みがある中で

すが、今後読むのはなかなか難しいとはいえ、コロナワクチンの接種は進めていく必要

があるかと思います。今までの経過、概略を説明していただければと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 今までのワクチン接種の接種率なんでございますが、８月 28 日

現在で１回目が 83.1％、２回目が 82.6％、３回目が 68.7％、４回目が 25.2％でござい

ます。このうち６歳未満の幼児につきましては 7.1％の方が接種されております。 

○議長（黒澤哲郎） よろしいですか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） それはそういうことで了解しました。 
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これからのワクチンの進め方というかも含めて答えていただければと思いますので、

お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） はい、ご質問いただきました。 

８月 26 日の全員協議会でお話しましたけれども、政府は 10 月以降にオミクロン株に

対応した新型コロナワクチンの接種体制を確保してくださいということを８月９日に市

町村に伝えてきました。それを受けまして、今回の補正を対応するものでございます。 

接種対象者につきましては、初回接種２回目までを接種した全ての住民を対象に実施

することとなっておりまして、松川町では今回の補正予算で１万 500 人を予定して予算

を計上してございます。 

今の情報ですと、政府は９月に前倒しをするという情報もございますので、今後はそ

の情報をきちんとキャッチしまして、早めになりましたら早めにということで考えてま

いりたいと思います。 

今回の補正なんですけれども、先ほど米山議員がおっしゃっていただいたように、コ

ールセンターの職員を６カ月間ということで雇用したいというふうに考えております。

また、皆さんに通知出すものの消耗品、封筒や用紙を購入する費用、それから印刷する

費用も含めます。それと、役務費といたしまして、郵送代を考えております。 

コロナのワクチン接種料そのものは、3,100 万円を超える金額を計上してございます。 

政府の情報が入り次第、皆様にご通知差し上げるように準備してまいりますけれども、

まずは今までやってきたように、60 歳以上の方にはおまかせ予約を導入したいというつ

もりで今回計上しておりますので、60 歳以上の方にはおまかせ予約、それからそれより

若い方にはコールセンター、もしくはインターネットをご利用いただいた予約を使って

いきたいというふうに考えております。 

ただ、今は、国のものをキャッチして、今回の補正予算を計上しておりますので、北部

地区とのあの話合いはまだできておりません。今後、きちんと決まってき次第、北部地

区と歩調を合わせて進めてまいりたいと考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 先ほど、接種率が各回ごとに報告がありましたけれど、３回目、４回目

と、特に４回目はまだ本当に 20％台と低い状況ということですが、今後その２回目、３

回目の方々、また増えるというふうな目処というかはあるのでしょうか。 
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○議長（黒澤哲郎） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 今の予定ですと、このオミクロン株対応の予防接種に切り替え

るということに伺っておりますので、２回しか終わってない人は３回目はこのオミクロ

ン株になりますし、３回終わっている 60歳未満の基礎疾患のない人は、４回目がオミク

ロン株のものになります。 

で、４回目が終わってる方が５回目というような形になるんですけれども、今、４回

目終わってからの次の接種のスパンはまだ連絡がありませんので、すぐに打てるのか、

それともやっぱり今までのように５カ月待つようになるかは、国の情報をまたいただき

次第、皆様にお知らせしてまいりたいと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

坂本議員。 

○９番（坂本勇治） ２点お願いします。 

まず、一般会計の 22 ページのまつかわの里施設費であります。ウォータースライダー

の鉄骨階段長寿命化で 200 万盛っております。 

これについてなんですが、先日事故があったということで、すぐにこれを認めてやっ

ていくのが当然だと思いますし、賛成するわけでありますけれども、この点検の方法だ

とか、そういった事故になる前にどうするかっていったところを、どのような形態でや

っているのかどうか。たまたま事故が起きたから今回こういうことだとは思いますけれ

ども、そこら辺、どのように調査したりとか今回は塗装だとか、その階段だけだと思い

ますけれども、当然、最初の当初予算よりはいろいろなところを見て、また危険なとこ

ろがあれば改修していくんだと思いますので、そこら辺どういう体制になっているのか

お聞きしたいのが１点と、今回の 200 万っていう金額の積算根拠ありましたら、お知ら

せいただきたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいま、施設の点検につきましてご質問をいただきました。 

法定点検の消防施設の関係の点検ですとか、あるいは機械のメンテナンス等は、当然

当初予算の中に盛ってありましてやっております。それから建物につきましては、以前

梁が落ちたということがありまして、あの天井とか、そこら辺の耐震の関係は既に調査

済みであります。 

ただ、なかなか一つ一つのですね、このようなウォータースライダーの階段のような

ものの点検までは、なかなかちょっとできてなかったということ、あるいは錆のほうが
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あの進んでおるんじゃないかということは、なんとなくは感じてはおっても、なかなか

そこを修繕というところまでに至ってなかったというところがありました。この点はや

っぱり事故が起きたという事実もありますし、やっぱり日々の点検が大事なんだという

ことで、またスタッフとともに、そこのところは改善していきたいと思っております。 

内容でありますけれど、主にですね、塗装ということになります。この階段、それから

柱、全て全体を囲いまして、そこのケレン、全体の剥ぎ取るという形をしまして、その

後、錆止めのエポキシ樹脂を塗ります。それから上塗りとしまして、ウレタンの塗装の

ほうをしていくということで、この関係がおおよそ 100 万ちょっとであります。それか

ら足場ですとか周りの防災シートということが一式、ここが約 50万円であります。それ

からあと柱も含めまして、ボルトですとかもろもろやっぱり接続部分を確認したいとい

うことがありまして、溶接ですとかボルトの交換、そこら辺の関係で 45万円ほど見てお

りまして、合計で 200 万円ということであります。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 先ほど消防だとか年次点検だとかっていう説明ありましたけれども、日

常点検っていう、職員が当然、中の見回りをしながら、ちょっと気になったところはど

うするかっていうところも大事かと思いますし、そうした点検簿っていうようなものも

必要かなと思います。 

やはり、プールということで、素足で当然入るわけで、そういった面は普通の靴を履

いて歩く施設とはまた違う面もあるかと思いますので、そういった点検項目っていうの

も見回りをきちんとしながら、異常ないかどうかっていうのは常に点検しながら、また

先ほども前年の予算の決算でもう不用額が 120 数万あったようですけれども、そういっ

た日常点検をしながら、やはり危険なところ、ちょっと補修すれば直るようなところと

いうのを常に気をつけながら運営していっていただきたいなあと思います。 

その点、これからどうするのか、ちょっとまたお考えをお聞きしたいのと、もう１点

ですね、先ほど、聞き忘れたんですが、発電の関係で太陽光の関係ですけれども、これ毎

年、伺っているんですが、いまだに変わらないというか、発電した料金、発電事業特別会

計の特別会計になっているわけですけれども、当然、発電した売上金が入って、それを

一般会計に入れるっていうことが毎年報告されてるんで、この発電した事業で得た利益

は、当然、子どもたちの関係に使ったりとか福祉に関係したものに使うっていうふうに

決まってはいますけれども、やはりこっから出し入れしたっていうことが実績になるん

じゃないかなっていうのを毎年言ってるんですけどもそこら辺、今回もこういった形で
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出てきてるんで、多少検討していただいたのかどうかも含めて、ちょっとまた同じ答弁

になるかもしれませんが、お聞きできればと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 日常点検のことなどをご指摘いただきました。 

現在も日々の点検につきましてはですね、床をまずしっかり水を撒いてブラシでこす

って床の清掃をしております。また、水質なんかは常に見ておりますし、あの給水口の

点検もやっております。浮き輪のロープの仕切り、ここら辺も点検はしております。 

なかなかただ、階段等までなかなかしてないっていうところもありますので、点検簿

等でですね、やっぱりあの全体に目がいきますように、これからスタッフとともに考え

てまいります。 

○議長（黒澤哲郎） 太陽光発電に関しては、担当常任委員会の質問になるのではないかとい

うことであります。委員会のほうで質問をしていただければと思います。 

坂本議員、２回目ですけど、３回目。 

○９番（坂本勇治） 日常点検をやってられるということです。 

やはり安全に関してのことでありますので、日常点検で危険なことを発見したらすぐ

に金額が大きくなればあれですけども、予備費でも何でも使いながら、常に修正しなが

ら危険を回避できるような形で持っていっていただきたいなと思いますので、よろしく

お願いします。 

以上です。答弁は結構です。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） すみません、ただいまの坂本議員の質問の関連で。 

この前、全協でお願いしたウォータースライダー撤去の費用、元気センターや青年の

家と同じように直すか、撤去するか、その判断材料となる試算は、常任委員会まで間に

合いますかね。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） すみません、中の係員、またスタッフのほうとはその話は出して

しております。 

ただ、ちょっと具体的にまだ見積もりを取るまでにちょっと至ってなくて、間に合わ

ないかもしれません。急いでそこのところも見積もり等、ずっと頼んでみたいと思って

います。 
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○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございますか。 

米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） はい、すみません、一般会計の 22 ページの観光費の部奈の公園の看板の

デザイン料と作成と設置の金額 39万円なんでございますが、先日ですね、事業評価でも

お話しましたけど、景観設置計画が決まったんですけれども、松川町としてのその看板

のデザインっていうものの統一性っていうのは、まだ決まってないように思うんですけ

れども、デザイン料をお支払いして統一的なデザインをされるのか、またまたどなたが

選ぶんだか分かりませんけれども、どのような方向性でいくのかちょっとお聞かせいた

だきたいんですが。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 今回の看板は、部奈の展望公園から眺められる中央アルプス、こ

この山並みがですね、皆さんに分かってもらえるようにということで、あの山の眺望の

看板でございます。 

これのデザインでありますけれど、これは今年ですね、小八郎のところに、山の会の

方々が中心になりまして、あの看板設置したわけでありますけれど、それと同様のデザ

インにしていきたいということで、またその辺ついては地元とも話合いながら設置をし

ていく予定でございます。 

○議長（黒澤哲郎） よろしいですか。 

ほかに質疑ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

それでは、ここで総括質疑を打ち切りたいと思います。それでご異議はございません

か。（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） それでは、ただいま提案のありました令和４年度各会計の補正予算につ

いて、審議を各常任委員会に付託したいと思います。ご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは、令和４年度各会計補正予算について、担当の常任委員会において審査をい

ただき、最終日にご報告をお願いをいたします。 
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＝＝＝ 日程第 21 町長の報告 ＝＝＝ 

◇ 報告第１号 令和３年度財政健全化判断比率等の報告について 

○議長（黒澤哲郎） それでは、日程第 21、町長の報告であります。 

報告第１号、令和３年度財政健全化判断比率等の報告についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） それでは報告第１号を御覧ください。 

＝ 報告第１号朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 

◇ 報告第２号 一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンターの経営状況を説明する

書類の提出について 

○議長（黒澤哲郎） 続いて、報告第２号、一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンタ

ーの経営状況を説明する書類の提出についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） それでは報告第２号をお願いいたします。 

＝ 報告第２号朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 北沢理事長。 

○観光まちづくりセンター理事長（北沢公彦） お世話になります。６月より南信州まつかわ

観光まちづくりセンターの代表理事ということで拝命を受けております北沢と申します。

よろしくお願いいたします。 

まずもちまして、日頃、町長はじめ、行政の皆様、そして議会をはじめとする松川町民

の皆様に本当に当センターへの業務執行に当たりまして温かいご支援ご声援をいただい

ておりますこと、感謝を申し上げまして、報告に先立ちましてのお礼とさせていただき

ます。 
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報告につきましては、当センターの片桐専務理事よりお願いしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） それでは、私のほうから報告をさせていた

だきます。 

＝ 報告第２号朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

質疑はありませんか。 

加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、お聞きします。 

非常に旺盛な行動力で事業堅調に運営されていることと思います。これからも大いに

期待しています。 

ちょっと１点だけ気になったのは９ページのＢＳです。流動資産があって、流動試算

の未収と立替えが合わせて 2,000 万ぐらい。流動負債のやっぱりこの未払費用と預かり

が合わせて 2,300 万ぐらいと。御社の資産規模 4,500 万ぐらいですから、ちょっと多い

なと思ってますし、正直、中身なんだろうっていうのもあります。 

ちょっとそこだけ教えていただけますか。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） はい、ありがとうございます。 

まず未収金につきましては、弊社が、昨年につきましては新型コロナの臨時交付金の

事業ですとか、いわゆる国の補助金をいっていただく業務委託の事業等がございました

ので、報告がやはり期末になりますので、３月末で実績報告を出し、収入が４月に入っ

てくるという形が補助金の形なりますので、その部分がほとんどでございます。具体的

に言いますと地方創生推進交付金と、それから農山漁村振興交付金などになります。 

それから立替金につきましては、こちらはふるさと納税返礼品の取扱業務をさせてい

ただいておりますのですから、一旦、立替払いを弊社のほうでして、その後、町のほうか

ら返礼品にかかる費用をいただくという形になりますので、一旦、月末に立替えを生じ

る形なりますので、どうしても期末に関わらず毎月末には、立替金が生じているという

形になります。 

それから負債の部で未払いのほうでありますけども、未払いにつきましては、弊社の

ほうが支払いの形の中で例えばクレジット契約をしているものがございまして、実際に

は３月の経費なんですけども、４月に払うというようになるものですとか、それから先
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ほど申し上げましたとおり、その補助金の事業を行ってますので、外部の委託費に関し

ましてはやはり同様に、３月までに業務を行ったものに対して、４月に払うというよう

なものが出てまいりますので、それらのものを計上した結果、1,200 万円というようなも

のになります。 

預かり金につきましては 920 万円ございます。こちらにつきましては、ツリードーム

の宿泊料を代理徴収という形で、弊社のほうで一旦預かる形をとっておりまして、実績

報告が３月末までになりますので、４月になってから宿泊料をお支払いするという形の

中で預かり金になって、ほとんどがツリードームの宿泊料になります。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、答弁いただきました。 

そうするとちょっとかなり複雑な資金回収サイトがあるわけですね。その年単位のも

のと、クレジットなんか月単位ですよね。手元流動 2,000 万で資金ショートとかは大丈

夫ですか。いわゆるその平残管理とかはどんなふうになってます。そこだけお答えくだ

さい。 

○議長（黒澤哲郎） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） はい、おっしゃるとおりでしてキャッシュ

がそれほどない中で、今言った資金のキャッシュフローですね、を増すって形なんです

けども、今現在は、町の業務委託、あるいは補助金の部分がですね、先ほど言った自主事

業のほかにございますので、その中で町の方にお願いしまして、概算払い請求を４月期

にさせていただいて、資金を調達してるというのが現実でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、分かりました。 

キャッシュフロー表、ちゃんと資金繰りをつけて、いわゆる入ってくるものは早く、

出すものは遅くってやっていれば資金ショートは起こらないと思うし、しっかり町にま

た要求しての手元流動を厚くして運営していただければと思ってますし、勘定は銭足ら

ずじゃ集まりませんのでね。 

はい、もし答弁があればお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） はい、おっしゃるとおり、やっぱ手元の資金

をやはり積み重ねていくということも必要なので、毎年毎年の事業継続、事業経営を行
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いながら多少なりとも収支を黒字をつくって、少しずつその体力をつけていきたいとい

うふうに思っております。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑はございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。それでは質疑を終了いたします。 

 

＝＝＝ 日程第 21 議長の報告 ＝＝＝ 

◇ 請 願 ２ 小渋川部奈橋の永久化に関する請願 

◇ 陳 情 ３ 「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の

確立を求める意見書」の採択を求める陳情 

○議長（黒澤哲郎） 続いて日程第 21、議長の報告であります。今定例会に請願１件、陳情１

件が提出されております。 

内容について、事務局より説明させます。 

それでは、加山議会事務局長。 

○議会事務局長（加山隆浩） それではよろしくお願いいたします。 

＝ 請願第２・陳情第３ 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

お諮りいたします。 

ただいまの請願及び陳情について、担当常任委員会に審査を付託したいと思いますが、

ご異議はございますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） ご異議なしと認めます。 

それでは請願２、小渋川部奈橋の永久化に関する請願については、総務産業建設常任

委員会に。陳情３、「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援

制度の確立を求める意見書」の採択を求める陳情については、社会文教常任委員会に審

査を付託いたします。 

 

散  会 

○議長（黒澤哲郎） 以上をもって本日の会議は終了いたしました。 
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これにて散会といたします。 

なお、一般質問は、15日午前９時 30分から行います。ご出席をお願いをいたします。 

 

午後６時０８分  散 会 

 



 

 

 

 

 

令和４年 松川町議会 第３回定例会 

（第 １４ 日 目） 
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令和４年第３回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １４ 日 目 ） 

 

 

令和４年９月１５日（木曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 一 般 質 問 

１．坂 本 勇 治        ２．森 谷 岩 夫 

３．塩 沢 貴 浩        ４．間 瀬 重 男 

５．米 山 郁 子        ６．米 山 義 盛 

７．加賀田   亮 

散  会 
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248 
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午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（黒澤哲郎） おはようございます。 

出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和４年第３回松川町議会定

例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（黒澤哲郎） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおり一般質問であり

ます。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

なお、米山郁子議員の一般質問に対し、町側から福島図書館・資料館長の出席要請が

ありましたので、許可をしてあります。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

 

＝＝＝ 日程第１ 一般質問 ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） それでは日程第１、一般質問であります。 

一般質問は、７名の議員より通告をされております。通告の受付順序により順次発言

をお願いをいたします。 

なお、発言者、答弁者ともに簡潔にお願いをいたします。 

それではただいまから一般質問を行います。 

 

◇ 坂 本 勇 治 ◇ 

○議長（黒澤哲郎） ９番、坂本勇治議員。 

○９番（坂本勇治） おはようございます。いまだに残暑が残る中ではありますが、朝晩は大分

過ごしやすくなってきたと思います。 

今現在、台風14号の行き先、進路というのは非常に心配されておるところであります。

松川町にも影響がないことを祈るばかりであります。 

それでは、通告に従いまして、町の道路整備に向けての取組について、質問をさせて

いただきます。 

最初に、町の住民生活や、農商工の発展を考えた道路整備をどのよう取り組んでいる
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のか。以前にも、南北の国道や県道の幹線道路は、町道と比べれば整備されてきていま

す。しかし、東西の幹線道路に関しては、松川町松川インター大鹿線の県道のみであり、

特に東浦からインターまでは大型車が通行できる道路はほかにありません。 

以前、質問したときも、「課題だと感じている」と言われていたかと思いますが、まず

は町の将来を見据えた中で課題と現状、職員に対してどのように指示を出して進めてい

るのか、具体的な計画をお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） おはようございます。 

坂本議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

町の住民生活や農商工の発展を考えた道路整備をどのように考え取り組んでいるのか

というご質問をいただきました。 

まず、町の基本的な考え方としての道路の位置づけでございますが、主要幹線道路と

して国道153号と各主要地方道を考えております。それを補完する補助幹線道路として、

一般県道と１級・２級の町道を考えております。また、松川町の道路整備、道路整備網、

ネットワークとしての課題については、坂本委員おっしゃるとおり、東西を縦断する基

幹道路が主要地方道増川インター大鹿線しかないのが現状でございます。これが大きな

課題と考えております。 

この課題の解決に向けて、まずリニア発生土運搬に関連しまして、町道洞新線と護岸

線の整備に着手をしております。また、古町地籍の前河原道路の新設事業を進めており

ます。いずれも国や県、ＪＲ東海と連携しながら実施をしてまいります。 

また、町民長年の懸案でございました町道 284 号線の運動公園西側のＪＲ飯田線の鉄

橋下のクランクの箇所の解消に向けて、国土交通省天竜川上流河川事務所、また長野県

と現在、協議を進めておるところでございます。ここにつきましては、今、申し上げた 

とおり本当に松川町の住民の長年の悲願と認識をしております。 

ようやくこのように動きが出てきておりますが、今後も国や県、ＪＲとの緊張感のあ

る折衝が必要でございます。私、このリニアの機会を捉えまして、政治生命をかけて何

とか方向性を出したいと思っております。そんな思いで今、向き合っているところでご

ざいます。 

今、少し申し上げましたとおり、町の東西を結ぶ道路整備につきましては、少しずつ

ではございますが、その取組が進んでいると認識をしております。また、南北を進む道

路につきましても、長年休止状態でありました主要地方道、飯島飯田線上片桐バイパス
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の先線について、長野県において調査業務が昨年度末に予算化をされました。これはこ

の機を逃さずに、絶対に県には引き続き押し込んでいく所存でございます。 

いずれにしましても、町民生活の利便性の向上や農業、工業、商業、産業の発展にとっ

て、道路は重要な役割を果たしております。また、リニア中央新幹線と三遠南信自動車

道の開通に向けて、このアクセスとなる道路整備は大変重要と感じております。 

ここ数年、今、申し上げましたとおり、町内道路網、最初に申し上げましたネットワー

クのベンチマークとなりうる事業が目に見えて動き出しておりますので、今後もこれを

引き続き邁進していくという所存でございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 答弁いただきました。 

前向きに進んでいるということでありますけれども、令和２年の４月現在の資料であ

りますけれども、町道の 1.5ｍ以上の幹線道路の改良率は、松川町は 23.7％だそうです。

ちなみに高森は 40.9％、飯島町は 34.2％だそうです。長野県の町の平均が 35.8％で、村

の平均でも 28.9％増だそうです。 

町の改良率は、町の平均より 12％近く低く、村の平均に比べても 5％も低いのが現状

だと思っております。 

このような状況の中で、町長、先ほども進めているということでありますけれども、

見通しとして、ある程度平均に近づける高森のように 10 何％も違うというとなかなか整

備費用もかかりますし、そこら辺、見通しとして当然町民のため、また町の将来のため、

商工業の発展のため、いろんな分野でここら辺は、できるだけ早く上げなきゃいけない

と思うんですけれども、そこら辺をどのように考えて進めておられるか、きちんと計画

的にやっていけるのかどうか、そこら辺も含めて、町長にもう一度お答えいただきたい

と思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、それでは私からお答えをさせていただきます。 

令和２年の４月の資料という話をいただきました。当然その現在遅れているという状

況を認識した上でやっていかなければならないというのはそのとおりでございます。 

ただ、その時点での数字というのは、やはり長年の蓄積の中の数字でございます。道

路の新設、または拡幅ということに対しましては、住民への丁寧な理解と説明、また土

地のやりとりもございますので、拙速に数字を上げるという方向性ではなく、先ほど申
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し上げましたとおり、道路のネットワークというのを完成していくというのがまずは直

近の課題だと思っております。 

ただ、その中で予算できる限り配分をして、町道の細かいところも整備していくとい

うところでございますので、各市町村によって地理的条件もございますので、数字を平

均に近づけるためという目標では今やっておりません。 

ただ、たくさんの道路要望箇所ございますので、そこに関して予算の限る限りで何と

か邁進していくというのが現状でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） はい、ただいま説明いただきましたけれども、先ほどの一番最初の答弁の

中にも１級・２級といったランクがあるかと思いますけれども、そういった幹線道路の

整備っていうのは非常に計画的に５年 10年、あるいはそれ以上の長い計画をきちんと立

てて進めていかなければ、町民から出てくる細かい幹線の整備も当然必要ですけれども、

やはり長期計画をきちんと立てた上で、どこを今、進めてるんだ。それがちょっと具体

的にお聞きできないのかなって気がするんで、そこら辺をできるだけ早く長期計画とし

て第５次総合計画だとか改定版だとか出しておりますけれども、なかなか具体的な町の

町内の絵を描きながら、ここを伸ばしてこうっていうのはないと思っておりますので、

そこら辺をどうするのかっていうところの答弁が欲しかったわけですが、ちょっと具体

的に路線別にお聞きしていきたいと思います。 

まず最初に、先ほども改良が進んでおられるということでありましたが、広域農道の

松川大橋南交差点から松川橋町道 284 号線の交差点までの県道上片桐停車場線の改良計

画っていうところを、用地交渉とか県の道路改良の進捗状況についてまずはお聞きした

いと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 小沢リニア対策課長。 

○リニア対策課長（小沢雅和） ただいまの質問に対しましては、松川大橋南交差点から片桐

松川にかかります松川橋までの間の県道上片桐停車場線の改良計画の質問でございます。 

この箇所につきましては、リニア発生土の運搬ルートでありまして、改良のための地

権者交渉を実施しましたので、私のほうから回答させていただきます。 

この場所に関しましては、用地交渉のほうが少し難航している状況でございます。松

川町としましては、将来的な国土強靭化としての大事な路線でございますので、これか

らも粘り強く交渉してまいりたいと、そんなように思っております。 
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なお樹木によりまして視距不良といいますか、見通しが悪かったので地権者の同意を

いただきまして、伐採作業を先月実施をさせていただいたところでございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） はい、リニアの山の運搬ということで 284 号線も改良計画が進められて

おりますし、ただいま、上片桐の停車場線の隣接するところも伐採ということで、進ん

でるかなとは思いますけれども、やはり町の将来に向けても、必ず必要なとこでありま

すので、熱心に交渉を進めていただきたいなあと思います。 

で、上片桐停車場線の狭隘部分が改良できないと、当然大型ダンプの通行はもちろん

ですが、一般車両の通行にも支障が出ることは明らかだと思います。広域農道と松川橋

までの改良ができないという中で、片桐松川沿いの道路が整備されても、商店街や小中

学校を通行する松川インター大鹿線や古町滝の沢線への負担軽減にはならないではない

かと思っております。その点、どのようにお考えか。 

また、交渉が難航しているということでありますが、いつまでくらいにすれば、松川

インター大鹿線や古町滝の沢線の影響を負担軽減になるのかどうか、どのようにお考え

られてるか町長にお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、交渉のいつまでということは再三お答えをさせていただいている

ところでございますが、粘り強く交渉していくということと、あの向こうの方のご理解

を地元にいらっしゃらない方のご理解が今、得られてない状況でございますので、引き

続き交渉していくというのは、すみません期限は言えませんが、やはりあそこが開くよ

うになれば、坂本議員おっしゃるとおり、大変地元にとっても喜ばしいことですので、

引き続き粘り強く交渉するという答弁にとどめさせていただきます。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） やはり町の思いっていうのをいかに伝えるかが交渉の鍵かなと思ってお

りますので、しっかりと熱心にぜひ進めていただきたいなと思います。 

もう１点ちょっと確認ですが、松川橋自体、何年に竣工してるんですかね。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） 県道の松川橋、片桐自動車さんの前の松川橋、松川大橋ではなく

て、狭い松川橋、その関係でありますけれども、具体的なちょっと架設年度というのは

ちょっと今、把握はしておりませんが、老朽橋であることには変わりありません。 
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それで県のほうでちょっと何年か前に１回補修をしている経過がございます。 

今、５年に一度の定期点検が義務づけられておりますので、その結果判定だと思って

おります。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 何年か分からないっていうんで、確かね、昭和 36年だったかな、既に 58

年経過していたかと思います。 

県道としての橋ですので、老朽化が激しい、また耐震補強ができているのかどうか県

に問い合わせるとともに、やはりそういった老朽化した橋っていうのは、県において当

然架け替えをお願いしていかなきゃいけないのかなと思っておりますので、そこら辺も

含めて町からはきちんとほかにそれこそ上片桐バイパスの新しい橋の計画だとか、進め

なければならないところもあるかと思いますけれども、現在ある橋の老朽化、架け替え

っていうのも並行して、やはり進めていただきたいなと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

次に、洞新線も側溝整備等の改良が進んで現在います。ちょっと心配してるのは、国

道 153 号線の小松川橋南への道路改良についてです。ここの進捗状況っていうのをまず

お聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 小沢リニア対策課長。 

○リニア対策課長（小沢雅和） 町道洞新線１工区の工事でございますが、国道 153 号の小松

川橋南から西約 240ｍの区間が１工区でございます。今現在ですけども、その 240ｍの全

体で約 40％の進捗で計画どおり進んでいる状況でございます。 

余談でございますけども、２工区に関しましては、その続きから下にあります下小松

川橋南交差点までの約 740ｍでございます。この現場につきましては、９月中には路盤工

を終了しまして、10 月の初旬にアスファルト舗装を施工するというようなそのような計

画で動いております。 

国道 153 号の小松川橋南にあります、この民間の事業所につきましては、移転先が決

まりまして、10月の中旬ぐらいまでには施設の取壊しを計画をしております。 

その後、掘削工事等を実施しまして、まだ仮設道路の状態でありますけれども、発生

土運搬の計画もありますので、ＪＲ東海のダンプに限りまして、仮通行を行っていきた

いというふうに思っております。 

最終的な全線の改良工事の竣工につきましては、来年の１月末から２月の初旬という
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ふうに計画をしているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 洞新線も改良が進んでるということで、あそこの移転が決まって道路が

つながると非常に国道に出るのに、左からの車車両が見えづらいんじゃないかなと思っ

ております。 

大型車が当然国道に出る際に、などが当然工事の区間は、誘導員や何か付けるかと思

いますけれども、その後の信号機を付けて安全に出入りができるっていうようなことも

考えておられるのかどうか。 

また、洞新線のほうに国道から入る際に、橋の欄干が当然ありますので、よほど広く

しないと反対車線にはみ出して曲がるような形になるのかなあと心配しておりますので、

そこら辺も含めた道路の幅員がきちんとあるのかどうかそこら辺のことと、信号機を付

ける予定があるのかどうか、そこら辺、計画の状況っていうのをちょっとお聞かせいた

だければと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 小沢リニア対策課長。 

○リニア対策課長（小沢雅和） 国道との交差点の関係でございますけども、確かに内カーブ

ということでちょっと、見づらいような感じだとは思います。 

安全対策としましては、信号機設置が有効な手段というふうに考えております。既に

要望を出しておりますけども、まだ設置するというところまでの回答はいただいてない

状況でございます。 

信号機の設置に向けまして、長野県の警察本部の交通規制課のほうへも継続して要望

してまいりたいと、そういうふうに思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 当初の計画どおりで進めてって何か不都合があるからもうちょっと広く

しとけば良かったなとか、いろいろそこら辺、過去には福与の宮ヶ瀬橋に関係する道路

改良においても、福与線の交差点において非常に狭くて危険な状態が今も続いておりま

すけれども、ああいうことのないように、ぜひ最初当初からいろいろ安全を考えた設計

をお願いできればと思います。 

次に、松川インター大鹿線の料金所から出口交差点までの下り線、３車線化というの

を県への要望としてどのぐらい進められているのか、そこら辺をちょっとお聞きしたい
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と思います。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） この路線この区間につきましては、観光シーズンの渋滞対策が

一番の目的であると認識しています。 

長野県に相談しましたところ、３車線化には主要地方飯島飯田線との交差点について、

既存の右折レーンの移動が必要であるとのことであります。またそれに伴い、東側の道

路改良をしなくてはならないとのことであります。交通管理者である長野県公安委員会

にも問い合わせをしてもらったと聞いております。 

現在のところ、具体的な計画はないのが現状であります。 

なおですが、この地元区、地元自治会からは、この区間へ接続している北側と南側の

町道改良を要望が出ております。いずれも、一方通行解消を目的としておりますが、こ

れについても具体的な計画はまだたたっていないのが現状であります。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 今現在、出口では右折レーンがあって２車線にはなっています。ただ、２

車線区間が非常に短く、観光交流センターや選果場、「もなりん」といった施設のイベン

トがあるときに、高速道路の本線まで渋滞が発生してるっていうのは、年何回かあるよ

うです。 

やはり右左折と直線の３車線化っていう３車線化と、その３車線の区間っていうのを

長くすることによって、渋滞緩和っていうのは必ずできるかと思いますし、先ほど交差

点の左右の県道についても、住民から要望が出ているということでありますので、そこ

ら辺も含めて、県との交渉っていうのをもうできるだけ密にとって、できるだけ計画に

なるように、ぜひ進めていただきたいと思います。 

どうも県に任せると県も当然お金の問題かどうか分かりませんけれども、断る条件を

いろいろつけてきて「駄目だ」と言ってきてるのかなって気がしますので、そこら辺を

町の要望として、県が言ってくる「駄目だ」っていうことを、なぜ駄目か。町はこうなん

だっていうところを熱心にきちんと伝えて、実現できるようにお願いしたいと思います。 

次ですけれども、東西の幹線道路がない話を先ほどもしましたけれども、県道上片桐

停車場線の松川大橋南交差点から飯島飯田線は上県道と言われてるところですけど、そ

この道路改良の計画っていうのも提案してきたつもりであります。その辺、現在どのよ

うにお考えか、また県との協議等あれば教えていただきたいと思います。 
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○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） はい、県道上片桐停車場線であります。 

町では県に対しまして、平成 26 年以来、休止状態であります主要地方道飯島飯田線の

上片桐バイパスの先線について要望を優先している状態であります。 

主要町道の飯島飯田線改良促進期成同盟会においても、重点箇所として要望していま

す。 

県において、この上片桐パスの先線について、先ほど町長申しましたとおり、令和３

年度末に概略設計のルート検討業務が予算化されまして、現在、調査業務を実施中であ

ります。 

この長年の懸案である上片桐バイパスの先線を優先している状態であるため、ご質問

いただきました上片桐停車場線の改良計画、現道拡幅であると認識しておりますが、こ

れについては今のところ計画がないのが状況であります。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 上片桐バイパスを最優先ということは私も分かりますし、それはできる

だけ早く進めていただきたいと思いますけれども、その交渉段階でじゃあこういうとこ

ろもお願いしたい、こういうとこもお願いしたい、毎回同じように、順番はこれですっ

ていうようなことで挙げておかなければ、１つが終わった上片桐バイパスが具体的に仮

に進んだとして、その後にまた０からやっていくんじゃない交渉の仕方、これ非常に私

は大事だと思っているんで、町の懸念するところ、課題を、で、特に県道の場合は、県に

要望してって県でやってもらわなきゃいけない。だとしたらいくつも列記してった中で

優先順位がこうですよって話をしていかなきゃまずいと思うんですよ。やはり１か所だ

け優先だから１か所だけ要望してますっていうことでは、ちょっと足りないのかなって

いう気がしますので、そこら辺も含めて、要望活動っていうのをどういうものか見直し

ていただきたいなあと思います。 

また、東西の道路の話をしてきましたけれども、もう１点、古町境の沢線のほうも今、

リニアの山道のダンプが走っているかと思いますけれども、広域農道から飯島飯田線に

つなぐ道っていうのも、将来、先ほど言った東西をつなぐ道路を考えると、非常に大事

なところかなと。今、全てが東浦の交差点に集まってる状態であります。やはり住民の

生活道路で東西をつなぐ道路っていうのが、松川インター大鹿線１本しかない状況の中

で、東浦からインターまでの道っていう以外に、やはり先ほど言った上片桐停車場線を
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飯島飯田線につなぐ、また古町境の沢線を上街道までつなぐっていった計画っていうの

も、私は必要だと思いますし、そこら辺を考えて東西を考えた今後の道路計画っていう

のをぜひ考えてほしいなと思うんですけども、そこら辺考えた上でどのようにするか、

町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、まずは最初に坂本議員がおっしゃいました古町境の沢線の広域農

道のところから県道までの今、大変狭い道路となっている部分の改良についてでござい

ます。 

こちらが総延長 4.5ｋｍの１級町道となっております。で、町から台城橋から的場橋の

間は昭和 40 年代後半に国庫補助事業によって幅員５ｍで道路改良事業を実施した経過

ございます。 

また、的場橋から下垣外交差点までの間については、平成の初期に農林水産省所管の

事業であります、伊那南部広域農道事業によって２車線化がなっているのは今現在のと

ころでございます。 

ただ、坂本委員からご指摘いただきましたその先線、その上の県道までのところにつ

きましては現在、道路改良計画はございません。で、その中で現在、東浦に集まっている

という話もございましたが、町全体のネットワークで考えますと、町全体を回るルート

として境の沢線から下垣外の交差点まで上がって、そこから広域農道で東浦の交差点と

いうのを今、考えているところでございますので、その先につきましてやはり需要をき

ちんと見図りながら、坂本議員もおっしゃったとおり、全てを同時にということはでき

ませんので、優先順位つけていく中では、現在ここはあまり優先順位が高いわけではな

いという認識でおります。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 優先順位がないって言われるとそれまでなんですけれども、やはり災害

時に松川インター大鹿線のみが大型車両が通れるっていうのは非常に問題かなと。何か

あったときに、インターを使って来た物資が入らないってことになるんで、そこら辺は

ぜひ優先順位を上げていただきたいし、そもそも計画がないということですが、ぜひそ

こら辺も考えていただきたいと思います。 

時間もありますので、次の質問ですが、71 号線部奈線の中川村につながる小渋にかか

っていた橋の復旧計画について、どのようになっているのかお聞きしたいと思います。 
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○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） はい、お願いします。 

この小渋川を渡る部奈橋でありますけども、令和２年の７月豪雨によりまして、橋が

流出してしまいまして、それ以来復旧ができず２年以上が経過している状態であります。 

この橋は一級河川の小渋川にかかるため、河川管理者である国土交通省の河川占用許

可が必要となります。 

昨年に橋脚であるふとんかごの補強やかさ上げをすること、また、橋げたであります

鉄板ができるだけ流出しないような構造を検討しまして、駒ヶ根出張所と協議をしてま

いりました。 

本年３月に本省との協議に入りましたけども、河川法と道路法の基準を満たさない限

り許可はできないということであります。 

４月に入りまして、河川法の規定により小渋川河川区域内に置かれている、橋げたで

ある鉄板等の全ての撤去を５月末までに行うようにとの指示を受けて撤去を行いました。 

なお、この撤去した鉄板等の部材は、峠地積の溝沢橋の東の町有地に保管している状

態であります。 

現状は以上であります。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） はい、あそこの橋がいつからあったのか、町道だから今までも流されたと

きには復旧してきたとは思うんですけれども、松川インター大鹿線と同じ高さの永久橋、

今、議会のほうに陳情も上がってきておりますけれども、本来だったら永久橋っていう

のが理想かなあと思っておりますけれども、伊那生田飯田線も天竜橋と宮ヶ瀬橋で迂回

しています。また、竜東一貫道路も現在止まったままということで、数年の間に町費以

外で建設することは非常に難しいのかなあと考えてはおりますけれども、まして町費で

その永久橋を建設するっていうのも、よほどの補助事業がないと無理かなと思っており

ます。 

ただ、考え方として、清流苑と村山公園をつなぐと床固め工があります。歩行者専用

でありますけれども、当然、増水時には通行できません。しかし、通常時には全く問題な

く行き来ができているのではないかなと考えております。 

また、全国にはもぐり橋といって、増水時には通行が制限されますが、欄干のない橋

はたくさんあります。 

排砂トンネル完了後の小渋川の河川状況を鑑みて、床固め工の建設というのを国交省
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にしっかりと要望して、車の通行可能な床固め工の建設というのを強く要望していただ

きたいなと考えますが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） はい、この場所につきましても、あの通称もぐり橋と言われてお

る箇所でありました。 

やはり河川法と道路法を遵守した橋となりますと、中川村地籍と主要地方道松川イン

ター大鹿線と部奈地籍を結ぶ永久橋の設置が一番考えられるところであります。 

生田３区からは、竜東横断道路建設の要望も出ておる状況であります。その一環とし

て、ここに永久橋を架けることができれば良いのでありますけども、今、議員おっしゃ

られたとおり、これが実現するには 10 年単位以上の時間を要するかと思います。 

また、１つの提案として、清流苑横のいわゆるもぐり橋というのも、床固め工に合わ

せて、あそこの橋も設置した経過もございますので、そういうのも含めて、天竜川上流

河川事務所のほうに相談をさせていただければと考えております。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 本当、昔からある生活道路だと思いますし、やはり町道として必要な道路

かなと、住民に対してはそういう感じをしております。 

いろんな案を出して、いかに生活に密接に関わって安全を確保するか、そこら辺を含

めて、あそこ町道じゃなかったんですかね、そこら辺をちょっと確認したいと思います

が、逆に町道じゃなかったとすると、それを架け替えてきたっていう経過があること自

体が問題かなっていう気がするんだけど、ちょっと１点、それだけちょっと答弁お願い

します。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） あの区間が町道か町道ではないかというご質問ですが、橋に関

しては町道ではありません。 

今まで何回か架け替えをしてきましたが、あとまた建設水道課の方から天竜川上流河

川事務所のほうへ許可申請を出してきましたが、天竜川上流河川事務所としては、占用

期間は通常 10 年なんですが、特例の１年という措置で、今まで継続して１年ごとに申請

を出してっていう特例の措置で、今まではあの許可が出ていたという状況であります。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 
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○９番（坂本勇治） はい、町道の認定ってどこがするんですかね。 

おそらく昭和もかなり以前かもしれませんが、あそこに少なくとも人が通れる橋が架

かっていたのはかなりもう前かと思います。車が通れるようになったのは確か天竜橋、

中川と松川に架かる天竜橋の古い橋を落としたときの部材でやったのかなっていう気が

してるんですけれども、そこら辺が町道じゃないっていう理由がちょっとよく分からな

いんですが、時間もないんで、そこら辺ちょっとまた詳しく後でお聞きしたいと思いま

す。 

陳情も上がっていますし、もう部奈の下の段の住民は、あれが本当毎日の生活道路か

と思いますし、あれがつながることによって、それこそ部奈区地区の安全も守られるの

かなっていう気もしますし、ぜひ住民からの要望は当然、永久橋がいいんですが、とて

も永久橋５年 10年以内に架かるとは思いませんので、やはりまずは復旧してっていうの

を、先ほど言ったもぐり橋、床固め工だとすれば、国がそこを整備してくれるんじゃな

いかなっていう気がしておりますので、ぜひそこら辺も含めてお願いしたいと思います。 

今、平成の時代も終わってもう令和になっておりますけれども、行政の中身、計画を

立てて物事を進めるというのは、まるで昭和のまんまのような気がしております。 

やはり時代の流れを読み取って、きちんと10年15年という長いスパンを考えながら、

まちづくり、特に道の整備というのは大事かと思いますので、きちんと計画を立てるっ

ていうところからぜひ始めていただきたいと思います。 

答弁があればお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

道路計画というお話もいただいております。やはり先ほどの話の中にも話させていた

だきました。住民の皆様、道路を開けるときには近隣の皆様へのご理解が大変必要でご

ざいますので、計画を立て説明してっていうことが必要というのは認識しております。 

また、道路全体の町中のネットワークとして考える場合には、当然、国県道も入って

まいりますので、そこも併せての計画を町として示していくというご提言として承りま

した。 

いずれにしましても国や県にも要望につきましても、優先順位を付けて大変多く出し

ておりますので、その中でどれの優先順位というのを毎年協議をして、また現地を見て

もらってということを粘り強く続けていくということは今後も続けてまいります。 

ありがとうございます。 
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○議長（黒澤哲郎） 坂本議員。 

○９番（坂本勇治） はい、住民と対話をするためにも計画を立ててくれということですんで、

ぜひよろしくお願いいたします。 

以上で質問を終わります。 

○議長（黒澤哲郎） ９番、坂本勇治議員の質問を終わります。 

 

◇ 森 谷 岩 夫 ◇ 

○議長（黒澤哲郎） 次に、10 番、森谷岩夫議員。 

○１０番（森谷岩夫） 秋も大分深まってきまして、今、果樹園の作業が非常に忙しい、そんな

時期になりまして、松川町が一番活気が出る、そんな季節かなと、そんなふうに思って

おりますが、ここのとこに来まして台風が若干心配をされておりまして、特に 14 号が日

本海から日本列島の方をずっとぐるっと回ってまいりますと、ちょっと農作物の被害が

大きいかないうふうにと思っておりますんで心配をいたしております。 

そんな中でありますけれども、今日は日本梨、幸水、豊水、南水、二十世紀、そういう

日本梨でありますが、その再生についての町の取組を若干お聞きをしたいというふうに

思っております。 

中学校の校歌も「美しき梨の花」と「町を巡りてほしかたも今も幾手も輝かしき我ら」

と、こういうことで、ずっと松川町は梨産業が非常に盛んで、二十世紀で一世を風靡し

たと、そんなふうに認識をしておりますし、それが果樹園に携わってる者にとっての誇

りでもあったわけでありますけれども、ここんところにまいりまして、非常に高齢化も

進みまして、なかなか梨をつくる人は少なくなってきておる、そういう実態があります。 

非常に私自身は残念だなと思っておりますが、そうは言っても自分自身でも非常にこ

の頃、足腰が弱くなっておりまして、なかなか梨は重いんで、大変だなというふうに思

っておりますけれども、今回、「南信州日本なし再生プロジェクト」というのが、６月の

末に県や農協、それから自治体を中心に発足をされたというようなお話がありまして、

非常に私自身も興味もありますし、いいことだというふうに期待をしておるわけであり

ます。 

前町長の折でありましたけれども、議会としても非常に梨の木が切られますんで、何

とか対策をというようなことで幾度も要望書を出してきた経過もございます。 

町はそのたんびに対策を取るというような考えの中では、できる方に斡旋をするとい

うような事業が中心でありまして、率先をして新しい耕作者をつくっていくと、そうい
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う政策ってのはなかったというふうに思っております。 

で、今回そのプロジェクトでありますけれども、今、私が申し上げたように非常に減

っておりますんで、今、口を開けば、ブドウと市田柿かな、そういうことを言っておりま

すが、それも非常に良い果物ありますけれども、梨もこの夏から秋口にかけまして非常

に人気の高い品目でありまして、これからもずっとこの松川町っていうのはつくり続け

ていってほしいなというふうに私自身も非常に強く思っておるわけであります。 

で、今回、先ほど申したように６月 30 日でありましたが、プロジェクトができて、そ

れに松川町も確か名前があったというふうに思っております。 

松川、豊丘、それから喬木、それから高森、この北部の４つと、それから飯田市、それ

から中南部の下條と阿智であります。 

ずっと従前から非常に梨づくりが盛んな地域でありまして、これらが一緒になって対

策をとっていくと、こんなお話を聞いておりますんで、まずその動き、それから町とし

て今後どういったことをしていくかなあと、そんなことをまずお聞きをしたいというふ

うに思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは森谷議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

まずはこの「日本なし再生プロジェクト」の現状と松川町の取り組みということでご

質問をいただきました。 

現在「日本なし産地再生プロジェクト」の実施につきましては、まずは令和４年の３

月 14 日に南信州農業農村支援センターが招集しましたＷｅｂ会議での提案がスタート

でございました。それで松川町で、その場で松川町として取組に賛同したところでござ

います。また、森谷議員おっしゃるとおり６月 30 日には「日本なし産地再生プロジェク

ト」設立会議が、南信州地域振興局の呼びかけによって開催をされました。松川町もメ

ンバーとして本プロジェクトに参加をいたしました。 

で、梨の生産量は全国的に減少傾向にございます。飯田下伊那地域でも５年間で、栽

培面積 88ｈａの減、生産量におきましては 2,329 トンの減少となっております。 

ただ、一方で、販売価格でございますが、現在安定しておりましてキロ当たり 400 円

を上回っているというところ。また、全国的に見ても梨の価格というのは最近右肩上が

りに少し傾向が見えてございます。 

日本梨は、果樹の所得向上を図る上で、改めて重要な品目として位置づけられており

ます。また、ＪＡでは「日本梨の産地再生に向けまして、技術的な課題だけではなく、大
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きな枠組みの中での取組を検討してほしい」との要望もございまして、将来にわたって

産地を維持していくために、生産者、農協、行政機関が一体となって知恵を出し合い、取

り組んでいくことが必要であると、目標年を令和９年とするプロジェクトが今回設立さ

れたところでございます。 

松川町としましては現在、担い手の育成ということで地域おこし協力隊制度を活用し

ました果樹研修生制度をやっております。その中で、やはり梨の栽培をされたいという

方も、今、実際に行っておりますので、そういった方につないでいくというのがまずで

きているところでございます。 

今後としましては、やはり遊休農地が増えていく中で、町としてどういうふうにそこ

に誘導していくかというところが現在の課題と認識しております。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 町長ありがとうございました。 

今、課題も含めてご答弁いただいたんだけども、昔のこと言ってもおかしいけれども、

二十世紀梨で子どもを教育したり、あるいは家を建てたり、あるいは嫁さんを迎えたり

というようなそういう大きな出来事っていうのは二十世紀梨っていう１つの産地があっ

て、その品目があって、それに向けて耕作者が本気になってやった結果だというふうに

思っておりまして、そういうことを考えると、非常にその時代頑張ってやってきた皆さ

んがだんだんだんだん歳を取られて、なかなか維持ができんと。で、後継者もなかなか

息子や娘がおるんですが、梨をつくる後継者おらんと、そういうような実態もあって、

現在、そういうことでありますけれども。 

今回、松川支所の坂巻課長がいろいろ数字をいただきまして、感謝をしておりますが、

それによりますとこの松川町で 13 年間にあの面積が 44％になったという、こういう数

字であります。６割近く減っちゃったと。で、価格については、先ほど町長もお話があっ

たけれども、５割ぐらい上がったというのが実態でありますが、いくらのお金が取れて

もなかなか大変でありますんで、維持するのは困難ということでありますけれども、受

粉作業っていうのが、それから袋をかけるということ、それから冬場のやっぱし整枝剪

定かな。そこら辺りがりんごあたりと比較すると非常に労働力もかかるんで、そういう

部分での敬遠ということももちろんあります。 

ありますが、ここのとこにきまして非常に新しい技術も出てきたし、今朝の新聞に載

ておったと思いますが、「天空のしずく」という梨が今回お披露目があったということで、

南水は南信試験場で市田のそこで育成をしまして、この「天空のしずく」っていうのも
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もう 30 年前に種を蒔いてということで、30 年かかってようやく世に出てきたというこ

とでありますが、非常にいい梨もあるんで、実質この５年間のプロジェクトの中で行政

として、よそはいいんだけれども、松川町はそうは言っても、ずっと梨で生活してきた

住民が非常に多いんで、そんな中で具体的なある程度、骨になるような政策をやっぱり

打ち出していただくということが大事だというふうに私は思っておりまして、町長の課

題ももちろんでありますけれども、よそから来た人につくってもらうっていうばっかで

なくて、今、現状にやっておるけども、梨づくりはうんと好きなんだけども、今のような

やり方じゃちょっとできんなっていう方も当然おられるんで、何らかのやっぱり行政の

支援というのも必要だと思っております。 

ＪＡはＪＡで技術支援も、あるいは施策もこれから出てくると思いますし、普及所も、

普及センター、南信州の農政課でありますが、そこでも新しいもの出てくりゃいいなと

いうふうに期待をしておりますけれども、そんな折の中で、松川町としてはどうかなっ

ていうのを打ち出せるかどうかっていうのを期待をしてるんだけども、産業観光課長は

どうだかな、そんなことをお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） どうもありがとうございます。 

日本梨につきましては、今、議員おっしゃられるとおり、大変な松川町には歴史があ

りまして、過去フルーツサミットのほうに参加をして、全国的にも名をとどろかせたと

いう部分があったと思います。 

今、新しいいろんなあの技術、また町としても、新しいやっぱり柱となるあの施策が

必要だということを言っていただきました。 

それで行政としてまずやらなければいけないことは、今回このプロジェクトが立ち上

がりましたので、南信州地域での力を合わせてやろうというこのプロジェクトをですね、

広く周知させていただきまして、やっぱりやってみたいという方の後押し、これを関係

機関とともに、農家と連携した応援体制をつくっていくことが必要なのかなと考えてお

ります。 

それから農地につきましては、現在、法人の立ち上げの検討会を実施しておるところ

でありますけれど、農地の保全管理を行いまして、次の担い手の方につなぐという、そ

のいろんな手続きができるようにしていきたいというふうに思っております。 

それからプロジェクトの設立会議でですね、産地再生の事例としまして、鳥取県の中

央農業協同組合の取組の紹介がありました。これは梨の育成期間の短縮、それから労働
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力の省力化、それから栽培技術の簡素化、それから多種、これを目標にですね、梨の団地

造成、「スーパー梨団地」と言ってましたけれど、そんなお話がありました。生産者の方

が集まって行います遊休農地の造成地等への補助事業は多数あるということも伺いまし

たので、そのような補助事業を活用してですね、町としても農地のほうの支援も考えて

まいりたいと思っております。 

それから一方でやっぱり万一、梨をですね、栽培ができなくなったという農家があっ

た場合、すぐに梨を成木になった木をですね、切ってしまわないように、切る前にやっ

ぱり一報をいただける体制をつくっていかなければいけないなあと思っております。 

それからやっぱり引き続きやろうと、それをまた引き継いでいただける人材の育成が

大事でありますので、先ほど町長のお話もありましたけれど、果樹研修制度をまた引き

継ぎまして、やっぱりやりたいという方をですね、今後もしっかり町のほうで育てなが

ら梨の振興を図っていきたいと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 今の課長のお話があった農地の保全や流動化の法人へ移行と言った今。

そこらあたりちょっと検討しておる内容を詳しく言ってくれる。興味がうんとあるんだ

けど。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 現在２回ほど会議を設けたところでですね、今現在は委員の皆

さんからワークショップ形式でいろんな課題を出し合っていただいて、今後その課題を

整理して、どんな法人があれば、その辺のことがうまく回転できる流れができるかとい

うことを今後検討していくつもりであります。 

一番は、やっぱり農地がですね、本当に荒廃化してもう全然手がつかなくなる前に、

その農地を一時やっぱり１回管理させていただいて、それを最低限の維持管理ができる

ような、そんなことができる法人が必要かなと思っておりまして、またやりたいと言っ

た話があったときにですね、その農地を紹介できると、そんなようなもの、あるいはや

っぱり農地の貸借りとか売買にはいろんな手続きも必要ですので、そういうものがスム

ーズにやっぱりできるような体制の法人なんかがあればいいのかなと、そんなふうに考

えております。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 今、課長お話をいただいたのは、もうずっと前に私どもが散々提案した

内容であります。 
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ずっと言ってるんだけども、要するに議論ばっかしとっちゃ駄目なんで、やるときに

はもうやるっていうことが大事であります。 

で、今、お話を伺うとどうしても一遍やっていただくと、そうするどうなるかという

ことも含めて、悪いとこはまた改善をしていけばいいんで、ぜひその方向で頑張ってほ

しいと思います。 

みんな歳をとって死んじゃって、梨畑も何もなくなってから、ようやくいい案ができ

ましたじゃ駄目なんで、ぜひお願いをしたい。 

で、もう１点、協力隊のお話もありましたけれども、今回のプロジェクトと抱き合わ

せで、若手の梨に興味のある若い衆が集まって懇談会をしたっていうことをお聞きして

おります。そんな中でやっぱし出てくる問題っていうのは、ブドウ辺りは、ブドウも桃

もつるもの、それから桃も早いんですが、３年ぐらいでもう実がつくわけでありますが、

梨はなかなか長くかかる。で、「成年まで収入の何％か補塡する仕組みが欲しい」という

意見。それからジョイント栽培は作業の省力化を図れるんですが、改植の初期投資がう

んと必要で、成年まで何年も収入が得られんと、こういう問題があります。 

それから、高齢化で今、お話があったように「手放された老木園を改植して新たに相

手に貸し出す仕組みがまずぜひ欲しい」と。ここら辺りがきちんとできれば、かなり救

われる果樹園もあるし、梨の木は、鳥取あたりでは 100 年ぐらいたったのも、結構実が

ついておりますんで、大事にやっていけば結構長持ちますんで、古いものをつくりなが

ら、その間に新しいものを育成していくっていうやり方が一番いいと思うんで、ぜひそ

こらも今回できるというような方針を期待しておりますんで、お願いをしたいと思いま

す。 

で、特にお願いしておきたいのは、具体的な支援策を私自身は松川、本当の主産であ

りますんで、松川でこういうことで行きたいっていうのを出してほしい。出してほしい

けども、北部だとか、高森、豊丘辺りも含めて、一斉でもいい、同じでもいいんだけど、

何か対策をぜひ出してほしい。 

農業の技術支援だとか、あるいは補助事業っていうのも、行政も非常にやってきてい

ただいた経過もあるし、それなりの実績も上がっておると思います。それはそれで大事

なんだけども、鳥獣害の対策もある程度、目処が結構長かったしお金もかかったけども、

一定の成果も上がっておりますし、そういうようなことをやっぱし着実にしていくって

ことが大事なんで、ぜひ、よその村や町と相談をしてっていうのも結構でありますが、

対策をこういうことでやってくっていうのは欲しいなと、そんなことをぜひ思うんで、
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もう一度これは町長に決意はぜひお願いをしたいと思う。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、ありがとうございます。決意をという話をいただきました。 

やはり今現在、松川町、農地が大変多くまだございます。これは一朝一夕にできるも

のではないというのは、これは資源だと思っておりますので、それは松川町ができる対

策、どっちかというとほかの町村はどんどん農地を潰して新しいものつくっていく方向

にございます。その中でやはり果樹産業、私がやってたからではないですが、簡単に植

えてすぐ成果が上がるものではありませんので、その部分に対する町独自の補助システ

ムのようなものをつくっていく必要があるなというのは、私も森谷議員と同じ認識でご

ざいますので、そこを検討させていただくというのは必要だと思っております。 

ありがとうございます。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） それじゃ今、梨のことはお伺いして、梨も新しい品種ができておって、

さっき申し上げたけども、「今日もう町での表明がある」とか言っとったで、選果場で。

私も年とってるけども、ちょっと行って食べてきたいなというふうに思っておるけども、

やっぱり新しい品種ってのは夢があって、今、ブドウはもう「クイーンルージュ」だって

猫も杓子も言っておるわけで、10年 15 年たつと品種もどんどん変わってまいります。 

そういう中でありますんで、新しい品種が出てくるっていうのは、それなりにやっぱ

し味も良かったりすれば、若い衆がつくってみたいと思うのも当然でありますけれども、

やはり何らかの支援もしながら、１つの産地にしていくっていうことは非常に大事で、

町長が今、お話があったけども、一朝一夕にできるもんじゃないんで、やっぱそれなり

の積み重ねの中で、今、松川町の果樹産業もあると、果樹 100 周年のときにもそんなお

話もした経過もあるけれども、今までの培ってきた財産をやっぱし簡単に放り出さんよ

うに、ぜひお願いをしたいというふうに思っております。 

それからもう１点、ちょっと時間もありませんが、特に今回は農業生産資材の高騰が

非常に顕著でありまして、特に肥料が大変であります。 

で、これはもうコロナとは関係なくて世界情勢の中でということでありますが、そん

な中で普通の生活者も非常に特に燃料価格が非常にえらいというようなこともあったり

して、方々で支援策をやっております。 

国もいくらって言ったかな。580 億って言ったかな。予備費の中で肥料の政策を打ち出

しておりまして、予備費が勝手に使えていいなというふうに思うけども、こういうとき
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は早くしてほしいというのを思ったりしておりますが、それらも含めて、町ではどんな

対策がとれるかなっていうことをぜひお聞きと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

森谷議員がおっしゃるとおり、大変今、農機具や農薬肥料などの農業生産資材の高騰

については、農家の皆さんから支援が必要だという声を大変多くいただいております。 

そんな中で今おっしゃいました、特に肥料の高騰対策につきましては、現在、国の対

策の方針が打ち出されたところでございますので、現在、今、国の補助事業の説明をこ

れから私たちが周知を図っていき、もれなく申請ができるようにのサポートが私たちの

まずやらなければいけないことだと思っておりますが、現在、国の計算式の価格上昇率

等が分かってないため、金額はつかめておりませんが、分かり次第、農家に説明をして

いく必要があると思っております。 

また、この進めていく中で現在、グループ申請という考え方が打ち出されております

ので、これ事業対象にならない、外れてしまった人などの農家の支援について検討する

必要がございます。 

また、国の７割補助で補塡で大丈夫なのか、残りの３割についての単費での補助が必

要であるかっていうことを、国のこれから示してくる価格上昇率について検討して、近

隣市町村等の状況も含め、上乗せ支援というのを今後検討する必要があると考えており

ます。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 松川町は農業の生産力もよそから比べてそこそこあるわけだ。 

で、今、国の説明はそれはそれでいいんだけれども、国は国で頑張ってやってもらわ

にゃこまるが、町としてはどうだかっていう話を私は申し上げてるんで、ここんとこ数

日新聞を見ておると北部ではまだかな、南西部、飯田市もまだだけど、南西部の小さい

町村が燃料と抱き合わせで結構いろいろ政策を出しておる。で、そういう小さいところ

でもそれだけ一生懸命早く打ち出しておるんだけども、今、町長のお話の中でそれじゃ

今９月のちょうど定例議会であります。最終日に案をそれじゃあ案を出すとか、そんな

話も全くない。 

で、もうちょっと早くいろいろできんのかなというふうに私は思うんだけどもよそは

全部出てＯＫだと、それで町はおっとり刀でその中でいいところあれしてこうしますっ

ていうようなお話に私はとれるんで、そういうところをもうちょっときちっとしたいろ
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んな動きの中で、行政は何しなきゃいかんということをぽっと感じ取っていただいて、

そういう政策が出せれんかどうか、まずそれが要するに行政ってもんだし、それが仕事

なんで、そのあたりは町長どうでありますか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

やはり小さい町村のほうが動きが早いというのは、おっしゃるとおりのところがござ

いますが、町として出す必要があるというのは認識しております。 

ただ、その中で今回、実は農業事業者の特に飼料の部分につきましては、かなりちょ

っと高騰というレベルではなく数倍、４倍から５倍っていう話が出ておりますので、こ

れについては今回の補正の中で、近々に対応させていただきました。 

また、燃料や原油高騰に関わるものは、全ての産業に対しての高騰のことでございま

すので、全体に対してプラスになるような政策を打ち出す必要があると考えております

ので、近々でやらなきゃいけないことは早急にやりながら、全体に影響があるものは、

きちんと組み立ててやる必要があるっていう考え方の分け方をしておりますので、確か

にほかの市町村に比べて遅く見える部分というのは、どの町村にも特性ございますので、

その部分はもう少し努力する必要があるというご指摘をいただいたかなと思っておりま

す。 

○議長（黒澤哲郎） 森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 私は、今日は肥料のことを中心にというふうに思っておったんで、国が

条件に合えば７割補助すると７月から 12月って言っておったかな。それはそれでいいん

だけども、それに外れる人やそんな面倒くさいことかなわんっていう人もおるんで、当

然、行政として、要するに基礎自治体として、できるだけのことはしてもらいたいとい

うふうに思って、今日質問させていただいておりますが。 

今、お話にあったように燃料は、それはそれでいい。いいっていうのは、要するにどこ

でもやっておるんで、当然もう町でも早くやらなきゃいかん。車１台持ってる人に幾ら

出すとか、そういうやり方もあったり、非常にいろいろユニークな方法もやっておられ

るというふうに思ってるけれども、何も奇抜的なことを狙わないかっていいんだけども、

きちっとしてやっぱり町も支援をしているなっていうのを、やっぱ早く見せることも大

事なんで、仕事の段取りとしてどうかっていうことで苦情を申し上げたけど、町長は一

生懸命これからやるっていうことなんで、12 月の補正になるんだか、臨時で議会をする

んだかよく分からんけども、本来は今、開会中だもんで、このときに最終日でもポッと
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出しゃ済む話だな。それがなかなか出てこんというのもおかしなもんだなというふうに

思うけれども、きちっとした行政が機能しておらんかなとも思ったりしました。 

よそが非常に次から制度出てくるんで、大きいからできるっていう、小さいからでき

るっていう、そういう話ではなくて、いつまでにこういうことをやらないかんぞってい

うようなそういうその先の見通しがちょっと甘いかなというふうに思っております。 

本題に戻るけれども、肥料も残り３割の部分がどうなるか分からんけれども、よその

行政も４分の１出すとか、いろんな政策案も出ております。そういうことも含めて、そ

れぞれでやっぱし要望があったときには町は対応していくってことが大事なんで、今回

肥料や餌のことを言っておりますけれども、燃料だとか普通一般的なものは大きな値上

がりがされておりますけれども、そのあたりのことも含めて政策を打つということであ

りますんで期待をしております。 

町長、今、考えておられるここら辺りまでにはきちっと出すぞということでお聞きを

して終わりたいと思う。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、期間についての話でございます。 

現在そうは言っても財源なしでどんどん町の財政調整基金をまくということは考えて

おりませんので、現在コロナの事業で今までの執行率の精査を行っております。それの

まとめに合わせまして、財源を確保して、12 月の定例会前にもし臨時会が取れるのであ

ればその中で打ち出せればいいかなと今、考えておるところでございますが、いずれに

しましても 12 月の定例会を必ず出すように、今、内部で検討しているところでございま

す。 

○１０番（森谷岩夫） はい、以上にいたします。 

ありがとうございました。 

○議長（黒澤哲郎） １０番、森谷岩夫議員の質問を終わります。 

ここでお諮りをいたします。 

休憩をとりたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは、ただいまから 11 時まで休憩といたします。 

 

 



 －208－ 

休  憩  午前１０時４２分 

再  開  午前１１時００分 

 

○議長（黒澤哲郎） 時間となりましたので、会議を再開いたします。 

 

◇ 塩 沢 貴 浩 ◇ 

○議長（黒澤哲郎） １番、塩沢貴浩議員。 

○１番（塩沢貴浩） それでは、通告に従いまして一般質問を行わさせていただきます。 

まず初めに、町の交通安全協会、安協に関してお願いをいたします。 

私も、安協の上大島支会のほうで４年間ほど役員としてお世話になりました。現在の

安協の主な仕事としましては、役員と代議員で分かれているとは思いますけれども、主

な仕事としまして、カーブミラーの新設、交換、清掃、また各区の町道の停止線等の白線

引き、交通安全週間初日の人並み作戦、月１回の街頭指導、会費の徴収、また駅伝大会な

ど各種イベント時の交通誘導などがあると思います。 

どの団体でもそうかと思うんですけれども、役員の方や、特に支会長や三役の方に負

担が集中するというような現状がございます。 

現在の交通安全協会の現状と課題についてお尋ねをいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは、私のほうから現在の交通安全協会の現状と課題についてのご

質問をいただきましたので、総括して全体のお話をさせていただきます。 

塩沢議員もご経験いただいたとおり、松川町交通安全協会がございます。これは松川

町として、全体としては、協会がございますが、各区各自治会にそれぞれ会員の方がい

らっしゃってご足労いただいているというのが現状でございます。 

その中で、現在の現状でございますが、やはり多くの作業をしていただいているとい

うこと塩沢議員のおっしゃったとおりでございますし、またいろいろ大変なところもあ

りますが、様々な活動していただいていることで松川町令和４年の４月８日をもって、

交通死亡事故ゼロの 500 日間の達成もできました。これはやはりひとえに、松川町の交

通安全協会の皆様のご尽力もその一端を担っていると認識をしております。 

ただ、課題につきましては、やはりあの事業の負担の重さであったりとか、区によっ

て少し違うんですが、代議員が料金を徴収しなければいけないというような地域のとこ

ろもございます。それが一元化されてないというところ。また、カーブミラーの設置等
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につきましては、一昔前と違いまして、その技術のある方が減ってきており、町からの

お金と集めたお金を使って設置していただいているところもありますので、その辺の今

の現状に合わせた変更が必要かなと思っておりますので、町から一方的に押しつけるも

のではございませんが、その現状の共有を皆様にしていただく必要があるということで、

課題として認識をしております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） すみません、ご答弁をいただきました。 

町長も認識をしてくださっているように負担の大きさですとか、またカーブミラー設

置等の技術を持ってる方が減ってきているといった課題がございます。 

安協の仕事の効率化について、いくつか質問をさせていただきます。 

カーブミラーの設置等については、それぞれの支会に判断が任されているところが大

きいと思います。今、申しましたように、道具を持ち寄って独自に設置していく支会、そ

れができる支会とまた業者に依頼をする支会等様々区によって特徴があると聞いており

ます。当然、業者のほうに依頼をすればお金が高くなってしまいますし、また以前は自

分たちでできましたけれど、お勤めの方も増えてきたということで、上大島支会でも最

近はなかなか難しいというのが現状ということでありました。 

そこでお尋ねをいたしますけれども、設置の業務というものを町に委託して、各支会

で一括ですることは可能かお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 町がカーブミラーの設置をできないかというようなご質問を頂戴し

ました。 

カーブミラーの設置ですとか付け替えにつきましては、専門的な工法を持たない交通

安全協会に委託することにつきまして、昨年度もほかの議員さんからもご意見を頂戴し

たところでございます。 

ご指摘のとおり支会によっては、専門業者に依頼しているところもございます。基礎

工事も伴いますことから、方法については支会にご判断をいただいているところでござ

います。 

また、費用につきましてですけれども、町が交通安全協会に委託をするという形をと

っておりまして、委託料として年間 70 万円を各支会の代議員数、それから会員数に応じ

て配分をさせていただいております。あわせまして、年間１人 300 円ということで、交
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通安全協会費を納めていただいておりますけれども、そのうちの 180 円を支会の補助金

ということで、会員数に応じて配分をさせていただいておりまして、その中でカーブミ

ラーの設置ですとか、付け替えについて充てていただいているというふうに認識をして

いるところであります。 

今、議員からお話がございました町が設置をしていくということにつきましては、こ

れまでのように、町が交通安全協会に委託するという方法からの大きな転換というよう

な形になりますので、こちらにつきましては、安協の三役会等で議題として取り上げて

検討をしていく必要があるかというふうに考えております。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

大きな転換点ということであります。また、もちろん三役会での議論も必要になって

くると思いますし、それがいいのか悪いのかといったところから議論が始まっていくか

と思いますけれども、ぜひ町民の方というか役員の方の負担が減るように、議論をして

いただければと思います。 

また、設置についての費用が増えた場合になりますけれども、誰が負担するのか年会

費が上がるのか、また自治会に未加入の方の負担をどうするかと、様々議論する論点が

あるかと思いますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。 

今、会費の話が出ましたけれども、あの会費の徴収についてお尋ねをいたします。 

これは現在の自治会対策会議とも絡んできますので、バランスが難しいというか、自

治会の仕事を増やすのではないかと思われますけれども、現在この安協の会費の徴収と

いうものは、代議員の方が自分の自治会、区を１軒１軒回って、直接回収をしていると

いう現状であります。当然、会えない家もありますし、時間帯が過ぎているお家もあり

ますし、お勤めの方であれば休日がほぼ１日潰れてしまうくらいの業務量ということで、

こういった会費の徴収についてですけれども、これは自治会の回覧等と同時にできるの

ではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） はい、今回議員さんからご質問を事前にいただいた中で、各支会に聞

き取りをいたしまして、その状況についてお知らせしたいと思います。 

現在、上大島支会と上新井支会、それから上片桐支会の一部で、代議員の方が集金を

されているようです。で、生田支会につきましては、毎月の納税集会の折に集金をされ

ているということを伺っております。 
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議員がおっしゃいます、自治会回覧と同時に行っている支会、これもそのほかの支会

はやっておりますので、方法としては可能であるというふうに考えております。 

現在、各支会のほうへ会費の徴収方法ですとか、先ほどのカーブミラーの設置といっ

たような部分についても、アンケートをお願いしておりまして、10 月 10 日までにこちら

のほうへ出していただくようなことをしております。 

これにつきましては、次回の三役会の中でそこら辺の議題とさせていただきまして、

準備をしていきたいというふうに考えております。 

いずれにしましても、代議員の皆さん方の負担がこれ以上増えないように、改善でき

るところはしていく必要があるというふうには考えているところでございます。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

各区ごとに特徴がある、またそれぞれの実情に合わせて徴収をしていただいていると

いうことで大変にありがたく思っております。また、負担の軽減という意味で、なるべ

く代議員の方の負担が少なくなるようお願いをしたいと思います。 

今、答弁いただいたように、各自治会ごとの特徴、各区ごとの特徴もございますし、ま

た、これから安協を町全体として１つの方向性を出していくかが焦点と思われますけれ

ども、最後に町長にお聞きしますけれど、この安協の今後の方向性に関しまして、町長

のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えをさせていただきます。 

冒頭にも申し上げましたが、現状ではあの交通安全協会の皆様には大変ご負担がかか

っていると感じております。また、会費の徴収方法につきましても、地域によってかな

り差があるということについても検討しなければならない時期と来ていると考えており

ます。 

その中で、今の総務課でもアンケートをとっている、その結果を見まして、現在のや

り方のメリット、デメリットを伝えながら考えていく必要があると思っております。 

現在のやり方のメリットとしましては、各支会の現場の裁量が大きいということでご

ざいます。ただ、デメリットとしては負担が大きいということも現在問題でございます。

全体で今度、町で一括でというふうになってきますと、今度は厳格なルールとか裁量が

少しなくなるというようなところも考えながら、メリット、デメリットを示して、時期

を含めて相談をしていきたいというのが今後の方向性でございます。 
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よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

あの負担のバランスとまた今後の自治のバランスもございますし、自治会に入ってい

る方と未加入の方とのバランス、どちらにしろ交通安全協会、人が現在少なくなってい

る現状ですので、過渡期と言いますか、今後の方向性が大事になってくるかと思います。

少なくとも会費の徴収があまり進まずに、代議員の方が身銭を切るというような事態が

なくなるように、より良い方向に進展をさせていただければと思いますので、お願いい

たします。 

個人的な意見ですけれども、子どもを送り迎えしたりするときに街頭指導でＰＴＡも

含めてそうなんですけれど、街頭指導に立っていっていただけると大変心強いなと感じ

ておりますし、ありがたいなとも思いますので、ぜひまたそういったボランティアのほ

うは続けていっていただければと思いますし、また役員はできないんだけど、あの街頭

指導だけはやってみたいなという自治会の未加入の方もいらっしゃいますので、またぜ

ひそういったニーズも掘り起こしながら、良い方向に進めていければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

では次の質問に移らせていただきます。 

議会のほうでも今年の４月より公式のＬＩＮＥを始めまして、公式ＬＩＮＥサポータ

ーという形で町民の方から様々な意見が寄せていただけるようになりました。 

その中の１つに子ども用品、ＬＩＮＥで話題に上がっていたのは、ベビーカーですと

か、チャイルドシート大きなものですけれども、「これをうまくリユースして、次に使う

方へ渡せないか」という意見がございました。 

調べましたところ、リユースの取組としまして、「おひさま」で譲渡会が行われていた

ということでありますので、その現状についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） はい、今ご質問いただきました「おひさま」のリサイクル交換会の

現状をということで質問がありました。 

現在、子育て支援センター「おひさま」のほうでは、保育園の関係用品、通園の鞄です

とか帽子なんか、また子ども衣料、子ども用品なんかをリサイクル交換会として開催を

しておりましたが、提供いただく品物ですとか、引き受けていただく希望者が減少して

きておりまして、昨年度で一旦終了をさせていただいております。 
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今年度以降のリサイクル交換会なんかの開催の日程は未定となっておりますので、ま

たよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

あの品物の不足ですとか、お聞きしたところは、若いお母さん方は「メルカリ」とかネ

ットの方に自分で出品をしてなかなか品物が集まらないということもお聞きしましたの

で、現在は行われていないということでございます。 

近隣の市町村にお話を聞いたところ、こういったリユースの譲渡会というのはどこも

やっていないということでありましたので、これ松川だけの事業ということでありまし

た。 

で、「おひさま」の通知を見ておりましたら、「おひさま」でも最近ＬＩＮＥを始められ

たと伺っておりまして、このＬＩＮＥを少し発展させまして、リユース希望の商品です

とか、リサイクルの商品をＬＩＮＥに掲載し情報を発信して、希望者に周知することは

可能かお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 「おひさま」で現在取り組んでおります公式アカウントを使いまし

たＬＩＮＥでございます。登録者のほうも大分増えてまいりまして、イベントの周知な

んかに現在活用をさせていただいてるのが現状かなと思っております。 

ご質問のいただきました、主にベビーカーやチャイルドシートの大きなものをこのＬ

ＩＮＥを使って交換会みたいな形でというご質問をご提案いただきました。 

ベビーカーやチャイルドシートにつきましては、安全使用期間というものが設けられ

ておりまして、使用の頻度によっては、取引っていうかその交換ができないできにくい

状況になっているのかなと思っております。 

ご提案いただきましたそのリサイクルの希望のもの物品なんかを例えば「おひさま」

で写真なんかを掲示して、利用していただく方の情報交換の場みたいな形になる場所と

なるのなら可能かなと思っております。そういった向きも含めまして、検討、研究をし

てまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁いただきました。 

また、ぜひ運営の一環としてまた進めていっていただければと思います。お願いいた

します。 
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先ほどのＬＩＮＥサポーターの件ですけれども、茅野市のほうでは持っていったチャ

イルドシートですとか、そういったものは無料で引き取ってくれるという投稿がござい

ましたので、少し調べてみましたけれども、茅野市では行政が中心ではなくＮＰＯ法人

がメインで、そういった学用品ですとか日用品も含め、リユースリサイクルの取組を 18

年ほど前から行っているということでありました。 

リユースといっても、フリーマーケットのような形で 50 円、100 円、500 円といった

ような値段で販売をして、売上げもあるということでありました。 

この売上げをそういった処分料に充てているという話もありましたし、また、販売と

は別に貸出しといったことも行っておりまして、先ほどのベビーカーやチャイルドシー

ト、子育て世帯から、次の子育て世帯というパターンもありますし、「おじいちゃんおば

あちゃんの世帯が、お孫さんのために短期間借りていくといった新しいニーズがありま

す」ということもお聞きいたしました。こういった新しいニーズが掘り起こせれば一番

いいかなと思うんですけれども、まず自治体の規模が違いますので、まずは行ってみる

のも大事かなと思います。 

先ほどの「おひさま」の事業も、近隣の市町村では松川だけでありますので、ぜひまた

大事に続けていっていただければと思います。また、今、申しました貸出事業ですとか、

ＬＩＮＥや広報の活用、また社協との連携等、まだまだあの発展の余地があるかと思い

ますけれども、こういった点についてはいかがでしょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） 今、茅野市さんの取組の事例をご紹介いただきながら、松川町の取

組を検討ということでご質問いただきました。 

こういったＮＰＯさんですとか、以前フリーマーケット、バザーなんか取り組んでい

ただいてる団体の皆さんが活発に活動されていたという部分は承知をしておりますが、

近年では、そういったフリーマーケットやバザーが開催されなくなってきておるという

のは承知をしております。 

松川町でもこういったＮＰＯさんみたいな取組ができるのがあれば、また一緒になっ

て考えてまいりたいなとは思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

今課長のほうから「フリーマーケット」という言葉が出てまいりましたけれども、フ
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リーマーケットに関しましては、現在は様々な形態があるということで、親子で参加で

きる「親子フリマ」、ベビー用品に特化した「ベビーフリマ」、珍しいところですと子ども

たちだけで販売や参加ができる「子どもフリマ」と形態は様々あるようですけれども、

こういったフリーマーケットのようなイベントを開く際に問題になってくる点があるか

お聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 下井こども課長。 

○こども課長（下井昭二） フリーマーケットで、子どもが使われる用品なんかを交換できる

ようなイベントを開催するのにどういった問題があるかということでございます。 

それぞれ取組される方、また個人または団体、その皆さんの開催の方法等を聞く中で、

うちのこども課、教育委員会として取り組める方法があるかないか一緒に考えてまいり

たいかなと思っております。 

何組か集まっていただいて、団体みたいな形で開催ができれば、教育委員会でもいく

らか手助けができるかなと思っておりますが、まずそういったご要望を団体さんの内容

を確認しながら、開催に向けて支援は可能かと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

誰が中心者になってやるかが重要かと思います。お隣の中川村では、いくつかのママ

友サークルが協力をして、商業施設等を借りてイベントを行っているとお聞きをいたし

ました。 

松川町でこういったイベントを行う際ですと、町としての協力がいただけるかをまた

お聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、私のほうからお答えさせていただきます。 

あの商業施設を借りて、あのイベントやるときの町の手伝いっていうのは、なかなか

ちょっとニュアンスが難しいんですが、やはり町全体としてそういう取組を促すことは

大切と思っておりますので、その運営に関してのお手伝いが私たちができるのかなと思

っております。 

また、例えば行政の何か持ち物の施設でやるといったところは、町がもう少しお手伝

いできるようになるのではないかなあと感じております。 

茅野の話もありました。また、今回の話に当たって松本市でも大分大きくやっている
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もんですから、調査をいたしましたが、やはりＮＰＯ法人がやっているというところと、

例えば、私も子どもを育てる中で例えばベビーバスなんか本当に数カ月だけでいいんで

すけど、ああいうのはわざわざ買わなくてもいいのかなっていうようなところとか、ベ

ビーカー、チャイルドシートに当たっては、やはり経年劣化もございますので、その辺

が調べてみますとかなり細かく規定をして、何年から何年のこういうものでないと出せ

ませんっていうのは、規定の整備はどうしても必要になるかなと思いますので、まず取

り組むのであれば、子どもに関わるものでございますので、危険性がなくて短期間のも

のというニーズを把握してやってくということからスタートができるかなと思っており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 塩沢議員。 

○１番（塩沢貴浩） はい、ご答弁をいただきました。 

今、町長答弁いただいたように行政として、また民間を巻き込みながら一緒にやって

いければいいのかなと思っております。 

また、イベントの１つとして開催をされることを希望しますし、松川はちょっとイベ

ントが少ないのかなっていう気もしておりますので、各団体にお声掛けをしながら、町

全体が町民の方に喜んでいただけるようなイベントをまた考えていければと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（黒澤哲郎） １番、塩沢貴浩議員の質問を終わります。 

 

◇ 間 瀬 重 男 ◇ 

○議長（黒澤哲郎） 続いて１２番、間瀬重男議員。 

○１２番（間瀬重男） 通告によりまして一般質問をさせていただきます。 

今回は２項目にわたって質問をさせていただきます。 

まず１つとして、「リニア対策関連事業について」、もう１つは、「森林資源の活用につ

いて」質問をさせていただきます。 

まず、１点目のリニア対策関連事業についてでございます。 

今から 14年前でございます。我々１期目の選挙に挑戦したころでありました。14 年前

ＪＲ東海がリニアモーターカーで東京・名古屋を結ぶ実現に向けたリニア中央新幹線構

想を公表いたしました。 
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ルートにおいては、Ａ・Ｂ・Ｃ、３ルートあったわけでございますが、あれこれ議論さ

れたわけでありますが、南アルプスを貫くＣルートに決まりまして、我々、関東関西に

向けた交通辺地としては、中央自動車道開通に次ぐ夢の実現であり、まさに伊那谷の夜

明けということでありました。 

早期完成を願って乗ってみたいのは誰しも同じであります。ＪＲは 2027 年開業を目標

として、頑張っておるわけでありますが、静岡工区における様々な問題により、先の見

えないのが、誠に残念であります。 

宮下町長就任以来３年半経過いたしました。当初より工事が進捗する中で、南アルプ

ストンネル工事による発生土に関する様々な問題が浮上してまいりました。 

町としてリニア対策特別委員会が立ち上げられ、発生土の受入地や運搬路対策等膨大

な会議や地域説明会が行われてきました。地域住民の皆様等のご理解により、ダンプに

よる発生土運搬が今のところ平穏に行われているように感じておるわけでございます。 

そこで、個別の関連事業については、関係課長にお伺いをしたいと思います。 

まず、町長にお伺いしたいことでありますが、これまでに乗り越えてきた中で最もリ

ニア対策でご苦労されたことは何か。 

２点目として、リニア対策によりこの町にもたらした良いこと、またそうでないこと

は何であるか。 

もう１点として、今後も長く続くリニア対策にどう臨んでいくのか。まずこの３点を

お伺いしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは間瀬議員の質問にお答えをさせていただきます。 

ちょっと最初の話と少し違うところもありますので、うまく答えれるか分かりません

が、まず今回のリニア中央新幹線の話の現状から少し話しながら、そちらの質問を答え

させていただきたいなと思っております。 

リニア中央新幹線長野駅を飯田市へ誘致するために、近隣町村が一丸となって今まで

協力体制をとってきたのは、間瀬議員のおっしゃるとおりでございます。 

また、松川町町内でも、大鹿村の南アルプストンネル工事で発生したリニア発生土の

利活用の計画であったり、また発生土運搬計画への協力とＪＲ東海に対しお互い協力体

制というのを維持しながらやってきたところでございます。 

その中で１番目の質問として、最も苦労したのは何かというお話をいただきました。

当然、町内の発生土の利活用に関しては今も模索をしているところですが、発生土の利
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活用という話でありますと先の見えることですので、まだそちらは話がしやすいんです

が、やはり発生土の運搬、町内を通るということに関しては、なかなかそれによって何

かがプラスになるという方向性は最初示せないところがありました。その中で発生土運

搬を町内の分散、また町内だけでなくほかの町村にもお願いをして分散をしなければい

けない、この決断から説明というのが、現在のところ苦労したところでございます。た

だ、このリニア事業、まだ続いておりますので、まだちょっと総括はあまりできないと

ころがあります。 

その中で間瀬議員、本当に地域の皆さんの理解とご協力のもと、何とか今、進めてい

るというところは、私も同じ認識でございます。 

そこで、２つ目の質問のリニアのこの工事のもたらした恩恵とその問題というような

観点で言っていただきましたのは、今、お話したとおり、やはり今後の発生土の利活用

の部分とか、このリニアの発生土によって町道の拡幅とかにＪＲに協力していただきな

がら町道の新設・拡幅事業ができたということはプラスでございますが、やはり負担を

受けるということに関しては、やはり大きなまだまだ解決していかなければいけない問

題はこれ現在進行形でございますので、３番目のどう考えているかというところもござ

いますが、刻一刻と状況が変わっているというのは現状でございます。正直、今の段階

で 2027 年の開業というのも、ＪＲ本社の社長すらもはっきり言えてない状況でございま

すので、常に起こる状況を鑑みながら、町として対策をしながらＪＲに求めていく。そ

れを住民の皆様にも周知していくというのが今後も必要な体制だと思っておりますので、

今も現在進行形で取り組んでいる問題と認識をしております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） はい、３点について答弁をいただきました。 

本当に当時、町行政、また関係者においては、これまで様々なご苦労をなさってきた

ことに敬意を表する次第であります。 

また、今、町長も申されたとおり、今まで考えにも及ばなかった町の道路行政等につ

いての進捗があったことは非常に良いことだと考えるわけであります。 

今後、まだ長く続くリニア対策でありますけれども、またその折々に良い方向に向け

た対策を講じていっていただきたいと思います。 

それでは、次に個別の関連事業等について、お聞きをしたいと思います。 

まず発生土の受入地でございますが、今のところ前河原道路、福与河原、また青年の
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家のグラウンド等については聞いておるわけでございます。話に持ち上がった中で、前

河原外堤防等についての受入関係についてはどうなったのか。また、生田中山地域の丸

ボッキ地籍の問題はどうだったのか。また、受入先の土量と事業計画の現在の進捗状況

等分かりましたら完成予定、福与河原等についてはどうなっておるか、まずこの点につ

いてお伺いをしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 小沢リニア対策課長。 

○リニア対策課長（小沢雅和） それではリニア発生土の受入状況について、ご報告を申し上

げます。 

まず、前河原道路につきましては、ＪＲ東海と協定を結んでおります。約 10 万㎥の発

生土を盛土材として利用させていただきます。現在につきましては、事業実施に向けま

してＪＲ東海と打合わせ、協議を行っている状況でございます。 

それから福与河原につきまして、県を通じてＪＲ東海へ情報提供をさせていただきま

した。まずＪＲ東海からの実施を行うというような回答はいただいておりませんけども、

現地の測量等を実施しまして、事業実施への要望を現在も強く要望しているところでご

ざいます。発生土の利活用につきましては約 25万㎥を計算をしておるところでございま

す。 

青年の家のグラウンドにつきましては、今後のあと地利用に合わせる形としまして、

リニア発生土を利活用する計画となりましたら、ＪＲ東海へ要望していってご協力体制

を整えていきたいと思っております。 

前河原外堤防、外河原という地名だと思います。ここにつきましては、地権者の皆様

方から土地利用の意向調査のアンケートを実施しました。この結果ですけれども、「現在

のままで良い」というような回答が約３割ありまして、この場所への発生土を盛土にす

るっていうことは少し難しいということで判断をしたところでございます。 

生田丸ボッキにつきましては、地権者の方から「農地とか入口道を広くしてスムーズ

に農作業できるように」というようなことで要望を受けております。一度、地権者全員

にお集まりいただきまして、どのようなことを考えていらっしゃるのかお話を聞きたい

と思っております。 

ただですね、熱海で発生しました土石流の災害や阿智村の清内路でのクララ沢での土

石流危険渓流地域の問題等、盛土に関する住民の皆様の理解が一層難しくなってしまっ

たと懸念が強まっております。慎重な対応が必要になってくると思われます。 

以上でございます。 



 －220－ 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） はい、それぞれ答弁をいただきました。 

前河原道路においては 10 万㎥、福与河原においては 25 万㎥ということで、35 万㎥等

が町の関係する地域で発生土の活用ができるということで、その地域の、また圃場整備

や土地改良がされて、いろんな面でやりやすくなるのかなあということと、それから災

害に対しても、効果が期待されるわけであります。 

前河原の外河原については、地元の理解が得られないということで中止という形にな

ったかと思われます。 

また、生田丸ボッキ地籍については、今、各地で埋立てによるいろんな普請が発生し

ているとで、問題は非常に難しくなっておるのかなあということであります。 

中でも前河原道路とそれから福与河原の関係については、完成をいつ頃にみておるの

か。その点についてまずお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 小沢リニア対策課長。 

○リニア対策課長（小沢雅和） 前河原道路につきましては、今現在もういつぐらいに進める

ということで協議をしております。 

今現在の詳細設計ができた状況でありまして、それを地元にまた投げかけをしまして、

スケジュールはどのぐらいのスケジュールでという形で、今現在、ＪＲと協議をしてお

りますので、また細かく決まりましたら、何らかの形で議員の皆様にはお知らせしたい

と思っております。ちょっと今現在は、いつぐらいからっていうのがはっきりとは決ま

ってない状況です。 

福与に関しましては、ＪＲのほうはまだ確実に土を利用するというのは返事はいただ

いておりません。ですけども、それに向けて強く要望しておる状況で、現在、現地の測量

と、あと上物の物件の調査を今現在は業者に委託しまして、発注している状況でござい

ます。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 完成予定については、まだ不明なところが多いということであります

が、福与河原においては水田等の圃場でありまして、やはり作付け等に関するいろいろ

な問題があるかと思われますので、極力早く完成することを願うわけであります。 

次にですね、発生土の運搬路対策事業でありますが、先ほども坂本議員からの道路行

政における質問でお答えをいただいている面もございますが、護岸線・洞新線新設改良

事業の進捗については先ほどお聞きしましたので、次の質問に入りますけれども、先ほ
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ども坂本議員も質問しましたが、洞新線の新設による国道への安全な接続対策について

質問されました。やはりあそこ、国道、多少カーブになっており、大変接続が難しい場所

かと思われます。町としては、信号を考えた安全の対策を講じていくということであり

ます。 

あそこの新設道路でありますが、下の新設の入り口から橋までは非常に多少は傾斜が

きついわけであります。国道へ出る間でありますけれども、今、移転を迫られているあ

の工場の辺でありますが、国道へはどんなような構造というか、多少平らなところが求

められるような気がいたしますが、その辺どんなような道路の設計になっておられるか。 

それから次でありますが、前河原道路への発生土運搬路の計画をどんなように計画さ

れておるのか。それについては、やはり地元との協議対応が必要になってくると思われ

ますが、その点について。 

それから前河原道路でございますが、発生土で埋めたってふるさと農道がつながりま

す。その途中で国道への接続の計画が以前示されておったわけでございますけれども、

その計画については以前、お示しになったとおりなのか。この点についてお伺いをした

いと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 小沢リニア対策課長。 

○リニア対策課長（小沢雅和） それでは洞新線の関係、説明をさせていただきます。 

まず、先ほども坂本町議にもご説明しましたけども、町道洞新線に関しましては、１

工区・２工区とも、現在は順調に進んでおるというふうに認識をしております。 

これは来年の１月末、もしくは２月の上旬では全線開通をして、一般車も通っていた

だくような、そういうような形で予定しております。 

問題点としましては、国道 153 号との交差点の部分がですね、内カーブということで

見にくいことが既に懸念をされております。将来的には信号機が必要なのかなというふ

うに思っておりまして、既に公安にも要望しておりますけれども、継続して強い要望を

上げていきたいと思っております。 

それから接道部分の道路構造の内容をということでご質問いただきました。 

まず、計画路線としましては、センターラインを引いた２車線になりまして、片側 2.75、

路肩が 75 で 3.5ｍずつの２車線になります。それと、ここは交差点なりまして、町道の

洞新線のほうに右折のレーンを造りますので、国道に接続する部分は３路線になるとい

うふうに、そういうふうに思っていただければ結構でございます。幅員としましては１

路線、最低幅の 2.75 でございます。それの３路線で国道に節道と。 
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それから勾配の関係をお聞きされてましたけども、鶴部のほうから来ました 153 橋渡

ってから、少し西から北に舗装のカーブがあるもんですから、ちょっとキャンバーとい

う勾配がついております。そのキャンバーが大体 2.5％でありまして、国道の接道から今

現在、民間の事業所があります平らな部分のところを全て 2.5％で下ろしていきます。

2.5％ですので、大分緩く交差点で止まって左右を確認してから国道のほうに出ていただ

けるそういうような形で計画を立てております。 

ブレーキを踏まなしおれば、やはり勾配がありますので、そのまま落ちていきますけ

れども、ブレーキを踏んでもらって、そんな急な坂道ではありませんので、きちんと交

差点のところから国道のほうに進入できるのかなというふうに考えております。 

それから、まず前河原道路への運搬の計画、これに関してご質問いただいております。 

前河原道路につきましては、土留工を行いまして、直壁の構造物を設置をしまして盛

土にします。その計画はこちらでつくりましたけども、盛土とする事業につきましては、

ＪＲ東海の方で実施をします。それを盛土を作って土留の部分が終わりましたら、その

上の部分を、町道として改良するのが町の施工部分という形で計画をしております。で

すので、盛土の部分はＪＲ東海が施工すると、実施するということで現在は進んでおり

ます。 

これに関しましては、運搬路の関係が地元の方たちにも相談をしなければならないと

思っておりますので、ＪＲ東海と一緒になってですね、地元と協議して運搬路を決めて

いきたいと思っております。現在はまだ運搬路は決まってない状況でございます。 

それから「前河原道路の国道への接続の計画は、以前示されたとおりでありますか」

というふうなご質問をいただいております。 

前河原道路と国道との接続の道路でありますけども、以前お示ししましたとおり、Ｓ

字路線で国道 153 号に接道するというような形で計画を立てております。 

で、接道の部分に関しましては、２車線の幅員で、幅員 4.5ｍの拡幅部分を足して、広

くして接道をしてございます。 

また、国道 153 号には、飯田方面から進行してきまして、右折のレーンを設けてあり

ますので、この国道の部分での渋滞は緩和されることと思っております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） はい、それぞれ答弁をいただきました。 

次に、発生土の国土強靱化への活用についてお伺いをしたいと思います。 
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堤防は国の事業とはいえ、この町にかかる天竜川堤防、完成堤防ではないと聞いてお

ります。完成堤防よりどのくらい現在低いのか。また、かさ上げの計画はあるか。それか

ら、これまでの大雨台風時の危険水位の記録で、本当に危険と思われたのはどのぐらい

でした。いつというか。それから堤防かさ上げや強靱化のために発生土の活用はできな

いのか。本堤防というか、本体にはなかなか発生土の活用が難しいということは聞いて

おりますけれども、何かうまい活用の方法はあるのか。それから前河原の松川浄化セン

ターでありますが、洪水などによる浸水対策はできているのか。この点についてお伺い

します。 

○議長（黒澤哲郎） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） はい、ご質問をいただきました。 

ちょっと順番が前後するかと思いますが、お答えさせていただきます。 

まず天竜川堤防かさ上げのための発生土の利活用につきまして、これはですね、リニ

ア中央新幹線によるトンネル掘削の発生土を、町内の天竜川堤防のかさ上げや補強等に

活用する計画はないのが現状であります。トンネル発生土、いわゆる掘削ずりと言われ

るものですが、土質的に停滞の強度が確保できないことが一番の大きな理由となってお

ります。 

それから、これまでの大雨や台風のときの危険水位の記録ということで質問いただき

ました。町内の天竜川が危険水位に達しまして、被害が発生した記録については、皆さ

んご承知のとおり昭和 36 年の６月の三六災害と、昭和 58 年９月の台風 10 号災害が有名

であると思っております。近年では、平成 18 年の７月の梅雨前線豪雨が挙げられます。

このときには、旧宮ヶ瀬橋の橋面を越水してしまいました。通行規制もかけられまして、

宮ヶ瀬橋も左岸側の橋台が洗掘されまして、これが宮ヶ瀬橋架替要望のきっかけにもな

ったところであります。 

今後、天竜川の堤防はこのままで良いかというご質問に対しましては、国土交通省中

部地方整備局では、平成 21 年に天竜川水系河川整備計画というものを策定しました。こ

れはおおむね 30年を想定した長期整備計画でありまして、その中の天竜川の堤防強化に

ついて、洪水の通常の作用に対する安全性の強化をうたっています。具体的な整備箇所

については、右岸側では旧宮ヶ瀬橋の上下流区間、左岸側は宮沢川から間沢川の区間で、

完成堤防による整備が計画されております。 

町としても、事業主体である天竜川上流河川事務所と事業懇談会や現場合同巡視の機

会を有効に活用しながら、この堤防整備について確実に事業化してもらえるように要望
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したいと考えておるところでございます。 

また、もう１点、前河原の浄化センターの災害対策、主に浸水対策のことであります。

前河原地先に立地してます松川浄化センターの災害対策につきましては、町としては地

震、浸水、停電についての策定計画を策定しております。松川浄化センターは、天竜川の

計画高水位、ハイウォーターレベルというものでありますけども、これを考慮して、地

盤高を決定しておりまして、Ｌ１レベル降雨、これは 100 年に一度の確率の降雨であり

ますが、これでは建物は浸水しないという想定となっております。ただし、放流口があ

る野岩川の下流付近で最大浸水深が３ｍと想定されておりまして、放流口より水位が上

昇した場合は、処理水の放流ができなくなり、流入汚水で施設が浸水する可能性が出て

きます。その場合に備えて時間最大流入汚水量、時間約 120 ㎥に対しまして、時間約 13

㎥の非常用排水ポンプを用意してあります。 

それから、付け加えまして、浸水時には停電も発生する恐れもあります。停電時でも

全ての水処理機器を稼働させることができる規模の自家発電設備を設置して、２日間は

燃料給油なしで設備を稼働できるよう常時備えている状況であります。 

以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） はい、それぞれ答弁をいただきました。 

前河原の松川浄化センターに対する浸水対策は、100 年に一度のそんなような洪水に

対しても考慮されておるということで半分安心をしておるところであります。 

次に、ＪＲとの関わりについてでありますが、ＪＲとの連携はリニア対策等で今、つ

ながっていると考えます。運搬路問題で運動公園上の飯田線との交差点、交差部改良問

題が浮上してきたわけでありますが、護岸線の改良により話が横に置かれてきたわけで

あります。問題解決のための筋が違うわけでありますが、リニア対策のあるうちに関わ

りを続けることが大切と思うわけであります。 

先ほども宮下町長から、これらに関するようなことについて発言がありましたが、も

う一度、このＪＲとの関わりについて町長からお伺いしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは私のほうから答弁させていただきます。 

運動公園の上の町道がクランクになっている箇所のご指摘かと思います。 

現在、町が働き大変強めてきている中、国土交通省の天竜川上流河川事務所、また長

野県及びＪＲ東海との間で協議が進められているところでございます。これは本当に町
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にとって大きな一歩であると思っております。 

間瀬議員おっしゃるとおり、このリニアの事業が続いている間にきちんと連携をとり

まして、庁舎内では建設水道課、またリニア対策課と連携をしっかりとって、この機を

逃さず、先に進めていく所存でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 答弁をいただきました。 

答弁をいただいたとおり、やはりこのリニア関連の対策が行われている間というか、

そういうことが大切であると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

次にですね、森林資源の活用についてお伺いをしたいと思います。 

戦後、植林された町有林、民有林の植林木でございますが、75 年近く成長して立派な

大径木となっておるわけであります。近年、外材の輸入が抑えられている中、ロシアの

ウクライナ侵攻により、木材の供給の難しさと価格の高騰が、木材関連産業に大きな影

響が及んでいる次第です。 

この成長した森林資源をどう生かしていくべきか。町長からお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（黒澤哲郎） ここでお諮りをいたします。 

間瀬議員の質問の途中ではありますが、12 時になりましたので、一旦中断し、休憩と

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） それではただいまより午後１時まで昼の休憩といたします。 

 

休  憩  午後 ０時００分 

再  開  午後 １時００分 

 

○議長（黒澤哲郎） それでは時間となりましたので、会議を再開いたします。 

間瀬議員の質問に対する答弁からということでお願いをいたします。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは、私のほうから森林資源の活用について、どう生かしていくべき

かというご質問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。 

町内の森林資源でございますが、ご指摘のとおり、戦後植林された植林木が 60 から 70
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年製の柱がとれるにまで成長をしている状態でございます。 

この資源をどう生かすのかとのことですが、１つは丸太素材として出荷をすることで

ございます。現在、ウッドショックの影響もありまして、木材価格というのは徐々に上

がってきておりますので、搬出できるものは積極的に市場に出していくことでございま

す。 

また、町有林の素材につきましては、本年度、上片桐の鳩打峠での間伐を予定してお

り、当初の収入見込み100万円を大幅に上回る250万円の販売見込みがついております。

来年度も優先的に収入が見込める町有林の間伐を進めてまいります。 

また、２つ目でございますが、ちょうど今、時期でございますが、当町の特に竜東地区

の特産品でありますマツタケも大事な林産物資源でございます。９月末までキノコ入山

鑑札の販売をしておりますが、マツタケが出る環境を維持していくためにも、マツクイ

ムシの防除対策とアカマツ林の適正な手入れをしていくことが必要と考えております。 

また、３つ目でございますが、森林そのものが国土保全の機能を有する資源でござい

ますので、伐採をしたら植林をして下草刈り、また除伐・間伐といった必要な施行を続

けた後、再度伐採して、木材やチップに活用する、人が関わるサイクルを続けることが

大切と考えております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 成長した森林資源をどう生かしていくかということで、答弁をいただ

きました。 

町としても、町有林等の原木を伐採して販路というか、材料として搬出していくとい

う計画があるそうであります。 

また、マツタケもやはり同様な森林資源ということでありまして、これについては、

マツタケやはり生えてこないとなかなか思うようにいかないわけでありますが、これら

についても、町の産業として生かしていくとは同様、同感でございます。 

また、飯伊の森林組合においては、飯伊の市町村長さんたちは何らかの関わりを持っ

ておるわけでありますが、こういう森林資源の活用について何か情報の共有等、図られ

ておるのか、その点についてもお聞きしたい。 

○議長（黒澤哲郎） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 森林資源の活用に限った会議は少ないわけでありますけれど、

予算編成時に、年度当初には森林組合との事業打合せを行っております。また、日常業
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務の中で森林組合や県林務課とは、現場調査ですとか事務連絡をとっております。 

また、国有林管理の関係では、中部森林管理局の南信森林管理所、また分収林の管理

におきましては、森林整備センターということで、毎年事業説明会がありまして、その

中で連絡会議等を行っておる状況でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 町にはかつて８社ほど製材所があったと思われます。現在は、４社程度

の存在があるわけでありますけれど、そのほとんどが自社の事業のための製材所と思わ

れるわけでございます。 

今の状態では、この地域課題というか、森林資源活用の課題には解決はできないよう

な気がするわけでございます。 

今、課長の答弁もありましたけれども、町の森林組合や関係団体や業界、民間団体等

もあるわけでありますけれど、森林資源の活用について、今も会議はどういう会議かは

あまり分かりませんでしたけれども、研究や会議を持ったことはおありになるのかとい

うこと。それから、森林資源を生かすためには、やはり製材所や木材加工工場が必要と

思うわけであります。 

市町村だけではなかなか難しい課題と思われるわけであります。広域で考えて、国や

県も動かす中で、国や県の何か振興策というか、そんなようなものはおありになるのか、

その２点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、私のほうからお答えをさせていただきます。 

会議については、先ほど課長が答弁したとおり、定期的に各団体との会議というのと、

あとは担当者が常に連携をとりながら行っているというのが全てでございます。 

その中で、町村会とか広域としてとるべき対応という、あの観点でご質問をいただき

ました。 

現在、下伊那郡の町村会におきまして、飯伊森林組合の皆様とお話をしながら、私た

ちも構成メンバーの１人ではありますが、その中で実際に林業に従事しておられる方の

条件の条件をもっと良くしなければならないという待遇改善のための呼びかけを町村会

に向けて、その先、県や国に向けて要望活動を行っております。これは今年の動きでし

て、やはりもう少し地元の皆さんが稼げる仕事にしないとなかなか活用もできない、そ

の人材も育たないという悲痛な思いから、現在そのような取組として、全体、広域通し

て上げているというのが現在の状況でございます。 
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○議長（黒澤哲郎） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） はい、なかなか現段階では、この成長した森林資源を生かすための情報

共有とか課題について、なかなか思うようにいかないわけでありますけれども、こんな

ような問題を提起したという私の思いの中からも、今後それぞれのお立場で何か森林活

用についてしっかりとした情報共有をしながら、国や県にもしっかりと要望活動等行っ

ていっていただきたいことをお願いしまして一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（黒澤哲郎） １２番、間瀬重男議員の質問を終わります。 

 

◇ 米 山 郁 子 ◇ 

○議長（黒澤哲郎） 次に、４番、米山郁子議員。 

○４番（米山郁子） それでは通告に従いまして質問させていただきます。 

今回の私の質問は、「時代に沿った図書館・資料館改修について」でございます。 

令和４年度当初予算では、図書館・資料館の長寿命化改修事業に当たり、改修工事の

設計業務といたしまして 700 万が計上されております。来年の５年に改修工事に着手さ

れる予定とのことでございます。 

町長の令和４年度の町政運営に関する施政方針の中では、図書館・資料館改修に当た

りまして、「時代の変化に合わせ、公設図書館の機能に加え、子育てや教育といった機能

の強化も図っていく」と記載されてございます。 

まず初めに、町長の方針としまして、図書館における子育てや機能強化とは具体的に

何を指すのかご説明ください。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは、米山郁子議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

町長の方針では、図書館における子育てや教育機能強化とは具体的に何を指すのかと

いうご質問をいただきました。 

まず、図書館におきましては、図書や記録その他必要な資料を収集し、整理保存して

一般公衆の利用に供する生涯学習の拠点となることを目的としておりますが、子育てや

教育といった機能の強化を図っていくために、以下の５点のことを考えております。 

まず１つ目は、子育て世代の自己実現に役立つ豊富な情報の収集を心がけ、子育て世

代のニーズに応えられる選書を行う図書館。 

２点目としまして、教育施設としてキッズスペースの充実や、子ども向け、子育て世
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代向けのコーナーの充実を図り、子育て世代がゆっくり過ごせる居場所としての図書館。 

３点目は、郷土や地域に関する資料を網羅的に収集、保存し、町民と資料をつなぐ教

育機能の充実を図る図書館。 

また、４点目としまして、現在行われております「ＭＭＭプロジェクト」などによる大

学生や若者の発想を生かした図書館。 

最後５点目としまして、子どもたちの豊かな情操を育むため、子育て世代に向けた魅

力ある各種講座の充実を図り、町民の地域文化を育む拠点としての図書館。 

以上５点、こうした図書館を目指していきたいというのが方針でございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） 今、５つの強化を図っていくということでご説明ございました。 

その中ではやはり子育てに関する項目が多かったかと思います。その中で１点お聞き

したいのは、「ＭＭＭプロジェクト」をどのように使われていくのか、具体的にちょっと

ご説明していただければと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） はい、ありがとうございます。 

本年度、現在の図書館ビデオコーナーの部分を、プロジェクトに参加する若者大学生

の発想で、手作りで改修、模様替えをしていただくということになっております。 

現在、大学生のメンバーは、他地区の図書館の視察や図書部員等から聞き取りなどを

行って検討を重ねているところで、10 月末ごろ改修模様替えのコンセプトがまとまって

くるということで聞いております。 

ビデオコーナーの場所の改修模様替えの作業にこれから入っていくところですが、そ

のアイデアがこれからできて出てくるものと大変期待しているところです。 

費用については、今年、消耗品ということで、手作りということですので、多額の費用

じゃない 15 万円ほど計上しておりますが、これで若者の発想を生かしたものができると

いうことで、図書館としては期待しております。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） 今、若者の発想を生かした模様替えということでお聞きいたしました。 

これはまた後で質問したいと思いますが、次に７月 25 日の全協の報告の中で、「図書

館が、長期的に施設を利用していくために、公共施設等総合管理計画に基づき改修する」
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との説明でございました。 

総合管理計画では、ユニバーサルデザイン化の推進を方針として掲げております。今

回の図書館の改修では、どんなところで、このユニバーサルデザイン化を進めていかれ

るのかお答えしていただきたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） それでは、ユニバーサルデザイン化の推進について、私のほうからお答

えをさせていただきます。 

図書館・資料館は、様々な方々が利用される施設でありますので、今回の改修工事に

合わせまして、誰もが安心安全で快適に利用できるようにユニバーサルデザイン化を図

っていきたいと思っています。 

具体的には、主に４つ、論点を考えています。 

１つ目として、トイレの洋式化・ドライ化。２つ目として高齢者や障がいをお持ちの

方々にも利用しやすいように、段差の解消や手すり等の設置。３つ目として、誰もが安

全に入れる出入りができるように、図書館入り口等の改修。それから４つ目として、外

国籍の方々に対応するために、様々な館内の表記案内についても検討していきたいとい

うふうに考えています。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） ユニバーサルデザイン化ということで、４つの点を今お聞きしたわけで

す。 

次の質問に入らさせていただきます。 

この公共施設総合管理計画は、Ｒ２年度にですね、600 万円の経費で業務支援を受けて

作成されております。総合管理計画に沿ってきちんと改修の検討されたかどうかは、こ

れからその意義が問われるところでございますが、総合管理計画では、「改修することだ

けではなく、より効果的な活用ができるような運営方式も含めて、施設のあり方を検討

することも考えられる」とございます。 

先日、私たち社会文教常任委員会では、塩尻交流センター「えんぱーく」と北部交流セ

ンター「えんてらす」にある図書館を施設視察してまいりました。運営について、いろい

ろお話を伺ってきたわけでございますが、市民交流センターですので松川町と同じよう

にセンターの中に図書館があるという位置づけでございます。しかしながら、機能とし

て少し違うなと思ったところは、塩尻はですね、図書館を軸に子育て支援、市民活動支



 －231－ 

援、ビジネス支援等の機能を融合し、それを目指した事業運営をされているという点で

ございました。 

今回改修だけでなく、図書館・資料館の効率的な活用ができる運営も含めました施設

のあり方というのは、どのように検討されたのかどうかご説明していただきたいと思い

ます。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 図書館の運営方式、効果的な運営方式について検討されたかというこ

とでありますが、今回の改修を機に、先ほどの町長の答弁にありますように、子育てや

教育機能の強化を図っていきたいということで、具体的な検討をこれから進めていくと

ころであります。 

また、今回の改修を機会に、図書館・資料館を塩尻ほどではないんですけれども、効果

的なこれからの運営方式としては、積極的にＩＣＴを活用していきたいというふうに考

えています。 

具体的には図書館については、南信州図書館ネットワークがあります。また今年８月

から稼働が始まりました長野県共同電子図書館「デジとしょ信州」の活用を推進してい

きたいと思っています。 

資料館については、様々な遺品だとか、公文書、古文書等もありますので、そうした保

存の必要なものが近年どんどん増えている傾向にあります。そうしたものの収蔵方法や、

またＩＣＴとしてデータベース化も急務になっているかなというふうに思います。 

今後、今お話がありました先進地の事例を参考にしながら、ＩＣＴ化、また、より効果

的な運営方法について検討してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） 今、私いくつか質問させていただきましたけども、大規模改修に当たりま

して、ちょっと若干違うかと思いますけど、青年の家の施設にしても、事業概要の見直

しをされて、いろいろ計画を立ててらっしゃるわけでございまして、図書館・資料館も

ですね、先ほど「ＭＭＭプロジェクト」ですかね、「若者の意見を聞いて模様替えをする」

というようなお話がございました。 

そこで今後 30 年間利用していくということをお伺いしております。今回のその大規模

改修の運用面も含めた、きちんとしたですね、計画書を作成されているのかどうかお聞

きいたします。 
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○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 基本的な事業概要の見直しをされたかということでありますが、青年

の家とは異なっておりますので、図書館・資料館の利用目的や事業概要が今回変更にな

るわけではないので基本計画というのは作成しておりません。 

けれども、今回の図書館・資料館の改修事業に合わせまして、改修事業につきまして

は、現在、施設ハード面での現地調査を実施しておりまして、破損状況や改修箇所等を

洗い出しているところでございます。 

内装や基本的なコンセプトについては、図書館協議会や資料館運営委員会、図書館部

員の皆様から様々な要望が出されてきています。 

こうした状況と、委員の皆様の要望等を加味した上で、長寿命化を図るために利用す

る皆様が利用しやすい、そしてより親しみやすい図書館・資料館となるように基本的な

改修のコンセプトを計画して進めていきたいなと考えています。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） これから運営委員会等、皆様のご意見を聞いてですね、改修における基本

的なコンセプトを考えていくという方向でございますけれども、松川町の図書館には基

本方針と重点目標がございます。それについてちょっとご説明していただければと思い

ます。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 町の基本方針でありますが、図書館の方は生涯学習の拠点の一つとし

て、利用者の自己実現に役立つ豊富な情報の収集を心がけ、様々なニーズに応えられる

蔵書の充実を目指すということ。また、幼児期の心の育成を助け、各種講座をはじめと

した地域文化を育てるのに役立つ図書館機能の向上を図るということが基本方針となっ

ております。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） この基本方針に沿ってですね、大規模改修、それから運営等も見直す時期

に来ているのではないかというふうに思います。 

今回、私の質問テーマは、時代に沿った図書館・資料館改修になってるかということ

で質問させていただいておりますので、今はもう先ほどインターネットワークを使った

ＩＣＴの活用も取り入れるということでお話でございました。 
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もう本当に図書館利用は便利になりまして、図書館へ行かなくてもかなり多くの情報

がインターネットによって入手できるようになっております。 

これからの図書館サービスに求められる新たな視点というものが必要になってくるの

かというふうに考えます。 

地域の人々の生活や仕事にどのように役立つのか、課題解決に向けた調査・研究の支

援に図書館がどのように役立つかが求められてくるというふうに今、言われております。 

また、紙媒体と電子媒体を組み合わせによるハイブリッド図書館の整備ですね。それ

から今、新型コロナウイルス感染による影響で、休館等もございますし、大変こういう

不測の事態、緊急事態であってもですね、オンラインの活用など新しい生活様式を踏ま

えた新たな読書活動の取組というものをどうしていくかということが、今これから必要

になってくる時代でございます。 

そこで、ぜひともですね、基本方針と重点目標を見直す必要があるかと思いますが、

その点いかがでございましょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 今まで基本方針や重点目標を立ててきました。重点目標の中には南信

州図書館ネットワークの運用とか、他館との総合対策の活用によりっていうようなこと

がありますので、そういう点ではネットワーク化も踏まえてはいると思いますけれども、

今、米山郁子議員からご指摘ありましたように、この図書館の新たな求められる視点と

いうものも踏まえながら、ご意見をいただいたことをまた参考にしながら、今後、基本

方針や重点目標についても改めて考えて見直していきたいなと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） 改めて見直すということでございますが、それが今、この時期ではないか

というふうに考えます。 

先ほども町長のほうから、総合的に５つの子育てと学習強化についてご提案がござい

ました。そういった計画がですね、きちんと盛り込まれた書類、構想ですね、をなくして

ですね、やはり１つ１つ、これから運営していくにあたっても、なかなか進んでいかな

いのではないかと思いますし、また、議会に対してですね、こういったような運営をし

ていくんだというご説明、今、初めて聞いたのではないかというふうに思っております

ので、しっかりとしたですね、こういう大改修といういい機会をいただいたわけですの

で、計画に盛り込むんでいくということについて再度お聞きしたいんですが、いかがで
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しょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 今、米山郁子議員から指摘のあったその計画を盛り込んでいくこと、そ

れから計画にこれからの運営のあり方について盛り込んでいくこと、そしてそれを議員

の皆様にも説明をしていくことをご指摘をいただきました。 

現在、町民の皆様にアンケートをとって改正についてのご意見をいただきたいなとい

うふうに考えておりますので、今後そうしたアンケートをいただいたり、また先ほども

話をしましたように運営協議会の皆様にもご意見をいただきながら、その運営方針やそ

れから重点目標といったこともご意見をいただきながら、今後の改修にそれを生かして

いきたいということが一つ。 

そして、それを議員の皆様にこれから今後、設計が出来上がるまでに議員の皆様に少

しずつお示しをしていきたいなと。議員の全員協議会や臨時議会のところがありました

ら、その都度、できるだけ丁寧な説明を心がけていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） ぜひ細かなご説明もよろしくお願いいたします。 

次ですね。社会文教常任委員会で改修の説明を先日受けたわけでございます。その節

にですね、私、図書館を土足にできないかと質問させていただきました。 

課長答弁ではですね、「慎重に検討する」とのいうことでございましたので、ここで再

度、土足での利用を要望したいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） では、私のほうでお答えをさせていただきます 

図書館内の土足の要望ということで、以前のお話のことでございました。 

図書館内の土足の利用というのは賛否両論あるところでございます。 

まず賛成の意見としまして、図書館内の土足の利用というのは、老若男女が靴を履き

替えずに図書館に入れるようにして、誰もが入りやすい、また使いやすいユニバーサル

デザイン化が図れるということでございます。 

また、土足に反対の意見というのは、図書館の協議会とか、図書部または資料館の運

営委員会の各委員会から土足利用に反対というような意見で今、いただいているものが

ございますので、少しご紹介をさせていただきますと、理由としては、やはり幼児をは

じめとして子どもたちが床に触ったり寝そべったりしてくつろいで過ごせるようにする
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こと。 

また、２つ目としまして、「現在の清潔で本を大切にする図書館であってほしい」とい

う意見を多くいただいております。 

実際、土足での利用となりますと、蔵書への影響が大変大きく、湿気や泥砂埃等が館

内で舞うことで蔵書に付着し、蔵書が傷みやすくなったり、書棚も水分が付着すること

で劣化が早くなったりするという懸念がございます。 

また、３つ目としまして、図書館内の床、現在、床暖房の配管がされておりまして、水

分を嫌う状況にございます。30年間、床暖房、正常に稼働してきた実績もございまして、

今後も床暖房の継続使用考えておりますので、土足利用の場合には、雨天時には床が濡

れてしまうので、床の張り替えが必要となるというような理由から、現在、図書館施設

管内の状況から、メリット、デメリットを総合的に鑑みますと、現状どおりの靴の履き

替えでの利用ということを進めていきたいと今、考えているところでございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） はい、それぞれ土足に関してはですね、お好みもございますし、メリッ

ト、デメリットもあるかと思いますけれども、今、視察に行きますと大体は下足で通れ

るようになっておりまして、お子様たちがくつろげるスペースというのはきちんと設け

られておりまして、そこは靴を脱いでくつろいでいただきながら幼児コーナーがきちん

とあって、そこで子育て支援もできるようなというのが、今の図書館に多いというかで

すね、増えてきているというふうに私は感じております。 

床暖に関してはですね、私もちょっと専門家ではございませんけれども、タイプには

電気式とですね、温水式がございますし、耐用年数 30 年なので、ちょうどこれからあの

機械なんかも切り替えていかなければいけない状態だというふうに思いますけれども、

あとは 30 年図書館はこのまま、もし大規模改修これで終わりますと、あと 30 年後には

解体して使うというような形になるのかなというふうに思うわけですけれども、ここで

その床暖に被害を与えるというようなことは、きちんとですね、メーカーなど専門家に

聞いての今、ご答弁なのかどうかお聞きしたいのと、それが本が汚れるということは確

かにございますが、ではほかの土足の施設はどのように管理してらっしゃるのかという

ようなところもですね、きちんとお調べになって検討するべきではないかというふうに

思いますので、その辺いかがでございましょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 今、床暖についてきちっと専門家に確認したのかというご質問だった
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と思うんですが、業者のほうには確認をとっております。 

ですので、新たな建物を造る場合には、そういう土足にすることも可能だと思います

けれども、現在の床を維持し、床暖房を維持していくためには、現在の状態、現状どおり

の靴の履き替えが望ましいのではないかなと、専門家にも確認をしていることでありま

す。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） すみません、少し補足させていただきます。 

また、２点目の本を蔵書の汚れるというのはどういったほかのところは対策をとって

いるのかということで、現在確認できておりますのは、全て本棚の入れ替えをする必要

があるということで、確認をしております。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） ちょっと納得はいかないところでございますけれども、次に移らさせて

いただきます。 

先日ですね、６月 25 日に図書館協議会及び資料館の運営委員会が開催されたと思いま

す。 

ここでですね、改修に関しましての意見、要望はどのようなものがあったのか、内容

をお聞かせください。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） ありがとうございます。 

６月 25 日の図書館協議会及び資料館運営委員会開催の折の改修に関する意見という

ことであります。 

具体的には紹介させていただきます。 

「図書館について、照明等で明るい雰囲気の図書館にしてほしい」「消耗品、消耗品、

メンテナンスが容易にできる構造が必要」「学習室の机には照明器具、電源増設、Ｗｉ－

Ｆｉ環境整備が必要」「図書館は静かに本が読める場所とお喋りできる場所の両方のスペ

ースが欲しい」 

また、資料館につきましては、「資料館は、維新収蔵品などの確保とデータベース化、

道具の使い方を映像等に残し、子どもたちに見てもらえるようにしてほしい」「データベ

ース化できるものはデータ化して、増え続ける資料や公文書等を適切に分類して保存し

ていってほしい」「トイレは使いやすいよう洋式化・ドライ化を進めてほしい」「物価高
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騰の中ではありますが、予算にとらわれず中途半端な改修とならないようにしっかりや

ってほしい」等々の意見を意見、ご要望をいただいております。 

こうしたご意見を、改修の設計に今後生かしていただきたいと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） 貴重なですね、意見ご要望をいただいておりまして、大変ありがたい次第

でございます。ぜひともこういった要望、意見、今きちんとまとめられておりますので、

それをどう実現していくか、きちんと計画の中に盛り込まれますようにお願いしたいと

思います。 

で、先ほどですね、教育長のほうから、「住民アンケートも今後をとっていく」という

ようなお話でございました。 

それについて、今後まだその内容については検討されている段階だとは思いますが、

どのようなことをその見通しとしてアンケート内に盛り込んでいきたいのかどうか答え

られる範囲でお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） 多くの皆様からご要望をお聞きする機会を設けて、より良い回

収ができるよう町民からのアンケート調査を、今後１カ月程度を実施して集約してまい

りたいと思います。 

内容については、今、詰めているところでありますが、できるだけいろんな幅広い意

見がいただけるような形になればと思っております。 

設計の進捗状況に応じてアンケートの状況も、議員全員協議会、また社会文教常任委

員会にも説明させていただいてこの改修に生かしてまいりたいと思います。 

お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） 今、アンケートについてお聞きしましたので、ついでにアンケートの広報

の仕方とかですね、その回収方法なんかもちょっと分かる範囲で教えていただければと

思いますが。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） アンケートを広く皆様に知っていただいて参加していただくた

めに、チャンネル・ユーだとかを使ってアンケートやってることをＰＲしていきたいと

思います。 

また、設置場所は、皆さんがアンケートを参加していただけるように公民館だとかに
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設置しようとは思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） やはり一番は、図書館を使われる方ですので、図書館に来ていただいた方

に、とにかく利用していただく方に、その場で書いていただくような方法がいいかとい

うふうに思います。ぜひとも広報も大事ですので、いろいろ町民の皆様から広報は行き

届いてないというお話もいただいておりますので、十分に自治回覧なども使ってお願い

したいというふうに思います。 

それでは次にですね、図書館のですね、企画運営に関しましては、日頃、本当、職員並

びに各種団体、読み聞かせの会などですね、本当に皆様の協力体制のもとで運営されて

おります。 

その中でやはり事業においては、お楽しみ会や折り紙教室というようなものも実施さ

れておりますし、また先日チャンネル・ユーで今、りんごの文化史のご紹介を私も見さ

せていただきました。こういった事業もされております。それから先ほど町長でしたか

ね。「デジとしょ信州」も始まっております。 

そうした新しい動きの中ではございますが、図書館のですね、私も今回、歴史という

ものをちょっと調べさせていただきましたら、1956 年の合併のときに松川町図書館が改

変されて、また今の図書館は 1991 年に開館されてるということで、もう今年で 31 年目

でございます。 

コロナ禍でですね、大きな事業はできないというふうに思われますけども、先日 30周

年を静かに記念事業で計画されておりました。しかしながら、やはり節目節目の記念す

べき事業はですね、計画的に企画、実行するべきではないかというふうに思っておりま

す。 

この記念事業につきまして、町長としての何らかのですね、指示、アドバイス等はさ

れたのかどうかお伺いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） まず私のほうから答弁をさせていただきます。 

この記念事業につきましては、私のほうから具体的に何かを指示をしているものでは

ございません。 

各課でそれぞれの事業の効果的な方法について、あのタイミングや方法、企画立案し

ておりますので、あの周年だよっていうような指示を私のほうからはしていないという

のが現状でございます。 
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○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） 30 周年の記念事業についてですが、図書館協議会の委員さん、

図書館部員、職員の提案によりまして、図書館新会館のイベントということで計画しま

して、今年計画しまして、広報まつかわ８月号松川カレンダー等で広報させていただい

て、企画させていただきました。 

８月２日に実施予定で「自分の図書袋を作ろう」という題目で生田の染め絵の会の皆

様と協力して準備をしてまいりましたが、残念ながら先ほどのお話のように、コロナで

延期しまして、この９月 25 日に延期したものを、８月に申し込まれた方を対象に実施を

予定しております。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） 記念事業として、藍染図書袋ですかね、を作成するということで、しかし

これ限定 15 名なんですよね。図書館利用してくださる方はたくさんいらっしゃいますけ

れども、記念事業として 15 名限定参加という企画でございます。 

予算がないので職員の皆様ご遠慮されたのかと思いますけれども、やはりこういう節

目節目の事業は、町長自らですね、ご指導・指示をされていくのが筋ではないかという

ふうに思います。いかがでございましょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 私からも 30周年というところが私の中でも、例えば何が今何周年という

のは、はっきり分かってないときもありますので、いざ記念事業としてやるっていうと

きが、確かに当初予算としてもう少し大きく取れたタイミングではなかったかなという

のはご指摘のとおりだと思います。 

これは今回の図書館の話ではございますが、他のものに関しましてもやるべきときは

やるというのは私としても必要な判断かと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） そこでですね、まだチャンスがございます。 

1956 年にできてから今年 66 年も迎えておりますので、あと４年もすれば 70 周年を迎

えることになっております。 

そこで、ぜひともですね、今回も大規模改修されて多少、中もリニューアルされます

ので、こういった記念というよりも、何かそういう良い企画があったら、もうぜひ提案

していただければと思います。 

塩尻図書館は市ですので、大きいことができます。毎年ですね、小説家の方をお呼び
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されてサイン会も兼ねてしていらっしゃるようなこともございますので、町もなかなか

予算ございませんけれども、こういった節目節目にですね、そういった大きなイベント

もされることを提案したいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） ありがとうございます。 

節目の年に周年記念を行うことは、新たな組織に移行、今までの組織に新たな変化を

与えること。また、これまでの利用者様、多く関係の皆様への感謝の気持ちを表すこと、

またこの記念事業をやっていくということを通じて、職員の団結力だとか結束力が高ま

るという効果も期待できると思っております。 

今回、図書館の大改修を行うことから、改修後に図書館の利用をＰＲして、さらに多

くの町民の皆様に親しんでいただきますよう確かに仕掛けていく必要があると思ってお

ります。 

ご議員のご提案である、記念となる事業の企画については、大変効果の期待できる絶

好の機会であると考えますので、改修の進捗と合わせて、改修後の図書館の開館記念企

画を検討してまいりたいと思います。 

なお現資料館につきましては、１年遅れで開館したということで、実は今年30年です。

この機会にそれをＰＲさせていただくのと、10 月過ぎから 30 年を振り返る企画展を考

えておりますので、ぜひ多くの方に見に来ていただきたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） では、よろしくお願いいたします。 

次にですね、私も視察で図書館見てまいりましたら、出入口にですね、持ち出しを防

止する装置が最近、目につくようになっております。 

松川町においてもですね、図書館のセキュリティシステムですねこういった導入は検

討されたのかどうかお聞きいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） 近隣では、飯田市の図書館の一部で、導入例があると聞いており

ますが、蔵書にチップを貼ってゲートを設置するシステムが一般的で、主に盗難対策の

ために設置するものと理解しております。 

本年度、蔵書点検を 12万冊、図書館では実施しておりますが、盗難に遭ったと思われ

る蔵書はありませんでした。 
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町民の皆様には、本を大変大事に扱っていただいております。本当に感謝いたします。 

図書館では、これまでセキュリティについてシステムにつきましては、関係の業者か

らカタログ等をいただいております。そういったことも見ながら検討をしているところ

でありますが、蔵書の盗難防止や業務の効率化が期待できる一方、チップやゲートの設

置費用、また蔵書にチップを貼る作業など、多額の費用もかかるということが分かって

きております。 

現在は、町民の皆様が大事に図書館や本を利用されているという状況ですので、この

改修工事に合わせたタイミングでの導入は今のところ考えておりません。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○４番（米山郁子） それでは時間が終わりましたので、ぜひとも計画的な運営を希望いたし

ます。 

これにて私の一般質問は終わりにいたします。 

○議長（黒澤哲郎） ４番、米山郁子議員の質問を終わります。 

 

◇ 米 山 義 盛 ◇ 

○議長（黒澤哲郎） 次に、２番、米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） それでは、通告に基づきまして、「行政評価について」ということで、一

般質問をさせていただきます。 

先だって、令和３年度行政評価というこの冊子をいただき、８月 26 日の全員協議会で

説明も受け、行政評価委員会での審議、議論の説明もございました。 

こういった行政評価というのは、この間、地方自治体にも国と合わせて行ってきてい

たのか、まず、最初にこういった行政評価が自治体で取り組まれてきている経過につい

て、概略説明していただけるとありがたいです。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは、米山義盛議員の質問にお答えをさせていただきます。 

行政評価の今までの取組の経過と概要についてのご質問でございました。 

この行政評価につきましては、平成 12 年からの地方分権の推進の流れの中で、時代の

変化を踏まえた施策の見直しや自治体業務の見える化などを目的としまして、全国の各

自治体で導入をされてきたものでございます。 

当町におきましては、平成 13 年度の実施分の事業より試行的に取組を始め、平成 16

年度実施分の事業から本格的に行政評価を導入をしたところでございます。 
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この導入の目的については、これから説明をします３点でございます。 

１点目は、事業の目的やコスト効果を明確にし、評価を経て見直しを行うことで、業

務効率の改善とサービスの向上を図る点。 

２点目としましては、職員が事業の妥当性や改善方策を考えるきっかけをつくり、政

策立案能力の向上を促すといった点。 

３点目としましては、評価結果を住民に分かりやすく公開することにより、町民参加

のまちづくりを推進する。以上３点の目的でございます。 

また、施策効果や成果を分かりやすくするため、令和２年度実施分より総合計画の重

点項目に沿って評価項目を整理したところでございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○２番（米山義盛） お聞きしました。 

平成 12 年、まあ平成 13年ですので、2001 年、21 世紀になってから進められてきた行

政評価の取組だということで、松川町、当町においても、行政評価実施規則が平成 17 年

に作られていますし、作成され、また行政評価基本方針が平成 17 年 10 月に改定されて

います。 

また、今、その行政評価の目的について３点にわたって答弁いただきましたが、行政

評価、今日今回の一般質問、非常に具体的な問題を取り上げての質問とならずに、こう

いう行政評価という、行政運営と住民の関係、あるいは住民自治の向上、行政評価は町

の施策、遂行の上でどういう機能を有しているのか。その成果が町民の方々に伝わり、

住民自治の向上に寄与しているのか。そういったようなことも考えての行政評価の取組

について、８月 19 日に行政評価委員会、令和３年４年と２年任期で、令和２年の 10 月

から現行の行政評価委員会が発足し、令和２年 11 月 1 日から今年の 10 月 31 日までで、

今の評価委員会ができています。 

８月 19 日の行政評価委員会傍聴すればすべきだったのにも関わらず、傍聴できないま

ま議事録を拝見しまして、その委員の方々が発言された内容が紹介されていましたので、

その中でいくつか気になったことをちょっと紹介して、それについての質問という形で

求めたいと思います。 

「行政評価書を拝見したが、これが果たして使いこなしていけるのか。この評価を次

年度の計画にどのように結びつけているかを伺いたい」というふうな指摘ですとか、そ

れから、ある委員からは、「行政評価とは少しかけ離れるかもしれないが、最後に要望と
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して、一言だけお願いします。委員になってなんとなく行政評価が住民からかけ離れて

いて、実感がないように感じる。評価は評価として受け止めるが、住民が良かったなと

思える評価でなければ意味がないなのではと思う」「コロナ禍において、職員の皆さんも

仕事がつらい状況で、しづらい状況であると思うが、私が一番願うのは、先頭に立って

仕事をする職員の皆様が、縦横の連携を密にし、議員の皆様やここにいる委員の方たち

など、いろんな人と連絡をとりながら、職員がまず協力して行政評価がより高く、より

住民に浸透するような体制をとってもらいたい」というふうな委員からの、発言があっ

たようです。 

こういったことを考える上で、先ほど町長の答弁にも、「総合計画の改訂版に基づく行

政評価をここ令和２年から取り組んできている」というふうなことでございます。 

この行政評価委員会の行政評価についての取りまとめ、事務局であるまちづくり政策

課のほうでの今の私の質問についての意見というかお考えをお聞かせ願えればありがた

いです。 

○議長（黒澤哲郎） 佐々木まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（佐々木 保） はい、ありがとうございます。 

米山義盛議員のご質問にお答えさせていただきます。 

議員おっしゃられましたように、本年度令和３年度に基づく行政評価につきまして令

和４年度、今年の８月 19 日の日に、行政評価委員会を開催させていただいたところでご

ざいます。 

まず、次年度へはどうつなげるかということでございますけども、後ほど議員のです

ね、ご質問のほうにもあるかなというふうに思ってございますけれども、評価の対象と

なる項目が多岐に渡っておりますけども、そこら辺を精査する中で、町民への分かりや

すさという点についてはですね、課題があるというふうに認識してございます。 

また、今回の行政評価の対象項目についてはですね、令和３年度以降、基本計画に連

なる 66 の基本政策でやってきてございます。その中で、次期計画につなげる、どう政策

に生かすかという点について、この後、行政評価の検証することでつなげていきたいと

いうふうに考えてございます。 

それで、行政評価が住民への実感がないということでございます。町のホームページ

等で公表はしておりますけれども、現在はそういったことでホームページ等で公表のみ

でございますけれども、今後についてはこの機会に広報まつかわ等でも全てではござい

ませんけれども、住民に一番身近なもののようなものを、ピックアップいたしまして、
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周知していきたいというようなことも考えてございます。 

あと職員の連携、議員さんとの連携ということでございます。まず職員の連携という

ところでございますけれども、こういった行政評価は目標にもございますように、課・

局を超えてですね、評価分析を行うことによって、次年度への事業の構築ですとか次期

計画への政策形成につなげていきたいということで行ってございますので、こういった

行政評価委員会を通じまして他の課の事業も認識をする中で、こういったことも新たに

できるんじゃないかということを、課の連携、課を超えて意見を言えるようなこともで

きるのかなというふうに思ってございます。 

また、議員さんとの連携についてはですね、こういった行政評価委員会はこれまで資

料を示すということでございましたが、議員さんからの評価をということもご意見とし

ていただいておりますので、またそういったことも検討・研究をしてまいりたいという

ふうに考えておるとこでございます。 

よろしくします。 

○議長（黒澤哲郎） 米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） 行政評価に関わって、以前は令和２年度の組織目標というのを年度初め

に策定して、その進捗がどうあったかということが平成かなり前から取り組まれてきて

いると思われます。 

その組織目標とその進捗状況、その取組とこの行政評価との関わりそういった点につ

いて説明していただければと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 佐々木まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（佐々木 保） この行政評価でございますけれども、実際、行政評価と

いう取組を始めたのは本格導入に至ったのは平成 17 年以降でございますけれども、最初

はですね、事務事業評価というようなことで始めてまいりました。 

で、先ほど町長、冒頭で申し上げましたように、地方分権の中でですね、この行政評価

という名称に変わってきたというようなことでございます。 

組織目標というのがですね、平成 17 年度、先ほど申しましたように事務事業評価とい

う中で、事務事業評価は総合計画に基づいた評価でございますが、その中で各課の組織

目標を立てて、それを目標としようということで、事務事業評価イコール総合計画とは

ちょっと分けて、組織目標というものを新たに立ち上げてやってまいった経過がござい

ます。 

組織目標につきましては、それをですね、職員の人事評価にも反映させたいというこ
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とで、その組織目標と各自のこの業績目標のリンクを図って、平成 17 年の人事評価の導

入と併せてやってきた経過がございますけれども、これがですね、この昨今の行政評価

と組織目標のこの評価がですね、非常に似通っているということもございまして、組織

目標を令和３年度からやめたという、中止をしたという経過がございます。 

現在は、行政評価のみ１本で行っているというのが現状でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員。 

○２番（米山義盛） 組織目標から行政評価をより重視する方向で改善がなされているという

ことで、令和２年度の組織目標の進捗状況というのを、こういう冊子、これ裏表にする

と 51 ページという膨大なこの冊子が、このホームページの中に出ていましたのでプリン

トアウトしてみました。 

各課、住民の町の行政というのは様々な課題に各局、各課、部局がそれぞれ取り組ん

でいて、ややもするとやっぱり個別のことの先ほどの委員の行政評価委員会の中でも、

「職員の中、縦横の連携を良くして」というそういった意見がありましたけれど、他の

課のことがなかなか分からないというふうな形で行政を質が下がってしまうという、住

民から見れば、なかなか住民が役場を訪れても、その住民が聞きたいことが分からない

まま、何回も通わなきゃならないとか、そういったような不便なことが起こってしまえ

ば、まずいということに思います。あわせて、こういった行政評価ということが新聞に

報道されて、これについての住民の中の意見もいろいろありまして、ある方から、「先日

の新聞に町が行政評価をやったってあったけど、どう思う」と言われ、私に言ったのは

先輩の、もう退職された議員の方ですが、新聞記事を見て、その方も新聞記事を見て話

の中で、「町の計画する事業でいっぱいたくさんの計画の目標はどう設定されているんだ

ろうか」「それは誰がどう考えて設定しているんだろう」「その目標が適切であるかどう

かなどはどう判断されているんだろう」「そして到達度の判断はどのようにされているん

だろう」「行政が目標を持って自己点検的にチェックする仕様とすることは良いことだと

思いますが、一部の事業だけであっても、一般町民に変えた形でできないのかなあ」「区

長だとか団体長だとか、充て職だけに限らず、広く意見を聞くことを考えてみてもいい

のじゃないかな」というふうな話をコメントしていました。 

行政評価委員会、先ほども紹介しましたように、各委員それぞれやっぱり自分の立場

から、町の日頃の行政について、行政の取り組んでいることについて、説明を受け、それ

に対する意見を真摯に述べている委員会の場で、各いろんな団体、学識経験者で福祉を

考える会、商工会、エコユニオンの方、農協の方、ＮＰＯ法人の方、健康を考える会の
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方、ＶｉｎＶｉｅていうんですか、社団法人の松川観光まちづくりセンター、元ＮＰＯ

法人生東森の会の方やら、農業委員会、社会福祉協議会、女性団体連絡協議会、それから

公募委員がおお二人と、こういう方々の構成で委員会が行われていて、それを傍聴する

人も今回１人だけ傍聴者がいたという、そういったふうに議事録にはありました。 

私も、今回こういう形で一般質問に行政評価のことについて取り上げて、どういうふ

うにするか非常にやっぱり悩みつつも、この評価委員会の年１回の会合を傍聴もできな

いまま今回臨んでいることを自虐的に反省もしつつ、またあわせて松川町の行政の皆さ

んが、町長をはじめ、職員の皆さんが、町民の住民の福祉向上のために日々の業務をな

されているということが、住民の生活に本当に密着しているのか、またコロナ禍という

ふうな、この２、３年のコロナ禍という中という、今までと想定し得てないような事態

に問われている中での、それからまた、ロシアのウクライナ侵略というふうな国際関係

の非常な何かの影響も私たちの生活に出てきているという、そういう中での行政のあり

方、第５次総合計画の改訂版が今、行われていますけど、改訂版ができる前ではそうい

ったコロナのことなどはほとんど想定できてなかった頃の計画だと思います。 

これから来年、再来年とまだ年次計画の５次計画の範囲内ではありますけど、その次

の計画を作る上でも、今回のようなコロナ禍やこういった国際環境の厳しい中での地方

自治のあり方、それからこういった地方自治の行政が取り組んでいることが町民や私た

ちの生活に非常に密着しているということを住民自身がもっともっとやっぱり勉強しな

がらその住民自治を活用できるような、その住民も育つ、育てられる、育てなければい

けないんじゃないかなというふうな思いをしています。 

ちょっといろいろと取り留めのないことを話してしまいましたけれど、何ごとかご答

弁いただければありがたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員、質問の要点がはっきりしないんですが、米山議員の発言に対す

る感想を述べていただきたいというようなふうに取れるんですが、質問の形になってい

ないんですけれども、答えようがないんではないでしょうか。 

それから通告内容と若干ずれているような、お話の中での感想を述べていただきたい

というようなお話になっているかと思いますけれども、もう少し質問の要点をまとめて

質問していただけると、答弁者も答弁しやすいかと思いますけれども。要点をまとめた

質問にしていただけますか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） どうぞ、未熟で申し訳ありません。 
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どういうふうに言っていいかなというか、今回の行政評価委員会の審議を踏まえて、

今、佐々木課長からも答弁ありました。再度そのことも含めて行政改革委員会が今年 10

月で任期が終えます。次期の行政評価委員会のあり方というかを今の時点で何かお考え

があれば。その前に私が話したことも含めまして、次期、次回これからの行政評価委員

会のあり方について答弁いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 私のほうからお答えをさせていただきます。 

ちょっと答える内容、少し私のほうで要約させていただきますが、まずはの行政評価

の住民の皆様への分かりやすさということと、住民の参加の方法についてのお話をいた

だいたと、あの認識をしました。 

また、その中で、今、コロナとか世界情勢のようなもので、その総合計画に沿ってやる

と、やはりそのときそのときの時代が変わるのにどうやって対応するのかっていうよう

な疑問もいただいたのかなと思っておいます。 

また、３点目として、行政評価委員会、今 15 名おりますが、今後の方向性というとこ

ろでいただきました。 

その中でやはり住民への分かりやすさとか住民の参加の仕方というのは、以前の全員

協議会の中でもありましたが、今は行政が評価して行政評価委員会に出して見てもらう

という形ですが、そこに住民の代表であります議員の皆様にも一旦評価をしてもらうと

いうような形は現在とれるのではないかなということで、内部では話をしているところ

でございます。 

また、そのときそのときの緊急のことに対する対応というのは、やはり総合計画とい

うのは４年全体でやってきておりますが、行政評価は毎年できるものでございますので、

その辺が毎年の評価によって少し加味ができるのかなと感じております。 

ただ、次期の第６次の総合計画の策定を見据える中では、評価対象となる事業のさら

なる集約化とか評価の手法については先ほどお話したように研究をして、評価する、側

される側にとって分かりやすくよりプラスになるような方向の検討をしてまいりたいと

思っております。 

行政評価委員会に関しましては、現在もかなり広い範囲ではお願いして 15 名の構成に

はなっておりますが、そこのメンバーに関しましてはもう少し広いというようなところ

が取れるかどうかの検討が必要だと思っております。 
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以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 米山議員、本議会の一般質問は、一問一答方式という形でありますので、

一門ずつ簡潔に質問をしていただくと、答弁もしやすいかと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

米山議員。 

○２番（米山義盛） 丁寧に答えていただいたと思います。 

私自身の質問の仕方がちょっと未熟なものだったものだったですから、町長の今のお

答えで、これからのあり方というか方向性が語ってもらえたと思います。 

この行政評価について、議会でも私自身ももっともっと勉強しないといけないなとい

うことを改めて痛感しましたし、住民の町民の皆さんにも行政評価ということが松川町

の中で行われているということがもうちょっとやっぱりそれぞれ関心持ちつつ、その行

政のあり方について意見がこの言えるような機会、そういった、当然そういう主権者で

ある住民の皆さん人たちの意見、思い、そういったようなものは常に自由に語られるべ

きでもあるし、それがしっかりと行政側にも受け止めてもらえるようなそのことは当然

ではあるし、そういった道筋とか、そういったようなものは常に開かれているべきもの

というふうに思います。 

以上、私、発言させてもらって一般質問を終わりにいたします。 

ありがとうございました。 

○議長（黒澤哲郎） ２番、米山義盛議員の質問を終わります。 

 

◇ 加賀田  亮 ◇ 

○議長（黒澤哲郎） 続いて３番、加賀田 亮議員。 

○３番（加賀田 亮） それでは質問させていただきます。 

私の質問内容は、３年半の町長の実績というか、こういったもの、それで残り半年と

なりましたので、そこの到達目標についてですね、いろいろとお聞きしたいと思います。 

前段でいろいろとほかの議員さんからもお話がありましたので、重複するところは付

け足しの答弁があればというふうな形にしたいと思います。 

それでは１つずつお聞きいたします。 

まず青年の家であります。青年の家について、町長が就任されてからの実績ですか、

それから残り半年の到達目標についてお話いただければと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 
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○町長（宮下智博） それでは、加賀田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

３年半の実績と残り半年の到達目標についてということで、まずは青年の家について

お話をいただきました。 

旧松川青年の家の施設の利活用に向けて、今までの検討等の事務処理を進めてきたと

いうところからお話をさせていただきます。 

令和２年の 11 月に、旧松川青年のエリア整備系計画検討委員会を組織しまして、施設

周辺エリア及び町全域の今後のあり方についての検討を行いました。 

令和３年４月は、検討委員会からの提案やこれまでの町民意見等を踏まえ、施設を継

続利用することと判断をし、施設の運営や整備計画についての検討を進め始めました。 

令和３年の 11 月には、施設の利用目的を３本、コワーキングスペース・レンタルオフ

ィスと、キャンプ場的施設・自然体験プログラム等の提供、また３つ目として防災避難

施設という３点を、３本の柱を定め、具体的な施設改修の内容検討を開始をいたしまし

た。 

今年度に入りまして、令和４年度６月から９月にかけては、施設運営事業者を公募型

プロポーザル方式により募集をし、応募者からの提案内容等を審査委員会にて審査をし

たというところでございます。 

今後のことでございますが、施設運営候補者の決定をし、具体的な事業内容につきま

しては、町と候補者の間で協議を進めてまいります。 

また、施設の改修工事につきましては、工事費を補正予算で上程をしまして、本契約、

工事着手、繰越事業の手続きを取って改修工事を進めていく予定でございます。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 大変丁寧な説明をいただきました。 

行政機関というのはですね、地方自治法の第２条にも記されているとおりに、住民の

福祉の増進というのが最大の目的であります。 

住民の福祉というのはいわゆる狭義の福祉ではなく、住民サービス、広く住民サービ

スというふうな意味でのことだと思っています。 

今、町長大変丁寧にご説明いただいて大変ありがたかったんですけれども、もしよろ

しければ、そういう視点で住民のために、青年の家をどういうふうに決めてきたかって

いうふうな論点で話していただけるとありがたいです。 

もし、そういうふうな点で青年の家についてご自身のなされた実績を語るとしたらど
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のような答弁になるのでしょうか、お答えいただければと思います。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

住民の福祉の増進という観点からのお話を申し上げます。 

青年の家、私が就任当時の話と今は少し変わってきているところではございますが、

今後、青年の家が今まで少し揉めごとの種みたいなところに取られているところが大変

悲しく思っておりましたが、今後、運営事業者を決定をしまして、住民の皆様にとって、

ほかの地域に誇れるような場所、及び住民の皆様も気楽に集えるような場所となること

を目指してやっていくということが、住民のサービスの向上、福祉の向上につながると

信じております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 大変分かりやすい答弁いただきました。同じような感じでお願いでき

ればと思っています。 

続いて、元気センターについて同じように住民目線、住民のサービスの目線というふ

うな意味で、これまでの実績と半年後の到達目標をお知らせください。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは元気センターについてのお話をさせていただきます。 

元気センターにつきましては、令和元年の６月からコミュ・カフェやエコール親愛な

どを利用者等の懇談を始めました。その中で令和２年の１月 31 日でございますが、建設

検討委員会検討委員会の中で、建て替え、改築の方向性を示させていただきました。 

こちらにおきましては、やはり事業の中で今まであるものを何とか使うという方針で

来ておったんですが、やはり実際に使われる方たちの意見を重く鑑みまして、きちんと

建て直してお金をかけてやっていくというところが方向性として示されたところでござ

います。 

また、令和３年の３月に、（仮称）元気センター整備計画の決定をいたしました。 

令和３年度は建築設計事業者の選定や発注、また旧店舗の解体工事の発注をいたしま

した。 

令和４年度、解体工事の今後は、解体工事の完了に伴って、基本設計の決定と実施設

計の発注を予定をしております。 

残り半年の中というような期限で申し上げますと、実施設計の完了と本体工事に向け

た道筋をつくるというところ、また施設運営方法の詳細な検討の着手でございます。 
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この元気センター事業につきましては、スタートは町内の福祉施設を集約化してって

いうところがスタートでございました。その中で整備計画にもうたっておりますとおり、

「みんな一緒」の福祉の拠点だけではなく、全ての住民の方々がよりどころとなる、集

まるような場所になる、そんなハブとなるような施設にしていきたいと思っております。 

これを進めることによりまして、今まで福祉という観点で、いろんな施設に通われて

た皆様と住民の皆様との距離が近くなり、地域共生社会が松川町の中でより早く進むも

のと確信をしております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、答弁いただきました。 

大変よく整理された答弁だと思っています。 

では、続きましてリニア問題について。これは午前中に坂本議員、間瀬議員が聞いて

おりますので、道路のことであるとか、残土置き場のことであるとか、そういったこと

はもしあれでしたら答弁拡散させていただいて結構です。付け加えることがあれば答え

ていただければと思います。 

特にこれは、今までの成果もそうですけども、あと半年後、どういう状態になってる

のか、どういうところが目標なのかっていうところも詳しく言及いただけるとありがた

いです。 

お願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） リニアについてのお話もご質問をいただきました。 

今までの中ですと、リニアはやはり発生土運搬についての問題解決に終始した年が続

いてきております。 

ただ、その中で先ほど少し申し上げましたが、分散という決定をいたしました。それ

は町内でだけではなく、他の町外の方にもお願いをしながらご協力をいただくという形

で少し解決の方向へ導いてまいりました。 

また、運搬路の中につきましては、この機会をもとにＪＲ東海の協力をいただきなが

ら、町道の今まで懸案部分だったところの改良等にもつなげてきているところでござい

ます。 

ただ、今後、半年後といたしましては、町内の利活用のところの着地をそろそろ決め

たいなと思っております。現在も、先ほどもありましたが、福与地域におきまして構造
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改善というか、農地の発生土を活用した農地の話が進んできております。ただ、ＪＲな

かなか協定結ぶところまでいかないとはっきりと示さないものですから、そこへこぎつ

けれるように頑張っていきたいなと思っております。 

また、新設をします前河原道路につきましても、ある程度の道筋が今、できておりま

すので、もう少し具体化して、住民の地域の皆様にお示しできるようなところがあと半

年先にできれば良いなとめどとしております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、答弁いただきました。 

では続きまして、次の項目ですね、国や県との関係について。 

町長がご自身の行動活動と熱意と、それから政治力を持って、国や県からこういうふ

うな事業をつくり出した、持ってきたそういうふうな成果、こういったものが３年半の

中にありましたら、教えていただきたいです。 

それから、残り半年でまたやりたいことがあるようであれば、これも教えていただけ

ますでしょうか。 

よろしくお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

すみません、通告の段階で何の実績なのかちょっと分からなかったもんですから、ち

ょっと答弁難しかったんですが、分かりました。 

関係性を政治力としてというようなお話をいただきましたが、実際じゃあどういうふ

うに誰とどういうふうっていうのは、ちょっと相手のこともありますので差し控えたい

なと思っておりますが、例えば旧青年の家とか元気センター、リニアの話、また道路や

治水整備など大型事業を見据えまして、国や県との関係構築というのは大変大事なこと

でございます。これは町長としての本来の務め、いわゆるトップセールスの部分だと認

識をしております。 

その中で全力で進めていく中で、国や県の幹部等は、相談とか要望なので、様々な事

案に関しての様々な人と面談をしてきております。その中で良好な関係を築けてきてお

りますが、それはあの国会議員や県議会議員に関しても同様だと思っております。 

ただ、加賀田議員おっしゃったみたいに、それを私の実績ととるかというところは相

当難しいところでして、事業化に必要な調整とか手続き等の事務の遂行をしたのは事務

方のほうの実績だと思っておりますので、私がトップセールスとしても私の実績として
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披露するようなことではないかなと思っております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、ちょっと誤解があっては申し訳ないですが、本当、端的にこのと

おりで、国や県との関係で、別に町長の実績っていうふうにこだわらなくていいです。

松川町の実績ということで構いませんので、何か着目するに値するような事業などがあ

ったら教えていただけたらというふうに思っております。誰のということにあまりこだ

わらずにお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えをさせていただきます。 

それでは私がなってから少し動いたこととして、これは前から計画されておりました

が宮ヶ瀬橋の完成、また上片桐バイパスの先線につきましてはずっと止まってところが

今、動き出したというのは、松川町にとって今すごいありがたいことかなと思っており

ます。 

また少し道路の話になりますが、先ほどからの答弁に出ておりますクランク部分に関

しては、大変、今の段階ではナイーブな段階でございますが、今まで難しかったところ

が、実際に実現に向けて本当に動き出したというこの今、時期となっておりますので、

そこがこの皆さん、本当に地域の皆さんとか、国や県の皆さんのお力添えもいただいて

動き出した成果だと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、答弁いただきました。 

では、次に行きます。 

過疎高齢化はずっと前から問題でもあります。これについて、町長がこの３年半で起

こしたアクション、実績、それからあと半年後の到達の目標についてご説明いただけま

すか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは過疎高齢化についてでございます。 

松川町の現状は、令和２年の国勢調査の中では人口が１万 2,530 人に対し、65 歳以上

が、老齢人口が 4,324 人で 34.5％という数字でございました。で、その５年前の平成 27

年が１万 3,167 人に対し、老齢人口 4,218 人、率が 32.1％でしたので、５年間で人口が

637 人減少した一方で、老齢人口 106 名増え、率にして 2.4％の増加というのが現状でご
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ざいます。 

ただ、その中で自治会の加入問題などをきっかけとして自治会対策会議というのが始

まってまいりました。これ今、行っております第５次総合計画改訂版の中で、持続可能

な自治組織づくりを掲げており、それに向けて取り組んできた中で、昨年度立ち上げた

自治会のあり方について検討を行う自治会対策会議というのはその１つとなっておりま

す。 

現在、町内 72 の自治会がありますが、その地域性によって抱える問題は様々でござい

ます。ただ、会議の中で見えてきた喫緊の課題については、大きく２つが分かってきて

まいりました。 

１つは、少子高齢化により役員等の担い手不足。２つ目として、自治会の加入未加入

の問題でございました。 

これを踏まえまして、今後も町民の皆さんと一緒になって新たに自治組織のあり方に

ついて考えてまいりたいと思います。 

これはただ、あと半年で何かが進むというところではありませんので、今後ずっと寄

り添い続け、考え続けるということが必要な課題だと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、答弁いただきましたが、その次の質問で地域社会自治会問題につ

いてお聞きする予定だったので、それはそれでいいんですが、今の過疎高齢化について

の答弁が自治会対策ということでよろしいんでしょうか。それが町長のお答えというこ

とで、過疎高齢化に対して、町長がこの３年半でなさってきたことは、その自治会への

メスを入れた、分析を入れたというそういう理解でよろしいんでしょうか。 

ちょっと確認のために。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えをさせていただきます。 

これは、今まで若い人たちが戻ってくるかどうかという話と自治会に入る、入らない

の分析をしてきたところで、これからお示ししていく必要がありますが、その分析をし

てきたというところがまず１つでございます。 

それによって、地域によって少し傾向が見えてきたというのが今の現状でございます。 

なので、大きな意味では、過疎高齢化対策の１つと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） それでは次に行きますが、そうすると答えがかぶってしまうのかな。 



 －255－ 

次が地域社会(自治会問題などについて)ということで、これももう 10 年 15 年前から

騒がれている問題です。これについて町長がこの３年半でなさってきたこと、それから

半年後の到達目標ということは、今の答弁とほとんど同じということでよろしいのかな。

もし付け違うとか付け加えることがあったらお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

すみません、確かに答弁、私、両方合わせて答えてしまいましたので、その中で自治会

対策会議というのは自治会の問題。ただ、加入率と少子高齢化っていうのは、必ずしも

加入率が良ければみんな帰ってくるわけではないというようなところが見えてきたとい

うのが今の成果かなあと思います。 

すみません、あと戻ってくるというようなところで、私、すみません、答弁漏れがござ

いました。この中で、若者の定住住宅取得祝い金についてでございますが、令和３年度

から大幅に要件をプラスをいたしました。 

それまでの実数でございます。交付件数が、例えば平成 30 年 23 件、令和元年 23 件、

令和２年 21 件でございましたが、令和３年で少し条件良くしましたので 47 件の方が取

得をしてくれました。 

お金をもらえるから簡単に帰ってくるというそんな簡単な話ではないかとは思います

が、実際に政策によって数字が上がったという実績としてお話をさせていただきました。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、事前通告した６件について、それぞれお答えいただきました。 

あと最後のその他のことありますけども、これ特に町長の自由なお考えで結構でござ

います。この６件の以外の部分で、自分はこの３年半でこれやったな、この事業は半年

後こうしたいなっていうのがもしあればお答えいただけますか。なければ結構です。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えをさせていただきます。 

正直、町の中で住民の皆さんの声が上がるようになったかなというのを感じておりま

す。私どこに行ってもやはり「いろいろ話がしやすい」ということは言われております。

どうしても今まで、住民の皆様の声を上げてくるのにはかなり手順を踏まないと上に上

がってこなかったということがございました。 

その中である程度、若年の者が首長をやるということで、地域の皆様が少し、住民目
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線で町政に関して口が出せるようになったというのは、それは意外と若手の人から聞く

ようになってまいりましたので、それはプラスかなあとは思っておりますが、まだまだ

地域を担うっていうところまではなかなか私たちの年代出てきておりませんので、今後

もまだまずは半年に向けて私も取り組んでいく必要がある部分だなと思っております。 

なので、何か建てたとかそういうことよりは、どっちかというと今までできてなかっ

たところにメスを入れてきたというのは私の仕事かなと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） では、大体お聞きいたしました。 

では、１つずついうかちょっと１点ずつですね、お聞きしたいと思います。 

まず青年の家についてでございます。 

町長の総括というかお話中にありますけども、いろいろと紆余曲折があったというふ

うなお話であります。ただ、半年後のは到達目標が事業者を選定してっていうふうなこ

とであります。これは前町長からのずっと懸案の課題でありまして、下手すりゃ６年ぐ

らいかかってるのかな。私が１期目の議員のときからの話であります。 

ちょっと長すぎたんじゃないかなと思っています。この４年間で決着もついて、もう

事業者が運営し始めてもおかしくないというふうな思いがありますけども、それについ

ては、町長どのようなお考えておりますか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 長すぎたということに関しましては、それは同感でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） それでは、元気センターについてもですね、お伺いしたいと思います。 

先ほど申し上げたようにですね、自治体の仕事は住民福祉、公共の利益、こういった

ものに奉仕するというものだと思っております。 

ただ、元気センターについては、目標とする理念はよろしいのですが、実際の設計の

内容を見たりすると、ちょっとその環境にはまだちょっと遠いのかなという感じがいた

します。 

こちらもやはり前町長時代からの案件であります。今の宮下町長のお考えもあって、

いろいろ変えてきたことは理解しておりますが、やはりちょっと時間かかりすぎかなと

いうふうに思っております。 

それから、当初の理念の実現が不安視、私はしています。リーダーの不在とかもそう

です。それについてはどのようにお考えですか。 
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○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

元気センターにつきましては、１回しっかり考え直すという時間をとらせていただき

ました。利用者の方を待たせているという観点では、大変もう少し早くできたほうが良

かったと思っておりますが、その中で、早いに越したことはないですが、しっかり検討

なされないままどんどんただ進めるというと、結局最初の目的から外れてしまうという

恐れもありましたので、ここはきちんと丁寧にやってきたという気持ちでおります。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） それではですね、リニアの関係と国の県との関係も併せてお聞きいた

しますか。 

リニアに関しましては、前段の坂本議員や間瀬議員の答弁の中にもあったと思います

けども、いわゆる松川町が運搬道路になってしまう、この負担に相応するちょっと言葉

悪いですけど、見返りという言い方はちょっと下品かもしれませんけども、そういうふ

うなものをですね、十分に住民の皆さんが納得するぐらいのものを相手から引き出すと。

当然そこには国や県、ＪＲとの交渉も必要になってくるんですが、その成果が正直なと

ころちょっと少ないかなという感じがしています。洞新線と護岸道路だけでは。「もっと

もっとたくさんの果実を受け取っている市町村もある中で、松川町はメイン道路なのに

これぐらいしかもらえないのかな」なんていう思いも住民の方からそういう声を聞きま

す。 

それについて、ご自身でどのように総括されて、残り半年、もしできることがあると

したらどんなことをお考えですか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

私の就任時には、今の利活用の話は全く違うところで炎上している状態で、私が就任

をしました。 

今思えば、あの話というのがうまく着地点していれば、ひょっとしたらもう少し果実

という表現されましたが、大きかった可能性はございます。 

ただ、やはりそこがほかの地域と比べてというのは、それぞれの負担割合とか、実際

に松川町内にトンネルを掘るとかそういうところではございませんので、主観的にしか

それは表現できませんが、松川町としてはできる限りの果実、ある程度、協力をいただ

いた上で町内の改修とか町内でできなかったことをしていくということにつなげたと感
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じております。 

今後につきましても、まだ決定してない部分につきましては引き続き、あの強力に交

渉を進め、いち早く決定につなげてまいりたいと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） リニアに関しましては、またぜひそういうふうなこともお考えいただ

ければありがたいと思っています。 

国・県との関係、こういったものもですね、どのように関係を強化していくのか、そう

いったこともですね、ご自身が一番考えてらっしゃるでしょうから、ぜひ前向きな発展

を期待しております。 

次ですね、その過疎高齢化についてです。 

先ほど自治会の問題と併せてもいいでしょう。いわゆるその人口がどんどん減ってい

て高森町にも逆転もされたと、人口が多いからいいってわけじゃないと思いますけども、

どちらにしても人口ピラミッド的には非常にアンバランスな状態になっているというこ

とに関して、やはり町長としてその祝い金をやったとか、自治会の分析をしたというこ

ともあると思うんですけれども、何か抜本的な町長のその辺のお考えというのは一度聞

かせいただけますか。 

この過疎問題、自治会も含めてですけども、そういったものに対して、ご自身はリー

ダーとしてどういうふうな町にしたいのかなというのをですね、ちょっとお聞かせいた

だけますか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、答弁させていただきます。 

私のリーダーとしての抜本的な考え方というご質問をいただきました。 

正直、例えば祝い金が 10 万円増えたからじゃあ何十人増えるっていうところは多少数

字では見えてまいりますが、私も例えば何か移住とかを考えたときに、じゃあ補助金あ

りきで進むというよりは、その地域の皆さんが楽しそうに暮らしてるかどうかとか、地

域の皆さんが帰っておいでよって受け入れてもらえるかどうかということを、今、特に

若手世代は重要視するようになってきておりますので、あの政策は絶えず打ってく中で、

今度は地域の皆様に、その地域のことをまずは好きになってもらうというと、大変逆説

的ではございますが、よそから来る方をまた自分の子供たちが帰ってくることを推奨で

きるような、それを喜んでもらえるような地域にしなければいけない。その政策の方向

性を出さなければいけない。それが最終的には地域の皆さんが帰ってくる、選ばれる地
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域になるということにつながると確信をしております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、町長の大事なご意見を聞くことができました。 

そのために今までどんなことをなさっていましたか、具体的に。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えをさせていただきます。 

やはり地域の皆さんにこの地域の良さを知ってもらうというところで、外向けの観光

だけではなく地域の皆さんが集まるような施策が必要だと考えております。 

また地域のことは地域にずっと暮らしている人ではなく、外から来た人のほうがよく

知っている場合もございますので、そういう方たちの話をつなげるようにということで、

少し批判されましたが例えばチャンネル・ユーでインタビューをしたりとかというとこ

ろがつながっていると思います。 

また、まちづくり政策課のほうでもやっておりますが、「ひととなり」ということを使

いまして、いろいろインタビューをしながら地域のことを地域の人がプラスの発信をす

るということが、結局地域の方が喜んでもらえる政策につながると思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） そうすると、具体的になさったことというのはチャンネル・ユーの番組

と、そんな感じなんでしょうか。 

もうちょっと具体的に、こんなことやった、あんなことやったっていうのがあればお

願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

チャンネル・ユーの町外から来た人にインタビューは行いました。 

また折に触れて松川高校とか中学校とかで、地域の良さを語る授業をさせていただい

ております。 

やはり松川町から出ていってしまう、よそにも関係が深まってしまう15歳までの間に、

地域の子供たちに地域の良さを知ってもらうという必要がございますので、中学生や高

校生に向けてのお話というのもさせていただきました。 

また、小学校への出前授業といった形で松川町の良さについて、皆さんに語ってもら

ってそれを私がお答えするというようなこともやらせていただきました。 

コロナが悔しいんですけど、本当はもう少し大々的にやりたいですが、どうしても規
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模を縮小しながらということになっておりますので、それは今後も続けていく必要があ

るなと思っております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、お答えいただきました。 

チャンネル・ユーの番組と出前講座ということですね。 

出前講座は、前の町長もやってらっしゃったのかなそんな記憶がございます。 

６つのことについていろいろお聞きしてきました。青年の家、元気センターに関しま

しては、町長のお考えみたいなものは分からないではないですけども、いかんせん遅い、

そう思っています。 

それからリニア、それから国・県に関しては、やはりいろんなものが後手後手に回っ

たなあという感じがしております。 

人口問題に関しまして、過疎高齢化、それから地域社会問題、自治会問題に関しまし

ては町長のお考えは分かりましたけれども、ちょっと具体的な事例に３年半のとしては

ちょっと乏しいかなという感じがいたしました。 

この原因は何だろうと私なりに考えましたところ考えてみたんですが、町長、町長に

なられるときにこういう町にしたい、こういうまちづくりがしたい、前町長とは視点を

変えたこういうまちづくりしたいという気で町長に立候補されたと思っています。 

その根本の部分っていうのがあれば、こんなに物事が遅くなったり後手後手に回った

り具体的な実績がちょっと少ないということもないんじゃないかなというふうに思って

います。 

そもそも今の６点のことに絡めてでも結構ですけども、町長のその究極のところを町

長をやって、町長というリーダーになって、この町をこうしたいという思いはどんなも

のがあるんでしょうか、少し具体的にお答えいただければありがたいです。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

私、４年前は住民主体のまちづくりということと世代交代を大きく掲げさせていただ

いております。 

まず、住民主体のまちづくりというところでございます。 

私、自分は農家をやってたところもありまして、やはりどっちかというと補助金の話

とかに地域の皆さんがなりがちで、それは若手にとってどっちかというと歯がゆい思い

をしていたところもございましたので、やはり誰かに頼ってやるんではなく、自分たち
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がやりたいことを行政にやらせるっていう形をとりたいな。それはリーダーもそれを訴

えていく必要があるなと思って感じておりました。それをきっかけに住民主体のまちづ

くりというようなところを打ち出させていただいております。 

また、もう１つの世代交代の話しでございます。これはどっちかというと自己批判で

ございます。 

私たちの世代が地域をまだ背負えてない、ただいま一生懸命地域を背負っていただい

てる方たちは、歳をとったから背負っているわけではなく、20代 30 代からずっと長い間

背負い続けているところがございます。 

私のような年齢の者が町長になれば、その後に私たちの世代の人たちが新しい志を持

つときにハードルが下がるそれは大変大きな効果を生むと考えております。その中で私

が首長として体現していくことは、私たちの世代でも地域を担っていいということを私

が訴えるということだと思っております。 

それが２本の柱の大きな政策でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 町長、今おっしゃられた住民主体ということと世代交代ですか、この２

本ですね。 

それの思いでこの３年半やってこられたということが、例えばですね、青年の家で、

反対、賛成、それから解体、それから県からのお金の受け取りとかそういうふうな部分

で、どうしてあんなに時間かかっちゃうのかなあ。例えば町長がそういう住民主体の熱

い思いがあって世代交代の熱い思いがあるなら、まだまだほかにも、今、チャレンジン

グな方法ってあったと思うんですよね。そういうふうな団体にもう町長の判断で運営任

せるというやり方もあったと思います。 

いわゆる町長が思いを思い描いてたその信念、理念ですか。住民主体、世代交代、そう

いうふうな部分が政策にあまり反映されてないなっていう感じがちょっとします。 

なんか先ほどの過疎高齢とか、自治会とか感じにしてもですね、どうなのかなってい

う感じがします。 

住民主体は分かります。住民の声を聞くというのはそれは行政として、政治として当

たり前のことなんで、それを取り立てて言う必要はないと思っていますが、それにして

もそういうふうな理念を持っているんであれば、なぜこういうふうな、今、挙げた６つ

のものに関して、いまいち消化不良的なものが残るのかなあというふうに考えておりま

す。その辺の矛盾についてはどうお考えですか。 
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○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

特に１点目の住民主体ということは、遅くなる可能性のほうが高いと感じております。 

トップダウンでどんどん決めていけばパンパンパンパンと決まっていくと思いますが、

それが住民主体でしっかり意見を聞いてとなると、その分手続きを行っていく、それは

結果としては遅くなる中でも丁寧に早くという気持ちはあります。ただ、それはトップ

ダウンをしなかったという結果だと思います。 

ただ１つその中で、例えば危機管理っていう部分に関しましてはもう少しトップダウ

ンが必要だったという反省は持っておりますが、それは私の信念に基づいてやった結果、

こういう日程になってきているのではないかなと分析はしております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 町長、そういうことではなくて、町長がおっしゃった住民主体というの

は、住民の声を聞くということとはまた別ですよね。「住民の方が主役になって、俺がや

る、私がやりたい。それを行政を後ろからそっとサポートする、そういうまちづくりを

したい」ってさっきおっしゃいましたよね。であれば、青年の家の残す、壊すの声を聞く

ってのはもうまるっきり別のフェーズの話。青年の家を自らのうちのグループで運営し

たいっていう人を育てる。そういうまちづくりをしなきゃいけないわけですよね。でも、

結果的にはプロポーザル業者３社が来て、やってたというふうな話ですよね。 

元気センターもそうですよね。元気センターもごちゃまぜの理念であれば、住民主体、

つまり団体の方々がこうしたいああしたい、一緒になりたい一緒に交流して多世代・多

層の人たちと混じり合いたい。だから、そういうふうな箱を用意してくれよっていうふ

うな仕組みを全部自分たちで考えるっていうふうな、そういうふうなまちづくりしたか

ったわけですよね。 

でも結局、声を聞くと、住民が主体になってはまた別ですから。 

で、声は聞いてリフォームする予定だったものが解体して、声を聞いていたらだんだ

んと各団体の要望も考慮していくと、だんだんとクローズドな部屋になってしまってっ

ていうふうな経緯があると思います。 

先ほど、だからその逆になってるよというふうな話です。その矛盾はどこから生じて

いるのでしょうか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） 逆になっていませんと私は、すみません、これは主観の違いなのかなと思
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いますが、そうではありません。 

で、その中でやってくるというところが、例えばプロポーザルで選んだ方に全ておま

かせしますという話ではなく今までのお話、説明させていただきましたが、プロポーザ

ルで決めた方と一緒に作っていくというところは、結局同じ育てていくという加賀田議

員のおっしゃった話と全く一緒だと思っております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 元気センターについてはどうですか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、元気センターについては、まずは福祉施設を造るということは大前

提でございます。その中で、利用者の方の配慮というのは最大限必要でございます。そ

れを満たした上で、その外側にきちんと一番最初の「ごちゃまぜの精神」今、「全部一緒」

と言っておりますが、その精神に基づいた施設にしていくというところでございますの

で、それを全てオープンというところが、今回、特に配慮が必要な方たちの福祉施設と

いうところがネックになっておりますので、それに関してはその配慮と今、これから目

指していくものの調整の結果、あのような形となっておりますので、決してクローズの

建物になっていると認識はしておりません。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、それではですね、過疎高齢化や自治会に関してはどうですか。 

町長がおっしゃる、住民の声を聞くという話とは別に住民主体で、例えば過疎高齢化

に打ち勝つような社会を住民自らがつくろうとする。もしくは先ほど町長がおっしゃっ

た、移住者の方々たち自らが、何か集団化して行動を起こす。こういったものが町長の

目指した理念だと思っておりますが、やはりそうなっておりません、３年半かかっても。

これに関してはどのように分析されてますか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

今まで日程の話の中で、特にこの過疎高齢化とか持続可能な自治組織づくりについて

は、決して拙速に進めてはいけないものだと思っております。 

呼びかけ続けますし、また、あの町でやってくれというのを少し押し返す必要もござ

います。その点で、例えば防災への考え方等をお示しをしながら、各自治会の中で少し

動きが出てきているところがございます。 
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例えば、自治会の中で近隣の事業所と個別に契約を結んで、いざ災害が大きく起きた

ときには、そこから材料を提供してもらうというような決定をしたところ。また、地域

によっては、その自治会自体を今は困ってないけど将来残すために、どうやったら自分

たちが何ができるだろうという勉強会を始めたようなところ。また、防災というような

ところで、地域全体で防災の取組について何をしていけるかというような勉強会をきっ

かけに少しルールを決めて、それが内閣府で紹介されたりとか、そういったところを促

していくことが私たちの仕事だと思っておりますので、今後も動きが多く出てくるよう

に自治会対策会議等を通じて、ほかの自治会にも示していく必要があるなと思っており

ます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 町長、そういうふうなことはもちろん分かるんですけど、例えば自主防

なんてもう 15 年か 20 年の歴史ありますよね、各自治体で。そういうのもとっくに昔か

らやってますし、自治会の問題でもそのぐらいの頃からずっと言われてるわけですよ。 

で、町長が住民主体になってほしいからあえて突き放すみたいなことを今、おっしゃ

いましたけど、それは逆で、やっぱり仕掛けていかなきゃ駄目ですよね、仕掛けるとこ

ろは。 

だから町がこういうふうなビジョンを持ってこういう方向に進んでくれ、先ほど言っ

たリスク管理をとって無茶苦茶な方向に行かないようにする。そうはいっても背中を押

す、きちんとしたところはやらなきゃいけない。そういうふうなことをしないと進まな

いと思うんですよね。 

私がこの３年半を自分なりにちょっとまとめてみますと、やはりいろんなものに時間

がかかりすぎてるし、やはり主体性を感じられません。時間がかかったってのは要する

に主体性がないからかなあというふうに思っています。町としての確固としたるビジョ

ン、こういったものがきちんと示せていれば、それは賛否あるでしょう。でも、それは町

長なんですから、自分の信じた道をずっときちんと説明して、反対の方々に納得いくま

で話をしちゃうって、そういうふうなものだと思っています。 

ただ、先ほど聞いたところによったら「住民主体だ」「世代交代だ」といった、わりか

し何て言うのかな、フワッとした感じのものは理念としては別に結構なんですがそれを

具体的な戦略に、先ほど米山郁子議員の話もありますけども、町長が持った理念をちゃ

んと戦略として具体的戦略としてブレークダウンできているかといったら、できてない

と思ってます。じゃなかったら、この手の重要な案件が３年半ほとんど非常に歩みのの
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ろい結果になっている、お粗末な結果になってるってことはないと思うんですよ。 

ですので、その町長の確固たるビジョンというものが、ここまでくるとですね、本当

は何だろうという疑念すら湧いてきます。 

先ほど「住民主体、世代交代」とおっしゃいましたけども、では町長がおっしゃるその

住民主体、世代交代で、これは間違いなく自分の理念が具体的に成果が上がっている。

これこそが住民主体で世代交代だっていう事業、私が挙げた６つの事業以外で結構です

んで、何かお示しいただけますか。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えをさせていただきます。 

そういう今までの事業以外の中でという話でございました。 

私がパッと思いつきますのは、地域での有機食材を学校給食に使おうという取組でご

ざいます。 

これは本当に関わってる皆さんたちが主体的となって今、動いていただいております

し、この取組が全国で度々取り上げられるようになってきておりますので、これは結果

として、松川町でいいところだよねというところをほかへの発信につながり、また子育

て世代にも響く政策でございますので、今後の移住定住に向けて大きなＰＲポイントと

なってくると感じております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、有機事業に関しましては大変結構だと思いますが、いかんせんや

はりその規模の問題があります。内容自体に別に私は何ら反対はございませんが、これ

が町の魅力となる、しかも稼ぐ力が出てくるという本当に根付く魅力になり得るんでし

ょうか。 

その有機の事業の半年後のビジョン、それからできればそのもっと後のビジョンもお

知らせください。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

規模につきましては、まずは学校給食の中で、主要６品目を 100%に近づけていきたい

というところがございます。 

今、ちょっとすみません、正しい数字が２つありますので今、ちょっと数字で答えに

くいですけど、３割４割程度のものが使われておりますが、これを 100％にしていくとい

うのが目標でございます。 
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その中でもうかる仕組みという話がございました。これは先行町村が２つ３つござい

ますので、その中の１つがうたっているところではありますが、地域の皆様が、やはり

遊休農地で少し何か作ってみようかなと思ったときに、その後押しとなるものとして考

えております。 

それは学校給食に使う食材として、行政が少し上乗せをして買い上げることで、市場

価格よりも安定した価格で、少し高めの付加価値で売れるというところがございますの

で、それが稼ぐ仕組みにつながっていくと感じて考えております。 

それがどんどん進んでいくことで、一番先進的な地域によっては、あの地域で学校給

食に使っているお米を買いたいというニーズが生まれてきて、その米は結果的には上が

ってきたというところがございますので、そういう最終的な仕組みづくりを考えており

ます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） ちょっと話が逸れていっちゃって申し訳ないんですけども、そのオー

ガニックのことに関しましては、私はもう学校給食がマーケットの限度だと思っていま

す。松川町民１万 2,000 人に対してですね、学校給食ぐらいのマーケットぐらいしか逆

にないと思ってます。 

そういった部分では、やはりちょっと事業化したりですね、法人化したりするってい

うことに関してはどうかなあというふうなことは思っています。それ以外で結構です。 

もうほかにございませんか、住民主体で世代交代が進んで、このご自身の３年半の実

績としてこれは誇れるなというものがありましたらお願いします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えをさせていただきます。 

今、ちょっとパッと言われてパッと今いくつか浮かばないんですが、各地域の自治組

織のあり方の話とか、また昨年度に少しアンケートをとった中でも、地域でやってるこ

とっていうのはコロナでできなくなっている。「これを機に考え直したい」という声がど

っちかというと若い世代、40 代、50代から上がってきているというところがありますの

で、まだそれが思いですので動きにつながっておりませんので、今、問われた中で今パ

ッと答えれるのはないので、ちょっと代わりの答弁としてお話させていただきました。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、いろいろと答弁いただきました。 

本日、私が一般質問の中でいろんな形でお聞きして、最終的に町長からお聞きさせて
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いただきました。 

やはりですね、確固とした信念とかビジョンというのがちょっとやっぱり弱いかなと

いう感じがしております。この３年半で、町長が信念を持って貫き通したというものが、

わりかし見当たらないなあという感じがしております。 

残り半年、どのような町政運営をなさるのか分かりませんけれども、せめて最後の半

年はですね、宮下町長こういうことをなさったというふうなきちんとしたビジョンをお

示しいただきながら、理念を示しながら、優秀な町の職員の方々が、その後は戦略を練

って実施していきます。そういうものだと思っておりますので、ぜひともそういう町政

運営を陰ながら期待しております。 

以上で、私の一般質問を終わりにしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） ３番、加賀田亮議員の質問を終わります。 

本日、通告のありました一般質問は以上で終わります。 

 

散 会 

○議長（黒澤哲郎） 以上をもって、本日の日程は全て終了をいたしました。 

これにて散会といたします。 

 

午後３時１２分 散  会 

 



 

 

 

 

 

令和４年 松川町議会 第３回定例会 

（第 １９ 日 目） 
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令和４年第３回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １９ 日 目 ） 

 

 

令和４年９月２０日（火曜日）    午後３時００分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 議案第１０号 令和４年度松川町一般会計補正予算（第３回）について 

第 ２ 議案第１１号 令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）に

ついて 

第 ３ 議案第１２号 令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につ

いて 

第 ４ 議案第１３号 令和４年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）につい

て 

第 ５ 議案第１４号 令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について 

第 ６ 議案第１５号 令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）について 

第 ７ 議案第１６号 令和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について 

第 ８ 議案第１７号 令和４年度松川町下信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第

１回）について 

第 ９ 議案第１８号 令和４年度道路メンテナンス事業 町道古町境の沢線橋梁補修工事

請負契約の締結について 

第１０ 議案第１９号 物損事故に関する損害賠償の額の決定について 

第１１ 議案第２０号 松川町教育委員会委員の任命について 

第１２ 議案第２１号 松川町教育委員会教育長の任命について 

第１３ 松川町選挙管理委員及び同補充員の選挙 

第１４ 町長の報告 
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報告第 ３号 草刈り作業に起因する車両損傷事故の損害賠償の額について（専決

処分事項の報告） 

第１５ 請願・陳情の審査 

請 願  ２ 小渋川部奈橋の永久化に関する請願 

陳 情  ３ 「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支

援制度の確立を求める意見書」の採択を求める陳情 

第１６ 発議第 １号 不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援

制度の確立を求める意見書の提出について 

第１７ 継続審査・調査について 

第１８ 町長あいさつ 

閉会宣告 

 

出席議員  １３名 

（別表のとおり） 

欠席議員  ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のために会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午後３時００分 開 議 

開議宣告 

○議長（黒澤哲郎） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和４年第３回

松川町議会定例会を再開いたします。 

 

議事日程の報告 

○議長（黒澤哲郎） 議事日程の報告でありますが、日程につきましてはお手元に配布のとお

りでございます。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長の出席を求めてあります。 

大島英嗣代表監査委員に出席をいただいております。 

株式会社チャンネル・ユーの有線テレビ生中継の許可をしてあります。 

地球温暖化防止及び節電の取組として、クールビズにて行います。ご理解をお願いい

たします。 

 

日  程 

＝＝＝ 日程第１ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第 10 号 令和４年度松川町一般会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 11 号 令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）について  

◇ 議案第 12 号 令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 13 号 令和４年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 14 号 令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 15 号 令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 16 号 令和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 17 号 令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第１回）につ

いて 

○議長（黒澤哲郎） それでは、日程第１、議案第 10 号、令和４年度松川町一般会計補正予算

（第３回）について、日程第２、議案第 11号、令和４年度松川町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２回）について、日程第３、議案第 12 号、令和４年度松川町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１回）について、日程第４、議案第 13 号、令和４年度松川

町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）について、日程第５、議案第 14 号、令和４

年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について、日程第６、議案第 15 号、令
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和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）について、日程第７、議案第 16 号、令

和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について、日程第８、議案第 17 号、

令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第１回）について、議案

第 10 号から第 17 号につきましては、審査を各常任委員会に付託をしてあります。その

結果を順次報告をお願いいたします。 

初めに総務産業建設常任委員会の報告をお願いをいたします。 

中平文夫委員長。 

○総務産業建設常任委員長（中平文夫） それでは報告いたします。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました令和４年度松川

町一般会計補正予算（第３回）、令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）、令和

４年度松川町下水道会計補正予算（第１回）、令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑

事業会計補正予算（第１回）について、去る９月５日に委員会を開催し、理事者、関係課

長、係長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。主な審査の内容と結果を報告いた

します。 

まず最初に、一般会計についてであります。 

商工費、商工業施設管理費需用費で、上片桐駅北町有地の侵入防止修繕ほか 16 万の内

容についてであります。「今回 16 万円計上しているのは、上片桐北町有地部分の虎ロー

プで囲ってある丸太杭が腐って、子どもたちも通る中で危ないと地元から要請もあり修

繕する。もう１か所は、インター駐車場関係で、防除ネット修繕を計画している」との答

弁でした。 

農林水産業費、人・農地プラン集落会議コーディネート委託費委託ほか 123 万４千円

について、「国の政策として推進しても、全国的に進まない状況、農林水産省から今年新

たな取組という形で示されているが、これに準じた内容であるか」について、「昨年度ま

で国の政策で推進されているが、日本全国的にも進んでいないのが現状。新たな取組は、

インターネット上でも公開されているが、人・農地プランから地域計画に移行プラン等

についての詳しい説明はこれからであり、その後、お知らせする」との答弁でした。 

「果樹園地帯は水田地帯と違い集約化が難しい。説明を待っているより町としてどう

したら良いか、本気になって考えてしっかりした方向性を持って仕事をするのが一番肝

心だと思うが」についてであります。 

「農林水産省の情報だけでは不足する部分もあり、コーディネーターとして農業経営

学を主に専攻され、伊那谷の農業事情に精通している信州大学の先生にお願いし、方向
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性を見出したい。先生には会議資料の作成、会議の監修と集落会議の着地で、結論の着

地点の導き方などを主にお願いしたりしていく」との答弁でした。 

「総務費、財産管理光熱水道額 267 万６千円増は稲葉クリーンセンターの焼却する燃

料代が上がっているからか。荏原環境プラントからどれだけ利用しているか。また、こ

れによってごみの焼却費用も上がるか」という質問に対して、「このたびの資源価格の高

騰により焼却価格にも影響が出てきていることに加え、これら公共施設の電力を全て稲

葉クリーンセンターで賄うことは難しく、外部からも電力を購入しており、これらが値

上げの原因となっている。ごみ発電の地産地消で、飯田下伊那で 108 の公共施設、町内

では 18 の施設が使用している。焼却費については、電気料とは別で南信州広域連合がそ

の会計を賄っており、その内訳として構成市町村から負担金と個人が施設へ持ち込んで

燃やす際の利用料によって賄っている」との答弁でした。 

「室内温水プール施設光熱費、特にプールは温かくするにお金がかかり、維持するの

が結構大変である。子どもたちの育成に使用することは良い。町内の健康維持の意義が

あるが町民利用率は少ない。対策をとる必要があるか」について、「施設の目的は町民の

健康維持、スポーツの増進等であり、これは大事なことで引き続き運営する。現在、国の

ほうでも、環境にやさしいエネルギーへの転換とか補助制度のメニューもあり、別の燃

料のことも今後考えていかなければならない。料金体系の見直しも含め検討していきた

い」との答弁でした。 

令和４年度松川町水道会計補正予算（第１回）、令和４年度松川町下水道会計補正予算

（第１回）、令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業補正予算については、質疑は

ありませんでした。 

審査を終結し、議員間討論を討議を行いました。 

「ウォータースライダー鉄骨階段長寿命化に関して、スライダーは必要であり今後も

存続を望む。町としてはっきりと結論を提示すべき」との意見でした。 

委員会を再開し、再質問ありませんでしたので、討論を行いました。 

討論を終結し、採決を行い、令和４年度松川町一般会計補正予算（第３回）、令和４年

度松川町水道会計補正予算（第１回）、令和４年度松川町下水道会計補正予算（第１回）、

令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第１回）については、全

員賛成で、当委員会としては原案のとおり認めることが妥当と決しましたので、報告い

たします。 

以上で報告を終わります。 
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○議長（黒澤哲郎） 次に、社会文教常任委員会の報告をお願いをいたします。 

川瀬八十治委員長。 

○社会文教常任委員長（川瀬八十治） それでは、社会文教常任委員会の報告をいたします。 

本定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されました令和４年度松川町一

般会計補正予算（第３回）、令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

回）、令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）、令和４年度松川町

介護保険事業特別会計補正予算（第１回）、令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算

（第１回）について、去る９月７日に委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の出席を

求め、慎重に審査をいたしました。 

主な審査の内容と結果を報告いたします。 

まず初めに、一般会計補正予算ですが、老朽化が進んでいる旧生東保育園解体工事費

600 万円と、生東リズム室解体設計と解体支援費で 360 万円についてであります。工事費

の積算根拠や解体支援についての質問がありまして、「生東リズム室は鉄骨構造のため、

職員では設計や必要経費等が正しいのか判断が難しいことから、解体設計を委託し、支

援を住宅供給公社へ委託する。旧生東保育園の解体工事は業者に現場を確認してから見

積もりをお願いした。発注者である役場は監督する義務があり、監督員としての専門性

が職員では弱いことから、第三者機関である住宅供給公社に委託する。住宅供給公社に

支援を委託する基準を、今年度中に明確にする」との答弁でありました。 

特養松川荘非常用発電設備設置工事費 1,898 万円は、福祉避難所としての機能充実を

図る目的で、72 時間電気の供給を全面可能な施設にする内容についてであります。非常

用発電機の価格と軽油タンクの質問がありました。 

「非常用発電機は設計書を参考に、工事の見積もりとして業者から概算金額が出てい

る。軽油タンクは、稼働時間を連続 72 時間にする目的で増設となる。『見積もりは複数

から取るべき』との意見がありましたが、提案として受け止めさせていただく」との答

弁でした。 

次に、子宮頸がん予防ワクチン接種費 263 万円は、接種機会を逸した方にキャッチア

ップ接種を実施する。また、４月から接種をされ、支払済みの方にも、１万６千円の負担

金を支払いすることについて質問がありました。子宮頸がん予防ワクチン接種で、副反

応が起きたとき相談窓口や体制等の質問がありました。 

「子宮頸がん予防ワクチンに限らず健康被害が起きた場合、町の予防接種調査委員会

で聴取を行い、医師会から見解を聞き、国の予防接種委員会へ申請をしてからの認定判
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断となる」との答弁でした。 

中央小学校バックネット改修費 1,000 万円は、「バックネットを撤去し、新たに防球ネ

ットを設置事業としている。バックネット裏付近の支障木の伐採や剪定は、記念樹や歴

史のある樹木である。特に、梨木については、なぜこの場所にあるのかなどの調査が必

要」との質問がありました。 

「学校に植えられている樹木は、記念樹やいろいろと意味のあるものでしっかりと確

認をして対応をする」との答弁でした。 

次に、特別会計補正予算からであります。 

介護保険事業特別会計補正予算、これで重層的支援体制特別事業については、「補正予

算に計上されているのにも関わらず、採決後の報告事項としていることは問題である」

と指摘をいたしまして、総務産業建設常任委員会へは、最終日より前に説明をすること

を条件として、報告事項から協議事項に変更して審査を継続いたしました。 

重層的支援体制整備事業委託料の 52 万８千円についてでありますが、「大きな事業で

あり、もう少し詳しく内容の説明を」との質問がありました。「地域共生社会の実現のた

め、様々な立場の人、様々な年代層の人たちがつながり、重なりを持って支えていく環

境を整えていく事業であり、当該地域をよく知っている民間企業への委託を考えている」

との答弁でありました。 

審査を終結して、議員間討議を行い、その後、採決を行いました。 

採決の結果でありますが、令和４年度松川町一般会計補正予算（第３回）と令和４年

度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）は賛成が５、反対が１。令和４年度松

川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）、令和４年度松川町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１回）、令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）、全員

が賛成でありました。 

以上の結果、当委員会に付託された案件は、全て原案のとおり認めることが、妥当と

決しましたので報告をいたします。 

以上であります。 

○議長（黒澤哲郎）  各常任委員会の報告を終わります。 

ただいまの報告について、質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 
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加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） 一般会計の補正予算、こちらについて反対の立場から討論させていた

だきます。 

こちらですね、民生費の社会福祉費、この中にですね、２点、生東リズム室と旧生東保

育園の解体の件でございます。 

こちらに関しましては、まずは払い下げ、売却等を検討して、実際に実施して、それで

も希望者がなければと解体というのは自然な流れかと思いますが、そのステップを経ず

して、解体費を計上してくるということに関して、不自然な思いがあります。 

で、委員会でこちらを指摘しまして「検討をする」というふうなことを言っていただ

いたんですけども、やはり十分に検討された上でですね、こういった補正予算に上げて

くるのがやはり筋だと思いますので、今の段階ではやはり予算書には、解体設計解体費

と解体工事費と書いてますので、反対いたします。 

同じようにその下の高齢者福祉費の中で、松川荘の非常用電源に関しましても、こち

らについても種々委員会でもかなりの意見が出ました。説明も私の印象では二転三転し

たかなというふうに思っております。 

こういったものもですね、しっかり固まってからやっぱり補正予算に上げるべきだと

思うんですね。補正予算に上げて「いろいろ意見が出たんで検討しますけど」っていう

ふうな答弁をいただきましたけども、そうはいっても補正予算ですんで、ここに書いて

あるとおりに認めるというふうになってしまえば、そういう結果になってしまいますん

でね。 

ですので、この２点において、やはり補正予算の上程するレベルというか質が一定の

クオリティに達していないというふうに思いますので、反対させていただきます。 

さらに、介護保険の特別会計でございます。介護保険の特別会計の補正予算について

も反対の立場で討論させていただきます。 

介護保険の委任事業費の中、包括支援の任意事業費の中で先ほども委員長から説明あ

りました重層的支援体制整備事業というのがございます。 

金額は 52万８千円でございますが、こちらもですね、委員会の中で元気センターの当

初の頃とやってることがほぼ一緒というふうな指摘をさせていただきましたんで、仕事

としてははっきり言って二重業務になりかねませんし、ましてこの時期になぜというの

もあります。元気センターの今までの経緯の結果をきちんと総括すれば、おのずから答

えは出る。自力で答えが出る事業でございます。 
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そういったものをしっかりと事前にですね、きっちり検討した上でですね、こうやっ

て補正予算に載せるべきだと私は思います。 

やはりちょっと見切り的な部分で、これも補正予算の質としてクオリティに達してい

ないというふうに思います。 

別に悪いことだと思いませんこういうふうな角度で考えるということは大事なことだ

と思いますけども、その前にきっちりとやっぱりですね、時間をかけてもんで、それで

精度の高いものを補正に持ってくるというのがあるべき姿なのかなというふうに感じま

す。 

以上、理由をもちまして、一般会計及び介護保険特別会計について、反対の立場で討

論させていただきました。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに討論ございませんか。 

川瀬議員。 

○５番（川瀬八十治） 先ほど委員長としてですね、報告においては、委員会としての賛成とい

うことでございましたが、今回、個人の立場として意見を申し上げます。 

一般会計補正予算についてでありますが、反対ということでと思っております。 

先ほど加賀田委員の方からもお話がありました生東リズム室、解体工事等あります。

先ほど委員長報告の中でもありましたけれども、住宅供給公社へ委託するということで

あります。少なくともですね、松川町がこういう事業をしておる中で、住宅供給公社へ

委託しなくても今まで過去ずっとやってきたわけです。それは職員の力でできたという

わけでございます。町長替わって、また副町長が替わった中で、３年ばか前からこうい

うことが始まったということでありますし、この支援体制もですね、基準が全くないま

ま、「今年度中に基準をつくる」と「明確にする」と言ってますが、それであれば今回は

これについては認めるわけにはいかないなということが１点目であります。 

もう１点でありますけれども、特養の非常用発電機の金額でございます。 

1,740 万円が非常用電源の機械でございますけれども、これ「業者から見積もりをいた

だいた」と言っておりますが、あくまでも定価でありまして、実際はもう少し安く入り

ます。事業のやる方に聞くところ、６割ぐらいで入ると、約 1,000 万ちょっとで入るわ

けです。 

当然、公共施設だから高い云々はありますけれども、職員の方たちがしっかりとそう

いったとこを精査してあるのかどうか、ここが問題だなというふうに思っておりますし、
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この金額はですね、当初３月のときに、当初予算で載っかったときにこれでいくと。し

っかりと協議して、当初予算に載っけたやつです。それが突然こんなような金額になる

こと自体は、私は納得がいってない部分があります。 

まさにですね、住宅供給公社ばっかではないですけれども、委託をするということの

弊害がここに出ておるのではないかというふうに私は思っております。 

もう１つ言わせていただきますと、光熱水費がですね、４月のときから８月まで 3,800

万から 4,000 万上がっております。当然、「節電に努める」という答弁はいただいており

ましたけれども、節電だけではこの金額っていうのはなかなか節約にはいかないと思い

ます。やはり先ほど申し上げましたように、しっかりとですね、内容を精査してですね、

こういった補正予算に計上するべきじゃないかというふうに思っております。 

そんな考えから、今回、一般会計補正予算についてのみでありますけれども、反対と

させていただきます。 

○議長（黒澤哲郎） ただいま反対討論がございましたが、賛成討論はございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） それではほかに討論ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

ただいま、反対討論がございましたので、順次採決を行ってまいりたいと思います。 

それではまず最初に、議案第 10 号、令和４年度松川町一般会計補正予算（第３回）に

ついて、委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 10名） 

○議長（黒澤哲郎） 賛成多数であります。 

よって、議案第 10 号、令和４年度松川町一般会計補正予算（第３回）については、原

案のとおり可決されました。 

続いて、議案第 11 号、令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）

について、採決を行います。 

委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 11 号、令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 
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続いて、議案第 12 号、令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）

について、採決を行います。 

委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 12 号、令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）

については、原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第 13号、令和４年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）に

ついて、採決を行います。 

委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 11名） 

○議長（黒澤哲郎） 賛成多数であります。 

よって、議案第 13号、令和４年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）に

ついては、原案のとおりと可決されました。 

続いて、議案第 14号、令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）につい

て、採決を行います。 

委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 14号、令和４年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）につい

ては、原案のとおりと可決されました。 

続いて、議案第 15 号であります。令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）

について、採決を行います。 

委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 15 号、令和４年度松川町水道事業会計補正予算（第１回）については、

原案のとおり可決とされました。 

続いて、議案第 16号、令和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について

であります。採決を行います。 

委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 
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（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 16号、令和４年度松川町下水道事業会計補正予算（第１回）について

は、原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第 17 号、令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第

１回）についてであります。採決を行います。 

委員長の報告のとおり原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 17 号、令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第

１回）については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第 18 号 令和４年度道路メンテナンス事業町道古町境の沢線橋梁補修工事請負契約

の締結について 

○議長（黒澤哲郎） それでは、日程第９、議案第 18 号、令和４年度道路メンテナンス事業町

道古町境の沢線橋梁補修工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） それではお願いいたします。議案第 18号でございます。 

＝ 議案第 18 号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それではここで採決を行います。 

議案第 18号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 
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○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 18 号、令和４年度道路メンテナンス事業町道古町境の沢線橋梁補修工

事請負契約の締結については、原案のとおりと可決されました。 

 

◇ 議案第 19 号 物損事故に関する損害賠償の額の決定について 

○議長（黒澤哲郎） 続いて、日程第 10、議案第 19 号、物損事故に関する損害賠償の額の決定

についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 議案第 19 号でございます。 

＝ 議案第 19 号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それではここで採決を行います。 

議案第 19号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、議案第 19 号、物損事故に関する損害賠償の額の決定については、原案のとお

り可決されました。 

 

◇ 議案第 20 号 松川町教育委員会委員の任命について 

○議長（黒澤哲郎） 次に日程第 11、議案第 20号、松川町教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。 

説明を求めます。 

宮下町長。 
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○町長（宮下智博） それでは議案第 20号をお開きください。 

松川町教育委員会委員の任命についてでございます。 

松川町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

ご記入ください。 

住所、松川町上片桐 4298 番地。 

氏名、石田喜則さんでございます。 

生年月日、昭和 31 年４月 26 日生まれでございます。 

令和４年９月 20日提出。 

松川町長、宮下智博。 

選任理由についてでございます。 

この石田さんにつきましては、教育委員の１期目につきましては、これまでの長野県

職員としての行政勤務経験を生かした教育行政への意見助言を行って、積極的に委員と

しての責務を果たしてこられました。 

現在も、体育協会の副協会長としてスポーツ振興を通して子どもらと関わるなど、地

域を代表する教育委員として教育現場での活動を大切にされています。 

温厚実直な性格で、熟考しながら多面的・多角的に物事を判断する力を持たれており、

これからの町の教育情勢充実のため、ご活躍いただけると考え、引き続き２期目の教育

委員をお願いしたく、議会の同意を求めるものであります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それではここで採決を行います。 

議案第 20号について、原案に同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 
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よって、議案第 20 号、松川町教育委員会の委員の任命については、原案のとおり同意

することに決定をいたしました。 

 

◇ 議案第 21 号 松川町教育委員会教育長の任命について 

○議長（黒澤哲郎） 次に、日程第 12、議案第 21 号、松川町教育委員会教育長の任命について

を議題といたします。 

説明を求めます。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） 議案第 21 号に入ります前に、該当者が在籍をしておりますので、退席を

お願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） それでは退席者の氏名の報告をお願いいたします。 

○町長（宮下智博） はい、小平順一教育長です。 

○議長（黒澤哲郎） 小平順一教育長、退席をお願いをいたします。 

（小平順一教育長退席） 

○町長（宮下智博） それでは、議案の第 21 号をお開きください。 

松川町教育委員会教育長の任命についてでございます。 

松川町教育委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

ご記入をお願いいたします。 

住所、松川町元大島 3272 番地の 18。 

氏名、小平順一さんでございます。 

生年月日、昭和 35 年７月 24 日生まれ。 

令和４年９月 20日提出。 

松川町長、宮下智博。 

それでは選任理由でございます。 

高坂前教育長の残任期間の１年６カ月、松川町教育長として勤務をされました。教育

長の就任時から学校を地域が支援する応援組織を生かした、松川町保育園、小・中学校

運営協議会をスタートさせ、保育園と小学校の接続や小学校から中学校への連携を密に

し、15 年の一体化を目指す方向を明らかにし、育てる子ども像や解決すべき課題を地域

全体で共有し、町ぐるみで子どもを育むことへの取組を進めております。 

これまでの教育行政と学校教育での経験を生かし、引き続き教育長としてお願いした
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いと考え、議会の同意を求めるものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○３番（加賀田 亮） 任命の理由をお聞きいたします。 

２点お聞きます。 

まず１点目でございます。制服の問題についてです。 

制服の変更がこの春から進められてきまして、ほぼ決定していきました。来年から新

制服と。 

その決定プロセスについて、大いに疑問があります。やはりですね、大きな声ばかり

ではなく制服の変更が負担な家庭の声もあると思います。きちんとそういったところに

配慮し、財政的な負担を確保した上で制服の変更の議論をすべきだったと私は思ってい

ます。 

それに関していまだなんの話合いもありません。今度の新入生たちの制服の補助の負

担に関する話等も何の提案もございません。この制服の変更決定のプロセスについて町

長はどのように評価し、任命されるのでしょうか。これが１点。 

２点目でございます。 

過去に教育懇談会、それから今年になって中学生と語る会、こういったものを実際さ

れてきました。結果、何を残したのでしょうか。その実績の結果がどういったことが影

響あって、どういうふうな実績があって、どのような影響や結果をもたらしたのか、そ

れがどのように任命につながっているのか、その以上２点お聞きいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） それでは私のほうからお答えをさせていただきます。 

１点目は制服の決定プロセスについてのご質問をいただきました。 

以前にもこの場で何度かお話をさせていただきましたし、また教育長のほうからも説

明をいたしました。 

再三の話になりますが、現場の中から子どもたち、まずスタートとしては自分たちが

60 年間制服が変わってないということを疑問に思った子どもたちから上がった声をＰＴ

Ａが主体となってつくりあげ、教育委員会とＰＴＡ、あと子どもたちの中で決められて

きたというのが現在の状況でございます。 

その中で加賀田議員がおっしゃるとおり、家庭によっては「制服をなくしてもいいの
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ではないか」という話もあった上で今回、新しく制服を検討するという、変えるという

ような方向性が出てきておりますので、その点のプロセスについては私はおかしいとは

思っておりません。ただ、財政の話につきましては、今後、予算を確保していくに当たっ

ての１つのやり方として考えていかなければいけないと思っております。 

現在この場で軽々にじゃあ財源をこう考えておりますというところは、ちょっとこの

場で用意はありませんのでお答えはできませんが、財源を確保した上で上程をするとい

うのはある程度必要なことだと思っております。 

２点目についてでございます。 

今までの教育長が残したもの、教育懇談会とかについて教育長が残したもの、もたら

したものというようなお話をいただきました。この中で、地域と子どもたちの話をしっ

かり共有するという場が増えてまいりました。今までは、例えば学校に行けない家庭は

学校に行けない家庭たちでだけで少し集まって話をしている。その親の会等が教育長も

入ることによって、その地域全体の課題となっていく。また、その課題を解決するため

に地域の皆様のお力を借りるといった教育懇談会、お母さんたちとか、お母さんお父さ

んとか、地域の皆さん、それはもう両親に関わりなく地域の方たちが集まる教育懇談会

等の場でそういった現在困っている子どもたちの生の声とか、実際にそれを克服してき

た声などを共有することによって地域全体でこの学校、また子どもたちを支えていこう

と機運をつくってきたところが大きな評価できる部分だと考えております。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、町長、私の質問にお答えになっていないので、きちっとお答えい

ただければありがたいです。 

１点目は、財政的な措置をきちっと確保した上で制服変更の議論をすべきだったのに

それをしなかった教育長をどう評価されているのかといっているのです。プロセスの

云々の部分ではございません。結果そうなんですから。 

で、これから予算措置をする、しないの話も結構です。そうじゃなくて、そういう段取

りで制服変更のプロセスを決めた教育長をどのように評価して今、任命しているのか、

それを聞きたいのです。それが１点目です。 

２点目でございます。 

非常に雰囲気ができた、話合いができたというふうなことで主観的な話ばかりです。

具体的な結果、どのようなことになったのかというのをきちっとお知らせください。 
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私も２回とも教育懇談会も中学生と語る会にも参加させていただいておりますし、そ

の他、教育関係のいくつかの団体にも参加させていただいております。話を聞いている

限り、私の目から見る限りでは何が評価なのかな、何が結果なのかなと疑念を抱かざる

を得ません。町長は具体的に何をもって評価しているのでしょうか。 

以上、２点お願いします、 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

１点目は、プロセスの話ありましたのでプロセスの話をさせていただきましたが、財

源の話ということでお話をいただきました。 

これは令和４年度の当初予算審議の中でもお話をさせていただいたところなので、今

この場で蒸し返すつもりはございません。財源につきましては、今後確保した上で改め

て上程する必要があると考えております。 

ただ、その中で財源について確保しないまま決めるプロセスに至ったことについての

お話をいただきましたが、それにつきましては当時の話の中で、今、子どもたちが中学

校入学のときの入学祝金というような形の打ち出し方がうまくできなかったというとこ

ろは、そこは少ししっかり審議せずに出してしまった感はあるかなと思っておりますが、

それが大きな問題と私は考えておりません。 

２点目についてでございます。 

具体的なことというのがやはり、本来であれば例えば不登校者が減ってきたとかそう

いう数字のことかと思いますが、そういうような結果は今は出てきておりません。 

ただ、電子教科書の導入にあたって、例えば電子教科書の導入など実際に困っている

子どもたちの声を吸い上げて、それを導入するものに変えていくというような結果に、

私は反映ができていると評価をしております。 

○議長（黒澤哲郎） 加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） はい、ちょっともう何度も同じようなことなって申し訳ないんですけ

ども、今の答弁の中で、財政的な確保措置をとらずに制服の変更プロセスを始めてしま

ったことに対して、私は大いに問題だし、その責任はどこかでとるべきだと思っていま

すけども、町長は今はっきりと「それは問題ない」とおっしゃった、そういう認識でよろ

しいでしょうか。町長にしては、問題ないと思ってるのに今回任命した、そういう認識

でよろしいでしょうかお答えください。 

それから２点目でございます。 
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その具体的な云々がどうのこうのっていうことに関しましては、はっきり言って示せ

るものが今は特にないというふうな、具体的にですね、そういうふうに受け取りました

けどもそれでよろしいでしょうか。 

確認です。 

○議長（黒澤哲郎） 宮下町長。 

○町長（宮下智博） はい、お答えさせていただきます。 

問題ないと認識しております。 

その件につきましては、実際に子どもたちが必要だと思っているその変更についての

努力を現場がやっていて、私たちがそれを何とか財源を確保するという立場だと思って

おりますし、その中では問題がないと考えております。 

２点目につきましては、先ほど電子教科書と言ったのは、ＬＤ、学習障害があるよう

な子どもたちに向けて、今回、学校のＩＣＴ化の電子教科書の導入の中できちんと検討

されて、試験的に導入を始めて実現をしているというところが私の評価だとお伝えした。 

以上でございます。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はございませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） 私はこの人事案に反対をいたします。 

理由はですね、今、加賀田議員からも質問がございましたけれども、制服の問題で非

常にショックを受けました。イニシアティブをとるべき教育長がですね、全くその職務

を全うしなかったのではないかというふうに思います。 

制服はですね、現在の在校生やそれからＰＴＡや検討委員会を立ち上げてというお話

もありましたけど、そういった形のものだけではないんですよ。町を象徴する町民共有

のものというものであるべきであって、中学校長やＰＴＡだけに任せきりというか、い

わば傍観をしていたのではないかというふうに、そんなふうに私は思います。町民の意

見を果たして教育長が聞いたのかという、そういうことですね。 

あのような制服に決定したというのがですね、町民としても恥ずかしいというか、非

常に残念だ、不満だというふうに私は思っております。 

その前段で議会にも相談、制服を変えるということを議会にも何の相談もなかったで
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すよね。ほぼ決定してからの報告であったと、まあ議会軽視の姿勢を持っておられる方

だというふうにそういうふうに思います。 

教育長としての資質に非常に欠けるというふうに思いますので、その他いろいろ今、

いろいろ実績も述べていただきましたけれども、それは当然、教育長としてなさること

であって、取り立ててですね、言うべきものがあるとは思えない。ここにきてこの制服

問題ですね、やはりこれは後世に禍根を残すような決定であったと、そういうふうに私

は思っておりますので、この人事案に反対をいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 反対討論がございましたので、賛成討論はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） それではほかに討論ございますか。 

加賀田議員。 

○３番（加賀田 亮） この人事案に反対の立場から討論させていただきます。 

制服の問題とかそういったものはあくまで現象であって、問題の根本は、私は感受性

だと思っています。 

ＰＴＡが言うからとか、大多数がそう望むからと。要はいわゆる、政治の理念ですね。

そういったものに従って動いていく。その時にどうしても弱者の声が漏れてしまう。教

育現場において、弱者の声にどれだけアンテナを張って感受性を持って汲み取れるか。

そこが私は教育者には絶対に欠かせない能力だと思っています。 

今回の梨の木の件もそうです。ＰＴＡが言うから、実が落ちてきて危ないと言うから、

そういう大きな声にすぐなびいて、じゃあこの木はどう言われがあったんだろう、この

木を残したいという思いを持ってる人たちが、実はこの町の中にごくわずかでもいるん

じゃないか、感受性です。そういう小さな声、わずかな声に、感受性を持って、町長はお

そらく民主主義というか政治家ですから、やはり大多数の声を支持して、こういう政策

をしなさいとおっしゃるのは分かります。ただ、それをせき止めるのが教育長の役目で

す。だから仕事を分離してるんです。それを逆に追従するような形で職務をなさってい

るとこに関して私は非常に落胆を覚えます。 

以上が反対の理由です。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに討論はございますか。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 私は、賛成の立場で討論をさせていただきます。 

前高坂教育長が突然といいますか、いろんな事情の中であと残任期間を１年６カ月残
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して退任をされたと。私、前教育長を非常に買っておりましたんで、残念に思いました

けれども、そういう事態があります。 

で、この１年６カ月の間、今、るるいろいろお話がありましたけれども、真摯に取り組

んでやってきていただいたというふうに思っておりますんで、きちっとした正規の３年

間を、もう２期目をきちっと見てから私は評価したいというふうに思いますんで、今回

の提案には賛成をいたします。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに討論はございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それではここで採決を行います。 

議案第 21号について、原案に同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立 10名） 

○議長（黒澤哲郎） 賛成多数であります。 

よって、議案第 21 号、松川町教育委員会教育長の任命については、原案のとおり同意

することに決定をいたしました。 

それでは小平教育長、入室をお願いをいたします。 

（小平順一教育長入室） 

 

＝＝＝ 日程第 13 松川町選挙管理委員及び同補充員の選挙 ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） 次に、日程第 13、松川町選挙管理委員及び同補充員の選挙であります。 

現在の選挙管理委員及び補充員は、９月 25 日をもって任期満了となります。 

このため、地方自治法 182 条第１項及び２項の規定に基づき、選挙を行うこととなっ

ております。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第 118 条第２項の規定により、指名推選で行いた

いと思いますが、これにご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議はござい

ませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは議長が指名することに決定をいたしました。 

それでは、指名をいたします。 

松川町選挙管理委員に、元大島、水野はる子君。大島、宮下佳弘君。生田、下澤洋貞君。

上片桐、鎌倉和志君。 

以上、４名を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました、元大島、水野はる子君、大島、宮下佳弘君、生田、下澤洋

貞君、上片桐、鎌倉和志君を松川町選挙管理委員の当選人と定めることにご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは元大島、水野はる子君、大島、宮下佳弘君、生田、下澤洋貞君、上片桐、鎌倉

和志君が松川町選挙管理委員に当選されました。 

続きまして、同補充員の選挙を行います。 

松川町選挙管理委員補充員についても、選挙管理委員と同じく議長が指名することに

ご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは、松川町選挙管理委員補充員に、元大島、知久克志君。元大島、矢澤 覚君。

上片桐、湯澤直人君。生田、中村富士子君。 

以上、４名を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました元大島、知久克志君、元大島、矢澤 覚君、上片桐、湯澤直

人君、生田、中村富士子君を松川町選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議

はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは元大島、知久克志君、元大島、矢澤 覚君、上片桐、湯澤直人君、生田、中村

富士子君が松川町選挙管理委員補充員に当選されました。 
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次に補充員の補充の順位についてお諮りいたします。 

補充員の順次順位は、ただいま指名いたしました順位で決したいと思いますが、ご異

議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

それでは、補充員の順位はただいま指名した順位に決定いたしました。 

 

＝＝＝ 日程第 14 町長の報告 ＝＝＝ 

◇ 報告第３号 草刈り作業に起因する車両損傷事故の損害賠償の額について（専決処分事項

の報告） 

○議長（黒澤哲郎） 次に日程第 14、町長の報告であります。 

報告第３号、草刈り作業に起因する車両損傷事故の損害賠償の額について（専決処分

事項の報告）を議題といたします。 

説明を求めます。 

米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） それでは報告第３号をお願いいたします。 

＝ 報告第３号朗読・説明 ＝ 

 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

森谷議員。 

○１０番（森谷岩夫） 発生日とそれからこの駐車場の草刈りっていうのはどの辺りだかちょ

っと、専決をされておりますけれども、報告だけお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 高根生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高根竜二） はい、よろしくお願いします。 

発生日は令和４年６月 21 日でございます。 

駐車場の草刈りにつきましては、生涯学習課で２名の個人の方に委託をしておりまし

て、各公園を順次回って草刈りをお願いしているところであります。 

○議長（黒澤哲郎） よろしいですか。 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 

＝＝＝ 日程第 15 請願・陳情の審査 ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） それでは、日程第 15、請願・陳情の審査を議題といたします。 

請願２につきましては、総務産業建設常任委員会に審査を付託してあります。 

審査の結果について報告をお願いをいたします。 

それでは、中平文夫総務産業建設常任委員長。 

○総務産業建設常任委員長（中平文夫） 請願の審査と結果についてご報告いたします。 

令和４年第３回松川町議会定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託さ

れました請願２、小渋川部奈橋の永久化に関する請願について、去る９月５日に委員会

を開催し、慎重に審査をいたしました。審査の経過と結果を報告いたします。 

審査当日、現地にて担当課より説明があり、紹介議員からも説明を受け、審議を行い

ました。 

審査の結果、部奈橋の永久化は全員賛成であり、当委員会としては採択と決しました。 

最近は、異常気象による豪雨が頻繁に発生し、令和２年７月豪雨により流されて以来、

復旧できていない状況です。 

関係機関からは、「橋がない状態でも占用許可申請が出されていれば許可は続けていく」

との見解でしたが、国より今年度になり、河川区域内に置かれていた橋げたである鉄板

等の撤去要請があり、現在、峠地区の溝沢橋東の町有地に保管しています。 

請願に書かれている６項目は、地域住民の皆さんの永久橋の必要性と理解しておりま

す。 

議会としても、今後どのような方法があり、どのように進めて行くのが良いか、検討

いたします。 

以上のとおり、請願についてご報告いたします。 

以上で終わります。 

○議長（黒澤哲郎） 以上で請願２についての報告を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

森谷議員。 
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○１０番（森谷岩夫） 討論をさせていただきますが、賛成の立場であります。 

今般ずっと許可をされてきた橋が、ここんとこ流されまして、もう２年使えておりま

せんけれども、従前から地域の生活をされている皆様の必要な橋として、あるいは機能

しておったわけでありますが、今回、突然といいますか、私どもには分かりませんが、上

部機関で許可をしないと、こんなようなお話を聞いております。あまりにも一方的な裁

断で憤慨をしておりますが、ぜひ行政も本気になって関係機関と協議をして、あの橋が

設置できるように努力をしてほしいというように思います。 

これは永久橋ということで、産建の委員が全員賛成をしておりますが、当面、永久橋

ということになるとお金もかかりますし、造るまでに時間がかかるというふうに思って

おりますが、何とか従来の方法を踏襲して、さらに永久橋に架け替えると、こういうこ

とで時間がかかっても、やっぱし住民の生活の利便性を図っての行政としての意思とい

うことで、運動を続けていくのが大事だというふうに思います。 

以上の立場から賛成をいたしたいと思います。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それではここで採決を行います。 

請願２、小渋川部奈橋の永久化に関する請願について、総務産業建設常任委員長の報

告のとおり採択をすることに賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 全員賛成であります。 

よって、請願２、小渋川部奈橋の永久化に関する請願については、採択と決定いたし

ました。 

続いて陳情３につきましては、社会文教常任委員会に審査を付託してあります。 

審査の結果について報告をお願いをいたします。 

それでは陳情３について、川瀬社会文教常任委員長。 

○社会文教常任委員長（川瀬八十治） それでは、陳情の審査と結果について報告をいたしま

す。 

令和４年第３回松川町議会定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されま

した陳情３、「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の

確立を求める意見書」の採択を求める陳情について、９月７日開催の委員会において、
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慎重に審査をいたしました。審査の経過と結果を報告いたします。 

陳情に対しての意見としまして、「不登校の子どもさんがフリースクール等へ通うこと

は、経済的にも大きな負担があることから、行政としての支援が必要である」。 

ほかには、「採択に賛成」との意見が多くありました。 

また、「趣旨に関しては賛成であるが、記書きの部分については検討が必要として、趣

旨採択としたい」との意見もありました。 

採決の結果でありますが、陳情に賛成５、趣旨採択１でありました。 

当委員会としては、陳情３、「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための

経済的支援制度の確立を求める意見書」の採択を求める陳情は、賛成多数であり採択と

いたします。 

以上であります。 

○議長（黒澤哲郎） 以上で陳情３についての報告を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それではここで採決を行います。 

陳情３、「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確

立を求める意見書」の採択を求める陳情について、社会文教常任委員長の報告のとおり

採択をすることに賛成の方の起立を求めます。 

（起立 11名） 

○議長（黒澤哲郎） 賛成多数であります。 

よって、陳情３、「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援

制度の確立を求める意見書」の採択を求める陳情については、採択と決定をいたしまし

た。 

 

◇ 発議第１号 不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確

立を求める意見書の提出について 

○議長（黒澤哲郎） 続いて、日程第 16、発議第１号、不登校児童生徒に対して多様な学習機
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会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

説明を求めます。 

間瀬重男議員。 

○１２番（間瀬重男） 発議第１号、不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための

経済的支援制度の確立を求める意見書の提出について。 

地方自治法第 99条の規定により、関係機関に提出するため主題のことについて、別紙

のとおり、意見書の議決を求める。 

令和４年９月 20日提出。 

提出者、松川町議会議員間瀬重男、賛成者、松川町議会議員松井悦子、同坂本勇治、同

加賀田 亮、同塩沢貴浩。 

裏面を次のページを御覧ください。 

不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求め

る意見書案について、朗読をもって説明をいたします。 

義務教育段階における不登校児童生徒数は、長野県内でも依然高水準で推移していま

す。 

また、保護者や学校の配慮等による事実上の不登校児童生徒数も鑑みると、潜在的な

不登校児童生徒も多数存在していると思われます。 

このような中、多様な学習機会を提供する民間施設への需要が高まっているのに対し、

民間施設を設立するための経済的支援制度は不十分であり、必要な資金が確保できず、

設立を断念している個人や団体も少なくありません。 

以上のことから、教育機会確保法の基本理念にある「不登校児童生徒が行う多様な学

習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援」について、早急な具体的対策

を講じる必要があると考えます。 

よって、国におきましては、不登校支援の一部である多様な学習機会を確保するため

の具体的対策として、次の事項について要望します。 

記、１.教育機会確保法制定における、「不登校の児童生徒が、フリースクール等の学

校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支

援を検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること」について促進するこ

と。 

２.フリースクール等民間施設の設立及び運営補助金等の経済的支援制度の確立を図
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ること。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

令和４年９月 20日。 

松川町議会議長黒澤哲郎。 

衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣総理大臣宛、内閣官房長官宛、財務大臣宛、文部科

学大臣宛。 

長野県松川町議会。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（黒澤哲郎） 説明を終わります。 

ここで質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

米山義盛議員。 

○２番（米山義盛） この意見書に賛成の立場でございます。 

しかし、この不登校の子どもたちが非常に増えているという今の現状、教育のあり方

が本当に問われているのではないかという思いがいたします。 

ずっと戦後、民主教育という形で進められてきているわけですが、なかなかその競争

原理なり学力テストが導入されたり、非常に子どもたちの教育条件っていうのは、非常

に厳しいものがある中での不登校の現状じゃないかというふうに思います。 

そういった点を、教育委員会をはじめ、教育行政を担う、また学校もその教育のあり

方、子どもの生活のあり方を再度やっぱりしっかりと見直して、子どもたちに寄り添っ

た教育が行われることを求めたいとも思います。 

そういった思いも、だからフリースクールということがより進められるような、こう

いうこの意見書については全く賛成ではありますし、その教育のその多様なやっぱりあ

り方というのは、もっとその子どもたちの伸び伸びとした生活や教育が行われるような

教育条件のあり方というのは、教育を担う者たちが考えるべきことだというふうに思い

ます。 

そういったことを一言述べさせてもらって賛成いたします。 

以上です。 

○議長（黒澤哲郎） ほかに討論ございますか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 討論なしと認めます。 

それでは、ここで採決を行います。 

発議第１号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（黒澤哲郎） 賛成多数であります。 

よって、発議第１号、不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的

支援制度の確立を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。 

 

＝＝＝ 日程第 17 継続審査・調査について ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） 日程第 17、継続審査・調査についてを議題といたします。 

各常任委員長から目下委員会において、審査及び調査の件について、議会会議規則第

73 条の規定により、閉会中の審査・調査の申し出があります。 

お諮りいたします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査をすることにご異議はございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（黒澤哲郎） 異議なしと認めます。 

よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査をすることに決定をい

たしました。 

 

＝＝＝ 日程第 18 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（黒澤哲郎） それでは日程第 18、町長あいさつであります。 

宮下町長。 

○町長（宮下智博） 令和４年第３回松川町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶さ

せていただきます。 

最初に、今回の台風について少しお話をさせていただきます。 

先週末から心配をされておりました台風 14 号は、本日９時に温帯低気圧に変わりまし

た。全国的には大きな被害となり、松川町内でも収穫間近の梨の落果など農作物を中心

に、現時点で 570 万円ほどの被害が出ております。今も外を見ますと吹き返しが吹いて

おりますので、もう少し被害が増えるものと算定をしております。まずは、今回の台風
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で被害を受けられました方に心よりお見舞いを申し上げます。 

松川町では、昨日 13 時 30 分より災害警戒本部を立ち上げ、同日 15 時に自主避難所を

開設をいたしました。避難所におきましては本日 10 時に閉鎖をし、12時をもって警戒本

部の体制を解いたところでございます。 

松川町としての被害は、先ほどの農作物のほかに、一部地域で倒木が原因と思われる

停電が発生をしております。 

今後も台風シーズンは続きますので、気を引き締めて対処をしてまいります。 

次に、ここのところ様々な方が多様な発言をしております国葬についてでございます。 

先週の金曜日の信濃毎日新聞の朝刊に、私の発言として国葬についての見解が報道さ

れました。電話での取材を受けた中での発言の趣旨が異なっておりましたので、即日、

信濃毎日新聞社に対しまして厳重に抗議をいたしました。 

現在、この国葬の開催に当たっては、ほかにも様々なメディアからアンケートが来て

おります。国葬そのものについて、地方自治体の首長が賛否を表すことではないという

思いはございますが、先日の異なった報道もございましたので、私なりの見解を示させ

ていただきます。 

今回の事件につきましては、決して起きてはならないことでした。そのことから、事

件直後であれば、国民の理解はもっと得られたのではないかと感じております。世論が

錯綜している現在となっては、亡くなられた故人の業績に対してあれば、例えば党葬と

いう方法もあったのではないかと考えております。いずれにしましても、弔意の示し方

はそれぞれ個人の自由でと考えておりますので、松川町として何らかの対応をとるとい

うことは考えておりません。 

よろしくお願いいたします。 

さて、今定例会に上程をいたしました議案、大変長期間にわたりご審議をいただきま

したことを感謝を申し上げます。この中で、令和３年度決算認定の審議でもお話をいた

だいたとおり、個別の施策の効果や財政上の数字を追うことを心がけて、今年度の町政

運営を担ってまいります。また、今定例会で議決をいただきました各施策は、速やかに

契約や執行などへとつなげてまいります。 

さて、終わりに、台風シーズンを迎え、住民の皆様の災害への心配も今、多く行われて

おります町政懇談会の中でたくさんの声が聞こえております。話合いの大切さというの

を痛感する中、これからも新型コロナウイルスの戦いが続く中、地域づくりに一番大切

な会議などの話合いの場をオンラインなども活用しながら復活させていくことをお誓い
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を申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 

大変長期間ありがとうございました。 

 

閉 会 

○議長（黒澤哲郎） 以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

今９月定例会をもって私の議長任期中の定例会は最後となりました。 

これまで、慎重審議をいただきました議員各位、また審議にご協力、御苦労いただき

ました行政職の皆様に感謝を申し上げまして、令和４年第３回松川町議会定例会を閉会

といたします。 

ありがとうございました。 

 

閉  会  午後４時３４分 



 

 

 

 

議員・説明員・事務局出席表 
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Ⅰ．議 員 出 席 表 

議 席 

番 号 
氏    名 

第１日 第１４日 第１９日 

9 月 2 日 9 月 15 日 ９月 20 日 

１ 塩 沢 貴 浩 ○ ○ ○ 

２ 米 山 義 盛 ○ ○ ○ 

３ 加賀田   亮 ○ ○ ○ 

４ 米 山 郁 子 ○ ○ ○ 

５ 川 瀬 八十治 ○ ○ ○ 

６ 大 蔵   洋 ○ ○ ○ 

７ 中 平 文 夫 ○ ○ ○ 

８     

９ 坂 本 勇 治 ○ ○ ○ 

１０ 森 谷 岩 夫 ○ ○ ○ 

１１ 米 山 俊 孝 ○ ○ ○ 

１２ 間 瀬 重 男 ○ ○ ○ 

１３ 松 井 悦 子 ○ ○ ○ 

１４ 黒 澤 哲 郎 ○ ○ ○ 
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Ⅱ．地方自治法第 121 条の規定による出席者の職・氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第１４日 第１９日 

9 月 2 日 9 月 15 日 ９月 20 日 

町      長 宮 下 智 博 ○ ○ ○ 

副 町 長 岡 田 憲 輔 ○ ○ ○ 

教   育   長 小 平 順 一 ○ ○ ○ 

総  務  課  長 米 山 政 則 ○ ○ ○ 

まちづくり政策課長 佐々木   保 ○ ○ ○ 

住 民 税 務 課 長 池 上   徹 ○ ○ ○ 

会 計 管 理 者 池 上   徹 ○ ○ ○ 

保 健 福 祉 課 長 塩 倉 智 文 ○ ○ ○ 

産 業 観 光 課 長 田 中   学 ○ ○ ○ 

建 設 水 道 課 長 原   高 広 ○ ○ ○ 

リ ニ ア 対 策 課 長 小 沢 雅 和 ○ ○ ○ 

こ ど も 課 長 下 井 昭 二 ○ ○ ○ 

生 涯 学 習 課 長       高 根 竜 二 ○ ○ ○ 

図書館・資料館長 福 島 俊 美 － ○ － 

議 会 事 務 局 長 加 山 隆 浩 ○ ○ ○ 

代 表 監 査 委 員 大 島 英 嗣 ○ － ○ 

(一社)観光まちづくり 
センター理事長 北 沢 公 彦 ○ － － 

(一社)観光まちづくり 
センター専務理事 片 桐 雅 彦 ○ － － 

 

Ⅲ．本会議に職務のため出席した者の職･氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第１４日 第１９日 

9 月 2 日 9 月 15 日 9 月 20 日 

議 会 事 務 局 長 加 山 隆 浩 ○ ○ ○ 

書       記 竹 村 一 希 ○ ○ ○ 
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以上、会議の内容に相違なきことを認め、地方自治法第１２３条の規定によりここに

署名する。 

 

 

令和４年   月   日 

 

 

 

松川町議会議長   黒  澤  哲  郎 

 

 

 

署 名 議 員   大  蔵     洋 

 

 

 

署 名 議 員   中  平  文  夫 
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